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30２ 炉規制法24条1項3号(技術的能力),4号の意義と枠組に関する伊方判決判示
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36２ 「もんじゅ」における原子力安全委員会の安全審査の具体的枠組

36(1) 本件安全審査における具体的審査基準

37(2) ４号要件の審査における単一故障指針に基づく安全評価の方法
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38

(3) 「高速増殖炉の安全性の評価の考え方」に基づく事故評価の具体的方法

40

40(ｲ) ｢運転時の異常な過渡変化｣｢事故｣の代表的事象の選定と安全評価
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41
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44(4) 安全審査の専門技術性に関する伊方判決判示

45四 原子炉等規制法24条1項4号の適合性に関する司法統制の具体的枠組
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45
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３ ｢看過し難い過誤欠落｣は判断過程の瑕疵が安全審査の結論に影響を及ぼす具体的

48可能性があることを指すこと

48(1) ｢司法統制｣における違法事由としての「看過し難い過誤欠落」

(2) ｢看過し難い｣とは,文理上,安全審査判断に影響を及ぼす｢具体的可能性｣を指す

48

49(3) 専門技術的裁量に適合した合理的解釈であること

(4) 判断に影響を及ぼす具体的可能性を違法事由とする判例理論に適合すること

50

(5) ｢具体的可能性｣は専門技術的裁量尊重の視点で解釈されるべきであること

51
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52４ 判断過程の瑕疵の｢看過し難さ｣と,違法性の｢重大さ｣は次元が異なること

52５ 本件審理中に訴外動燃が「設置許可変更」を申請したことの重大性

６ 基本設計の安全性が確認できない場合の影響予測は安全審査の対象外であり原発

53行政訴訟でも対象外であること

55７ 司法統制の具体的枠組に関する原判決判示と国の主張について

(1) ｢看過し難い過誤欠落｣を｢行政庁による基本設計の安全性判断が否定されること｣

55と解する国の主張について

(2) 控訴人の主張が｢何らかの過誤欠落があれば違法になる｣というものであるとする

58国の主張について

(3) ｢判断過程の過誤欠落｣を違法事由とすることは過度の手続的義務を負わせること

58になるとの国の主張について

｢現在の科学技術水準に照らして｣の判示は違法判断｢処分時説｣を採用したもので(4)

59はないとの国の主張について

60(5) 安全性疑念論に関する国の主張について

62五 原子炉等規制法24条1項3号(技術的能力),4号違反の無効事由と主張立証責任

62１ 原子炉等規制法24条1項3号(技術的能力),4号違反の無効事由

(1) 行政行為の無効は各行政行為の特質を踏まえて利益衡量で判断されること

62

62(ｲ) 出訴期間徒過における違法主張の可否の問題であること

62(ﾛ) 無効の判断は利益衡量を基本とすること

64(ﾊ) 明白性は必ずしも要件とはされていないこと

65(2) 炉規制法24条1項3(技術的能力),4号違反の無効は法条の重要性が本質

65(ｲ) 炉規制法24条1項3(技術的能力),4号の重要性と違法の重大性

67(ﾛ) ２次系床ライナは間接的対策であるとする国の主張について

(ﾊ) 重大知見の見落しの判明時に改めて処分の効力を争う機会を与えるべき

68

69２ 行政庁の事実上の立証の必要（客観的主張立証責任）は国にあること

70六 原発無効確認訴訟における「具体的司法判断基準」

72第２ 重大な事項について安全審査が行われなかったこと

72一 本件ナトリウム漏えい事故が明らかにしたもの

72１ 安全審査の過誤・欠落がもたらす重大な事態＝結果の重大性

73２ 事故解析における本件ナトリウム事故の位置づけないし事故解析の目的

３ 熱的影響の解析における安全委員会の審査過程の看過し難い過誤・欠落の存在
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75とその具体的事情

４ 熱的影響の解析における安全委員会の審査過程における重大な違法の存在と，そ

78の具体的事情

81二 高温ラプチャについての安全審査の欠落がもたらす事態

81１ 高温ラプチャについての安全審査の欠落

83２ 最近の訴外動燃と被告国の対応は何を意味しているのか

91３ 高温ラプチャは何をもたらすか

93三 地震についての新しい知見が明らかにしたもの

96第３ 手続的にも安全審査に違法性があった

96一 原子力安全委員会における「二次審査」の問題点

99二 東海臨界事故で暴露された安全規制の欠陥

99三 もんじゅにおける安全審査の手続的違法性

101第４章 もんじゅ安全審査における重大な過誤欠落

101第１ ｢２次冷却材漏洩事故対策｣の基本設計と重大な違法の存在

101一 ｢高速増殖炉の安全評価の考え方｣と｢2次冷却材漏洩事故対策｣の基本設計

101１ 安全設計基準の定め

101２ 安全評価基準の定め

101３ 設計基準事象である「２次冷却材漏洩事故」の対策の不可欠性

102４ 設計基準事象として想定された「２次冷却材漏洩事故」の事故経過

二 ｢2次冷却材漏洩事故対策｣基本設計における｢鋼製床ﾗｲﾅを敷く｣との設計の意義

102

102１ 系統分離機能の重要性

103２ 訴外動燃による重大事態の想定

104３ 「安全評価の考え方」に抵触する重大事態

104４ 「床コンクリート上に鋼製ライナを張る」ことの重要性

104５ 設置許可申請書の安全評価（事故評価）

105三 本件基本設計は「安全評価の考え方 「(3.2)①」に違反し破綻していること」

１ ｢もんじゅﾅﾄﾘｳﾑ漏洩火災事故｣,｢燃焼実験Ⅱ｣,｢コンピュータ解析｣の重要性

105

106２ 原子炉設置許可申請書の誤り

３ ｢ﾅﾄﾘｳﾑ漏洩火災事故｣,｢燃焼実験Ⅱ｣,｢コンピュータ解析｣の総合結果の重大性

107
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109４ 「安全評価の考え方 「(3.2)①」違反による基本設計の破綻は明らか」

５ 床ライナ板厚の増大,ドレン時間の短縮化,運転操作の改善可能性により基本設

109の安全性は保持できるとする原判決判示と国主張について

109(1) 原判決判示や国主張は不明確であること

(2) ｢ﾄﾞﾚﾝ必要時間短縮化｣は基本設計事項であり，原基本設計の破綻を示すこと

111

(3) ｢板厚｣｢ﾅﾄﾘｳﾑ漏洩継続時間｣は基本設計の安全性に係る事項であり,後続処分段階

111での変更は許されないこと

112(4) 基本設計の不備は後続処分段階の手当可能性で救済されないこと

113(5) 原判決は司法統制の具体的枠組における伊方判決に違反すること

113四 調査審議過程における過誤欠落の存在とその重大性

１ 調査審議過程における看過し難い過誤欠落が存在することは明白であること

113

114２ 「溶融塩型腐食損傷」の知見に関する過誤欠落の存在と態様の重大さ

115３ ﾅﾄﾘｳﾑ漏洩原因,漏洩ﾅﾄﾘｳﾑ漏洩形態の過誤欠落の存在等とその態様の重大さ

116五 国の主張について

116１ 総括的な反論

120２ 「事故防止対策における２次系のナトリウムの床ライナの位置づけ」

３ ｢本件安全審査後に得られた界面反応による腐食に係る知見と本件安全審査の合理

121性｣に対する反論

123４ ｢界面反応による腐食に係る知見と本件安全審査の合理性｣に対する反論

126六 「本件２次冷却材漏洩事故対策」の破綻と原子炉設置許可処分の無効

130第２ 高温ラプチャを看過した安全審査の重大な違法の存在

130一 蒸気発生器技術の困難性

130１ 蒸気発生器は高速増殖炉の最大のウイークポイントである

130２ 伝熱管の健全性についての検査技術の未確立

135３ 漏えい検知のための水素計技術も未確立で，異常の早期発見は不可能

137４ 高速増殖炉蒸気発生器技術の困難性の前提となる事実

二 「高速増殖炉の安全評価の考え方 ・原子炉設置許可申請書と基本設計の安全性に係」

140る事項の関係

１ 「高速増殖炉の安全評価の考え方」における蒸気発生器伝熱管破断事故の評価指針

140

141２ 原子炉設置許可申請書における「安全設計方針」と想定事故の安全評価
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144３ 科学技術庁の安全審査書における判断

４ 設計基準事故の想定の前提がウェステージ型破損であり，高温ラプチャ型破損が想

144定されていないこと

５ 高温ラプチャ問題が設計基準事故の想定に係わるものであり，基本設計に係わ

145重大な安全審査事項であること

６ 安全審査ではウェステージしか想定されていないことを原判決は認めていること

145

146７ 事故想定における保守性の検証が安全審査の最大の課題であったこと

三 もんじゅにおける蒸気発生器伝熱管破断事故発生の際に常に水流動があると想定す

146ることが保守的な仮定といえないこと

146１ 争点

147２ 必ず急速ブローが機能すると想定することは保守的な想定とは言えない

四 ＰＦＲ事故は急速ブローがなかったために深刻な事故に発展したという動燃主張は

149証明されていないこと

149１ 動燃の主張

２ イギリスＰＦＲの過熱器に設置されていなかったとされた急速ブローは，もとも

149とは設備されており，有効でないという理由で外されていたこと

３ 仮に急速ブローが設備されていても，事故の結果は大きくは異ならなかったと推

149定されていること

４ 急速ブローがあれば大破断にいたらなかったという証明はされていないこと

150

151５ 原判決の論理はこじつけであること

五 ＲＵＮ１９の試験条件は保守的なものといえず，この実験によってもんじゅで高温

152ラプチャが発生しないと言うことはできないこと

152１ 控訴人の主張

152２ 裁判所の判断

153３ 判決は科学的に誤っている

154４ 動燃実験結果の公式報告書によって裏付けられた控訴人の主張

155５ 動燃報告書に現れた，さらに新たな事実

155６ 保守性がないことは明らか

156７ 動燃のＲＵＮ１９の説明はＰＦＲ関係者の納得を得られなかったこと

六 水流動があっても安全とは言えないことを示すドイツ・インターアトム社実験

157
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157１ 控訴人の指摘

157２ 原判決の認定

159３ 判決の論理的誤り

159七 高温ラプチャは何をもたらすか。

159１ 看過し難い過誤欠落とは

160２ 蒸気発生器伝熱管大量破断事故の危険性

３ ナトリウム・水の爆発的反応によって中間熱交換器が破壊される危険性があること

160

161４ 二次冷却系機器，配管を損傷する危険性があること

161５ 中間熱交換機が破壊された場合，暴走事故につながる危険性があること

６ フェニックス炉中間熱交換器破損事故は一次系と二次系の境界が破られ，暴走事故

161に発展する危険性を現実のものとしたこと

162７ 蒸気発生器事故の結果の重大性

163八 最後に

164第２の２ 蒸気発生器伝熱管破損事故に関する被控訴人国の主張に対する反論

164一 はじめに

165二 原判決の判示

165三 原判決の誤りを指摘する控訴人の控訴理由の要約

１ 設計基準事故の想定の前提がウェステージ型破損であり，高温ラプチャ型破損が想

165定されていないこと

２ 高温ラプチャ問題が設計基準事故の想定に係わるものであり，基本設計に係わる重

166大な安全審査事項であること

３ 安全審査ではウェステージしか想定されていないことを原判決は認めていること

166

167４ 事故想定における保守性の検証が安全審査の最大の課題であったこと

168５ まとめ

169四 原子力安全保安院の訴外動燃に対する指示・指導と動燃による補正

169１ 指示・指導内容

170２ 解析の基本的前提である，伝熱管の肉厚と沸騰現象について変更指示

170３ 訴外動燃による変更申請の補正

172４ 高温ラプチャが基本設計に関わる安全審査事項であることが明確となった

173五 被控訴人国の高裁最終準備書面における主張

173１ 国による結論
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173２ 高温ラプチャが発生する可能性について

174３ 解析条件の保守性に関する主張について

174４ 水流動の想定に関する主張について

174５ 蒸気発生器伝熱管破損事故の結果の重大性に関する主張について

174６ 控訴人の具体的設計に関する主張について

175六 控訴人の国の新たな主張への反論

175１ 内閣総理大臣の判断など存在しない

175２ 安全審査の結論を先取りした国の主張は許されない

３ 動燃の解析条件を前提としても，原設計のもんじゅでは２つのカバーガス圧力計

176の内一台の故障を仮定すれば高温ラプチャ発生は避けられない

178４ 原設計の施設で高温ラプチャは起きないとする根拠は完全に崩れている

182５ 結果の重大性に関する主張について

183６ 具体的な設計に関する主張について

183七 結論（無効判決しかあり得ない）

第２の３ もんじゅ蒸気発生器伝熱管破損事故に関する本件安全審査の違法性とその重

大性について－平成１４年４月１７日付蒸気発生器伝熱管破損事故に関する被控訴人

186国の釈明に対する反論

186一 蒸気発生器技術のもつ根源的な困難性

186二 大量の伝熱管破断をもたらす高温ラプチャ

187三 国は高温ラプチャの危険性について何の判断もしていない

188四 原設計での伝熱管破損機序としてはウェステージが想定されていた

189五 高温ラプチャ問題は訴外動燃によって意図的に秘匿された

191六 カバーガス圧力計の変更は蒸気発生器の基本設計の変更である

192七 訴外動燃による設置変更許可申請

八 設置変更許可によって高温ラプチャが基本設計に関わる安全審査事項であることが

194明確となった

195九 変更許可申請は設置許可の看過し難い過誤欠落を示している。

196一〇 原子炉等規制法の規制目的と違法の本質

197一一 違法を巡る控訴人と訴外動燃の帰責事由

199一二 結論

第３ 耐震設計における審査基準の不合理性，耐震設計に対する審査の過誤，欠落

201

201一 はじめに
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203二 地震とは

204三 活断層とは

205四 強震動予測

208五 松田式，金井式，大崎の方法の不合理性

210六 直下地震についての審査基準の不合理性，審査の過誤欠落

211七 鉛直地震力

213八 もんじゅ近傍で問題となる断層

213１ 敷地直下を走る震源断層面

214２ 甲楽城断層

214３ その他の断層

215４ 強震動予測

215八の２ 建築基準法上の規制

215１ はじめに

216２ 高さ６０ｍを超える建築物の構造計算についての建築基準法の規定

216３ 建築基準法施行令の具体的適用方法

218４ 建築基準法から見た「もんじゅ」の耐震設計の不充分さ

219八の３ 建築基準法上の規制についての被控訴人の主張に対する反論

222九 不合理な審査基準の適用，看過し難い過誤欠落による重大違法

223一〇 念のため過去の知見に照らして

225一一 安全余裕

227一二 白木―丹生リニアメント

227１ はじめに

228２ 被控訴人国が確認した露頭の位置

228３ 被控訴人国の言うリニアメントは一定した位置にはない

４ 被控訴人国の言うリニアメントと「日本の活断層」の白木―丹生リニアメントは大

229きくずれている

229５ 断層変位地形

230一三 本件敷地付近はアムールプレート東縁の変動帯における空白域

230１ アムールプレート東縁の変動帯

230２ 日本海の成立とその後の圧縮の力の作用

230３ 空白域

231一四 もんじゅの施設は鉛直方向の揺れに弱い構造となっている

232一五 結論
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234一六 耐震設計についての被控訴人主張への反論

234１ 震源断層面の存在とその耐震設計上の位置付け

235２ 松田式について

237３ 強震動予測の方法について

238第４ 炉心崩壊事故を過小評価した安全審査の重大違法

238一 なぜ炉心崩壊事故が問題となるか

238１ 炉心崩壊事故で考慮すべきこと

238２ もんじゅの「原子炉停止系」は健全に作動するか

239３ もんじゅの「冷却系」は健全に作動するか

240４ 格納容器は健全な「工学的安全設備」か

241二 炉心崩壊事故を基準設計事故としない「審査基準の不合理性」

241１ 「高速増殖炉の安全性の評価の考え方について」の策定経緯

242２ 「事故」解析には保守的仮定が不可欠である

３ 「技術的には起こるとは考えられない事象」解析には保守的仮定はいらないとした

242場合の矛盾

４ 研究開発段階の原子炉の安全解析を行なう場合に 「保守的仮定」を置かないとす，

244ることは矛盾である

244５ アメリカや西ドイツなどではより厳しい基準が置かれていた

246６ 事故解析に保守性・安全側の仮定をおかない不合理性

三 もんじゅの「１次主冷却系配管大口径破断事故」などでは，炉心崩壊事故に至る過

246程は想定されていない。

246１ 局所的燃料破損事象

247２ １次冷却配管大口径破損事象

247四 「ＵＬＯＦ事象」もんじゅケース解析について

247１ 「ＵＬＯＦ事象」とはどのようなものか

248２ 起因過程では燃料破損がどのように起こるかが問題である

249３ 遷移過程では炉心が沸騰・揺動するプールになり，再臨界が問題となる

251４ 機械的エネルギー変換・構造応答過程

５ 事故後物質移動・崩壊熱除去過程では溶融燃料は原子炉容器を溶かして外部に漏出

251する

253五 炉心崩壊事故研究には実験的検証が少ない

253１ 実験は部分的現象についてのみ行われた

254２ 燃料破損実験は少数本でかつ熱中性子によるものである
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254３ 燃料棒が中心で破損したデータが存在した

255４ 破損口が３０ｃｍとなる恐れは存在する

256５ 溶融プール実験は茶筒の大きさの実験に過ぎない

257６ 燃料の沸騰実験は直径６センチメートルのるつぼで行われたのみ

257７ ドップラー係数の実験は高温領域ではほとんどおこなわれていない

257８ 実験は僅少で，しかも今後行われる状況ではない

六 もんじゅ原子炉容器・格納容器が炉心崩壊事故に耐えられるとした原判決の重大な

258誤り

258１ 炉心崩壊事故の発生確率は低くない

260２ 最大の爆発エネルギーを約３８０ＭＪと過小評価

262３ ３８０ＭＪでも原子炉容器や格納容器の破損は免れない

262(1) 原子炉容器と格納容器

268(2) 周辺環境中に流出する放射性物質の量

269七 安全審査の過程における過誤欠落は看過し難い重大なものである

八 被控訴人最終準備書面・第１０章・第３「控訴人らの主張に対する反論」に対する

270反論

270１ 安全評価についての審査との関係について

271２ 事故事象として位置付けるべきであるとの主張について

272３ 安全評価の解析条件について

273４ １次冷却材流量減少時反応度抑制機能喪失事象について

274５ シビアアクシデントについて

275第５ 申請者には高速増殖炉に関する技術的能力は存在しない

一 技術的能力の有無を原子炉等規制法が原子炉設置許可の基準とした立法趣旨

275

275二 技術的能力の審査の対象についての最高裁伊方判決の判示

三 技術的能力の審査対象を形式的な人的要素に一面的に限定し最高裁伊方判決に違背

276する原判決

278四 原判決も訴外動燃に技術的能力が欠如していることを認めている

五 訴外動燃の技術的能力の欠如を認定しながら原子炉等規制法２４条１項３号の要件

281の適合性を認めてしまった原判決

282六 技術的能力に欠ける訴外動燃にもんじゅの設置・運転はまかせられない

283七 結 論

284八 被控訴人の技術的能力の適合性審査の主張に対する反論
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284１ 被控訴人の最終準備書面における主張

285２ 技術的能力の審査対象についての控訴人らの反論

287３ 技術的能力の裁判所の判断時についての控訴人らの反論

290第５章 結論

290第１ 我が国における高速増殖炉開発の終わりの始まり

290一 高速増殖炉開発の経過

291二 ２０００年１２月策定の原子力利用長期計画ともんじゅ

293三 ２０００年１２月策定の原子力利用長期計画と高速増殖炉実証炉

294四 まとめ

294第２ 世界の高速増殖炉開発は「停滞」でなく「停止」した

294一 アメリカ

294１ 原子力発電所の新規発注なし

295２ 研究開発まで停止した高速増殖炉開発

295二 ドイツ

295１ ドイツのエネルギー構成，エネルギー政策

296２ 再処理工場とプルトニウム利用の放棄

297３ 再生可能エネルギーの買取の義務付け法

297４ １９９４年，１９９８年原子力法改正

298５ 脱原子力政策の全面的な展開へ

299三 フランス

299１ スーパーフェニックスの閉鎖へ

299２ 重大事故相次ぐフェニックス原型炉

301四 イギリス

301１ 民営化できなかった原子力発電

301２ 運転停止した原型炉

302五 ヨーロッパ高速炉計画について

302１ ヨーロッパ高速炉計画とは

302２ 立ち消えとなったヨーロッパ高速炉の開発

302六 その他

303七 結論

303第３ 国際的に孤立した日本の核燃料サイクル・プルトニウム利用政策

303一 国際的動向から余りにもかけ離れた異常な政策選択
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303二 再処理計画の無謀

304三 プルサーマル計画は頓挫している

304四 孤立した技術体系は危険

305五 訴外動燃の底知れない腐敗

306六 プルトニウムリサイクルの斜陽化がもたらしたモラルハザード

第４ もんじゅ訴訟における重大な違法性の存在と施設の公益上の必要性について

306

一 不必要な施設，公益性のなくなった施設については重大な違法性の判断の基準は低

306くなる

306二 原子力発電の必要性と安全性の関係に関する女川原発訴訟控訴審判決の判示

306１ はじめに

306２ 環境リスクに関する判示

308３ 原子力発電所の必要性・経済性と危険性の兼ね合いについての判示

308４ 核燃料サイクルの破綻を認めた判示

310５ 請求の当否に関する判示について

310三 公益性・必要性のない施設の違法性の判断の基準について

310第５ 「もんじゅ」の有益性に関する被控訴人主張の誤り

315第６ まとめ

315一 原判決取消，原子炉設置許可処分無効確認の判決を求める

318二 貴裁判所が司法本来の役割をまっとうすることを切望する

別表（もんじゅ蒸気発生器に関する変更許可新旧対照表）
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（凡例）

「動力炉・核燃料開発事業団」は，平成７年（1995年）12月８日に発生し

た２次系ナトリウム漏えい火災事故を契機に「核燃料サイクル開発機構」と

名称が変更されたが，本書面では「訴外動燃 「動燃 「核燃料サイクル」」， 」，

等と略記する。

高速増殖炉「もんじゅ」にかかわる本件原子炉設置許可処分は昭和５８年

５月２７日内閣総理大臣がした処分であり，その後，所管は経済産業大臣に

変更されたため，被控訴人の正確な名称は「被控訴人経済産業大臣」である

が，本書面では「被控訴人国」とも略記する。

（本文）

第１章 原子炉等規制法 条１項 号適合性の司法審査と当審の課題24 3,4

本件 もんじゅ 行政訴訟は 高速増殖炉の安全性を問うわが国で「 」 ，

はじめての原発行政訴訟であると同時に 平成７年 1995年 12月８， （ ）

日に発生し 訴外動燃解体のきっかけとなった ２次系ナトリウム漏， 「

えい火災事故 と これによって判明した もんじゅ の安全審査上」 ， 「 」

の重大な誤りに対し あるべき司法判断を下すという 国民 なかで， ， ，

も地元住民に対する重要な使命を担う訴訟である。

すなわち 後掲の最高裁伊方判決が指摘するように 原子炉は そ， ， ，

の稼働によって内部に多量の人体に有害な放射性物質を発生させるも

のであるため 原子炉を設置しようとする者が原子炉の設置 運転に， ，

つき所定の技術的能力を欠くとき または 原子炉施設の安全性が確， ，

保されないときは当該原子炉施設の従業員や周辺住民等の生命 身体，

， ，に重大な危害を及ぼし 周辺の環境を放射能によって汚染するなど

深刻な災害を引き起こすおそれがある そこで 原子炉等規制法２４。 ，

条１項３号，４号は 「原子炉災害が万が一にも起こらないようにす，

る ために 原子炉設置許可の段階で 原子力安全委員会等に 原子」 ， ， ，

炉を設置しようとする者の技術的能力 並びに 申請にかかる原子炉， ，

施設の位置 構造及び設備の安全性につき 科学的 専門技術的見地， ， ，
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から十分な安全審査を行わせることにしたのであり したがって 上， ，

記安全審査は 本来 万が一にも 原子炉災害が起きることのないよ， ， ，

以上，最高裁伊う，その安全性を確保するものでなければならない（

。方判決）

とりわけ 本件 もんじゅ は研究途上の高速増殖炉原型炉である， 「 」

うえ 水や空気と爆発的に反応するナトリウムを冷却材として使用す，

ることから その危険性が開発当初から懸念され 本件訴訟において， ，

も，最も重要な争点の１つとされてきた。

そればかりか 平成７年12月８日に現出した上記 ２次系ナトリウ， 「

ム漏えい火災事故 と これを契機として実施された実験及びコンピ」 ，

ュータ解析の結果 「もんじゅ」に対する原子炉設置許可処分の前提，

「 」 ，とされた ナトリウム漏えい火災事故 対策の基本設計によっては

重大事故に至る可能性が否定できないことが明らかになった。

， ， 「 」そのため 本件訴訟は 上記 ２次系ナトリウム漏えい火災事故

の発生と それに伴う検討を受けて 高速増殖炉 もんじゅ に関す， ， 「 」

る原子力安全委員会等の安全審査 とりわけ ナトリウム漏えい火災， 「

事故対策」に関する安全審査が 「原子炉等による災害が万が一にも，

起こらないようにする という趣旨で設けられた原子炉等規制法２４」

条１項４号の 原子炉施設の位置 構造及び設備が原子炉災害の防止「 ，

上支障がないものであること という要件に適合していたのか否かの」

問題について 改めて 厳密な司法審査を行うという さらに重要な， ， ，

具体的使命を担うものとなった。

また もんじゅ蒸気発生器の伝熱管破損事故において 高温ラプチ， ，

ャが発生するかどうかは 基本設計の安全性に係わる事項であり 安， ，

全審査前後のＳＷＡＴ実験やイギリスＰＦＲ炉における事故などを総

合すれば その危険性が十分認められにもかかわらず 本件安全審査， ，

においては そのような安全審査はなされておらず 許可処分後もこ， ，

の点に関する安全審査機関の判断は示されていない この裁判の終盤。

， ， ，に至って 原子力安全保安院は ２００１年１２月１１日に至って

蒸気発生器計装の設置許可申請書への記載 について 訴外動燃に「 」 ，
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対して指導した その内容は もんじゅについては 高温ラプチャに。 ， ，

ついて安全審査が行われて来なかったこと すくなくとも変更工事前，

のもんじゅは蒸気発生器伝熱管破損事故が発生した場合 高温ラプチ，

ャ現象が発生する可能性があったことを被控訴人国と訴外動燃が認め

たものといえる。

次に，地震については，現在の地震学の発展によって，旧来の耐震設

計の手法が一新されてしまったため，本件訴訟においては，これを踏ま

えた判断が必至となった。

さらに，もんじゅで最悪の事故と考えられている「炉心崩壊事故」が

起こった場合，訴外動燃の計算によっても，原子炉容器や格納容器が破

損して大量のナトリウムや放射性物質が環境中に放出されることが判明

したばかりか，最も激しく再臨界を起こし放射性物質を飛散させる可能

性のある事故形態については，安全審査の対象とされていないことも明

らかとなった。

そして 最高裁伊方判決は 被告行政庁において その判断が依拠， ， ，

現在の科学水準に照らした原子力安全委員会等の安全審査について，

安全審査の調査審議において用いられた具体的審査基準が合理して，

性を有すること 並びに 上記具体的審査基準に適合するとした原子， ，

力安全委員会等の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤 欠落が，

， ， ， ，ないことを 相当の根拠 資料に基づいて主張 立証する必要があり

国が上記主張 立証を尽くさない場合には 上記判断に不合理な点が， ，

あることが事実上推認され これに基づく被告行政庁の設置許可処分，

は違法とされるという司法審査方式を呈示していることから 原判決，

においても これに従った具体的な司法審査を行うことが期待された，

ところである。

ところが，原審福井地裁の第一審判決は，上記最高裁伊方判決に違反

し，自らが原子力安全委員会になり代わって新知見に関する実体判断に

踏み込んだうえ，あろうことか，訴外動燃さえ提案していない「改善措

置案」を根拠に，本件設置許可処分を適法と判断してしまった。原判決

， 。が判例違反 法令解釈違反の違法を犯すものであることは明らかである
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上記原判決を前にして，地元福井県民をはじめとする多くの国民が，

司法に対する深い失望と不信の念をあらわにしている 福井新聞は ナ。 ，「

。」「 ，トリウム事故で高まった県民の不安は一顧だにされなかった 判決は

立地が絶対安全だという国の保障で進められていた経緯を全く理解して

いない 」と批判し，朝日新聞は 「審理中に起きたナトリウム漏れ事故。 ，

や死者まで出した茨城県東海村の臨界事故も司法判断に影響を与えなか

ったのだろうか 「判決は世間の安全意識と大きくずれているのではな。」

いか 」と批判したが，これらの意見は，最高裁伊方判決の示した 「安。 ，

全審査の調査審議判断の過程に看過しがたい過誤欠落が明らかになった

以上，原処分は違法であるとして，安全審査はやり直すべきである」と

する考え方に照らしても理由のあるものである。原判決は法的に是認で

きないとともに，国民の司法に対する信頼を全く不当に失わせたという

点でも，速やかに是正される必要がある。

その意味で 当審に課せられた課題は 原判決の判例違反等の明白， ，

な違法を速やかに是正し 改めて 本件原子炉設置許可処分の適法性， ，

を厳密に問い あるべき司法判断を示すことを通して 原子力安全規， ，

制行政のあり方をただすとともに 国民の司法に対する信頼の回復を，

計ることにある。

， ， 。貴裁判所 並びに 両訴訟当事者の責任は重大というべきである

なお，本書面は，多くの自然科学者や行政法学者の方々から，各専

門分野に関する文献を通して学び あるいは 専門的 学術的なご意， ， ，

， ， ，見をご教授頂くことを通して得た成果を 我々なりに吸収 整理し

まとめあげたものであることはいうまでもない 高速増殖炉や その。 ，

安全審査のあり方と それをめぐる行政法理という 各分野の専門家， ，

の方々から教えを乞うことなしには遂行できない本件訴訟のテーマの

特質に鑑み 直接 間接にご教授 ご協力頂いた学者の方々に対して， ， ，

深い感謝の気持ちを表することをお許し頂いたうえで 以下 具体的， ，

論述に入りたい。
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第２章 もんじゅは極めて危険な高速増殖炉である

第１ 炉心溶融・出力暴走から炉心崩壊事故に発展する可能性が高い

一 出力暴走・炉心崩壊事故

１ 出力暴走はなぜ起こるか

燃料棒の中に詰め込まれたプルトニウム２３９に中性子が衝突して

核分裂が起こると，熱と２～３個の中性子が産み出され，あとに核分

裂生成物（死の灰）が残る。

産まれた中性子はプルトニウム２３９に衝突して更に核分裂を起こ

す他に，燃料以外の物質に吸収されたり，炉心（原子炉の中で燃料が

存在する部分）から外に漏れ出したりして消滅する。炉心の中で，産

まれる中性子の数と消滅する中性子の数が同じであればバランスがと

れて「臨界」を維持するが，何らかの原因でバランスが崩れて，発生

， 。する中性子の数の方が多くなれば核分裂数は増加し 出力は増大する

核分裂の連鎖反応を人間の世代交代にたとえ，前の世代からの中性

， 。 「 」子数に対し 次の世代の中性子数が何倍になったか考える 倍率が １

，「 」 「 」 「 」の時が臨界であり １ を超えると 臨界超過 または 反応度が正

であるという。反応度とは，倍率が「１」からどのくらいずれている

かを示すものである。

正の反応度が投入されると，前の世代よりも次の世代の方が多くの

核分裂を起こし，中性子が増え，出力はどんどん上昇する。この時に

中性子の増加をとめることができないと出力暴走事故になる。

２ 高速増殖炉における出力暴走・炉心溶融から進展する炉心崩壊事故の特徴

燃料から発生した熱は冷却材によって原子炉から取り出されるが，

冷却材が炉心からなくなると燃料は過熱して溶けてしまう。

軽水炉では冷却材は水であり，配管が破断したりして炉心から冷

却材が喪失する事故（いわゆる「ＬＯＣＡ＝Lost of Coolant Accide

nt）が起こると，炉心は空焚きとなり，溶融した燃料は次第に落下し

て鋼鉄製の原子炉容器の下にたまる。核分裂反応は収束するので，行

なうべきことは溶融した燃料から発生する崩壊熱を除去することとな

る。
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ところが，高速増殖炉の場合には，冷却材がナトリウムであり，

かつ 「炉心の特性」が軽水炉と違うので，燃料が破損してナトリウ，

ム中に噴出すると，ナトリウムが沸騰して核分裂反応が活発となって

， 。 ，出力暴走し 即発臨界を起こして炉心が爆発する可能性がある また

直ちに即発臨界を起こさなくても，燃料破損が進行して炉心が溶融し

てプール状態になると，再臨界（即発臨界）を起こして出力暴走し，

炉心が爆発する可能性もある。軽水炉なら起因となる事象から比較的

単純な経路をたどるだけなのに，高速増殖炉では複雑な経過をたどる

可能性をもつのである。

二 軽水炉における最悪事故は「炉心溶融事故」

１ 軽水炉の仕組み

濃縮されたウラン２３５を燃料に使用し，秒速２～３ｋｍの熱中

性子を用いて核分裂連鎖反応を起こさせる炉を熱中性子炉と呼ぶ。核

分裂によって発生した高速中性子（秒速約２万ｋｍ）を軽水（普通の

） （ ），水 で減速し これによって核分裂反応の効率を飛躍的に上昇させる

軽水が核分裂反応によって熱くなった燃料を冷却する炉が軽水炉であ

る。炉心を通過した軽水が直ちに蒸気となってタービンを回す炉を沸

騰水型軽水炉と呼び，炉心を通過した水が蒸気発生器の細管を通じて

二次系の水を蒸発させてタービンを回転させる炉を加圧水型軽水炉と

呼ぶ。

２ 炉心冷却失敗から炉心溶融へ

加圧水型軽水炉では，１次冷却材である水は炉心で約３００℃に

加熱されるので，沸騰を押さえるために約１５０気圧に加圧されてい

る。沸騰水型軽水炉でも約７０気圧に加圧されている。そのため配管

が破断したり，弁が開いたりして冷却水が飛び出してしまえば，炉心

冷却に失敗して，炉心は空焚きになってしまう。その結果，燃料は溶

けて落下し，炉心溶融が起こる。緊急炉心冷却装置（ＥＣＣＳ）は，

炉心溶融を防止するために，緊急に大量の水を炉心内に注入する装置

である。

３ 炉心溶融から炉心崩壊事故に進行しない理由

軽水炉の場合には，冷却材である水が沸騰すると気体になって密
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度が劇的に減少するので，減速効果は減り，核分裂連鎖反応によって

飛び出した高速中性子のスピードはそれ程減らなくなるので，核分裂

を起こしにくくなり，出力は減少する。それに伴って温度も低下する

ので出力にブレーキがかかったようになる。

更に，軽水炉では，核分裂が最も起こりやすい形になるように燃

料棒を配置しているために，燃料棒が曲ったり，溶融したりして正常

な配置からずれると核分裂連鎖反応は減少する。

この二つの理由によって，谷底に置いた球を斜面にそって少しず

らして置くと球は谷底に向かって落下し，谷底にとどまり安定化する

のと同じように 「負のフィードバック」が働き，異常事態は収束す，

る。

従って，軽水炉においては，燃料を冷やすことに全力を傾ければ

良いことになる。

三 高速増殖炉における最悪事故は，出力暴走・炉心溶融から進展する「炉心崩壊事

故」である

１ 出力暴走・炉心溶融はなぜ起こりやすいか

(1) 出力暴走・炉心溶融が起こりやすくなった理由は，炉心特性が

際立って危険になったためである。

もんじゅ設置許可申請書は昭和５５年１２月に提出されたが，

その直前に原子力安全委員会において決定された「高速増殖炉の安

全性の評価の考え方について」の中でも，軽水炉と異なる多くの特

徴として，次の諸点が指摘されている。

① 狭い炉心に燃料をぎゅうぎゅう詰めにしたこと

「高速中性子を利用し，増殖を目的としたものであって，炉

心の中性子束密度，出力密度及び燃料燃焼度が高く，また，この

， 。」 。ため 材料の受ける放射線照射量が大きい と記載されている

また，燃料棒の間隔が狭く，冷却材の通過が困難となって，

流路閉塞による燃料溶融が起こりやすいことも意味する。

② 炉心中心でナトリウムボイド反応度が正となっているため，

， ，炉心に気体が混入したり 炉心でナトリウムが沸騰したりすれば
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核分裂反応がますます活発になること

③ 燃焼が進行すると燃料被覆管の中には核分裂によって生じた

ガスが溜っていくので内圧が高くなり（数百気圧 ，被覆管が伸）

びたり膨張したりして燃料破損が起きやすくなり，燃料がナトリ

ウム中に放出された場合，激しい燃料・冷却材相互作用が起きる

こと

④ 炉心が反応度が最も高い配置になっていないこと

そのため，燃料の変形・溶融が起こって炉心の配置が変われ

ば再び臨界になることが起こりうる。従って，ナトリウムの通り

道が塞がれてしまい燃料が過熱して溶融することは避けなければ

ならないことになる。これは「燃料の核的熱的特性については，

燃料集合体の変形を考慮し，又，流路閉塞を防止する」と記載さ

れているものである。

⑤ 更に，明文では規定されていないが，核分裂反応のために高

速中性子を利用することから，遅発中性子が少なく，また，即発

中性子寿命が短いので，軽水炉よりも格段にコントロールしにく

いことにも注意しなければならない。

(2) 原子炉停止機構が制御棒のみである。

原子炉停止系は制御棒のみであり，軽水炉がボロン水注入のよ

うな原理の異なる停止系を持っているのと比較して同じ原理による

停止系しかないので，共倒れ故障が起こりやすい。

(3) 炉心の緊急冷却設備が存在しない。

炉心から冷却材がなくなった場合，燃料が溶融して再臨界になる

可能性があるのに，ナトリウムの緊急注入設備は存在せず，溶融を

とめる手段が存在しない。

２ 出力が急上昇したらどうなるか（過出力 ＵＴＯＰの場合）

(1) 過出力＝核分裂反応の活発化となる原因

， 。出力が急に上昇する原因としては 次のようなことが考えられる

ア 燃料自体やその配置に原因がある場合

①燃料ペレットにプルトニウムを詰め過ぎた
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②燃料棒の中で燃料ペレットが粉々になって下に詰まり密度が濃

くなる

③燃料棒が寄り集まる

◎過熱して内側に曲る

◎溶けて下に溜る

イ 制御系統に原因がある場合

①制御棒が引き抜かれる

ウ 原因不明の場合

フランスのフェニックスでは，正常運転中に出力が振動する事

故が起こっているが，その原因は解明されていない。

(2) 過出力事故はどのように進展するか

ア 燃料が損傷するまで

， ， 。何らかの理由で 核分裂反応が活発化すれば 出力は上昇する

それによってナトリウム温度は上昇し，ナトリウムは沸騰・蒸発

する。炉心の中心においては，ナトリウム・ボイド反応度は正で

あるから，核分裂反応は更に活発化し，出力は上昇し，ますます

， 。ナトリウムは沸騰するという悪循環をくり返し 暴走状態となる

その結果燃料は高温となって損傷・溶融する。

イ 燃料が損傷してから

燃料が損傷すると，被覆管の内圧によって燃料がナトリウム中

に噴出し，激しい燃料・冷却材相互作用を引き起こす。しかも，

燃料棒間の間隔が，軽水炉（加圧水型）では約３．４ｍｍ離れて

いるのに，もんじゅでは１．４ｍｍと狭いので，異物がくれば流

路が閉塞されやすく，また燃料棒が曲ればそれだけ隣接燃料棒と

の接触が起きやすい。このようになれば，ますます核分裂反応は

活発化することになる。単位体積からの発熱量（出力密度）は，

もんじゅは軽水炉の３ないし１０倍であるから，炉心にむりやり

詰め込まれた燃料は溶けやすいといえる。

ウ 燃料が損傷したあたりの「起因過程」で直ちに「即発臨界＝爆

発」となるケースも存在する
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もんじゅでは軽水炉とくらべて核分裂を起こすと直ちに発生す

る即発中性子の割合が大きく，かつその寿命が短い。つまり，世

代交代の時間が早いので，一旦出力暴走を始め 「即発臨界」に，

至るともはや暴走をとめるいかなる手段もなく，瞬間的に大量の

エネルギーと放射線（中性子とガンマ線）を発する。もんじゅの

安全審査の対象となったのは，このケースのみである。

ところが，起因過程においては直ちに臨界に達せず，炉心にお

ける燃料溶融が進行し 炉心がプールのような状態となって 遷， ，「

移過程」において「再臨界＝即発臨界＝爆発」となるケースも存

在すると考えられている。

３ 炉心で冷却材ナトリウムが減少・喪失するとどうなるか（冷却材減少・喪失

ＵＬＯＦの場合）

(1) ナトリウムが減少・喪失する原因

炉心を流れるナトリウムの流量が急に減少したり，喪失したりす

る原因としては次のようなものが考えられる。

ア 炉心冷却能力が減少・喪失する場合

①ナトリウム循環ポンプの機能が停電等で失われた

（主循環ポンプの機能が失われ，ポニーポンプも作動しない）

②二次系ナトリウム漏えい事故により，ナトリウム火災や水素爆

発が発生し，隣接ループに拡大して空気冷却器の機能が失われ

た

③何か異物が炉心に混入し，ナトリウム流路を塞いだ

イ 気体が炉心に入ってくる場合

①炉心内にあるアルゴンガスがナトリウムに巻き込まれて炉心に

入った

②蒸気発生器事故で発生した水素が，壊れた中間熱交換器の伝熱

管を通って炉心に入った

ウ 一次系配管が破断してナトリウムが配管から漏出する場合

①地震の際に配管が落下した

エ 原子炉・ガードべッセルからナトリウムが漏出する
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①地震により，原子炉容器が破壊され，ガードベッセルも機能し

なかった

(2) 冷却材減少・喪失事故はどのように進展するか

ア 燃料が損傷するまで

冷却能力が減少・喪失するので，燃料温度が上昇し，近接した

ナトリウムが沸騰する。ナトリウムボイド反応が正のため，核分

裂反応が活発化し，出力が上昇する。更に燃料温度が上昇し，燃

料が損傷する。

イ 燃料が損傷してから

「２ 出力が急上昇したらどうなるか（過出力 ＵＴＯＰの場

合 」と同様の事故進展が考えられる。）

四 「炉心崩壊事故」は多量の放射性物質を環境に流出させる

１ 即発臨界・再臨界時における放射性物質の炉外への放出

(1) 即発臨界に達して放出される核暴走エネルギーの大きさ

もんじゅ設置許可申請書に記載された「技術的には起こるとは考

えられない事象」のうち，ＵＬＯＦ事象によって放出された熱エネ

ルギーは，約３８０メガジュールだとされている。しかし，燃料破

損の位置や大きさを変更しただけで，約９９２メガジュールの放出

エネルギーとなる計算も存在する。また，遷移過程に入ってから再

臨界＝即発臨界に至るケースもあり，その場合には，更に高いエネ

ルギーを放出する可能性も存在する。決して，約３８０メガジュー

ル（ＭＪ）が放出エネルギーの最大限であることは証明されていな

い。なお，もんじゅでは，遮蔽プラグ等に与える衝撃的圧力を計算

するために，炉心で発生する爆発エネルギーを５００ＭＪと想定し

ている。

(2) 原子炉容器の損壊と遮蔽プラグの損壊

高温高圧となった炉心物質（高い熱エネルギーを持つ）は，炉心

周辺や上部のナトリウムを爆発的に蒸発させる。ナトリウムと溶け

た炉心物質が一体となって構成される「ナトリウムスラグ」が原子

炉容器の壁面や蓋の役割を果たしている遮蔽プラグに向かって突進
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する。これは「機械的エネルギーへの変換過程」であり 「構造に，

対して応答する過程」と呼ばれている。この爆発によって発生する

衝撃波の圧力は，少なく見積もっても数百気圧（数ｍｓ～数十ｍｓ

単位）となるような凄まじいものである。

衝撃的圧力によって，原子炉容器と遮蔽プラグに強烈な力が加わ

ることになる。遮蔽プラグは非常に重いものであるが上に持ち上が

り，原子炉容器は膨れ上がって変形・損傷する。その結果，原子炉

容器と遮蔽プラグを連結しているボルトが最初に変形し，場合によ

ってはボルトが破壊されることになる。こうして，原子炉容器と遮

蔽プラグによって密閉されていた原子炉容器内のナトリウム等は格

納容器床上に爆発的に噴出する。

(3) 格納容器の損傷と放射性物質の大気中への放出

原子炉格納容器内に放出される物質は，高温の放射化ナトリウム

と同時に破損した燃料や死の灰などの放射性物質である。格納容器

の耐圧はわずかに０．５気圧であるから，原子炉容器からの噴出の

仕方によっては，この耐圧を大きく上回る圧力が格納容器内で発生

し 「格納」の機能は失われ，放射性物質が大気中に放出される。，

五 炉心崩壊事故がもんじゅで起こった場合の住民被害の甚大さ

原子物理学者の故高木仁三郎氏は，１９９３年７月１０日本件も１

んじゅの民事差止訴訟の原審で証言台に立たれ，もんじゅにおいて炉

心崩壊事故が起こる危険性が軽水炉に比較し大きいことを指摘され，

実際に炉心崩壊事故が起こった場合には，敦賀市白木地区等の周辺地

域だけでなく京阪神地域の住民にも甚大な被害をもたらすことを自ら

計算をして行ったシュミレ－ションに基づき証言した（第２８回高木

仁三郎証人調書・甲イ１７７ 。）

故高木氏は，炉心崩壊事故により，原子炉容器が破壊され，格納２

容器の健全性も崩れ，炉心に内蔵するプルトニウムの１％がエアロゾ

ルとなって吹き上げられ高度２００ｍの外部環境に放出され，大気安

定度は最もよく出現する普通の大気状態，風速は毎秒３ｍ，風向きは

南々西の京都，大阪方面へ運ばれて行くとの想定条件のもと 「発電，
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用原子炉施設の安全解析に関する気象指針について （昭和５２年６」

月１４日原子力委員会決定）に基づいて，各地点のプルトニウムの大

気中の濃度を求め，避難せずその大気を吸入した人に対して 「プル，

トニウムを燃料とする原子炉の立地評価上必要なプルトニウムに関す

るめやす線量について」に従って，肺，骨表面，肝臓の被曝線量，実

効線量当量を計算し，他の放射性物質の影響は無視しプルトニウムだ

けの影響を評価し，そのプルトニウムの影響の評価についても，土壌

汚染や水，食料の汚染になって体内に入ってくる経路は無視し，大気

中にプルトニウムが拡散し，そこにいた人が呼吸によってプルトニウ

ムを吸入すると，それがプルトニウムの内部被曝になって影響を与え

ることだけを評価している。

外部環境へ放出されるプルトニウムの量を，炉内存在量の１％とす

る炉心崩壊事故の設定条件は，放出量を１０％程度を見なければなら

ないというリチャ－ド・ウェブの考え方からすると控えめな数値であ

る。

故高木氏のシュミレ－ションによると，もんじゅから２４～５ｋ３

， ， ，ｍ以内に位置する敦賀市白木地区 美浜町 三方町などの市町村では

そこに住んでいる住民に対し骨表面（人体組織においてはその影響が

最も厳しい部位）では１０シ－ベルト（１０００レム ，実効線量当）

量（全身に被曝した場合にどういう影響を与えるかということに換算

した値）では１シ－ベルト（１００レム）の被曝をもたらすことにな

り，それらの住民は深刻な急性障害により１０人に１人以上はがん死

に至るという壊滅的な打撃を受ける。

もんじゅから７４ｋｍの距離にある京都の北端に及ぶまでの範囲で

は，その被曝量は被控訴人が基準として定める「プルトニウムに関す

るめやす線量について」の骨表面のめやす線量２．４シ－ベルトを超

えることになり，その範囲では急性障害が発生し，被控訴人の基準に

従ったとしても，その範囲内では人が住むべきではなく無人化しなく

てはならないことになる。

もんじゅから１４０ｋｍの範囲である大阪市や神戸市では，実効線
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量当量が１００ミリシ－ベルトを超え，国の防災対策（ 原子力発電「

所等周辺の防災対策について」昭和５６年６月３０日原子力安全委員

会決定）では，乳幼児，児童，妊婦だけでなく成人も，コンクリ－ト

建屋の屋内に退避するか，避難しなければならなくなる。

更に集団被曝線量は，プルトニウムの影響だけで２００万人シ－ベ

ルト（２億人レム）に及び，放射線によるガン死リスク評価を１万人

シ－ベルト（１００万人レム）あたり１０００人のガン死が発生する

と評価すると，その内部被曝の晩発性効果によって２０万人ものガン

死をもたらすことになる。

京都大学原子炉研究所助手であった故瀬尾健氏は，スリ－マイル４

島やチェルノブイリで原発事故が起こってしまった現実を踏まえ，そ

の著書「原発事故・・・・・・・・・その時，あなたは！」で，アメ

リカ原子力委員会が１９７５年に公表した軽水炉における災害評価に

関する「ＷＡＳＨ－１４００」にならい，加圧水型原発で炉心冷却系

が故障して炉心熔融を起こし，格納容器内の圧力上昇を抑えることが

できず，耐圧限度を突破して破裂し，格納容器内に充満していた大量

の放射能が環境に噴き出すという炉心崩壊事故と同じものがもんじゅ

で起こった場合の住民被害の想定を行っている（甲ロ２０ 。）

上記災害評価の計算は故高木氏のものと異なり，プルトニウムだけ

でなく炉内のヨウ素，セシウム，キセノンなど全ての放射性物質も大

気中に放出されるものとし，プルトニウムについては，炉内存在量１

０％が放出され，体内被曝については，汚染された水や食物からの経

口摂取は無視し，呼吸によって取り込んだものだけを考えると仮定し

ている。

故瀬尾健氏の災害評価では，被曝した場合５０％の人が死亡する５

半数致死線量につきＩＣＲＰの４シ－ベルト（４００レム）という基

準を採用し，炉心崩壊事故が起きた場合の急性障害による死者を算定

しているが，本件もんじゅから南々東約１１ｋｍの距離付近にある敦

賀市では人口の約５０％に該当する２万３１２２人が，北東１２～３

ｋｍの距離にある河野村では人口の約３０％に該当する９３６人が，
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南々東約１５ｋｍの距離にある美浜町で人口の約７％に該当する７３

２人が急性障害で死亡する結果となる。

被曝による晩発性の影響であるガン死亡の数については，集団被

曝線量を計算し，それに１万人シ－ベルト（１００万人レム）あたり

４０００人がガン死するというゴフマンのガン死リスク評価に従い算

定している。それによると，京都，大阪など人口が密集する関西方面

の南々西方向に風が吹いていた場合は約３００万人，岐阜県や静岡県

方面の東南東に風が吹いていた場合は約１５０万人，東京方面の東へ

風が吹いていた場合は約１４０万人，福井市，金沢市方面の北々東へ

風が吹いていた場合は約８０万人という内部被曝による晩発性ガン死

をもたらすことになる。なお，１万人シ－ベルトあたり１０００人と

いう故高木氏の人ガン死リスク評価だと，関西方面の死者は約７５万

人となる。

さらに，炉心崩壊事故によって炉外に放出されたセシウム１３７

のような半減期の長い放射能で地面が汚染されると，その地域では何

十年にもわたり住民が居住できなくなる。このような放射能により長

期間居住不可となる領域を，長期避難をすべき領域と呼ばれている。

故瀬尾氏の計算では，チェルノブイリ事故の際の１平方ｍあたり１４

８万ベクレル（１平方ｋｍあたり４０キュリ－）という旧ソ連のセシ

ウム１３７の地面汚染度濃度避難基準に従うと，もんじゅで炉心崩壊

事故が起きた場合の長期避難をすべき領域は，福井県，滋賀県，岐阜

県の全県と 石川県 岐阜県 愛知県 名古屋市を含む 大阪府 大， ， ， （ ）， （

阪市を含む ，兵庫県の一部まで及び，旧ソ連より厳しい１平方ｋｍ）

あたり１５キュリ－という白ロシア共和国の避難基準によると，長期

避難をすべき領域は，更に広がり，鳥取県，岡山県，和歌山県，三重

， ， ， 。県 静岡県 長野県 富山県の一部まで含むきわめて広い領域となる
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第２ 本件安全審査は，炉心崩壊事故に正当な位置付けを与えなかった

一 安全審査は，遷移過程における再臨界による出力暴走・炉心崩壊事故を対象とし

なかった

１ 実験炉「常陽」の安全審査における爆発的破壊力の評価

炉心崩壊事故について１９５０年代に定量的なモデルを考えたの

はノーベル賞受賞者であるアメリカのベーテとテートの二人の研究

者である ベーテとテートは 高速増殖炉における突発的な出力上。 ，

昇から生ずる爆発エネルギーの上限値を評価するために 事故発生，

と同時に冷却材が炉心内から喪失し 燃料も溶融するとの仮定を置，

き 炉心の上半分が重力の加速度により下半分に落下するというモ，

デルを考えた 溶融した燃料が集合して再臨界となり核的爆発にい。

たるという保守的なモデルである。

ベーテ・テート法は，世界の高速増殖実験炉において設置許可申請

時の安全評価に採用された。日本でも実験炉「常陽」の設置許可申請

時には，立地審査の「仮想事故」としてこの考え方が踏襲された。ま

ず，炉心から瞬時に全ナトリウムがなくなったと仮定する。冷却能力

を失った炉心は中心から溶け始め，半径方向に溶融が広がっていく。

溶けた燃料は重力によって落下すると，正の反応度が投入される。ド

ップラー効果による負の反応度投入を考えるが，溶融開始後０．１６

秒で即発臨界に達し，この時には，解析によってＴＮＴ火薬５０ｋｇ

に相当する爆発エネルギーが放出されると評価されている。この放出

エネルギーのうち，水平方向では炉容器の変形で吸収され，上方への

エネルギーは回転プラグの固定ボルトで吸収されるのでナトリウムが

漏えいするようなことはないとする。

しかし，格納容器の有効性を評価するために噴出ナトリウムの量を

２３０ｋｇと仮定し，その結果，ガス温度は２４６℃に上昇し，内圧

は０．７２気圧になると計算された。

２ 「もんじゅ」の安全審査における起因過程における爆発的破壊力評価

その後，溶融燃料がナトリウムに触れるとナトリウム蒸気爆発が起

こることが明らかになり，より大きな破壊力を産む可能性が指摘され

た。
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リチャード・ウェブは，まず炉心の中央部分で一部が溶融し一回目

の核爆発が起こると考えた。高速増殖炉はプルトニウムの含有量が多

い燃料を大量に詰め込んでいるために臨界量を大幅に超えるから核爆

発は燃料の一部が集まるだけでも起きると考えたのである。問題はそ

の後である。最初の核爆発によって溶融した燃料が炉心上部のナトリ

ウム中に噴き上げられるとナトリウムが一気に蒸発してナトリウム蒸

気爆発が起こり，その爆発力によって燃料は再び下部に急激に圧縮さ

れる。その結果再び燃料は密に集められ，二回目の核爆発に至る。核

，物質の急激な圧縮による核的爆発は原子爆弾の仕組みそのものであり

二回目の爆発が一回目の爆発をはるかにしのぐ恐れがある，としたの

である。

ベーテ・テート法やリチャード・ウェブ法のようなやり方で放出

されるエネルギーを計算すると 高速増殖炉が小さくて実験炉クラ，

スであれば破壊力は比較的小さく 設計によってその影響を許容で，

きる範囲におさめることも可能であった しかしもんじゅクラスの。

原型炉となると こうした方法で計算すると放出エネルギーは膨大，

なものになり，そもそも設計が不可能となる。

そこで，事故の発生からの推移を追跡して推定する方法が模索され

た。

もんじゅの安全審査においては，急激な核暴走が起こり，爆発・炉

心崩壊が一気に起こる経路が検討された。炉心冷却の失敗から始まる

経路（運転中にポンプが停止し冷却材の流れが減少したときに原子炉

停止に失敗した事象（ＵＬＯＦ＝Unprotected Loss of Flow ）がもん）

「 」じゅの安全審査では 一次冷却材流量減少時反応度抑制機能喪失事象

に相当する。起因過程のうちに爆発エネルギー「３８０メガジュール

（ＭＪ 」を出し，原子炉容器が歪み，遮蔽プラグと原子炉容器を連結）

するボルトが損傷してその隙間からナトリウム約２９０ｋｇと放射性

物質を格納容器内に放出して，炉格納容器からの漏えいによって放射

性物質が一部大気中に放出されるとするものである。

３ 遷移過程における再臨界＝即発臨界を考慮しない安全審査
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しかし，これらの計算は安全側の仮定を置かない計算である上

に 遷移過程ではもっと大きな放出エネルギーがでると考えられる，

のに その計算を行なっていない 訴外動燃は １１０メガジュー， 。 「

ルが最大放出エネルギーである と主張するが それは安全審査を」 ，

受けていないものであって，安全性を検証されていないものであ

る。

二 災害を過小評価する理由＝安全評価手法の未確立

１ 出力暴走事故と炉心溶融事故は現実に起こっている

（１）ＥＢＲ－１

ＥＢＲーⅠ炉は １９５１年に臨界に達し 世界で初めて実用に， ，

供しうる程度の発電を行なった実験炉であるが 熱出力１２００Ｋ，

Ｗ 電気出力１５０ＫＷと極めて小型であって 熱出力で比較すれ， ，

ばもんじゅの６００分の１の規模にすぎない １９５５年 反応度。 ，

異常の原因を突き止めるため 燃料温度上昇による原子炉反応度変，

化を測定する目的で 短時間冷却材流量を止めて原子炉内の自然循，

環だけとする実験を行なった 原子炉安全系をはずして出力上昇を。

行なったとき 温度上昇によって燃料棒が曲り 燃料棒の間隔が互， ，

いに近づいたために核分裂連鎖反応が盛んになって出力が急激に上

がる事態が発生した 運転員が緊急停止用の制御棒を挿入しようと。

したところ 誤って調整用制御棒を挿入するボタンを押してしまっ，

た 出力は下がらず 原子炉は 即発臨界 寸前にまで行った こ。 ， 「 」 。

れを見ていた科学者が手動で緊急停止操作をおこなったので危機は

回避された あと０ ５秒遅れたら 後戻りの出来ない暴走状態と。 ． ，

なっていたであろう といわれている 文字どおり 秒を争う 世， 。 「 」

界，いやそれ以上の世界なのである。

こうして爆発するまでには至らなかったが燃料棒の４０～５０％は

溶融してしまった。暴走の原因が，燃料が内側に曲って寄り集まると

核分裂連鎖反応がより激しくなる（正の反応度が投入されたことにな

る）という高速増殖炉特有の危険性によるものであったため，高速増

殖炉関係者に大きな衝撃を与えたのである。
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（２）フェルミ炉

エンリコ・フェルミ炉は デトロイト・エジソン社によって建設，

され，１９６３年に臨界を迎えた実験炉である。熱出力２０万Ｋ

Ｗ 電気出力６万６０００ＫＷであって 熱出力で比較すれば も， ， ，

んじゅの３．６分の１の規模である。

１９６６年，ナトリウムの流れを整えるために原子炉の底について

いたジルコニウム板が数枚はずれてナトリウムの流路が塞がれ，燃料

棒が冷却されなくなって溶融が始まった。ところが燃料が溶けた効果

で燃料密度が落ち，反応度が一旦低下したために運転員が低下した出

力を持ち直そうとして制御棒を引き抜いた。漏れ出た放射能が警報を

鳴らし続け，１０分以上経ってようやく原子炉は停止されたが，その

間溶融は継続したのである。幸い低出力であったために爆発するまで

には至らなかったが，人口２００万人のデトロイト市とその周辺住民

に対し緊急退避警報を出すことまでが検討され 「我々はほとんどデト，

ロイトを失うところだった」とまでいわれた。

（３）もんじゅで起こったらどうなるか

ＥＢＲーⅠ炉事故とエンリコ・フェルミ炉事故のいずれも 燃料，

が溶融しながらも核分裂反応の更なる活性化には結びつかなかっ

た それはこの二つの炉が現在のもんじゅとは異なる炉心の小さな。

実験炉だったからである 炉心が小さいと 冷却材が沸騰した場合。 ，

には中性子がナトリウムと衝突しにくくなるので炉心の外に漏れや

すい 従って 冷却材が減少して冷却能力が落ちて沸騰し 燃料が。 ， ，

溶融し始めたときに 核分裂に寄与する中性子が減り 核分裂連鎖， ，

反応は減少し，事故は収束したのである。

しかし 「もんじゅ」のような原型炉クラスになると炉心はずっと大，

きくなり，結果は逆になる。確かに炉心の外周部ではナトリウムが沸

騰して密度が減ると中性子はナトリウムと衝突しにくくなって外部に

漏れやすくなり，核分裂連鎖反応が減少する。ところが炉心の内部で

は，中性子はナトリウムの密度が減少するからナトリウムと衝突する

機会が減少して中性子のエネルギーは高いままとなるので，核分裂連
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鎖反応はかえって活発化する。この相反する二つの効果のうちいずれ

が優勢かをきめる要因が炉心体積である。実験炉クラスの小さな炉心

だと炉心外周部ばかりとなって漏れの効果が大きくなって核分裂連鎖

反応は減少する。それに対して原型炉クラスとなると炉心の中心とな

る部分が大きくなり，核分裂反応は全体として活発化する。実証炉，

実用炉となれば炉心体積はより大きくなるから核分裂連鎖反応はより

活発化し，より危険は高まるのである。

２ 事故原因の解明はなされているか

(1) フェニックスの出力振動事故

，もんじゅと同じ原型炉であるフランスのフェニックスにおいて

８９年に３回 ９０年に１回 正常運転中に出力が異常振動すると， ，

いう反応度トラブルが発生した ８９年の事故の際には ５０リッ。 「

トルのアルゴンガスが炉心を通過したためではないか と推測され」

たが ９０年の反応度変化は振幅がはるかに大きかったので アル， ，

ゴンの通過とするならば数百リットルでないと説明がつかないとさ

れた。その後，炉心の運動によるものではないかとの憶測も流れ

た 炉心が正のボイド反応度を持つ可能性があるため 反応度に影。 ，

響する可能性のあるさまざまなトラブルに特に注意を払う必要があ

るとして研究されたが ラヴェリー報告書は結論として この原因， 「

を特定できていないから経験的フィードバックが出来ない」とし

た。

炉心の複雑な現象は解明されていないのである。

(2) チェルノブイリ事故

チェルノブイリ原発の原子炉は黒鉛減速・軽水冷却型であり 軽，

水炉とは違って 中性子の減速に黒鉛を使っていた そのため 軽， 。 ，

水炉に備わっている「自己制御性 ，つまり，減速材と冷却材とを」

兼用している軽水が事故時の高温で沸騰すれば 炉心の反応度が自，

然に低下するという特性が無かった その 自己制御性の欠如 と。 「 」

原子炉停止系の 設計ミス と 慎重さを欠いた運転操作 とが重「 」 「 」

なって出力暴走事故が発生した。
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出力が暴走したのは反応度が異常に炉心に入ったためとされている

が，爆発が１回なのか２回なのかも特定されていない。また，原子炉

の蓋の役割をしている遮蔽プラグが横転しているが，爆発エネルギー

がどの程度であるかも計算されていない。

３ 実験の僅少さと保守的仮定の欠如

(1) 高速増殖炉では 燃料破損実験は僅かになされているものの燃，

料沸騰溶融実験や炉心内で爆発が起きた時の原子炉容器や格納容器

。の機能を調べる実験は縮小モデルで少しなされているだけである

従って，膨大なコンピュータシミュレーションが行なわれている

が，その実証性はない。

(2) しかも 「技術的には起こるとは考えられない事象」であるとし，

て，保守的な仮定を置かなくて良いとされているために，得られた結

果が最も厳しい事故を解析したものであるとの保証が存在しない。

三 安全審査における炉心崩壊事故の位置付けの不当性

したがって，炉心崩壊事故は，安全審査の体系上，正当な位置付

けを与えられていないということができる。



- 22 -

第３ ナトリウムの危険性およびナトリウムに起因する事故・現象の把握の困難性

一 本件ナトリウム事故に関連して

１ ナトリウムの化学的性質と冷却材としての不適当性

(1) 金属ナトリウムは常温では金属光沢を持った固体で，加熱すれ

， ，ば約１００℃で溶融して液体状になり 約８８０℃で沸騰するまで

液体状を保っている。

液体状の金属ナトリウム（以下，ナトリウムと略）は熱を早く伝

え，冷却材として優れた性質を持っているが，化学的には極めて厄

介で危険な性質を持っているために，原子炉冷却材にナトリウムを

使わざるを得ないもんじゅは，軽水炉原発にはない安全確保上の重

大な負担を背負わされている。

(2) 一般に，物質は化学的に親和性の大きい他の物質と激しく化合

する。ナトリウムは酸素に対して極めて大きい親和性を示し迅速に

化合する。ナトリウムは空気中の酸素とはもちろんのこと，水の中

にＨ2Ｏの形態で含まれている酸素とも化合する。

ナトリウムを水と接触させると，水に含まれている酸素と激しく

化合し，酸素と化合して水に含まれていた水素をガス状にして追い

出す。追い出された水素は空気中の酸素と化合して燃え上がり，条

件によっては爆発的に燃焼する（水素爆発 。）

(3) またナトリウムがコンクリート（セメントと水と砂が混合して

いる）と接触するとナトリウムはコンクリート中で接着剤の役割を

している水と，水素ガスを発生させながら激しく化合する。そして

コンクリート内に侵入し，コンクリートをボロボロに浸食してしま

う（ナトリウム・コンクリート反応 。）

(4) このように，ナトリウムは至る所に存在している酸素と水と激

しく化合し，火災や爆発を容易に引き起こすために，ナトリウムを

原子炉冷却材に使用することは，危険性が高く，化学的には全く不

適当な選択である。

（以上，甲イ・４６８・久米陳述書・１～２頁）

２ もんじゅと常陽の相違

(1) 被控訴人らは，もんじゅの先行炉としての常陽の「実績」を主
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張するかもしれない。しかし，もんじゅと常陽は下記のとおり設備

・仕様が異なる。従って常陽によるナトリウム利用の「実績」は，

もんじゅの参考にならない。

記

番号 標 目 「もんじゅ」 「常陽」

１ 開発段階 原型炉 実験炉

２ 設置許可処分日時 １９８３年５月 １９７０年２月

３ 熱出力 ７１．４万ｋｗ １０万ｋｗ

４ 発電機能 あり なし

５ 電気出力(注・上記３) ２８万ｋｗ なし

６ 蒸気発生器の設備 あり なし

（注・上記３のとおり

発電機能がないから。

発生した熱は空冷で大

気中に発散される）

７ ナトリウムの全使用量 約１５２０ｔ 約２４２ｔ

８ ２次系ナトリウムの漏 床ライナで漏えい ナトリウムの受け樋又

えい対策（注・本件事 ナトリウムを受け は床ライナで漏えいナ

故への対策） て，連通管でタン トリウムを受けて，こ

クに収納する れら単独又は重複の設

備でナトリウムとコン

クリートの接触を防止

する

９ ライナなどの肉厚 床ライナが６㎜ 受け樋が2.3mm

床ライナが6㎜

（ 常陽」の仕様等は甲イ・４５９および甲イ・４６０を参照）「

(2) なお，この点に関連して

① 本件ナトリウム事故の直接の原因となった温度計さや管の形状

が もんじゅでは段付き構造であるのに 安全委員会によって 明， （ 「

らかな設計ミス」と断定されている。乙イ・１２・１２頁 ，常）
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陽では機械設計の常識に基づき曲率を持った構造であること（乙

イ・１２・参１９）から両者の安全性に対する考え方，あるいは

設計思想の違いが窺われること。

② 一方，ナトリウムの危険性については，２００１年１０月３１

日，常陽のメンテナンス建屋で廃棄物（ナトリウムをふきとった

紙タオル，作業服など）がナトリウムに起因して火災を生じたこ

とからも改めてナトリウムの危険性が認識されたこと。

が留意されるべきである。

３ 本件ナトリウム事故

本件ナトリウム事故については，ナトリウムの挙動の不明確という

科学的な問題と，これに対する訴外動燃の無知と被控訴人国によるこ

の無知の看過ないし問題意識の欠如という二重の問題がある。その詳

細は後述するが，本件事故の要点は，

(1) ２次冷却系の系統分離機能の確保を通じて「もんじゅ」の建屋

の健全性を保証できるか否か，また炉心冷却能力を確保できるか否

かが問われる事故であり，

(2) その前提条件が床ライナの温度上昇と床ライナの健全性の保証

にあるにもかかわらず，

(3) 訴外動燃は本件事故の影響（漏えいナトリウムの熱的影響）の

， ，解析を当初は全くせず 被控訴人国もこれを安全審査の対象とせず

(4) 訴外動燃によって「前提条件」とされた床ライナの温度が，本

件事故では本件許可処分の設計温度（５３０℃）を２００℃以上も

超過したにもかかわらず，訴外動燃はこれを想定・解析することが

できず，ないしはこれに関連する過去の実験資料を被控訴人国に対

して隠ぺいし，そもそも上記温度上昇の原因である大気中における

ナトリウムの燃焼および高温下でのナトリウムと鉄と酸素（水酸化

ナトリウムが介在する）による腐食という化学的知見を訴外動燃は

文献などで有してはいたが，もんじゅの安全設計にこれを生かそう

という問題意識を欠いていた。そして被控訴人国はこの点の知見も

問題意識も全く有していなかった。
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というものである。

被控訴人らの上記の法的責任は後述のとおりだが，いずれにせよナ

トリウムを冷却材として利用する高速増殖炉が科学的あるいは化学的

に未解明な事項をも内包していることは本件ナトリウム事故が示すと

ころである。

二 蒸気発生器と高温ラプチャ現象の持つ危険性

わずか３ミリの伝熱管の壁を隔てて，高温ナトリウムと高圧の水・水

蒸気が接して熱交換を行う蒸気発生器はナトリウムを冷却材とするも

んじゅの最大のアキレス腱である。もんじゅ蒸気発生器はヘリカルコ

イル型と呼ばれる渦巻き状の構造となっており，ナトリウム中に溶接

箇所がある，流動不安定現象が起きやすい，検査時の探傷検査が困難

であるなどの問題点を持っている。

イギリスの原型炉ＰＦＲでは，１９８７年伝熱管一本の破断がわずか

１０秒の間に３９本の破断と７０本の損傷に至るという深刻な事故を

経験した。この原因はナトリウム・水反応によって発生した高熱のた

めに伝熱管壁の機械強度が低下し内圧によって破裂する「高温ラプチ

ャ」現象によるものであった。

日本でも，長らく訴外動燃によって秘匿されていたが，蒸気発生器に

おける高温ラプチャに関する実験が設置許可以前の１９８１年にＳＷ

ＡＴ－３のＲＵＮ１６として実施され，２５本もの大量の高温ラプチ

ャが発生していた。この事実は，原審の結審の直前１９９９年２月末

に開示した内部資料によって初めて明らかにされた。

蒸気発生器の大量破断は，当該系統の冷却機能の喪失をもたらすだけ

でなく，水ナトリウム反応で生ずる高い衝撃的な圧力によって，一次

系と二次系の境界をなしている中間熱交換器を破壊してしまう可能性

がある。
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第４ 研究開発段階の炉については詳細な安全審査が必要である

一 軽水炉に対する安全審査ともんじゅに対する安全審査の決定的な違い

１ もんじゅの安全審査における，軽水炉に対する「安全設計審査指針」と「安全

評価指針」の位置付け

もんじゅの安全設計・安全審査に関する基本方針としては 「高，

速増殖炉の安全性の評価の考え方について （昭和５５年１１月６」

日原子力安全委員会決定）に基づき 「発電用軽水型原子炉施設に，

関する安全設計審査指針 （昭和５２年６月１４日原子力委員会決」

定 発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針 昭和）「 」（

５３年９月２９日原子力委員会決定 を参考にするものとされてい）

る。

２ 「軽水炉」と「増殖炉」の決定的違い

しかし 「軽水炉」に対する上記指針と「もんじゅ」に対する「評価，

の考え方について」を比較すると，次に述べるように，基本的な事項

について余りにも大きな違いが存在することが直ぐに判明する。

(1) 原子炉固有の特性の違い

軽水炉は，増殖を目的としないから，酸化ウランを燃料とし，核分

裂を起こしやすい熱中性子を使用する そのため 炉心特性として 全。 ， 「

ての運転範囲で急速な固有の負の反応度フィードバック特性を有する

設計」が可能である。

これに対し，増殖炉においては，増殖を行なうために高速中性子を

， ，使用するから ①炉心の中性子束密度・出力密度・燃料燃焼度が高い

②炉心中心領域でナトリウムボイド反応度が正となる，③燃料被覆管

が内圧で伸びたり膨れたりする，④燃料集合体が変形する，⑤流路閉

塞が起こりやすい等の危険性がある。

(2) 冷却材としてナトリウムを使用することによる違い

軽水炉では冷却材として軽水を使用するので，冷却材が配管等から

噴出した場合であっても，放射能の放出に対する防御を行なうだけで

よいが，増殖炉においては，①ナトリウムが化学的に活性であるため

「ナトリウム火災」が起こりやすい，②ナトリウム液面上にアルゴン

ガスを入れて，ナトリウムと空気の接触を断つ必要がある，③材料が
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ナトリウムによって腐食しやすい，④ナトリウムが凝固するので加熱

が必要，⑤ナトリウムが不透明であるので異常の発見やメンテナンス

が大変，⑥ナトリウムが放射化するので放出しないようにする必要が

ある，⑦ナトリウムを高温で使用するので配管等の機器が高温で伸び

縮みし，熱応力が発生しやすい等，冷却材自体の危険性が大きい。

二 運転実績も実験実績も僅少である

１ 設置許可申請時の増殖炉の運転実績

評価の考え方について が出された昭和５５年においては 発「 」 ，

電機能を有する先行炉の実績としては アメリカのＥＢＲ－Ⅰ フ， ，

ェルミ炉 イギリスのＰＦＲ フランスのフェニックス 旧ソ連の， ， ，

ＢＮ３５０のみであった 但し 前２者は実験炉であって いずれ。 ， ，

， ，も炉心溶融事故を起こして既に閉鎖されていたし 旧ソ連の炉は

，高速炉ではあるが増殖目的はなくウランを使用した炉であるので

増殖炉ではなかった 従って イギリスとフランスにおいて わず。 ， ，

かに経験が積まれていたと言う状況であった。

日本においては 「常陽」が先行していたが，実験炉であって発電設，

備はなく，熱出力は７分の１であり，使用するナトリウムも７分の１

と少ないのに配管の下に受け樋を設置してナトリウム漏えい対策に力

を入れていたのであるから，原型炉もんじゅの安全設計や安全審査を

行なうための経験としては部分的でありかつ僅少なものであった。

２ 増殖炉の実験実績

高速増殖炉用の実験としては，ナトリウムを詰めた細長い容器の中

に燃料ピンを入れて核分裂反応を起こさせた場合に燃料ピンがどのよ

うに破壊されるかを調べた実験が行なわれたが，いずれも熱中性子を

用いたものであった。燃料が溶融する状態を調べる実験もウランを用

いた極小規模の実験であった。

ナトリウム漏えい燃焼実験も，僅かに行なわれたが 「配管からはナ，

トリウムはコラム状に落下する」とされて，スプレイ燃焼実験は詳細

には行なわれず，また，鋼製のライナとの腐食実験も極少数例を除い

て行なわれなかった。
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蒸気発生器の高温ラプチャ実験に関しては，僅かに行なわれたが，

その結果については，安全審査には供されなかった。

三 軽水炉には存在しない，もんじゅ固有の「安全性にかかわる事項」

１ 高速増殖炉の上記特質に鑑み 「評価の考え方について」において，

は，まず第１に「ナトリウム利用に関わる事故」として「二次冷却材

漏えい事故」と「蒸気発生器伝熱管破損事故」をあげ 「配管破損の形，

態と大きさ」を考慮し，ナトリウムによる腐食・ナトリウム水反応・

ナトリウム火災・ナトリウムコンクリート反応等を配慮することを求

めた。第２に，増殖炉特有の「炉心崩壊事故」について「運転実績が

僅少であることに鑑み 「十分に評価を行なう」ことを求めた。」

２ これらは，いずれももんじゅが研究開発段階の原子炉であることか

ら，審査側が求めた「安全性にかかわる事項」である。アメリカにお

いても審査側である原子力規制委員会は，炉心崩壊事故を踏まえて厳

しい対応をとることを運転者側に求め，ドイツでも許認可権限をもつ

州政府は炉心崩壊事故を格納容器の設計基準事故として健全性評価に

あたって厳しい見解を示した。これらは，高速増殖炉が研究開発段階

， ， ，の炉であり かつ ＥＢＲーⅠやフェルミ炉が炉心溶融事故を起こし

イギリスとフランスの炉も事故続きだったからである。

四 研究開発段階における原子炉については詳細な安全審査が必要である

１ 学説においても「軽水炉についてはわが国及び外国における運転実

績の積み重ねがあり，軽水炉に関する許可経験も多い点に鑑みるなら

ば，許可処分の段階においてすべての技術的な事項を審査しつくさな

ければならないということが，原子炉等規制法の要請するところであ

るとは言えないであろう 」としたうえで 「この指摘は軽水炉につい。 ，

」（ 「 」 ） ，てのみあてはまる 高橋滋 先端技術の行政法理 １０５頁 として

研究開発段階の原子炉については，許可処分の段階で，わずかな事項

についてのみ審査して残りの大部分は運転者側を信頼して「後続処分

による内部手続による安全審査」にゆだねることは，軽水炉とは全く

， ， 。異なっているのであるから 妥当ではなく 許されないとされている

２ 原子力安全委員会も，もんじゅナトリウム漏えい事故が発生したの
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ちに「多くの運転経験をもち，基本技術が定式化し確立されている実

用段階の原子炉施設とは異なり，研究開発段階の特性に十分配慮した

安全確保対策が必要である」と述べている。

３ 「評価の考え方について」自身 「高速増殖炉は現在研究開発段階，

における炉型であり，安全性評価の実績も少なく，安全性の評価の考

え方について概括的に記述するにとどまっており，今後の安全審査等

の積み重ねにより安全性の評価の考え方及び方法についてより一層具

体化，詳細化をおこないその確立を図る必要がある」と述べて，暫定

的な「指針」にすぎないことを認めている。

４ これらを総合すると，もんじゅの安全審査にあたっては，原子力安

全委員会が審査を行なう範囲は，軽水炉と異なって広く，かつ，詳細

・厳密でなくてはならないことになる。
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第３章 安全審査に重大な過誤欠落のある場合に裁判所が取るべき措置

第１ 原子炉設置許可処分無効確認訴訟と司法統制のあり方

条 項 技術能力 号違反の重大違法論の本質と判断枠組一 炉規制法 24 1 3( ),4

１ 争点は炉規制法 条 項 号 技術的能力 号適合性の司法判断如何24 1 3 ( ),4

本件における争点は，高速増殖炉「もんじゅ」に関する被控訴人国

の本件原子炉設置許可処分が，原子炉等規制法２４条１項３号の「 原（

子炉を設置しようとする）者に原子炉を設置するために必要な技術的

能力…があり，かつ，原子炉の運転を的確に遂行するに足りる技術的

能力があること」という要件，並びに，同項４号の「原子炉施設の位

置，構造及び設備が，…核燃料物質（使用済燃料を含む ，核燃料物質）

によって汚染された物（原子核分裂生成物を含む）又は原子炉による

災害の防止上支障がないものであること」という要件に適合するか否

かについての司法判断如何にある。

２ 炉規制法 条 項 号 技術的能力 号の意義と枠組に関する伊方判決判示24 1 3 ( ),4

伊方原発訴訟に対する最高裁第１小法廷平成４年１０月２９日判決

(民集46巻7号1174頁，判時1441号37頁)（以下，最高裁伊方判決とも略記する）

は 「原子炉等規制法２４条１項３号 ，４号の， （上記技術的能力に限る）

趣旨は，…原子炉が原子核分裂の過程において高エネルギーを放出す

る核燃料物質を燃料として使用する装置であり，その稼働により，内

部に多量の人体に有害な放射性物質を発生させるものであって，原子

炉を設置しようとする者が原子炉の設置，運転につき所定の技術的能

力を欠くとき，又は原子炉施設の安全性が確保されないときは，当該

原子炉施設の従業員やその周辺住民等の生命，身体に重大な危害を及

ぼし，周辺の環境を放射能によって汚染するなど，深刻な災害を引き

起こすおそれがあることにかんがみ，右災害が万が一にも起こらない

ようにするため，原子炉設置許可の段階で，原子炉を設置しようとす

る者の技術的能力，並びに，申請に係る原子炉施設の位置，構造及び

設備の安全性につき，科学的，専門技術的見地から，十分な審査を行

わせることにある」と判示する。

３ 原子炉の潜在的危険と 条 項 号 技術能力 号違反の重大違法論の本質24 1 3 ( ),4
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(1) 原子炉施設の高度の潜在的危険性

チェルノブィリ原発４号炉 １（熱出力320万kw，電気出力100万kw）で，

９８６年４月２６日に発生した事故は，原子炉施設の潜在的危険性

（半を我々に改めて示した。原子炉内の核燃料のうち，セシウム137

，ヨウ素131 の半分前後といわれる大量の放射減期30年 （半減期８日））

性物質が敷地外に放出され，事故後３ヶ月以内に放射線障害で死亡

したことを旧ソ連政府が公式に認めた２８名の犠牲者をはじめ，数

知れぬ急性，晩発性の放射線被害者を出し，事故直後に半径３０km

以内の区域の住民１３万５０００人が強制的に避難させられ，セシ

ウム137による１㎡あたり１キュリー以上の汚染地域は，１９９０年

の報告で，ロシア，ベラルーシ，ウクライナの合計１４万５０００k

m2，我が国の本州の６４％に匹敵する広大な面積に及び，約６００

０万人の住民が上記汚染地域内での生活を余儀なくされているとも

（甲イ372=京大原子炉実験所今中哲二「チェルノブィリ検証」26～いわれる

。44頁,｢チェルノブィリ10年｣所収）

原発運転中に原子炉炉心核燃料体内に蓄積していく放射性物質の

量は，原発の炉型によらず熱出力に比例する。したがって，熱出力

７１万kwの「もんじゅ」でも，チェルノブリ原発の約４分の１の量

が蓄積され，潜在的危険性は大差ない。そればかりでなく 「もんじ，

ゅ」の炉心核燃料体中には，チェルノブイリ原発とは違って，猛毒

のプルトニウムが核燃料物質として装荷され，運転中にも「増殖」

されていくために，特別の危険性を宿していることは「もんじゅ最

高裁判決」で指摘されているとおりである。

（上最高裁伊方判決が原子炉の潜在的危険性として指摘するところ

は，甚大かつ悲惨な被害を生み出したチェルノ記２の下線判示部分）

。ブィリ原発事故の惨状に照らしても正当かつ当然というべきである

(2) 炉規制法は高度の潜在的危険性に応じた厳格な規制を求めていること

下山俊次日本原電㈱最高顧問は 「未来社会と法」所収の論文「原，

子力」の中で，次のように述べて，原子炉施設は他の科学技術や産

業に比類のない高度の潜在的危険性を有しており，それゆえ原子力
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規制法規は，他の危険物を取り扱う産業とも較べものにならない厳

（現代法学全集54巻現代法の諸問題Ⅳ重な規制を求めていると指摘する

「未来社会と法 「原子力」434～435頁,なお下山氏の役職につきジュリスト1」

。186号2頁参照）

「原子炉中の核燃料は，核分裂の結果放射能を有する分裂生成物を多

量に内包する。したがって原子炉の事故による多量の放射性物質の放散

を想定したとき，その有する潜在的危険性が，これまでの他の科学技術

と考えるのは当然である。や産業が内包する在来のそれより遙かに大きい

原子力の場合には，他の危険物を取り扱う産業と較べものにその結果，

が開発の実施にならない程，厳重な管理，規制のための法令ないし制度

基本的考え方は，施設自体の設計およ先立って用意されている。現在その

び技術仕様の多重防護性をチェックするのみならず，想定される最悪の

事態においても周辺地域の住民に被害を及ぼすことがないよう確保する

という見地から立地条件を含めてこれを審査することである このよ。…

うな法制上における事前予防…の準備は，まさに原子力の潜在的危険性

に対する強い認識の結果であり，原子力法形成上のひとつの大きな特徴

を示すものである 原子力においてはその潜在的危険性のゆえに，と。…

くに基準設定について法は明確な手続を用意することが求められてきて

」いる。

(3) 24条1項3号(技術的能力),4号違反の違法論の本質

原子炉等規制法は，他の科学技術や産業に比類のない原子炉施設

の高度の潜在的危険性を踏まえて 「核原料物質，核燃料物質及び原，

子炉による災害を防止し，…公共の安全を図るために，原子炉の設

置及び運転等に関する必要な規制等を行う」ことを目的として制定

された 特別に厳格な規制法規であり，しかも，同法２４（同法１条）

， ， ，条１項３号 及び４号は 原子炉設置許可という（ ）技術的能力に限る

同法の上記規制目的を達成するための中核的要件を定めた重要な法

条であるということができる。

したがって，炉規制法の上記要件に適合しない場合は，そのこと

自体に重大な違法があるものと評価されるべきであり，そこに本事

参案における違法論の本質的特徴を見出すことができる（後記五,1
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。照）

４ 判断枠組は｢原子炉災害が万が一にも起こらないものであること｣の司法判断

そして，本件の争点を，最高裁伊方判決の上記判旨を踏まえて，よ

り具体的に表現すれば，本件における争点は 「もんじゅ」に対する本，

（安全審査）件原子炉設置許可処分の段階の科学的，専門技術的な審査

において，訴外動燃の技術的能力と 「もんじゅ」の位置，構造及び設，

備の安全性の両面にわたり 「原子炉等による災害が万が一にも起こら，

についての司法判ない」ものであることが十分に確認されているか否か

断如何にあると言い換えることができる。

二 原子力安全委員会の判断権限の根拠と 狭い裁量論である｢専門技術的裁量｣,

１ 炉規制法 条 項における原子力安全委員会の位置付と職務24 2

炉規制法２４条２項は 「主務大臣は 許可をする場合に， （原子炉設置）

おいては，あらかじめ，…１項第３号の技術的能力に係る部分，及び

第４号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴

」と規定する。き，これを十分に尊重してしなければならない。

（以下，原子力また，原子力委員会及び原子力安全委員会設置法

によれば，原子安全委員会等設置法，又は委員会設置法とも略記する）

力安全委員会は 核燃料物質及び原子炉に関する規制のうち安全の「

確保のための規制に関する 事項を企画 審議 決定することとさ」 ， ，

れ ，これを受けて，同委員会は，原子炉の安全に（同法１３条２号）

関する基準及び指針を策定するなど 原子力安全行政の基本にかか，

わる重要な活動を行っているが その職務を的確に遂行していくた，

め 同委員会には 学識経験者及び関係行政機関の職員で組織され， ，

る原子炉安全専門審査会が置かれて原子炉の安全性に関する事項を

（同法１６，１７条 （原審被告国準備調査審議するものとされている ）

。書面(三),3～８頁参照）

２ 原子力安全委員会の専門技術的裁量権限に関する伊方判決判示

最高裁伊方判決は，上記炉規制法２４条２項の趣旨について，

原子炉施設の安全性に関する審査は 当該原子炉施設そのものの「 ，

工学的安全性 平常運転時における従業員 周辺住民及び周辺環境， ，

への放射線の影響，周辺住民及び周辺環境への放射線の影響など
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を …多角的 総合的見地から検討するものであり しかも 審査， ， ， ，

の対象には将来の予測に係る事項も含まれているのであって 審査，

においては 原子力工学はもとより 多方面にわたる極めて高度な， ，

最新の科学的 専門技術的知見に基づく総合的判断が必要とされる，

ことが明らかである …上記２４条２項は 原子炉施ものである 。」 ，「

設の安全性に関する審査の特質を考慮し （第３号の技術的能力に，

係る部分 及び第４号 所定の基準の適合性については原子力安全， ）

委員会の科学的 専門技術的知見に基づく意見を尊重して行う行政，

庁の合理的な判断にゆだねる趣旨と解するのが相当である 」と判。

示する。

また 原子力安全委員会の策定する具体的審査基準に基づく安全，

審査について 「原子炉設置許可処分は，規制法２４条１項４号の，

規定に基づいて定められた原子炉施設の安全性に関する基準を用い

た安全審査に依拠してされたものである 」として，上記具体的審。

査基準が炉規制法２４条１項４号等の授権に基づくものである旨判

示するとともに 「２４条１項４号（が抽象的な規定の仕方をして，

いるの は 原子炉施設の安全性に関する審査が多方面にわたる極） ，

めて高度な最新の科学的 専門技術的知見に基づいてされる必要が，

ある以上 科学技術は不断に進歩 発展しているのであるから 原， ， ，

子炉施設の安全性に関する基準を具体的かつ詳細に法律で定めるこ

の観点とは困難であるのみならず 最新の科学技術水準への即応性，

からみて適当でないとの見解に基づくものと考えられ 右見解は十，

分首肯し得るところである 」と判示している。。

３ 専門技術的裁量の根拠は安全審査の専門技術性にあり狭い裁量であること

伊方判決の上記判旨は，原子炉等規制法２４条１項３，４号への適

合性の判断に，原子力安全委員会等による専門技術的裁量の余地を認

めたものであるが 専門技術的裁量は，政治的，政策的裁量とは趣旨，

が根本的に異なり，行政庁の裁量の幅が狭いことについて，学説判例

（高橋滋「先端技術の行政法理」87頁＝岩波書店1998年刊,小早上異論はない

川光郎発言「座談会：伊方・福島第二原発訴訟最高裁判決をめぐって」ジュリス
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1017号25頁，阿部泰隆「原発訴訟における法律問題」判例評論321号16頁等 。ト ）

すなわち，上記２の下線判示部分のとおり，専門技術的裁量の根拠

は，原子炉施設の安全審査が，多方面にわたる極めて高度な最新の科

学的，専門技術的知見に基づく総合的判断が必要とされるという同審

査の特質に求められ，また，炉規制法２４条１項４号が抽象的文言に

とどまり，その要件の詳細を原子力安全委員会の策定する具体的審査

基準に譲ったことの理由も「最新の科学技術水準への即応性」という

点に求められており，政治的裁量とは趣旨，目的が全く異なるもので

あることが分かる。

高橋利文 は，最高裁伊方判決が「裁量」という用語を用「判例解説」

いなかった理由として 「政治的，政策的裁量と同様の広汎な裁量を認，

めたものと誤解されることを避けるためである」と解説しており，高

橋滋 も，この「高橋調査官の解説は，幅広い裁「先端技術の行政法理」

量余地を認められる政策的・政治的裁量と原子炉等規制法の要件判断

にみられる専門技術的な判断とは性質が異なり，したがって，裁判所

（高橋利の統制方式も異なることを強調したものであ」ると述べている

4年度420頁，ジュリスト1017号判例解文調査官＝最高裁判所判例解説民事篇平成

説55頁,高橋滋｢先端技術の行政法理｣179～180頁注(7) 。）

三 法規適合性判断における原子力安全委員会等の安全審査の具体的判断枠組

１ 炉規制法 条 項 号への適合性判断における安全委員会審査の重要性24 1 3,4

炉規制法２４条１項３ ４号の要件である 訴外動燃の技術的能， ，

，「 」 ， ，力と もんじゅ の位置 構造及び設備の安全性の両面にわたり

「原子炉等による災害が万が一にも起こらない」ものであること

についての行政庁による判断は，上記のと（一,2の伊方判決判示）

おり 原子力安全委員会等の安全審査の判断に依拠してされるもの，

である。

これを本件についてみると 行政庁である内閣総理大臣は 訴外， ，

動燃による本件 もんじゅ の原子炉設置許可申請に対し 炉規制「 」 ，

法２４条１項各号所定の許可要件への適合性を審査し 担当所部機，

関である科学技術庁がこれを担当したが，同大臣は，これを受け

て 同庁の行った炉規制法２４条１項４号の要件に関する安全審査，
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等を原子力安全委員会の内容をまとめた「安全審査書案」（乙９）

に提出して，同委員会に対する諮問に付した。原子力安全委員会

は，上記審査書案等について審査した結果，昭和５８年４月２５

日 内閣総理大臣に対し 本件許可申請は 上記２４条１項 ３号， ， ， 「

に関しては，技術的能力に係る安全（技術的能力に係る部分に限る）

審査書案等について審査した結果 …妥当なものと認める ４号に， 。

関しては 安全審査書案等について審査した結果 …妥当なものと， ，

乙１４の３ 以上につき原審被告国準備書面(三)認める と答申した。」 （ ）（

。内閣総理大臣は，原子力安全委員会の上記答申にお2～８頁参照）

ける安全審査の判断に依拠して本件原子炉設置許可処分をなしたも

のである。

したがって 本件における 司法統制の枠組 を検討するために， 「 」

は その前提となる原子力安全委員会等の安全審査の仕組 とりわ， ，

後け安全審査における判断の枠組や約束事を踏まえる必要がある（

。記四の６の川勝論文参照）

２ 「もんじゅ」における原子力安全委員会の安全審査の具体的枠組

本件安全審査における具体的審査基準(1)

本件安全審査の中心的な具体的審査基準である「高速増殖炉

の安全性の評価の考え方」 高速増殖炉が，研究開発の段階は，

にあり，安全性評価の実績も少ないため，独自の審査基準を策

定することが未だ技術的に不可能であることから，軽水炉原子

力発電所に適用されている基準 すなわち 発電用軽水型原子， ，「

（ ，「 」炉施設に関する安全設計審査指針」 以下 軽水炉安全設計指針

，および「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関すとも略記）

る審査指針 を，また，」（以下 「軽水炉安全評価指針」とも略記），

耐震設計の審査基準としては 発電用原子炉施設に関する耐震，「

設計審査指針」を，それぞれ高速増殖炉の特徴を考慮した上で

（乙ィ７｢原子力安全委員会安全審査指適用するよう指示している

。針集｣648～649頁,乙4｢原子力安全委員会安全審査指針集｣488～489頁）

（昭和52年6月14日決定=このうち 「軽水炉安全設計審査指針， 」
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は，設計の基本方針を乙4｢原子力安全委員会安全審査指針集｣28頁）

概括的 定性的に指示するだけの内容であり 基本設計の安全， ，「

性」の当否の判断は専門家とされる審査委員に委ねられていた

が，かかる判断方法に対しては，原発先進国アメリカでは，安

全性の評価のために 「設計基準事象 を想定し，そ， 」（ＤＢＥ）

の安全解析方法も法律化されていることと比べても判断方式が

極めて恣意的であるとの批判がなされていた。そうした状況を

受けて 昭和５３年９月２９日 基本設計の安全性 の当否を， ，「 」

定量的に判断するための基準として 軽水炉安全評価指針 が，「 」

制定された。

そして もんじゅ の安全審査の開始直前である昭和５５年，「 」

１１月６日 その指針に準拠して 高速増殖炉の安全性の評価， ，「

（以下,「安全評価の考え方」との考え方について」が策定された

。も略記する）

（ 軽水炉安全評価指針」につき,乙4｢原子力安全委員会安全審査指針「

集｣262頁。なお，乙イ７の｢原子力安全委員会安全審査指針集｣所載の

上記両指針は平成2年8月30日決定で改定後のものである=7頁以下，102

頁以下 「安全評価の考え方」につき,乙ィ７｢原子力安全委員会安全審。

査指針集｣648～655頁=準備書面(3)【別紙①】,乙4｢原子力安全委員会

。安全審査指針集｣488頁）

４号要件の審査における単一故障指針に基づく安全評価の方法(2)

ｲ 炉規制法 条 項 号の要件審査における単一故障指針の約束事( ) 24 1 4

， ， ，炉規制法２４条１項４号の要件 すなわち 原子炉施設の位置

構造及び設備が 「原子炉等による災害が万が一にも起こらない」，

ものであることを確認するための重要な約束事のひとつが，いわ

ゆる「単一故障指針」である。

（異常発生防止系）「単一故障指針」は 「原子炉施設のＰＳ系統，

に故障や誤動作などの不具合なところ をひ（ＤＢＥ=設計基準事象）

とつ」想定し 「注目しているＭＳ系統 の中に，， （異常影響緩和系）

任意にひとつの故障 を仮定しても，所要の機能を果た（単一故障）
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すことができるかどうかをみるという」審査における約束事であ

り，これにより 「極めて簡明に ，原子炉施設の「多重性あるい， 」

は多様性を確認することができる」審査方法であって，その系統

別適用が安全設計指針であり，機能別適用が安全評価指針である

。（佐藤一男「原子力安全の論理」129～132頁）

ただし 「単一故障指針はもともとの系統・機器の信頼性が十分，

であることを前提として，その上で設計上最悪の故障をひとつ考

えて，これに対処できるだけの多重性，多様性を確保しようとす

」 ，「 ，る考え方 であって 単一故障指針を適用して作った系統だから

故障はひとつまではあってもよいなどというのは，明らかに誤っ

（佐藤同上130頁 。た考えである」 ）

高橋滋「先端技術の行政法理」は，基本設計と，基本設計の想

定を超える「苛酷事故」との関係について 「これらの事象（苛酷，

事故）については基本設計等を通じ合理的安全対策がとられるこ

とを前提としてはじめて発生確率が当該事象を無視し得る程低く

なることが承認されるのであって，合理的安全対策の存在という

大前提を抜きにして当該事象を無視しうることが承認されている

訳ではない。安全対策に根本的欠陥があれば 『苛酷事故』は現実，

のものとなる 」と述べるが，これも，単一故障指針に基づく基本。

設計の安全性の確認が重要であることを 「苛酷事故」との関係で，

（高橋滋「先端技術の行政法理」198～199頁=注指摘したものといえる

(4) 。）

ﾛ ｢設計基準事象｣ の想定と｢単一故障｣の仮定による具体的解析手法( ) (DBE)

単一故障指針に基づく定量的な安全解析の具体的方法は，平成

２年８月３０日策定の「発電用軽水炉施設の安全評価に関する審

査指針 に以下のように明示」（軽水炉安全評価指針=乙ィ7,102頁以下）

（なお，乙4,262頁以下の「旧軽水炉安全されているのが分かりやすい

評価指針」には下記のような明瞭な記載はないが，下記の基本的な考え方は

。同じである）

すなわち 「軽水炉安全評価指針」は，基本設計の安全性を確認，
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する具体的方法を次のように定めている。

（ＰＳ=｢発電用軽水炉施設の安全評価に関する審査指ⅰ 「異常発生防止系」

に属する系統，機器等の故障，破損あるい針｣｢解説｣Ⅱ2=乙ィ７,109頁）

はこれに係る運転員の誤操作などを原因として発生すると考えられる

多くの異常状態のうちで，原子炉施設の安全設計とその評価に当って

考慮すべきものとして抽出された 運転時の異常な過渡変化 又は 事「 」 「

故」を「設計基準事象 として想定する。」（ＤＢＥ=同頁）

， 「 」 「 」ⅱ 加えて それら 事象 に対処するために必要な 異常影響緩和系

に属する構造物，系統，機器について，原子（ＭＳ=同頁,103～104頁）

炉停止，炉心冷却及び放射能閉じ込めの各基本的安全機能別に，解析

の結果を最も厳しくする機器の「単一故障」を仮定する。

事故評価 同指針本文Ⅱ安全設計評価,ⅲ そのうえで 事故解析 を行い， （ ） （

，その結果 「運転時の異常な過渡変化」につい5.2(2)=乙ィ７,106頁） ，

ては，炉心は損傷に至ることなく，かつ，原子炉施設は通常運転に復

帰できる状態で事象が収束される設定であることを確認し，又は「事

故」については，炉心の溶融あるいは著しい損傷のおそれがなく，か

つ，事象の過程において他の異常状態の原因となるような２次損傷が

生じなく，さらに放射性物質の放散に対する障壁の設計が妥当である

（同指針本文Ⅱ安全設計評価4.1｢運転時の異常な過渡変化｣,ことを確認する

。4.2「事故」=乙ィ７｢指針集｣104～105頁）

，「 」 ，つまり 設計基準事象 想定した事故評価において（ ）ＤＢＥ を

「異常影響緩和系 に「単一故障」を仮定して解析を行」（ＭＳ）

（適合するかい，基準の求める条件に適合することが確認されて

はじめて，上記基本設計の安全が確認さ否かの二者択一の判断 ，）

れたものとしている。

ⅳ そして 「設計基準事象」の想定が，通常運転の全範囲及び運転期，

同間の全域にわたって生じ得る異常な事象をすべて包絡していること（

， ，指針 解説 Ⅱ4.1=乙イ7,112頁「 」 ）を求め そのいずれの事象についても

基本設計の安全性が確認されることをもって，原子炉施設全体の安全

性が確認されたことになるとしている。

以上が単一故障指針に基づく安全審査の約束事である。
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（液体金属冷却「高速増殖炉の安全評価の考え方」も 「ＬＭＢＲ，

の安全評価に当っては ，上記「軽水炉安全評価指針」高速増殖炉） 」

「を参考とし，これにＬＭＢＲの特徴を加えて評価を行う」と定

めており 「軽水炉安全評価指針」と同じく，単一故障指針の考え，

（約束事） （乙ィ７「指針方 に基づく安全評価の方法を採用している

集 652頁= ＬＭＢＲの安全設計と安全評価について Ⅱ.ＬＭＢＲの安全評」 「 」

。価について）

「高速増殖炉の安全性の評価の考え方」に基づく事故評価の具体的方法(3)

（事故評価）本件「もんじゅ」の安全審査における安全評価

の具体的方法は 高速増殖炉の安全性の評価の考え方 の別紙，「 」

「Ⅱ ＬＭＦＢＲの安全評価について」に，以下のとおり定め

られている。

ｲ ｢運転時の異常な過渡変化｣｢事故｣の代表的事象の選定と安全評価( )

ⅰ 運転時の異常な過渡変化 及び 事故 として各種の代「 」 「 」

（Ⅱ(2)=乙ィ7=652頁,乙4表的事象を選定して安全評価を行う

=492頁 。）

ⅱ このうち 「運転時の異常な過渡変化」については，その，

発生に伴う過渡現象は 炉心が損傷に至る前に収束され 炉， ，

心は通常運転に復帰できる状態が維持されなければならな

い。

ⅲ また 「事故」については，それによって外乱が加わって，

及び放射線にも 事象に応じて炉心の溶融の恐れがないこと，

よる敷地周辺への影響が大きくならないよう核分裂生成物放

散に対する障壁の設計が妥当であることを確認しなければな

らない。

ⅳ そして 「運転時の異常な過渡変化」と「事故」の両者に，

Ⅱ(3)ついて それぞれの判断基準を具体的に明示している， （

。=乙ィ7=654頁,乙4=494頁）

ﾛ ｢事故｣評価において安全性を確認するための判断基準( )

，「 」 ，「 」 ，このうち (3.2)事故 の定める 事故 評価の判断基準

すなわち (ⅰ)事象に応じて炉心の溶融の恐れがないこと 並， ，
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びに (ⅱ)放射線による敷地周辺への影響が大きくならないよ，

う核分裂生成物放散に対する障壁の設計が妥当であることを確

=乙認するための判断基準は，次のとおりである（(3.2)事故

。ィ7=654頁,乙4=494頁））

① 炉心は大きな損傷に至ることなく，かつ，十分な冷却が可

。能であること

。② 原子炉格納容器の漏洩率は適切な値以下に維持されること

③ 周辺の公衆に対し著しい放射線被曝のリスクを与えないこ

と。

ﾊ ｢炉心冷却能力の低下｣をもたらす｢事故｣例としての｢ 次冷却材漏洩事( ) 2

故｣

「(2.2)ＬＭＦＢＲの『事故 」は 「事故」を想定した安全評』 ，

価において 「炉心の溶融 という上記重大事， 」（炉心核燃料の溶融）

（乙ィ7=654頁=(3.2)事故本文） 」態 に通じる「炉心冷却能力の低下

をもたらすおそれのある７種の 事故 を選定して評価を行うことを定めて「 」

。いる（乙ィ7=653頁=(2.2)ＬＭＦＢＲの｢事故｣②炉心冷却能力の低下）

そこで選定された７種の「事故」のひとつが，本件「もんじゅ

事故」で現出した「２次冷却材漏洩事故」である。

ﾆ ｢ 次冷却材漏洩事故対策｣の評価における単一故障指針の適用( ) 2

「もんじゅ」における「２次冷却材ナトリウム漏洩事故」対策

の基本設計の安全性を確認するための安全評価も，単一故障指針

の方法によって行われている。

すなわち，設計基準事象としての「２次冷却材ナトリウム漏洩

事故」を想定し，単一故障の仮定として１ループにおいてポニー

モータによる１次，２次主冷却系循環ポンプの低速運転引継ぎに

失敗するものと仮定したうえで 上記(ﾛ)記載の 「 3.2）事故」， ，（

に明示された①，②，③のすべての基準に適合することが確認さ

上れて はじめて 上記基本設計の安全が確認されたことになる， （，

記(3.2)事故本文の｢及び｣,｢かつ｣の文言から明らか なお上記単一故障の仮。

定につき乙１６=原子炉設置許可申請書10-3-35頁(ⅴ) 【準備書面(3)別紙）

④】参照 。）
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たとえば，訴外動燃は，本件原子炉設置許可申請書のとおり，

「２次冷却材ナトリウム漏洩事故」を想定した安全評価のうち，

上記(ﾛ)で述べた①の「十分な冷却能力」を確保するために必要

，「 」な方策のひとつとして 漏洩ナトリウムによる熱的影響の解析

を行っており，そこで，２次冷却材ナトリウム漏洩事故の内圧及

び雰囲気と床ライナの温度変化を解析し，建物コンクリートの健

全性をその最高温度との関係で検討するという作業を行っている

（乙16原子炉設置許可申請書10-3-36 。）

したがって，原子力安全委員会等の安全審査においても，同委

員会の専門技術的裁量と責任のもとに，それら安全評価について

必要な解析や評価の作業を行うべきことになる。

ﾎ 基本設計の安全性に係る事項は安全審査の対象であり 後続処分段階で変( ) ,

更できないこと

安全審査の対象について，最高裁伊方判決は 「 原子炉等）規，（

制法の規制の構造に照らすと，原子炉設置の許可の段階の安全審

査においては，当該原子炉施設の安全性にかかわる事項の全てを

その対象とするものではなく，その基本設計の安全性にかかわる

事項のみをその対象とするものと解するのが相当である。もとよ

り，原子炉設置の許可は，原子炉の設置，運転に関する一連の規

制の最初に行われる重要な行政処分であり，原子炉設置許可の段

階で当該原子炉の基本設計における安全性が確認されることは，

後続の各規制の当然の前提となるものであるから，原子炉設置許

可の段階における安全審査の対象の範囲を右のように解したから

， ， 。」といって 右安全審査の意義 重要性を何ら減ずるものではない

と判示する。

すなわち，安全審査の対象は「基本設計の安全性にかかわる事

項」であるとともに，安全審査で確認された基本設計の安全性に

かかわる事項は，後続の行政処分の前提となり，拘束力を生ずる

。（高橋滋「先端技術の行政法理」107頁,111頁(注12),112頁）

安全審査において「基本設計」の安全性を確認するには，その



- 43 -

安全性に関する事項をある程度の資料をもって審査する必要があ

，「 」る そのため 基本設計（ 「 」高橋滋 先端技術の行政法理 111頁注12）。

の安全評価においては，いくつかの前提事項を設定したうえで基

本設計の安全性が確認される たとえば 設計基準事象である ２。 ， 「

次冷却材漏洩事故」を想定し，漏洩ナトリウムが床コンクリート

と直接接触することを防止するための「床に鋼製床ライナを設置

する」という基本設計の安全性を確認する事故解析においては，

設計温度を５３０℃，床ライナの厚みを６㎜，床コンクリートは

普通コンクリートとするという設計（耐熱性コンクリートではなく）

条件を前提として，上記(ﾆ)の解析が行われているから，ここで

は設計温度５３０℃，床ライナの厚み６㎜，床コンクリートが普

通コンクリート製であることが，基本設計の安全性にかかわる事

項であることになる。

（炉規制法したがって，後続処分である設計及び工事方法の認可

27条 （同28条 （同37条=運転に不可） ），使用前検査 ，保安規定の認可

の審査では，基本設計の安全性にかか欠な「運転手順書」を含む）

わる上記事項が前提条件となり，それらの変更は許されない。た

（同27条）とえば，本件「もんじゅ」の設計及び工事方法の認可

における「設計及び工事の方法の認可申請書」でも，基本設計の

安全性にかかわる事項とされた設計温度５３０℃やライナの板厚

６㎜を所与の前提として，上記認可申請時の検査項目である材料

検査 や構造検査 が実（材質の適否） （具体的構造の適否，溶接の適否）

施されており，この段階では，上記事項には変更の余地がないこ

（甲ィ467「高速増殖炉もんじゅ発電所原子炉施設の計画及びとが分かる

徳光岩夫「原子力工事の方法の認可申請書」2-5,６頁，2-8頁 。また，）

発電所の計画設計・建設工事」も，設計工事計画の認可における

内容審査の審査条件としても 「設置許可申請の内容とも適合し，

ていること」が求められるとして，安全審査事項が上記認可に拘

甲ィ466徳光岩夫 原束力を及ぼすことを前提とした説明をしている（ 「

子力発電所の計画設計・建設工事」329頁。なお，同書22頁に法令関係手続
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一覧があるが 商業用原子炉に関する手続であり かつ電事法の摘示条文は， ，

。改正前のものであることに留意されたい）

なお，基本設計の安全性に係る事項は，安全審査の対象である

がゆえに,後続処分段階で変更できないことは，特に 「２次冷却，

材漏洩事故対策」の基本設計の安全審査との関係で問題となるの

で，控訴人ら最終準備書面（３）の第１，三，５，(3)を参照さ

れたい。

ﾍ 安全審査手続と炉規制法２４条１項４号の要件適合性判断の条件( )

以上のとおり，安全審査においては，基本設計の安全性を

単一故障指針の考え方に基づいて評価する。

そして，上記「２次冷却材ナトリウム漏洩事故」の想定を

， 「 」はじめとして 安全性評価の際に想定された 設計基準事象

の想定が，通常運転の全範囲及び運転期間の全域にわたって

生じ得る異常な事象をすべて包絡しているという前提のもと

に ，すべての（軽水炉安全評価指針「解説」Ⅱ4.1=乙イ7,112頁）

基本設計の安全性が確認されて，はじめて，炉規制法２４条

１項４号の要件，すなわち「原子炉施設の構造及び設備が，

原子炉による災害が万が一にも起こらないものであること」

の要件に適合したものと判断される。

なお，以上に検討した原子力安全委員会等の安全審査にお

ける判断枠組のあり方は，後記四で検討する司法統制の具体

的な枠組に関する諸問題を解く鍵となるものである。

安全審査の専門技術性に関する伊方判決判示(4)

， ，最高裁伊方判決は 安全審査の上記仕組を前提としたうえで

その高度の専門技術性につき，次のとおり判示している。

「技術的能力を含めた原子炉施設の安全性に関する審査は，当

該原子炉施設そのものの工学的安全性，平常運転時における従

業員，周辺住民及び周辺環境への放射線の影響，事故時におけ

る周辺地域への影響等を，原子炉設置予定地の地形，地質，気

象等の自然条件，人口分布等の社会的条件及び当該原子炉設置
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者の右技術的能力との関連において，多角的，総合的見地から

検討するものであり，しかも，右審査の対象には，将来の予測

に係る事項も含まれているのであって，右審査においては，原

子炉工学はもとより，多方面にわたる極めて高度な最新の科学

的，専門的知見に基づく総合的判断が必要とされるものである

ことが明らかである 」。

四 原子炉等規制法 条 項 号の適合性に関する司法統制の具体的枠組24 1 4

伊方判決の示す原子炉等規制法２４条１項４号への適合性に関する，

「司法統制」の具体的な枠組は，上記三で指摘した原子力安全委員会の

安全審査における約束事や具体的な判断枠組を踏まえたものである。

１ 司法統制の具体的枠組に関する伊方判決判示

最高裁伊方判決は 原子炉等規制法24条1項4号の適合性に関する，

「司法統制」の具体的枠組について，次のように判示する。

① 原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われている原子

炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理，判断は，原

（以下，原子力子力安全委員会若しくは原子炉安全専門審査会

の専門技術的な調査審議及び判断を基安全委員会等と略記する）

にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かとい

う観点から行われるべきである。

，上記調査審議におい② よって，現在の科学技術水準に照らし

当て用いられた具体的審査基準に不合理な点があり，あるいは

該原子炉施設が具体的審査基準に適合するとした原子力安全委

員会等の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤，欠落があ

，被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場り

合には，被告行政庁の判断に不合理な点があるものとして，こ

の判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。

２ 行政庁の決定権を尊重し 判断過程の瑕疵を指摘する司法統制枠組であること,

安全審査の枠組に基礎付けられた司法統制の具体的枠組(1)

上記の判示①は原子力安全委員会等の専門技術的な調査審議及

び判断に依拠した行政庁の専門技術的裁量を前提とした狭い裁量

論における 司法統制 の基本的視点を示したものであり 判示「 」 ，
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②はその基本的視点に立脚した 司法統制 の具体的枠組を呈示「 」

したものである。

そして 「現在の科学技術水準に照らし，上記調査審議におい，

て用いられた具体的審査基準に不合理な点があり あるいは具体，

的審査基準に適合するとした原子力安全委員会等の調査審議及び

判断の過程に看過し難い過誤 欠落があ るか否かを審査すると， 」

いう シンプルな 司法統制 の上記枠組は 上記三で検討した， 「 」 ，

原子力安全委員会等の安全審査の仕組と判断枠組に基礎を置くも

のである。

すなわち 原子力安全委員会等の安全審査の仕組及び判断枠組，

， ， 「 」 ，が ①具体的審査基準に基づき ② 設計基準事象 を想定し

単一故障 を仮定して基本設計の安全評価を行い そこで求め「 」 ，

，られている要件をすべて充足することを確認するという方法で

ひとつ ひとつの基本設計の安全性を確認し かつ ③すべての， ， ，

基本設計の安全性が確認されて はじめて 炉規制法２４条１項， ，

４号の要件 すなわち 原子炉施設の構造及び設備が 原子炉に， 「 ，

よる災害が万が一にも起こらないものであること の要件に適合」

（上記三,したものと判断されるというものであることを受けて

，伊方判決は，これに対する「司法統制」の枠組２,(2)(3)参照）

としても，原子力安全委員会等による上記安全審査を前提とし

て 原子力安全委員会等による基本設計の安全性の調査審議判断，

の過程にそって 司法統制 を加え ひとつの基本設計について「 」 ，

でも，その安全性の調査審議判断の過程に「看過し難い過誤欠

落 が認められれば 司法統制 における 違法判断 取消な」 ，「 」 「 」（

いし無効の判決）をなすのが相当であるとしたものである。

したがって 「専門技術的裁量」という呼称のもとに呼ばれる上記，

判示②の実質的意味は，判断手法において，裁判所が法定の要件が

満たされているかどうかを見るものであり，その限りでは実体判断

をするが，独自の見方で見るのではなくて，上記判示②のとおり，

行政庁の判断過程 を追いかけていく形で見ると（上記三,２,(3),(ﾆ)）
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（小早川光郎東大教授のいう特殊な審理方法にあるということができる

10指摘「座談会：伊方・福島第二原発訴訟最高裁判決をめぐって」ジュリスト

17号25頁 。）

「伊本件訴訟の原審において被告国の代理人を務めた川勝隆之氏の

も，判断過程統制方式は行政の裁方・福島第二原発訴訟最高裁判決」

，量判断の過程に不合理な点がないかという観点から実体審理を行い

実体的な判断の代置を避けつつも裁量処分の実体についても司法的

統制の実をあげようとするものであり，具体的審査基準への適合性

の判断の関係では，特に，原子炉安全専門審査会等での「調査審議

及び判断の過程」に着目した審理，判断をすべきであるとする考え

（ 伊方・福島第二原発訴訟最高裁判決」法律の方であると指摘している 「

ひろば46巻４号1993年4月28頁下段～29頁上段 31頁上段 33頁注(６) 34頁注， ， ，

。(16)）

行政庁の最終決定権の尊重と 司法による判断過程の瑕疵の指摘の意義(2) ,

行政訴訟の構造上記「司法統制方式」の意義について，原田尚彦「

は 「裁判所が終局的な事件の解決を示すよりも，行政と実体審査」 ，

処分の過程を審査し，違法な行政処分をいったん破棄し，行政庁に

再度判断を行わせる方が，行政庁の総合的な行政責任に基づく専門

的判断 によって妥当な法適用による適（行政庁による再度の実体判断）

（原田｢行政訴訟の構造と実体審査｣398頁=田正な紛争解決がもたらせる」

と述べる。中二郎追悼論文集｢公法の課題｣所収）

｢原子力発電所に対する行政の安全規制とその裁判的統制｣また 高橋滋，

も 「原発許可に関する行政内部の判断形成過程における具体的考慮，

･判断を明らかにし，その判断に不合理な点があったかどうかを子細

にチェックしてゆくというこの統制方式を実施しても，行政は，不

合理な点 を指摘された段階から，自らの優先（判断過程における瑕疵）

（行政庁による的判断権を行使しつつ再び判断をやり直してゆくこと

が可能であるから，行政は自らが有する最終的決定再度の実体判断）

（｢原子力発電所に対する行権を裁判所によって侵害されることはない」

政の安全規制とその裁判的統制｣63～64頁=徳島大学社会科学研究第1号所収）

と指摘する。
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３ ｢看過し難い過誤欠落｣は判断過程の瑕疵が安全審査の結論に影響を及ぼす具体

的可能性があることを指すこと

｢司法統制｣における違法事由としての「看過し難い過誤欠落」(1)

伊方判決の示す「当該原子炉施設が具体的審査基準に適合すると

した原子力安全委員会等の調査審議及び判断の過程に看過し難い過

誤，欠落があり，被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認め

られる場合」という司法統制 具体的枠組 は 「調査審の （上記１,②） ，

」という文理から明らかなように，判断過程の統制を議及び判断の過程に

意図した司法統制方式である（高橋滋「先端技術の行政法理」176～177頁，原

田尚彦「伊方原発事件―科学問題の司法審査」公害・環境判例百選＝別冊ジュ

126号188頁，川勝隆之「伊方・福島第二原発訴訟最高裁判決」法律のひリスト

ろば46巻４号31頁等 。）

｢看過し難い｣とは 文理上 安全審査判断に影響を及ぼす｢具体的可能性｣を指(2) , ,

す

「具体的審査基準に適合するとした判断」自体の適否という要件

ではなく 「調査審議判断の過程における看過し難い過誤，欠落」と，

いう要件を用いていることは，上記２の(1),(2)のとおり，原子力安

全委員会等の「判断」に依拠した行政庁の専門技術的裁量を尊重し

て 「行政判断」それ自体の適否に「司法判断」を代置することは避，

けつつ，原子力安全委員会の「調査審議判断の過程」に「看過し難

い過誤欠落」が認められるか否かという観点から「司法判断」をな

すことを意図したものである。

そこにいう「看過し難い」とは，文理上も 「調査審議判断の過程，

の過誤欠落」が 「具体的審査基準に適合するとした判断」との関係，

で「看過し難い」ものであるという意味である。

すなわち 「看過し難い」の解釈問題は，安全審査の調査審議及び，

判断の「過程」における「過誤 欠落」が，原子力安全委員会等によ,

る安全審査の「基準適合判断」の結論に，どの程度の影響を与える

可能性があることをもって，上記「基準適合判断」に依拠した処分

，「 」 「 」 ，を 司法判断 において 違法 と評価すべきかという問題であり

「看過し難い」という要件は，そこにおける判断指標である。
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そして 「看過し難い過誤，欠落」という表現に照らせば，安全審，

査の結論に影響を与える一般的ないし抽象的な可能性では足りない

が，その反面，安全委員会による「基準適合判断」が否定されるこ

と，すなわち，当初の原子炉設置許可の前提となった基本設計の変

更が確定的に必要であることまでの「司法判断」を要求するもので

ないことも明らかである。

したがって 「看過し難い」とは 「安全審査の調査審議及び判断， ，

の過程に過誤欠落」があり，それが「安全審査の結論」に影響を及

ぼす「具体的可能性」が認められること，換言すれば，再度，科学

的，専門技術的知見に基づく原子力安全委員会等の安全審査をやり

直す必要がある程度の可能性を指すものと解するのが相当である。

専門技術的裁量に適合した合理的解釈であること(3)

「看過し難い過誤，欠落」の意義を上記のように考えれば，仮に

上記司法統制方式の結論として，裁判所が違法との「司法判断」を

下したとしても，行政は，不合理な点，すなわち判断過程における

看過し難い過誤欠落の存在を指摘された段階から，自らの優先的判

断権を行使しつつ再び安全審査をやり直して行政庁による再度の実

体判断をすることが可能であるから，行政は自らが有する最終的決

（高橋滋,｢原子力発電所に定権を裁判所によって侵害されることはない

対する行政の安全規制とその裁判的統制｣63～64頁=徳島大学社会科学研究第1号

。所収）

他方，裁判所にとっても，基本設計の変更が必要であることまで

の「司法判断」は要求されず，再度，科学的，専門技術的知見に基

づく原子力安全委員会等の安全審査をやり直す必要があるか否かの

判断を求められるにとどまる点で，高度の科学的，専門技術的問題

に対する「司法判断」の負担は軽減されることになる。

専門技術的裁量の根拠が 「原子炉施設の安全審査が，多方面にわ，

たる極めて高度な最新の科学的，専門技術的知見に基づく総合的判

(最高裁伊方判決判示) （二参断が必要とされる 」ことに求められること

に対応した合理的解釈である。照）
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判断に影響を及ぼす具体的可能性を違法事由とする判例理論に適合するこ(4)

と

「判断過程の瑕疵が判断に影響を及ぼす具体的可能性」を「司法

判断」における違法要件のカテゴリ－とする考え方は，次のとおり

一般化しており，最高裁伊方判決は，この考え方を，専門技術的裁

量という高度の科学的判断を求められる特殊な狭い裁量判断の枠組

に適用したものである。

(ｲ) ドイツ都市計画法に関する独連邦行政裁判所判例

山田洋 は，都市計画に関する処分「衡量過程の瑕疵と計画の効力」

の違法性が争われた事案について，ドイツ連邦行政裁判所の判例

は 「衡量過程に当該の瑕疵がなければ異なった判断がなされたと，

いう『具体的可能性』があれば，当該処分は違法と評価される」

という司法統制方式を呈示しており，そのことが，わが国におけ

る「過程違法論」の解釈についても大いに参考になると指摘して

いるが，最高裁伊方判決の示す上記司法統制方式は，このドイツ

連邦行政裁判所判例と同様の考え方に基づくものであると考えら

94巻５号，7れる（参照，山田洋「衡量過程の瑕疵と計画の効力」一橋論叢

。10～713頁＝昭和60年11月）

(ﾛ) 土地収用法20条3号に関する日光太郎杉東京高裁判決

48年７月13日第三民事部また，日光太郎杉事件東京高裁判決（昭和

， ，判決,行集24巻6･7号533頁,判タ297号124頁 は） 行政庁の判断において

考慮要素の取捨選択や評価に誤りがあり，そのために，行政庁の

判断が左右されるものと認められる場合には 当該行政庁の 判「 」， 「

断は，とりもなおさず裁量判断の方法ないしその過程に誤りがあ

るものとして，違法となるものと解するのが相当である」とした

うえで，土地収用法２０条３号の「事業計画が土地の適正且つ合

理的な利用に寄与するもの」という要件適合性に関する建設大臣

の当該判断は 「その裁量判断の方法ないし過程に過誤があるもの，

として違法なものと認めざるをえない」と判示しているが，これ

も 「取捨選択や評価の誤りが判断を左右するものと認められる場，

合」を独自の違法事由 としている点で，過程違法論を上記（要件）
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（原田尚要件への適合性の判断に用いたものであるといわれている

彦｢土地収用法２０条３号の判断における建設大臣の裁量権と司法審査の方

301号75頁以下，川勝隆之「伊方・福島第二原発訴訟最高裁判決」法法｣判タ

。律のひろば46巻４号1993年4月33頁注(６)）

｢具体的可能性｣は専門技術的裁量尊重の視点で解釈されるべきであること(5)

ただし 「看過し難い過誤欠落」を「安全審査の結論に影響を及ぼ，

す具体的可能性」と解したとしても，高度の科学的判断に属する問

題であることに鑑みると，具体的な適用において，なお困難が予想

される場面も考えられるが，その場合に 「看過し難い ，すなわち， 」

「具体的可能性」の概念をあまりに厳しくとらえると 「濫用と逸脱，

の統制という 伝統的な統制方式と変わ（政治的，政策的裁量における）

」 ，りのないものになってしま い（ 「 」 ）高橋滋 先端技術の行政法理 177頁

狭い裁量である専門技術的裁量の上記趣旨 を没却して（二,３参照）

。しまうことに留意する必要がある

そして，専門技術的裁量の趣旨は，具体的審査基準への適合性

に関する原子力安全委員会の判断権を尊重するところにあるので

あるから 「看過し難い」とは，元の安全審査の結論に影響を及，

ぼさないことが 改めて安全審査による専門科学的判断を経るま，

でもなく 明らかな場合を排除するための要件であることを念頭，

において解釈すべきである。

けだし，三の２の(3)の(ﾆ)で指摘した安全審査の手続を前提とす

ると，結局のところ，基本的知見の欠落や事故解析過程における誤

り等が，基本設計の安全性判断に影響を及ぼす具体的可能性がある

か否かが判断の指標になると考えられるからである。

したがって，たとえば，事故解析において，途中の計算ミスがあ

っても，事故解析の結論に影響はないということであれば 「看過し，

難い」の要件に該当しないことになるというのが，その具体的適用

（ 座談会伊方・福島第二原発訴訟最高裁判における好例であるといえる 「

決をめぐって」ジュリスト1017号の小早川光郎東大教授の指摘16頁2段目，25

頁 。）

高橋利文 が「安全審査・判断の過程に過誤欠落があっ「判例解説」
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，重大なものでない場合には，たとしても，それが軽微なものであって

これにより直ちに，多角的，総合的な判断である被告行政庁の判断が不合理な

ものとなるものではない」と述べるのも（高橋利文「最高裁判所判例解説民事

，上記小早川教授の考え方と同趣旨であると解さ篇平成4年度423頁」）

れる。

４ 判断過程の瑕疵の｢看過し難さ｣と 違法性の｢重大さ｣は次元が異なること,

ところで，上記３の(2)，(3)で検討したところに加えて，３の(4)の

(ｲ)のドイツ都市計画法や，(ﾛ)の土地収用法２０条３号の要件適合性

の問題と，本件における原子炉等規制法２４条１項４号の要件適合性

の問題における違法性の重大さを比較しても明らかなように 「過誤，，

欠落」の「看過し難さ」と 「違法性」の「重大さ」とは，次元の異な，

る問題である。

行政処分の基礎となった判断の過程に｢看過し難い過誤，欠落｣が認

「 」 ，められること自体は 違法事由 のひとつのカテゴリーにほかならず

それが，さらに「重大違法」に該当するか否かは，当該「違反法条の

重要性」如何，その他当該違法性に関する属性によって判断されるべ

き別個の問題である。

そして，原子炉等規制法２４条１項４号の要件適合性が問題となる

本件については 「違反法条の重要性」が 「重大違法」論の本質であ， ，

ることは，上記一の３に指摘したとおりである。

５ 本件審理中に訴外動燃が「設置許可変更」を申請したことの重大性

本件審理中に訴外動燃 核燃機構 は 本件 もんじゅ の設置（ ） ， 「 」

許可に関して２件の変更許可を申請した その一つは 平成１３年。 ，

乙６月付変更許可申請書をもって ２次系冷却材漏洩事故対策，「 」（

の基ィ7=653頁=(2.2)ＬＭＦＢＲの「事故」②炉心冷却能力の低下,(例)）

本設計について 「２次冷却材漏洩時，当該系統のナトリウムを緊，

（乙イ94=高速増殖原型急にドレンできる設計とする」旨の変更申請

炉もんじゅ原子炉設置変更許可申請書[原子炉施設の変更]本文及び添付書

であり 他の一つは 同年１２月付同一部補正書をもって 蒸類） ， ， ，「

（乙ィ7=653頁=(2.2)ＬＭ気発生器伝熱管破損事故対策」の基本設計

について「原子炉ＦＢＲの「事故」⑤ナトリウムの化学反応,(例)参照）
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施設の適正かつ安全な運転のため 原子炉容器内計装 破損燃料検， ，

出装置 制御棒位置指示計装等の原子炉計装及び冷却計装 カバー， ，

ガス圧力計等の蒸気発生器計装 ナトリウム補助設備計装等のプロ，

（乙イ97=同一部補正）セス計装を設ける」旨の変更申請がなされた

ことである。

これらの事実は 原処分時の基本設計では その安全性が確認で， ，

きないことを 「もんじゅ」の設置者である訴外動燃が自認したこ，

とを示している。

したがって 少なくとも上記の２件については 裁判所の判断を， ，

， ，待つまでもなく 控訴人が原審および当審で指摘してきたとおり

本件安全審査の判断における誤りが その 具体的可能性 のレベ， 「 」

， 。ルにとどまらず もはや現実のものとなったということができる

まして これが司法統制の枠組である 安全審査の調査審議及び， 「

判断の過程における看過し難い過誤欠落 の要件に該当するもので」

あることは明白である。

６ 基本設計の安全性が確認できない場合の影響予測は安全審査の対象外であり原

発行政訴訟でも対象外であること

ところで 原子力安全委員会等の安全審査の方式は 上記のとお， ，

り 具体的審査基準に基づき 設計基準事象 を想定し 単一故， ，「 」 ，「

障 を仮定して基本設計の安全評価を行い そこで求められている」 ，

要件をすべて充足することを確認するという方法で ひとつ ひと， ，

つの基本設計の安全性を確認し かつ すべての基本設計の安全性， ，

が確認されて はじめて 炉規制法２４条１項４号の要件 すなわ， ， ，

ち 原子炉施設の構造及び設備が 原子炉による災害が万が一にも「 ，

起こらないものであること の要件に適合したものと判断されると」

いう方法を採用していることは前述したが その反面 そこにおい， ，

て 基本設計の安全性が確認できない場合に 原子炉施設において， ，

いかなるプロセスでいかなる事態に至るか さらに原発の従業員や，

周辺住民等に対していかなる具体的影響を及ぼすかという 事故の，

影響如何にわたる事柄は 元来 安全審査の審査事項とはされてい， ，
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ない 。（三,２,(2)(3)参照）

のみならず，かかる事態を予測することは 「異常影響緩和系」，

に属する当該基本設計についても，その故障を仮定するこ（ＭＳ）

とになるから 上記予測は ＭＳ系に複数の故障を仮定してはじめ， ，

て可能となる理屈になるはずであるが ，そ（上記三,２,(2)(ﾛ)参照）

れは 単一故障指針 の約束事に反することになり 本件安全審査「 」 ，

とは次元の異なる問題になってしまう。

それは 基本設計の安全性が確認できない場合の影響如何は 本， ，

件設置許可手続の違法判断の要素とはなりえないことを意味し ひ，

いては 行政判断の過程を 司法統制 することを任務とする本件， 「 」

， 「 」 「 」行政訴訟においても 上記事項は 司法判断 における 違法判断

の要素になりえないことを示している。

この点が 民事差止訴訟では原告住民らの生命 健康および財産， ，

に対する侵害の恐れがあることが論点となるのとは異なる 原発行，

政訴訟の際立った特徴である。

それは単一故障指針という安全審査における約束事 さらに遡れ，

ば原子炉等規制法２４条１項４号の趣旨が 「原子炉等による災害，

が万が一にも起こらない ものであることを 科学的 専門技術的」 ， ，

見地から十分確認するところにあるという原発行政訴訟の制度趣旨

に基づくものである 国を代理する立場の高松法務局訟務部長川勝。

隆之氏も 最高裁伊方判決により原子炉設置許可処分の抗告 訴訟， 「

における裁判所の審理判断は 具体的には 主として行政庁の策定， ，

した審査基準をめぐり …審査基準への適合性に関する行政庁の判，

断について 調査審議及び判断の過程に着目してその合理性を審査，

してゆく方法によるべきことが示された」ことを指摘した上で，

実際にこれまでの原発訴訟において行われてきた原子炉施設の安「

全性に関する 審理 は本件最高裁判決の示した考え方ないしは理『 』

念とは未だやや距離があったことは否定できない と指摘している」

川勝隆之「伊方・福島第二原発訴訟最高裁判決」(法律のひろば1993.4)3（

。2頁下段）
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当審において 基本設計の安全性が確認できない場合に 原子炉， ，

施設においていかなるプロセスでいかなる事態に至るか さらに原，

発の従業員や周辺住民等に対していかなる具体的影響が議論されて

きたのは 「安全評価の考え方」が回避すべき事態として定める事，

故 事象に対する理解 すなわち基本設計の趣旨 ないしその重要， ， ，

性に対する理解を深めるためという以上の意味を持つものではな

い。

以上のとおり 基本設計の安全性が確認できない場合に如何なる，

事態が予測できるかということは そもそも本件安全審査とは次元，

の異なる問題であり かかる事項は 本件行政訴訟における違法判， ，

断の要素とはなりえない。

７ 司法統制の具体的枠組に関する原判決判示と国の主張について

司法判断の具体的枠組に関する原判決の判示や，国の主張のうち

控訴人らの上記主張に反する部分は，理由がないか，又は，結論に

おいて，控訴人らの主張に影響しないものである。

｢看過し難い過誤欠落｣を｢行政庁による基本設計の安全性判断が否定され(1)

ること｣と解する国の主張について

被控訴人国は 「 看過し難い過誤，欠落』とは，設置許可申請，『

に係る原子炉施設について，その基本設計の安全性が確保される

ものであることを認めた判断の結論が否定される場合であること

に帰着する」として，控訴人らの主張は伊方判決の趣旨に反し，

国最炉規制法２４条１項４号の要件とも整合しないと主張する（

。終準備書面26～27頁,32頁）

また，被控訴人国は 「処分後の新知見により当該処分が違法，

とされるのは，新知見を考慮に入れれば，当該処分のよって立つ

基本設計ないし基本的設計方針に係る安全性の根幹にかかわる知

見が誤っていたこととなり，その結果，これを適用してした安全

審査の合理性が失われる場合に限られる。換言すれば，原子炉の

事故防止対策のうちの安全上必要不可欠の知見が誤っており，設

置許可処分に係る基本設計ないし基本的設計方針のとおりの原子
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炉を設置し，将来これを稼働させた場合には重大な事故が起こる

蓋然性が高いと判断される場合に限って，前記知見を適用して安

全審査をした設置許可処分に取り消しうべき違法があると判断さ

れる 」と主張する 。。 （国最終準備書面16,17頁,22～25頁）

しかし，被控訴人国の上記主張は 「基本設計の安全性の確認，

に関する行政庁の判断」と 「原子力安全委員会等の判断過程に，

」おける看過し難い過誤欠落の有無に関する裁判所 の判断（ ）司法

を混同し，司法判断の枠組が，行政庁判断と全く同じレベルの実

体判断を代置するものであるとする点で，明らかに伊方判決を曲

解した主張である 「司法判断」の枠組は 「原子力安全委員会等。 ，

の…判断の過程に」という伊方判決の明文や，専門技術的裁量の

趣旨に照らして明らかなように 行政庁の判断 の依拠した 原，「 」 「

子力安全委員会等の判断過程における瑕疵の有無，程度に関する

判断 ，すなわち，安全審査の結論に影響を及ぼす具体的可能性」

があるか否かの判断である点で 「行政庁の判断」とはレベルの，

異なるものである。

控訴人国は 上記主張の根拠として,高橋調査官報告のうち 安， ，「

全審査・判断の過程に過誤欠落があったとしても，それが軽微な

ものであって，重大なものでない場合には，これにより直ちに，

多角的，総合的な判断である被告行政庁の判断が不合理なものと

（高橋利なるものではないという趣旨であろう」という解説部分

を引用するが，上文「最高裁判所判例解説民事篇平成4年度423頁 ）」

記の調査官解説は 「司法判断における違法要件」としての「判，

断過程における過誤欠落」の意義について論じたものであり，そ

「 」 ，こにいう 被告行政庁の判断が不合理なものとなる というのは

「看過し難い過誤欠落の有無」という「司法統制の枠組」の観点

に照らして「不合理なものとなる」こと，すなわち 「判断過程，

における過誤欠落」が「司法統制のレベルにおける違法判断」で

「 」 ， ，ある 看過し難い過誤欠落 といえるためには 当該過誤欠落が

安全審査の結論に影響を及ぼす具体的可能性のない軽微なもので
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は足りないということを指しているに過ぎず 「行政庁の判断」，

と同じレベルの実体判断を代置すべしとの立場に立つものでない

ことは明らかである。

また 「看過し難い過誤欠落」の枠組は，行政庁の専門技術的，

裁量に基づく許可決定権を尊重しつつ，原子力安全委員会等の判

断の過程に，安全審査の結論に影響を及ぼす具体的可能性のある

瑕疵があるか否かを「司法判断」の枠組としたものであるから，

その枠組が上記行政許可の要件そのものと整合しないとの批判も

当を得ないものである。

最高裁伊方判決が過程違法論 の立場に立つもので（過程瑕疵論）

あることはすでに詳述したとおりである。

なお，上記主張のうち 「基本設計ないし基本的設計方針のとお，

りの原子炉を設置し，将来これを稼働させた場合には重大な事故

が起こる蓋然性が高いと判断される場合」という部分は，最高裁

高橋利文「最高裁判所判例解説民事篇平成4伊方判決の調査官解説（

）が，基本設計が原子炉災害が万が一にも起きな年度」423～424頁

いようにするために不可欠の重要なものであることを述べた部分

であり，基本設計の安全性が確認されない場合に予想される事態

の重大さを的確に表現するものである。

ただし，被控訴人国が，これをもって，基本設計の中に重要な

ものとそれほど重要でもないものとがあるという趣旨で引用した

のであれば それは明らかに誤りである 控訴人ら最終準備書面(3)， （

第1，五,２参照 。けだし，原子力安全委員会等の安全審査の仕組）

及び判断枠組は，①具体的審査基準である「高速増殖炉の安全評

」 ，「 」 ，「 」価の考え方 等に基づき 設計基準事象 を想定し 単一故障

を仮定して基本設計の安全評価を行い，そこで求められている要

件をすべて充足することを確認するという方法で，ひとつ，ひと

つの基本設計の安全性を確認し，かつ，②すべての基本設計の安

全性が確認されて，はじめて，炉規制法２４条１項４号の要件，

すなわち「原子炉施設の構造及び設備が，原子炉による災害が万
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が一にも起こらないものであること」の要件に適合したものと判

断されるというものであり ，すべての基（三,２,(2),(3)．四,２(1)）

本設計が上記意味において重要なものだからである。

控訴人の主張が｢何らかの過誤欠落があれば違法になる｣というものであ(2)

るとする国の主張について

被控訴人国は，控訴人らが何らかの過誤欠落があることのみを

取り上げて違法なものになると主張しているという前提に立っ

て 「可能性なるものは際限なく拡張されかねない抽象的なもの，

であり，限界を画する要素としてはほとんど無意味なもの」であ

ると批判し ，あるいは，新知見の出現を（国最終準備書面26～27頁）

もってただちに安全審査に不備があることになると主張している

， 。として批判するが 被控訴人国の上記批判は理由がない（ ）同17頁

控訴人は，上記のとおり 「安全審査の調査審議判断の過程に，

」こと，すなわち 「安全審査の調査審議看過し難い過誤，欠落がある ，

及び判断の過程に過誤欠落 があり それが 安全審査の結論 に影響を及」 ， 「 」

ぼす 具体的可能性 が認められることが 司法統制 における違法事由で「 」 「 」

あると主張しているのであって 「何らかの過誤欠落があることが違法事由，

である」とか 「新知見の出現をもってただちに安全審査に不備があること，

になる」と主張しているわけではない。

｢判断過程の過誤欠落｣を違法事由とすることは過度の手続的義務を負わせ(3)

ることになるとの国の主張について

被控訴人国は 「控訴人らの主張は，安全審査の結論の妥当性，

とは別に，安全審査の過程それ自体においても完全無欠の調査審

議判断を負うべきであるという手続的義務を負わされるに等し

く，世界中の研究結果を漏れなく調査し尽くすことまで要求され

るべきことになり，それは，伊方判決のいう専門技術的裁量判断

が尊重されるべきことと整合せず，炉規制法の立法趣旨を没却す

。る」と主張する（国最終準備書面29頁）

しかし，控訴人らは，判断過程に安全審査の結論に影響を及ぼ

す具体的可能性のある過誤欠落がある場合を問題としているので

あり，行政庁に「完全無欠の調査審議判断義務」を負わせるべき
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であると主張しているのではない。

また，被控訴人国の上記主張は，専門技術的裁量の趣旨を誤解

するものである。専門技術的裁量は，原子炉施設の安全審査が，

多方面にわたる極めて高度な最新の科学的，専門技術的知見に基

づく総合的判断が必要とされるという同審査の特質に根拠がある

のであり，それゆえ，行政庁の決定権を尊重する趣旨で，司法に

よる実体判断の代置を避けつつ，安全審査の調査審議及び判断の

過程に過誤欠落があり，それが安全審査の結論に影響を与える具

体的可能性が認められる場合は，当該過誤欠落は「看過し難い」

ものとして 「司法判断」としての取消又は無効確認をして，行，

政庁に安全審査のやり直しをさせるというところにその趣旨があ

る 。（上記二,３.および四,２,(2)参照）

被控訴人国の上記主張は，専門技術的裁量の根拠と趣旨を無視

して，それが政治的政策的裁量に等しい広い裁量権限を行政庁に

認めようとするものである点で誤っている。

(4) ｢現在の科学技術水準に照らして｣の判示は違法判断｢処分時説｣を採用した

ものではないとの国の主張について

被控訴人国は，最高裁伊方判決の「現在の科学技術水準に照ら

し」て判断すべきであるとする判示は，違法性の判断基準時に関

（被控訴人国する「処分時説」を採用したものではないと主張する

。最終準備書面16,17頁,22～25頁,36～37頁）

， 「 」たしかに 最高裁伊方判決の 現在の科学技術水準に照らして

という本件判示部分の法的理解のしかたについては，①「将来，

当該許可に係る原子炉をその基本設計どおりに設置し，これを稼

高橋利文｢最働させた場合の当該原子炉の安全性の有無を判断する」（

という原発抗告訴訟の性格高裁判所判例解説民事篇平成4年度｣424頁）

に基づくものと解するか，②違法性の判断基準時に関する「判決

（高橋滋｢先端技術の行政法理｣183頁時説」を採用したものと解するか

末２行=｢違法判断の基準時の一場面として整理することは誤りではなかろ

，または，③いずれと解してもよく 「用語法の問題」う｣という） ，



- 60 -

と解するか とい（川勝｢伊方・福島第二原発訴訟最高裁判決｣35頁(注23)）

う具合に評価は分かれている。

しかし，いずれの理解に立ったとしても，上記問題に関する結

論には差異はない。

(5) 安全性疑念論に関する国の主張について

被控訴人国は，控訴人らが 「原子炉の安全審査は世界最高の学，

問水準において審査すべく，そこで安全性に疑念が出た場合は直

（32～ちに是正されるべきである」と主張したことを問題にするが

，控訴人らの上記主張は，最高裁伊方判決の「現在の科学技34頁）

術水準に照らして」という判示部分を上記のように言い換えたに

過ぎず，格別変わったことを主張したものではない。

すなわち，伊方判決は，原子力安全委員会等とその判断に依拠

する行政庁の判断に専門技術的裁量が認められる根拠を 「原子炉，

施設の安全審査が，…極めて高度な最新の科学的，専門技術的知

見に基づく…判断が必要とされる」ことに求めていること，並び

に，炉規制法２４条１項４号が，許可要件の詳細な内容を原子力

安全委員会の策定する具体的審査基準に譲ったことの理由を 「最，

新の科学技術水準への即応性」に求めていることに照らせば，炉

規制法が，原子力安全委員会等に対して 「最新の科学技術水準へ，

の即応性」を求めていることは明らかである。

ところが 「もんじゅ」で現出した「２次冷却系ナトリウム漏洩，

火災事故」を契機として，本件「もんじゅ」の安全審査には 「２，

次冷却材ナトリウム漏洩事故」対策の基本設計の安全性にかかわ

る事項について，次のような重大な知見の見落しがあったことが

判明している。

第一に，床ライナの材質である鉄（鋼）が条件次第で高温の金

（昭和属ナトリウムによって腐食されるという知見は，１９８３年

５月２７日の本件原子炉設置許可処分時よりもはるか前で５８年）

（甲ィ４３３の２ある１９７０年代に，すでに明らかにされており

(久米三四郎訳)ナトリウム表面火災の研究と防護システムの「フーバー報告
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，それ以来，高速増殖炉開発に関連した試験 【準備書面(3)別紙⑰」） 】

外国の研究諸機関では，鋼製床ライナを念頭に置いた数々の腐食

実験が実施され，腐食条件に関する報告も公表されていたし，電

気化学会も「 腐食損傷の発生する可能性を予（もんじゅ事故以前に）

測することは可能であったと判断される」と述べているのである

,参-14～18から（乙ィ４１原子力安全委員会「第２次報告書」参考資料５

，上記知見の調査上の過誤欠落は態様にお頁 【準備書面(3)別紙⑫） 】

いて極めて重大である。

第二に，本件設置許可処分の後，遅くとも，本件「ナトリウム

」 ， ，漏洩火災事故 以前には 同事故を招く主な要因に関する知見が

事故例や研究成果の公表により，すべて明らかにされていた。

すなわち，ナトリウムのスプレー状噴出時における温度やその

場合のライナ温度の知見については，多量の高温ナトリウムが空

気中にスプレー状に噴出すると周囲が１０００℃を超える高温の

火の海状態になることは，１９８９年のスペインのアルメリア太

（未陽光発電所金属ナトリウム噴出火災事故で明らかになっており

=動燃報告「海外のナトリウム漏洩事例の対応について」添付資料 【準提出 ）

，かつ，国内でも，訴外動燃は１９８２年にナト備書面(3)別紙⑱】

リウムのスプレー状噴出によって床ライナを模擬した受皿温度が

（乙ィ９動燃８８０℃を超す高温になるという実験結果を得ていた

。「第４次報告書」添付資料５,1，添5-22頁 【準備書面(3)別紙⑲） 】

また，温度計の振動によるナトリウム漏洩事故の知見について

は，１９８５年にフランスの高速増殖炉スーパーフェニックスで

２次系配管に挿入された先端の長いナトリウム温度計の振動を原

因とする温度計部分の小さな漏洩口からのナトリウム漏洩事故が

起きており，それに対して振動対策が取られたことも報告されて

おり，国内においても，訴外動燃や監督官庁の科学技術庁は事故

（甲ィ４６８久米三四郎直後にフランスから上記情報を入手していた

）【 】（ ， ， ，「 」陳述書 21頁 準備書面(3)別紙⑮ なお 訴外動燃は 上記知見につき

の大きな破断を想定して解析すればスプレー状噴出を招く破漏洩口１５㎝２
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。断の場合を兼ねることができるとの誤った判断により，検討を怠った）

控訴人らは 「現在の科学技術水準に照らして」という最高裁伊，

方判決の判示部分に照らして，上記のような知見の見落しは許さ

れないことを 「原子炉の安全審査は世界最高の学問水準において，

審査すべく，そこで安全性に疑念が出た場合は直ちに是正される

べきである」と主張したのである。

なお，上記事実は，本件設置許可処分の無効事由を検討する際

の利益衡量における，処分庁の帰責事由の重大性の判断要素にな

るものと解する 。（控訴人ら最終準備書面(３)の第1，四参照）

五 原子炉等規制法 条 項 号 技術的能力 号違反の無効事由と主張立証責任24 1 3 ( ),4

１ 原子炉等規制法 条 項 号 技術的能力 号違反の無効事由24 1 3 ( ),4

行政行為の無効は各行政行為の特質を踏まえて利益衡量で判断されること(1)

ｲ 出訴期間徒過における違法主張の可否の問題であること( )

実定法上 行政行為の無効の観念をたてる意味は 取消訴訟， 、

、 、 、以外において かつ 法定の出訴期間を徒過した場合にでも

当該行為の無効の主張を認めることによって 私人の権利救済、

をはかることにある 。（塩野宏「行政過程とその統制」360頁）

したがって，無効事由をとらえる場合は，処分の瑕疵それ自体

の種類・態様のみならず、それ以外の事情も含めて、関係人が処

分の取消しの申立という方法によらないで，その処分を争うこと

を許すべき理由があるか、という見地でとらえられるべきである

（小早川光郎「行政事件訴訟法体系」２１８頁 。）

ﾛ 無効の判断は利益衡量を基本とすること( )

また，判例上，無効が問題とされた行政行為には種々雑多な

性格の異なるものがあり，各行政行為の無効事由は，その行政

（遠藤博也「行政行行為の特質を踏まえて個々に判断されている

」 ）。為の無効と取消の区別の基準 ＝ジュリスト500号89頁=1972年3月1日

（民たとえば、最高裁第一小法廷昭和４８年４月２６日判決

は，所集27巻３号629頁,判時759号32頁 （以下本判決とも略記する））

得税賦課処分無効確認訴訟の無効事由が争点となった事案にお

いて 「 行政処分）が法定の処分要件を欠く場合には，まず行，（



- 63 -

政上の不服申立をし，これが容れられなかったときにはじめて

当該処分の取消を訴求すべきものとされている」場合にあって

も 法は 以上のような原則に対して 行政上の不服申立手続，「 ， ，

の経由や出訴期間の遵守を要求しないで当該処分の効力を争う

ことのできる例外的な場合の存することを否定しているものと

は考えられない。…当該処分における内容上の過誤が課税要件

の根幹についてのそれであって，課税行政の安定とその円滑な

運営の要請を斟酌してもなお，不服申立期間の徒過による不可

争的効果の発生を理由として被課税者に右処分による不利益を

甘受させることが，著しく不当と認められるような例外的な事

情のある場合には，前記の過誤による瑕疵は，当該処分を当然

無効ならしめるものと解するのが相当である」と判示して，行

政上の不服申立手続の経由や出訴期間の遵守を要求できない場

合は，上記手続を経由せず，出訴期間の過ぎた後でも，無効確

認訴訟のかたちで当該処分の効力を争うことを認める余地があ

るとしている。

本判決は，無効事由を，原告が，異議申立をして課税庁に是正の

機会を与えるのを怠ったという事実だけで，不可争的効果の発生の

結果を原告に負担させてもやむをえない「責むべき事情」ありと評

価することの当否の問題としてとらえており，瑕疵のある行政行為

につき，無効を否定することによって 「徴税行為の安定とその円，

滑な運営」を確保すべしという要請と，無効を肯定することによっ

て被課税者を不利益から救済すべしとの要請とを対置し，前者のた

めに後者を犠牲にすることが「著しく不当と認められるような例外

的な事情」の有無を，事実関係の全体から判断するという手法で事

案を検討し，本件で無効を認めると「格別の支障・障害」が生ずる

（小早川光かどうか等という個別的判断に判断をかからしめている

郎 不動産登記簿の記載等にもとづき譲渡所得の帰属認定を誤ってなされた課「

税処分が特段の事情のないかぎり当然無効であるとされた事例」判例時報768

。号155頁以下、158～159頁判例評論194号25頁以下）
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本判決のとっている手法が、いわゆる利益衡量を基本とするもの

（遠藤博也｢行政行為の無効と取であることは、つとに指摘されている

本判決の調査官解説も 「最高裁判例は，課税処分に関消｣455頁等 。） ，

する場合をも含めて，重大・明白理論を採るが，ここにおいて改め

て想起されるべきものは，…重大な瑕疵ある処分によって侵害され

た国民の権利保護の要請と，これに対するものとして法的安全及び

第三者の信頼保護（換言すれば，処分を無効とすることによって侵

（最高裁判所判害される既得の権利の保護）の要請にほかならない。」

と指摘して，最高裁が具体的利益衡量例解説民事篇昭和48年度544頁）

を重視していることを強調している。そして，無効事由における衡

量要素には，処分名宛人や処分関係人の側の態様や事情，より広い

（芝池義一｢行政判例百選Ⅰ第二版｣169頁,利害状況も入るとされている

常岡孝好｢行政処分の無効と取消の区別｣法学ガイド行政法158頁,森田寛二｢行

政行為の特殊な効力｣現代行政法大系２行政過程117頁 。）

ﾊ 明白性は必ずしも要件とはされていないこと( )

次に 本判決が 行政行為の実体的要件事実の欠如にもとづ， ，

く無効について 明白性を要求しなかったことの判例上の意義，

。はきわめて大きいと評されている（小早川上掲157頁）

従来から，判例は，実際には，無効要件として明白性を必須の

要件としてきたわけではない。明白性を認定している判例も，た

とえば，処分庁がなすべき調査をすれば当然判明するはずであっ

たというかたちで、明白性の概念に規範的な要素を持込む傾向が

見られたところであり，課税要件事実の欠如にもとづく瑕疵だけ

ではなく、むしろ認定手続の不正規性という、別の側面における

瑕疵も問題とされているのであり･･･ここでは、重大明白という表

現を維持しつつも、無効と取消の区別について新たな取扱いの方

（最高裁事法が模索されていたということができると評されている

その他の務総局編・続行政事件訴訟十年史311頁注17および337頁注42 。）

判例においても，明白性の要件は多義的に用いられ，抽象化され

ているのが実情であり，同要件は，無効判断における必須の要件
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（遠藤博也上掲「行政行為の無とはされていないことが明らかである

効と取消の区別の基準 橋本博之 行政行為の無効原因 =行政法の争点(新」， 「 」

版)ジュリスト 。）

炉規制法 条 項 技術的能力 号違反の無効は法条の重要性が本質(2) 24 1 3( ),4

ｲ 炉規制法 条 項 技術的能力 号の重要性と違法の重大性( ) 24 1 3( ),4

本件における違法論の中核は違反法条の重要性にある。

すなわち，原子炉等規制法は，他の科学技術や産業に比類のな

い原子炉施設の高度の潜在的危険性を踏まえて 「核原料物質，核，

燃料物質及び原子炉による災害を防止し，…公共の安全を図るた

めに，原子炉の設置及び運転等に関する必要な規制等を行う」こ

とを目的として制定された 特別に厳格な規制を求める（同法１条）

重要な法規である。

しかも，原子炉設置許可に関する同法２４条１項所定の要件の

うち，同項３号 ，及び４号は，原子炉施設の従（技術的能力に限る）

業員や周辺住民の生命，健康，重要な財産などかけがえのない法

益の保護を目的とする，同法の上記規制目的を達成するための中

核的要件を定めた重要な法条である。

とりわけ，本件「もんじゅ」は未だ研究開発段階にある原子炉

である高速増殖炉であり，…炉心の燃料としてはウランとプルト

ニウムの混合酸化物が用いられ，炉心内において毒性の強いプル

（最高裁もんじゅ判決判トニウムの増殖が行われているのであって

，そのことは，建設，運転実績の多い商業用原子炉に比べて，示）

周辺住民にとって大きな脅威となる蓋然性がそれだけ高いことを

意味する。

したがって，本件「もんじゅ」にかかる本件原子炉設置許可申

請が，炉規制法２４条１項３号 ，又は４号の要（技術的能力に限る）

件に適合しない場合は，そのこと自体に重大な違法があるものと

評価されるべきであり，そこに本事案における違法論の本質があ

るものというべきである 。（上記一参照）

そして，上記要件適合性に関する行政庁の判断は原子力安全委

員会等の安全審査の判断に依拠することとされているところ，上
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記安全審査の仕組及び判断枠組は，具体的審査基準である「高速

増殖炉の安全評価の考え方」等に基づき 「設計基準事象」を想定，

し 「単一故障」を仮定して基本設計の安全評価を行い，そこで求，

，められている要件をすべて充足することを確認するという方法で

ひとつ，ひとつの基本設計の安全性を確認し，かつ，すべての基

本設計の安全性が確認されて，はじめて，炉規制法２４条１項４

号の要件，すなわち「原子炉施設の構造及び設備が，原子炉によ

る災害が万が一にも起こらないものであること」の要件に適合し

（三,２,(2),(3)．四,２(1) 。たものと判断されるというものである ）

最高裁伊方判決は，これを受けて，司法統制における違法判断

の枠組として 「原子力安全委員会等の安全審査の調査，審議，判，

断の過程に看過し難い過誤欠落がある」場合は，同委員会の判断

に依拠した行政庁の原子炉設置許可処分は違法となるという司法

統制の枠組を呈示したものであるから，上記枠組によって違法と

判断された場合は，本件法条の重要性のゆえに，重大違法がある

ものと判断されるべきである。

なお，本件について，あえて「明白性」の要件の問題を検討す

るとすれば 「行政庁が具体的場合に，その職務の誠実な遂行とし，

て当然に要求される程度の調査によって判明すべき事実関係に照

らせば明らかに誤認と認められるような場合，換言すれば，行政

庁がかかる調査を行えばとうていそのような判断の誤りを犯さな

かったであろうと考えられる場合もまた」明白性の要件を充足す

（行集12巻２号204頁）るという東京地裁昭和３６年２月２１日判決

が参考になるが（橋本上掲「行政行為の無効原因」81～82頁 ，上）

記(1)の(ﾊ)の判例，学説状況を踏まえれば，むしろ，端的に，訴

訟終結の時点における「現在の科学技術水準に照らして」無効要

件の存否を判断する原発裁判においては，主として処分時説を前

提とする外観上一見明白説は採用しえず，明白性の要件は不要で

（首藤重幸「 もんじゅ』行政訴あると解するのが妥当であると考える 『

」 ． ，訟差戻一審判決 ジュリスト№1202＝平成12年度重要判例解説 2001.6.10
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。41･42頁）

ﾛ ２次系床ライナは間接的対策であるとする国の主張について( )

被控訴人国は 「２次系の床ライナは，本件原子炉施設内に内包，

される放射性のナトリウムに対する考慮のために設けられる１次

系のライナとは異なり，多重防護の考え方に基づく事故防止対策

そのものに直接に位置づけられるものではなく，上記の冷却系の

系統分離にかかわりを持つことから，事故防止対策の一環として

間接的に位置づけられるにすぎない 」とも主（国最終準備書面110頁）

張するが，明らかに誤りである。

けだし，２次系の床ライナが事故防止対策としては「間接的」

に位置づけられるにすぎないなどという主張は，炉規制法等の法

令や具体的審査基準とも相容れない間違った考えである。

すなわち，上記(ｲ)のとおり，原子力安全委員会等の安全審査の

仕組及び判断枠組は，ひとつ，ひとつの基本設計の安全性を確認

し，かつ，すべての基本設計の安全性が確認されて，はじめて，

炉規制法２４条１項４号の要件の要件に適合したものと判断され

るというものであり，司法統制の上記枠組もこれを受けているの

であるから，上記枠組によって違法と判断された場合は，本件法

条の重要性のゆえに，等しく重大違法があるものと判断されるべ

きは当然である。

， ， ，事実 たとえば 被控訴人国が問題とする２次冷却系の役割は

放射性物質を多量に内蔵している「炉心」の冷却が，正常運転中

はもちろん事故発生時にも不可欠であり，かつ「炉心」で発生し

た熱は，２次冷却系を経由して放出されるという点で，本件「も

んじゅ」の安全性を確認するために必須の重要な設備であるから

（甲イ482=久米三四郎陳述書１～５頁 ，これが重要性において一）

次系に劣るかのような上記主張は，炉規制法の到底容認するとこ

ろではない。

よって，被控訴人国の上記主張は全く理由がない。

上記四の７の(1)で検討した調査官解説も，基本設計の安全性が
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確認されない場合は，その「基本設計ないし基本的設計方針のと

おりの原子炉を設置し，将来これを稼働させた場合には重大な事

（高橋故が起こる蓋然性が高い」ことを意味する旨指摘しているが

，そこからも，利文「最高裁判所判例解説民事篇平成4年度」423～424頁）

基本設計が，原子炉災害が万が一にも起きないようにするために

不可欠の重要なものであることが分かるはずである。

ﾊ 重大知見の見落しの判明時に改めて処分の効力を争う機会を与えるべき( )

特に，本件の特徴は，原子力設置許可の段階では原子力安全委

員会等に判明していなかった重要な知見の見落としが，その後判

明し，その結果，現状の基本設計では，その安全性が確認できな

いという重大事態が発生していることである。

かかる場合は，安全審査において重大知見の見落しを犯した結

果，基本設計の安全性を誤って確認した処分庁と，基本設計の策

定と安全評価において誤りを犯した処分の名宛人である訴外動燃

には重大な帰責事由がある。

その反面，周辺住民である控訴人らは，上記重大違法について

何らの落度も責任もないにもかかわらず，否応なしに上記違法に

よる危険を甘受しなければならない立場に日々置かれている。

そして，上記重大知見は，公表されてはじめて控訴人らの前に

明らかになったのであり，設置許可処分の段階では，かかる違法

事実を認識することは不可能だったのであるから，そのような立

場の控訴人らには，重大な上記違法事由が同人らに判明した時点

で，改めて，本件原子炉設置許可処分の効力を争う機会を認める

のが道理であり，設置許可の段階で取消訴訟を取らなかったこと

， ，を理由にその途を閉ざすことには 何らの合理的理由も見出せず

著しく社会正義に反することになる。

とりわけ，本件控訴人らは，新たな上記違法事由が明らかにな

った時点では，すでに本件原子炉設置許可処分が違法であること

を理由として抗告訴訟の一種である本件無効確認訴訟を提起して

いたのであるから，少なくとも，上記違法事由との関係において
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は，本件控訴人らには，実質上，提訴手続の不遵守はなかったも

のと解すべきである。

しかも，基本設計の安全性が確認されない原子炉施設が設置運

転された場合の危険性と，かかる原子炉施設の運転はおよそ許さ

れないとする原子炉等規制法２４条１項４号の趣旨に照らせば，

周辺住民である控訴人らに当該違法事由の主張を認めることは，

公益にもかなうというべきである。

したがって，原子炉設置許可処分に対する異議申立手続を経な

かったために，取消訴訟を提訴できない場合であっても 「現在の，

科学技術水準に照らして ，基本設計の安全審査の調査審議判断過」

程に重大知見に関する看過し難い過誤欠落が存在することが明ら

かになるというかたちで，新たな違法事由が判明した本件におい

ては，本件原子炉設置許可処分には重大違法の事由があるものと

して，無効判決が下されるべきである。

２ 行政庁の事実上の立証の必要（客観的主張立証責任）は国にあること

(1) 行政庁の事実上の立証の必要(客観的主張立証責任)に関する伊方判決判示

最高裁伊方判決は，次のとおり判示する。

被告行政庁のした判断に不合理な点があることの主張 立証責，

任は 本来 原告が負うべきものであるが 当該原子炉の施設の， ， ，

安全審査に関する資料をすべて被告行政庁の側が保持しているこ

となどの点を考慮すると 被告行政庁の側において まず 依拠， ， ，

した原子力安全委員会等の調査審議において用いられる具体的審

査基準並びに調査審議及び判断の過誤等 被告行政庁の判断に不，

合理な点がないことを相当の根拠 資料に基づいて主張 立証す， ，

る必要があり，被告行政庁が右主張，立証を尽くさない場合に

は 被告行政庁がした上記判断に不合理な点があることが事実上，

推認される。

(2) 行政庁の事実上の立証の必要(客観的主張立証責任)は国にあること

上記判旨は 「専門技術的裁量は，その内容，裁量が認められる範，

囲の点において政治的，政策的裁量とは異なること，当該原子炉施
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設の安全審査に関する資料はすべて被告行政庁の側が保持している

ことを考慮し，当事者の公平の見地から，被告行政庁に事実上の立

（法務省訟務局内訟務実務研証の必要があることを明らかにしたもの」

629頁 鈴木正紀 山本和郎 近藤究会編 国・公共団体をめぐる訴訟の現状「 」 ， ， ，

，また 「判示をそのまま受け取るとすれば，行政庁の判断俊三執筆） ，

の相当性ないし合理性についての客観的主張，立証責任を被告行政

（前掲川勝隆之「伊方庁側に負担させたものと理解すべきことになる」

と評されている。・福島第二原発訴訟最高裁判決」38頁上段）

そして，伊方判決が，取消訴訟において，被告行政庁に対して，

事実上の立証の必要，ないし客観的主張立証責任を負担させるべき

であるとする主な理由が，当該原子炉施設の安全審査に関する資料

を被告行政庁の側がすべて保持している点にあることに加えて，上

(技術的能力に限る)，記１のとおり，原子炉等規制法２４条１項３号

４号違反は，違反法条の重要性のゆえに，それ自体が重大違法があ

るものと解され，その意味で，取消事由と無効事由との間に差異が

ないことに鑑みると，無効確認訴訟においても，事実上の立証の必

要ないし客観的主張立証責任の負担の帰属につき，これと別異に解

すべき理由はない。

これに反する被控訴人国の主張は，本件における無効事由の特質

（上記１）に照らせば，理由がないことが明らかである。

六 原発無効確認訴訟における「具体的司法判断基準」

以上のとおり，本件「もんじゅ」行政訴訟においては，現在の科学技

術水準に照らして，原処分の依拠した安全審査について，その調査審議

において用いられた具体的審査基準に不合理な点があるか否か，あるい

は基本設計の安全性を確認した原処分時の安全審査の調査審議及び判断

の過程に，過誤，欠落があり，それが，基本設計の安全性を確認した旨

の安全審査の判断に，影響を及ぼす具体的な可能性があるか否か，換言

すれば，再度，科学的，専門技術的知見に基づく原子力安全委員会等の

「 」 。安全審査をやり直す必要があるか否かが 司法審査 されるべきである

そして，被告行政庁の側において，まず，上記のとおり，当該原子炉
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設置許可処分の依拠した具体的審査基準，並びに，調査審議及び判断の

過程等，被告行政庁の判断に不合理な点がないことを相当の根拠，資料

に基づいて主張，立証する必要があり，被告行政庁が上記主張，立証を

尽くさない場合には，被告行政庁がした上記判断に不合理な点があるこ

（技術的能力に限とが事実上推認され，原処分は炉規制法２４条１項３号

，４号の許可要件を充たさないことになり，裁判所は，当該原子炉設る）

置許可処分は無効であるとの「司法判断」をすべきことになる。
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第２ 重大な事項について安全審査が行われなかったこと

一 本件ナトリウム漏えい事故が明らかにしたもの

１ 安全審査の過誤・欠落がもたらす重大な事態＝結果の重大性

(1) ２次冷却系は，炉心で発生した熱を直接除去する１次冷却系か

ら，中間熱交換器を通じてその熱を受け取り，蒸気発生系にこれを

移送する役割を担う設備である。

(2) もんじゅには独立した３系統（ループ。Ａ，Ｂ，Ｃ）の２次冷

却系が設けられている。但し，これら３系統の２次冷却系は，それ

ぞれが隣接した部屋に設備され，建屋のコンクリート壁や扉あるい

は開口部で仕切られているだけなのでその独立性は完全なものとは

言えない。

(3) ２次冷却系のこのような機能と設備と構造から，これが何らか

（ ， ，の原因で破損して 例えば 本件事故のような温度計さや管の折損

あるいは２００１年１１月７日に発生した中部電力浜岡原発１号炉

の配管の「ギロチン破断」―「水素爆発」が原因とされている―な

ど ，冷却材のナトリウムが漏えいした場合，基本設計の安全性の）

審査に看過し難い過誤・欠落があれば次のような重大な事態が生じ

る。

(4) 第１に，２次冷却系３ループの全てが使用不能となれば，炉心

で発生した熱を移送することができなくなるため，炉心の温度は上

昇し，炉心を通るナトリウムは沸騰し，炉心の核燃料体は融点を超

え「炉心溶融」という重大な事態に至る（炉心冷却能力の喪失 。）

さらに，溶融炉心の状態によって炉心での核分裂反応度が再臨界条

件を超えれば 「炉心崩壊・爆発」という高速増殖炉特有の最悪事，

態を招く。

第２に，もんじゅの１次冷却系はそこで使用されているナトリウ

ムが漏えいしても，１次冷却系の配管を収納している原子炉格納容

器内が不燃性の窒素ガス雰囲気であるためナトリウムによる火災が

発生しない仕様となっている。しかし２次冷却系ではこのような不

燃対策は施されていない（２次冷却系の配管室は空気雰囲気で，か



- 73 -

つ壁面はコンクリートのままである 。）

従って，２次系の配管が何らかの原因（例えば，上記のような原

因）で破損した場合，漏えいしたナトリウムは空気中の酸素と直ち

， （ ）に反応・化合し 発火しながら配管室内に散逸状態 スプレー燃焼

で落下する。そして高温のナトリウムは鋼製の床ライナを腐食して

床コンクリートと直接接触し，床のコンクリートと反応して水素を

発生させ（本件事故。水素の爆発的燃焼の発生）配管室内の温度と

圧力を上昇させるのみならず，２次冷却系が設備されている部屋を

破壊し，最悪の場合には全ての２次冷却系の機能を喪失させる（ナ

トリウム火災の熱的影響 。）

(5) 以上の事態は決して仮想のものではない。

即ち，後に詳述するとおり，訴外動燃の解析によっても，本件事

故が外気中の湿分の高い夏期に発生しておれば，ナトリウム漏えい

後たかだか約８０分（注・本件事故のナトリウム漏えい継続時間は

約３時間４０分である）もすれば，床ライナの残存厚みは，わずか

０．５ミリ程度にまで腐食・減肉され，したがって床ライナはその

機能を失って腐食・貫通し床コンクリートとナトリウムの反応が生

じることを否定することができないのである。

(6) 要するに，２次系ナトリウムの漏えい事故は，もんじゅの原子

炉の破壊をもたらす現実的な危険性を有することを本件事故によっ

て実証したものである。

(7) 以上をふまえ，本件安全審査において２次系ナトリウム漏えい

（ ） ， ，事故 ＝本件事故 に関し この審査に看過し難い過誤欠落があり

これが重大な違法となることを以下で概略主張する。

２ 事故解析における本件ナトリウム事故の位置づけないし事故解析の目的

(1) 事故解析の目的（甲イ・４５７・１頁）

安全審査の対象である本件の２次系ナトリウム漏えい事故の解析

の目的を整理すると以下の２点である。

① ２次冷却材の漏えいに伴う中間熱交換器２次側の除熱能力の低

下および炉心冷却能力の確保を確認すること。
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② 隣接系統（＝ＡないしＣの三つの隣接する各ループの系統）の

崩壊熱除去機能の確保を目的とした系統分離機能を確認するこ

と。

上記①②の確認は，系統分離のための障壁を形成している建屋の

健全性の確認を評価することによって行われるとされている（甲イ

・４５７・１頁 。）

(2) 上記①と②の関係

① 上記①は炉心冷却能力の解析，

② 上記②は漏えいナトリウムによる熱的影響の解析，

とされているが，いずれも究極的には炉心溶融という最悪の事態に

至らないことを確認するための解析である。

即ち漏えいした高温のナトリウムの熱的影響によって，２次冷却

系の３つのループ（ＡないしＣ。本件事故はＣループで発生）の相

互分離＝系統分離の役割を果している建屋が破損し，他のループに

よる炉心冷却能力が失われることがないか。

換言すれば，あるループで発生したナトリウムの漏えいによる熱

的影響によって建屋が破損し，これが他のループに伝播，波及して

他のループに依存する炉心冷却能力が失われることがないかを確認

するものとされる。

しかし，この熱的影響は１９８１年１２月２８日の訴外動燃によ

る申請書の一部補正によって初めて解析の対象とされたもので，被

控訴人国（安全委員会）は何ら知見も問題意識も有さず，安全審査

を欠落させていた。

(3) 本件ナトリウム事故と本件訴訟の争点

① 本件事故は，直接的には上記②の熱的影響の解析に関わるもの

だが，問題の核心は上記①の炉心冷却能力の確保（炉心溶融とい

う最悪の事態の回避）に帰着する。

② 本件訴訟の争点は，基本設計の安全性に関わるこの熱的影響の

事故解析についての安全委員会の審査の当否，即ち，

（ⅰ）看過し難い過誤欠落の有無，
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（ⅱ）この過誤欠落が重大な違法となるか否か，

である。

そして先にも述べたとおり，そして後に詳述するとおり，今日，

被控訴人国（安全委員会）は本件ナトリウム事故の原因と経過と結

果の全てについて知見も問題意識も全く有していなかったことが明

らかとなり，これによってもんじゅの安全審査には看過し難い欠落

があること，この安全審査の欠落は炉心溶融という最悪の事故に結

びつく重大なものであることも明白である。

３ 熱的影響の解析における安全委員会の審査過程の看過し難い過誤・欠落の存在

とその具体的事情

(1) 解析の指標

① 前記のとおり熱的影響の解析は系統分離のための障壁を形成す

る建屋の健全性を確認することによってなされる。その各別の指

標は以下のとおりとされている（甲イ・４５７・１頁 。）

（ⅰ）温度上昇に伴う建屋内の圧力。

（ⅱ）構造体のコンクリートの温度。

（ⅲ）上記（ⅱ）の前提条件となる床ライナの温度。

② 斉藤陳述書（乙イ・４５・３頁）は圧力のみが安全審査の対象

であるかの如く述べるが，これは以下のとおり不正確である。

（ⅰ）上記のとおり解析の指標は圧力のみではなく，コンクリー

トの温度も床ライナの温度（上記（ⅲ）のとおり前提条件と

されている）も指標であること。

（ⅱ）斉藤はもんじゅの科技庁による安全審査（行政庁審査・・

・安全審査書の作成。乙９）を担当した。そして斉藤らが作

成した安全審査書には床ライナの温度が審査対象となったこ

（ ）。とが明記されていること 乙９・１７７頁および１７８頁

(2) 看過し難い過誤欠落の具体的事情

① 「前提条件 （甲イ・４５７・１頁）である床ライナの温度の」

， ，想定を誤り ないしはこの点についての審査を欠落させたことは

次の各温度状態から明らかである。
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（ⅰ）床ライナの設計温度 ５３０℃

本件事故における床ライナの温度 約７５０℃

燃焼実験における床ライナの温度 約８５０℃

（ⅱ）この過誤欠落の原因の一つはナトリウム漏えいによるスプ

レー燃焼を正確に解析していなかったことによる。即ち

（ ） ， （ ）イ スプレー燃焼により もんじゅの設計温度 ５３０℃

を超える温度上昇（約８８０℃）があることの知見を訴外

動燃は有していた（控訴人準備書面(3)添付別紙⑱および

⑲ 。）

（ロ 「本件事故以前にナトリウムと壁の反応について検討）

されていたのか」という質問に対し，訴外動燃は「ナトリ

ウムは・・・下方向に棒状（コラム状）に落下することを

・・・実験で確認していた。従って壁（コンクリート）と

ナトリウムの接触はないものと判断した 「現実的な漏洩」，

型態は・・・下向きの棒状（コラム状）の落下となること

を確認した」と回答し（甲イ・４５８・１０頁 ，スプレ）

ー燃焼を軽視していた。

（ハ）訴外動燃は，漏えいナトリウムについてスプレー状に

落下する状態を解析したかのように記述しているが，漏え

い室内の温度と圧力を算定するための方便としてスプレー

状燃焼を想定しているにすぎず，漏えいナトリウムの落下

型態は，上記（ロ）でも明らかなように 「ナトリウムは，

コラム状に床ライナ上に落下し，漏えい室で瞬時にプール

（注・ナトリウムの溜り）を形成（する （甲イ・４５７）」

・３頁）と想定したに過ぎない。これは上記（イ）のナト

リウムのスプレー燃焼による温度上昇の想定ないし解析と

は別ものである。

（ⅲ）被控訴人国（安全委員会）は，スプレー燃焼による床ライ

ナの温度上昇について知見を有さず，従って審査の対象とも

しなかった（＝「欠落 。」）
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② 構造体のコンクリートの温度の想定を誤り，ないしはこの想定

を欠落したこと

（ⅰ）本件事故でのコンクリートの温度の推定値（乙イ９・４頁

－１３）は次のとおりである。

壁コンクリート 約４００℃

床コンクリート 約５１０℃

リッド下コンクリート 約５７０℃

（ⅱ）訴外動燃は，ナトリウム温度が約５３０℃を超えてコンク

リートと接触すると制御困難なナトリウム－コンクリート反

応（水素の発生による爆発的な燃焼，コンクリートの構造体

としての著しい劣化）が発生するという知見を有していたが

（動力炉技報・１９８２年１２月・４８号・４２頁 ，これ）

が現実的なものとは全く想定せず，基本設計の安全性に反映

させなかった（甲イ・４５８・１０頁 。）

（ⅲ）訴外動燃の上記の知見の有無と関係なく，被控訴人国（安

全委員会）は，上記（ⅱ）の公知の事実（公刊物に登載され

ている）について，コンクリートの温度上昇を安全審査の対

象としなかった（＝「欠落 。」）

この点安全委員会の委員長の佐藤一男は，床ライナについ

て

「 床）ライナは接触防止のためにそこにあればいいとい（

うもの。強度その他を期待するわけ・・ではない。強度部

材ではないから・・これが破れるということは通常は想定

しません （佐藤証言・１５頁）」

と証言する。これによれば安全委員会においては，およそ床

ライナの設計温度（５３０℃）が具体的事象（高温下でのナ

トリウムと床ライナとの腐食現象の発生，コンクリートの温

度上昇，高温でのナトリウムとコンクリートの接触に伴う危

険性）との関係でその当否を検討されることがなかったこと

は明らかである（＝「欠落 。」）
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③ 中小規模のナトリウム漏えいを想定せず，これに起因する温度

上昇と溶融塩型腐食の知見も有していなかったこと。

（ⅰ）被控訴人国（安全委員会）がこの知見を得ることは容易で

あり，高速増殖炉の技術関係者にとっては公知の事実だった

（乙イ・４１・参１７頁 。）

（ⅱ）しかし本件事故そして溶融塩型腐食の知見を被控訴人国は

欠如させていた（＝「欠落 。」）

（ⅲ）溶融塩型腐食が床ライナの腐食・貫通の原因となること，

そしてこれによるナトリウム－コンクリート反応（漏えいナ

トリウムの熱的影響によるコンクリートの劣化および水素の

発生）によって建屋を障壁とする系統分離機能が失われるお

それがあることも上記１の訴外動燃の本件事故の位置づけに

よれば明らかだが，安全委員会はこの知見を有さず，安全審

査を欠落させた。

(3) 以上の安全審査の欠落は，この欠落が前記第３章・第２・一・

１で述べたもんじゅの重大な危険性に結びつくものだから，これを

看過することはできない。

４ 熱的影響の解析における安全委員会の審査過程における重大な違法の存在と，

その具体的事情

(1) 重大な違法の具体的事情

① 基本設計の変更の予定

（ⅰ）２００１年６月６日，訴外動燃は本件事故を直接の理由と

して漏えいナトリウムの緊急ドレン設備の新設を内容とする

本件許可処分の変更を申請した。

（ⅱ）この変更申請の内容は

「ナトリウム漏えい対策関連の事項は ・・・その内容，

に基本設計ないし基本的設計方針・・・に属する対応を

含む・・・ （甲イ・４５６・２３頁）」

と安全委員会に指摘されていたとおり，被控訴人国が主張す

るところの，いわゆる，
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（イ 「基本設計」）

（ロ 「基本的設計方針」）

の変更を必然とするものである。但し，安全委員会が自らの

判断に基づき本件ナトリウム事故との関連でもんじゅの基本

設計ないし基本設計の安全性に関わる事項の変更を指示した

ことはない（前記のとおり，安全委員会は本件ナトリウム事

故について知見も問題意識も有していなかった 。）

（ⅲ）いずれにせよ基本設計ないし基本的設計方針の変更を必要

とする本件事故が軽微なものではないことは言うまでもな

い。

即ち，原子炉設置の規制手続上から変更許可を必要とする

ような事故（＝本件事故）は 「重大」なものと言う以外に，

ないし，現に前記第３章・第２・一・１で述べたとおり，こ

の点に関する安全審査の過誤・欠落は２次冷却系の全ての機

能を喪失させる重大な危険性に結びつくものである。

（ⅳ）付言すれば，佐藤一男（安全委員会委員長）および斉藤伸

三（行政庁審査に関与）は，例えば床ライナの温度上昇と床

ライナの健全性について，

イ 鉄の融点 約１５００℃ を一般的に念頭に置いて と（ ） （ ） 「

てもそういう温度になるとは思えない」と考えたにすぎ

ず（佐藤証言・１７頁 ，あるいは，）

（ロ）ナトリウムが床ライナ上で燃焼する場合，床ライナと

火炎の間にはナトリウムが存在するから，床ライナの温

度上昇はナトリウムの沸点８８０℃以上となることは考

え難い（乙イ・４５・２頁 ，）

などとして，いずれも床ライナの健全性は確保されると判断

したと述べ，もんじゅの床ライナの設計温度（５３０℃）の

意味について何の知見も関心も有していない。

しかし，これらが，本件事故前後に被控訴人国と訴外動燃

が得ていた，あるいは得ることが容易であった「知見」によ
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って違法であることは明らかである。

即ち１９８６年８月１８日に発生したスペイン・アルメリ

ア太陽熱プラントのナトリウム漏えい事故（控訴人準備書面

・・２６頁で言及）の被害状況について，訴外動燃は，

「・・・ナトリウムの噴出を止めることができず，約３０

分でタンクのノズル部に損傷が生じて圧力が開放されスプ

レー燃焼は終了した。

その後はナトリウムのキャッチパン（注・受け皿）での

燃焼が続き，２時間後に消火した。

被害はナトリウム施設や隣接する制御室にまで及んだ」

（控訴人準備書面(3)添付別紙⑱）

との知見を有していた。しかし被控訴人国はこの知見を有し

ていなかったのか，安全審査において上記事故に留意した形

跡はない。

以上によれば，本件の安全委員会の審査は，当時，既に知

りえた知見およびその後当然知りうべき知見（訴外動燃の実

） ，験結果を含む を全く無視＝安全審査を欠落したものであり

かつこの欠落が本件事故に直接関わるもので炉心溶融という

高速増殖炉の最悪の事故に結びつく可能性がある以上，上記

の不知（＝安全審査の欠落）の違法が重大であることは論を

俟たない。

(2) 安全委員会の審査の過程の重大な違法

① 前記２で述べたとおり，安全委員会は本件事故の原因と経過と

結果について，十分な公知の知見があったにもかかわらずこの知

見を有さず安全審査を欠落させた。

② 本件事故とその拡大・発展の可能性を考察すれば，本件事故に

よる熱的影響が隣接系統に波及し，もんじゅの炉心冷却能力を失

わせる可能性があったことは明らかである。

そうであるが故に訴外動燃は本件許可処分の変更を申請してい

るのである。
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③ そして安全委員会は本件事故の発生まで，２次系ナトリウムの

漏えい事故に関するもんじゅの設計の不備について何の知見も問

題意識も有さず，従って訴外動燃に対して改善措置等の指示を示

すことも一切なかった。

訴外動燃が事故解析の対象とした事故＝理論上は位置づけたも

んじゅの基本設計の安全性に関わる事故である本件事故が現に発

生した以上，その事故の可能性を看過し，そもそも本件事故に関

（ ）する知見も問題意識も有していなかった被控訴人国 安全委員会

の安全審査の過程における審査の欠落の違法は重大である。

二 高温ラプチャについての安全審査の欠落がもたらす事態

１ 高温ラプチャについての安全審査の欠落

(1) ＳＷＡＴ－３ ＲＵＮ１６の報告の欠如

高温ラプチャ事象については，１９８３年４月のもんじゅ許

可時の安全審査においては，全く検討されていない。もんじゅ

許可時までには，すでに訴外動燃は１９８１年にＳＷＡＴ－３

ＲＵＮ１６を実施し，条件によっては高温ラプチャがこの原

子炉の蒸気発生器伝熱管破損時に発生することを知っていた。

にもかかわらず，訴外動燃はこの実験結果を当時の審査行政庁

である科学技術庁にも原子力安全委員会にも報告しなかった。

(2) ＳＷＡＴ－３ ＲＵＮ１９についての事後審査の欠如

被控訴人が本件訴訟において，もんじゅにおいて，高温ラプチャ

が発生しないことを確認したとするＳＷＡＴ－３ ＲＵＮ１９の実

験は許可処分後の１９８５年４月に実施された。しかし，この実験

。 ，結果も科学技術庁・原子力安全委員会に報告されなかった 従って

この実験が十分に保守的な条件の下で実施されているかどうかも検

討されていない。

(3) ＰＦＲ事故の発生とその原因究明に基づくもんじゅの再審査の

欠如

１９８７年２月にイギリスにおける高速増殖炉原型炉ＰＦＲにお

いて，蒸気発生器伝熱管大量破損事故が発生した。そして，イギリ
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スにおける事故調査によって，その原因は高温ラプチャであるとさ

れた。しかし，この重大な事故の原因が高温ラプチャであることが

判明してから，もんじゅにおいて，同様の事故が起こりうるかを検

討してこれを審査行政庁が検討することもなかった。

(4) 基礎的な実験の不足

我が国においては，蒸気発生器における高温ラプチャに関する実

験は１９８１年のＳＷＡＴ－３のＲＵＮ１６と１９８５年のＲＵＮ

１９の二回実施されただけである。この実験自体も実機とは規模も

構造も異なる試験装置を使って実施したものである。そして，その

うちの一回では２５本もの大量の高温ラプチャが発生し，一回では

通水管については発生しなかったものの，通水していない配管につ

いてはやはり高温ラプチャが発生している。

このような限られた実験結果だけでは，どのような条件の下でも

っとも高温ラプチャの危険があるかということもわからない。訴外

動燃はこの実験結果をもとにコンピューター解析を重ねて，高温ラ

プチャの発生する可能性を論じているが，様々に条件を変えて実験

を重ねる以外に高温ラプチャの発生条件を確実に予測し，安全性を

確保することはできないのである。

実験については，さらに重大な事実がある。アメリカのＥＴＥＣ

の大規模ナトリウム－水反応試験装置ＬＬＴＲのＡ－５試験で大量

の高温ラプチャ型破損が発生していること（１９８３年９月のレポ

ート）が，控訴審になってから公表された動燃レポートによって明

らかになった。

またイギリスでもＰＦＲ事故以前の実験では，水流動を仮定して

高温ラプチャは発生しないとしていたことも判明した。イギリスで

も伝熱管内部の蒸気流による冷却効果を考慮した比較試験を行い，

実機の条件では管内冷却効果の寄与により高温ラプチャは発生しな

いと結論していたのである（１９８５年２月の報告書 。このよう）

な仮説は，実機で発生したＰＦＲ事故によって明確に否定された。

さらに，本準備書面の第５章結論において論じたように，世界の
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高速増殖炉の開発は終了しており，どの国も研究・実験のための予

算がとれない中では，実験を重ねて安全性を確認する術も失われて

。いる

２ 最近の訴外動燃と被告国の対応は何を意味しているのか

(1) 原子力安全保安院の訴外動燃に対する指導

平成１３年１２月１１日経済産業省原子力安全保安院は「蒸気発

」 。生器計装の設置許可申請書への記載 について文書で指導を行った

平成１３年１２月１１日原子力安全・保安院新型炉等規制課長発

の「高速増殖炉もんじゅの蒸気発生器計装等の設置許可申請書への

記載について」と題する文書によれば 「伝熱管破損による水漏え，

い対策を考慮し，蒸気発生器計装として，伝熱管破損を検出するた

めに，カバーガス圧力計及び開放板開放検出器を設け，これらの信

号により，内部保有水・蒸気の急速なブロー等の自動操作が行われ

ることとされているが，カバーガス圧力計等の位置付けを一層明確

化することが適当と考えられることから 設置許可申請書本文の 蒸， 『

気発生器計装』と記載されている部分を『カバーガス圧力計等の蒸

気発生器計装』と明記するとともに，併せて，その他の蒸気発生器

伝熱管破損時の影響緩和に関係する設備について当該申請書の添付

。」 ，資料に追記するよう貴機構に対して求めます という頭書の後に

「記」として 「圧力開放板検出器による検出による場合，高温ラ，

プチャが発生する判断基準を上回る結果と評価された とされ カ」 ，「

バーガス圧力計による初期水リークの確実な検出が高温ラプチャ発

生防止のうえで重要と判断するものであり 」として，この点の設，

置許可申請書への明記を求めたものである。

この指導の前提となっている解析の変更点は，変更許可後に訴外

動燃が保安院に報告した「安全総点検への対応報告」について，保

安院が疑問点を指摘して再解析を指示する中で判明したことであ

る。

ここで，指摘されている点は次の二点である。

① 伝熱管の肉厚が４ミリで安全解析が行われているが，詳細設計
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では最小肉厚が３．５ミリ，実測でも３．６ミリのものがあるこ

とが判明したこと。

② 伝熱管から水・蒸気への熱伝達率について，訴外動燃の当初の

解析では，膜沸騰発生時の熱伝達率の減少について十分反映され

ていない。

上記の点は，このことを公表した際の保安院の記者発表文書と動

燃の作成した技術報告書「蒸気発生器伝熱管の高温ラプチャ型破損

評価手法の整備と適用（Ⅱ （２００１年１１月）に明記されてい）」

る。

(2) 膜沸騰は原子炉工学の学部生の知識レベル

②の膜沸騰とは，沸騰した蒸気が蒸気膜となって低温液を包み込

む形態をいい，核沸騰と並ぶ沸騰の二つの形態である。この沸騰が

発生するとこの膜が原因となって，熱伝達が極めて困難となる。こ

のことは，原子炉工学の「イロハ」であり，あらゆる原子炉工学の

教科書に詳細に記述されている。とりわけて，専門的な知識を持つ

研究者でなくとも，原子炉工学を学ぶ学部生であれば当然の知識と

して知っていなくてはならない初歩的な知見である。

１９７４年に講談社から出版されている岐美格著の「原子炉工学

下」の第９章「原子炉における沸騰熱伝達」では，膜沸騰の各

段階が詳細に記述されている。そして，膜沸騰と核沸騰の中間には

遷移沸騰という不安定な領域があることも記述されている。

試みにインターネットにおいて「膜沸騰」という用語でＧＯＯＧ

ＬＥ検索を掛けると，千件を超えるヒットがあった。様々な熱工学

分野の文献があるが，その中には，原子炉工学の大学教官のシラバ

スが数多く見られた。

保安院の指摘によって，明らかになったことは訴外動燃において

は，伝熱管から水への熱伝達の過程で当然考慮しなければならない

膜沸騰を見落としていたこととなる。

(3) 訴外動燃による変更申請の補正

このような指摘に基づいて訴外動燃は１２月１３日「高速増殖原
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型炉もんじゅ原子炉設置変更許可申請書（原子炉施設の変更）本文

および添付書類の一部補正」を提出した。これは，法律的には設置

変更許可の一部となったと言うことである。

そして，申請書本文には 「蒸気発生器伝熱管からのナトリウム，

中への水漏えい検出機能に対する信頼性向上を図るため，プロセス

計装の一部を変更する 」として 「カバーガス圧力計等の蒸気発生。 ，

器計装」等のプロセス計装を設けるとした。

そして，工事予算額にも「プロセス計装」分として１１億９千万

円が計上された。

さらに，安全設計の「基本方針 「蒸気発生器伝熱管水漏えい対」，

策 「蒸気発生器計装」事故「防止対策」の各項目に，カバーガス」，

圧力計で確実に水漏えいが検出できるような対策を講ずることが詳

細に記載されている。とりわけ，２４ページには「ナトリウム・水

反応による顕著な圧力上昇を生ずるような伝熱管破損に際しては，

蒸発器に設けたカバーガス圧力計により，水漏えいを検出する。こ

の水漏えい信号に基づく一連のプラント自動停止操作により，伝熱

管の高温ラプチャ型破損の発生を防止するとともに，損耗作用によ

る破損伝播を抑制できる設計とする 」と記載されている。。

(4) 本件行政訴訟において，この原子力安全保安院の行政指導が基

本設計に対して持つ意味

被控訴人らは本件変更許可申請の行政指導を受けたことをもっ

て，従来，被控訴人らが主張してきた「基本設計論」に影響を与え

るものであるとして，対応に苦慮し準備書面の提出期限の延期を願

い出ているところである。この点については，第１審被告最終準備

書面における 基本設計論 と上記行政指導の前提となっている 基「 」 「

本設計論」との関係を検討することにより，明らかになるものと思

われる。

原子力安全・保安院が上記行政指導に出たのは，高橋滋「先端技

術の行政法理 の以下のような考え方の影響であると推測される 高」 （

橋滋「先端技術の行政法理」107頁以下，同「原子炉等規制法の改
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正と原子力災害対策特別措置法の制定」(ジュリスト2000.10.1,№1

186)32頁 。）

「筆者が強調したい点は，施設の基本設計は原子炉等規制法の要

件（特に，法24条２項等が定める「施設の位置，構造及び設備が…

災害の防止上支障がないものであること ）に合致しているとした」

許認可権者の判断理由が，後続の安全規制の基礎となるにもかかわ

らず，許認可書本文にそれぞれ明示されない点である。筆者は段階

的安全規制制度の下では，原子炉設置許可等の許認可は，原子炉等

規制法の法的資格の付与という効果に加えて 『 施設の）基本設計，（

が法の要件に合致する』との判断を示すことにより，その範囲にお

いて後続の許認可等において事業者・行政庁の申請内容・審査内容

を拘束するという効果をもつ，と解している（ドイツの原子力法制

度にいう「基本構想許可」に類似する性格をも，当該許可は有して

いると解される 。このような筆者の見解に立つならば，判断の基）

幹的部分は何らかの形で明示されるべきであろう。…施設の使用方

法が審査事項に直接含まれると解することは法令上困難である。し

， ，かしながら 施設における安全対策の妥当性を評価するに際しては

判断の前提として様々な条件を想定していることが通例であり，…

これらすべての条件を明示することは不可能であっても，少なくと

も審査の結果，安全確保の上で今後留意すべきものと考えられる事

項については，許認可書類に明示される方向で検討されることが望

まれる 「原子炉等規制法の改正と原子力災害対策特別措置法の制。」

定」(ジュリスト2000.10.1,№1186)32頁）

いずれにしても，この保安院の指導によって，高温ラプチャにつ

いて基本設計の安全性に関わる事項として審査機関が安全審査をす

ることを示したこと，これまで，訴外動燃が行ってきた解析に，不

十分な点があり，現状のもんじゅに高温ラプチャの発生の危険性が

あることが明らかになった。この変更許可申請の補正の内容の妥当

性は，別途保安院の行政庁審査と原子力安全委員会のダブルチェッ

クを受けることとなるが，原許可処分の対象となったもんじゅにつ
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いて高温ラプチャの危険性の有無についての安全審査を行う必要が

あったにもかかわらず，その審査が行われていないことは明確にな

ったといえる。この一事をもって，本件安全審査には看過し難い欠

落があり，その違法性が重大であることは十分に論証されたものと

思料する。

(5) 訴外動燃の技術能力は原子炉工学の学部生以下

保安院の指摘は，いずれも工学的には当然といえる指摘である。

伝熱管の熱に対する強度を考える上で，管壁の厚みは最も重要な

ファクターの一つであり，保守性の観点からすれば，管壁の平均値

をとるのではなく，詳細設計における最小値をとるべきことはあま

りにも当然のことである。このような初歩的な安全性の上げ底が保

安院によって指摘されるまで気がつかなかったということは，お粗

末の一言である。

さらに重大なことは，膜沸騰時の熱伝達率の減少が考慮されてい

なかったことである。この見落としはナトリウム漏えい事故時のナ

トリウムと鉄の高温腐食に関する知見の見落としとは比べものにな

らないほど初歩的かつ重大な知見の見落としである。保安院の技術

者は軽水炉の安全審査に長年従事してきており，この点に気づくの

は当然であろう。この点については，保安院に指摘されるまで訴外

動燃側では気がつかなかったというのである。もんじゅの設計が始

まって２５年間以上にわたって，その蒸気発生器の安全設計に携わ

った技術者の数は膨大な数に上るであろう。その誰もがこの問題を

見つけだし，指摘することができなかったのである。動燃技術陣の

熱工学技術水準は，原子炉工学の学部生以下と言うべきであって，

そのあまりの貧弱さには驚きを通り過ぎて戦慄をすら覚える。この

ような技術者集団にこのような危険な原子炉を取り扱わせてはなら

ない。

そもそも，本件許可処分の安全審査においては，高温ラプチャに

関しては，何の安全審査も行われていない。仮定の問題として，Ｓ

ＷＡＴ３－ＲＵＮ１６と１９が許可処分前に実施され，乙イ４４号
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証が安全審査の段階で作成されて，これを是認する審査結果が出さ

れて許可処分が出ていたとしても，今回の保安院の指摘は，安全審

査の看過し難い欠落として，重大な違法事由となるであろう。

まして，本件許可処分ではこの高温ラプチャという重大問題につ

いて，何の審査も行われていないのである。もはや，本件許可処分

が無効であることは，動かしようのない事実である。

(6) 安全審査の欠落がもたらす事態を判断すべきは行政庁・原子力

安全委員会である。

この安全審査の欠落が，本件施設の安全性にどのような影響をも

たらすかは，現在実施されている行政庁と原子力安全委員会の安全

審査の課題であって，当裁判所の判断すべきことではない。今回の

保安院の正式文書にはないが，同時に記者会見資料として配付され

た文書には 「経緯」の項目における「なお」書きとして「この指，

導は，当初の設置許可に際しての安全審査において妥当性を確認し

ているもんじゅの安全性の基本的な考え方について，その変更を求

めることを意味するものではない。また，これまでの検討結果によ

れば，当初からもんじゅに設置されている機器を用いれば，高温ラ

プチャは発生するものではない 」という記載がある。。

しかし，このような記載は，本来，未だ原子力安全委員会の審査

と意見も得ていない段階で審査行政庁が口にすべきことではない。

原子力安全委員会の安全審査によって，訴外動燃が原判決の時点で

依拠し，原判決もこれを盲信する判示を重ねるもととなった｢蒸気

発生器伝熱管の高温ラプチャ型破損評価手法の整備と適用 （１９」

９８年６月 乙イ４４号証）が保安院で否定されたように，動燃の

実験結果や解析にさらなる問題点が指摘され，再度安全上のポイン

トの見逃しによって否定される可能性もあるのである。

この数行の記載は訴外動燃が，このような補正申請が本件訴訟の

帰趨に対してもたらす決定的ともいえるインパクトを弱めるため

に，保安院に頼み込んで記者会見配付資料に必要でない事項をあえ

て書き込んでもらった政治的な余事記載にすぎない。裁判所は，こ
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のような余事記載に惑わされることなく，このような重大な事項に

ついて本件許可処分時に安全審査が欠落していたことを端的な理由

として本件許可処分の無効を認めるべきである。

(7) 原施設では高温ラプチャは起きないとする根拠は崩れている

以下の記述は，本来は行政訴訟では不要と考えるが，被控訴人が

解析の操作と詭弁によって原設計のもんじゅでは高温ラプチャは起

きないことを主張しているようなので，このような最後の悪あがき

に対して簡潔にポイントを指摘しておく。

① ここでの論証はすべて解析によるものであり，新たな実験は全

く行われていない。机上の解析では現実の事故の進展によって常

に裏切られることは，最近の我が国の続発する重大事故の経験か

らも裏付けられる。

② 今回の解析結果では，当初からの主要な安全対策とされてきた

「圧力開放板」の手段だけでは，高温ラプチャが発生してしまう

ことが明らかになった。

③ カバーガス圧力計での初期水リークの検出の場合，高温ラプチ

ャが発生する判断基準を下回っているとされ，そのことが報告の

。 ， ，概要でも強調されている しかし 下回っているとはいうものの

解析結果は例えば４０パーセント給水の場合応力／引っ張り強さ

で０．９７，累積損傷和で０．９５となっており，ほとんど余裕

はない。

このような計算誤差にはいるような値を持って高温ラプチャが

発生しないことを確認したとは到底いえない。

， ， ，④ さらに 重要なことは 当初の伝熱管破損対策の安全設計では

水リーク検出によるプラント自動停止の作動は，現状設備につい

ても，改造設備においても，圧力開放板によるものとされていた

（乙イ４４ ２６ページ下から１１行目および２９ページ２行

目 。）

本件許可申請添付書類にも次のように記載されている。

「初期スパイク圧発生後伝熱管破損伝播による影響も含めて水
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素の発生が継続するため，蒸発器のカバーガス圧力が上昇し，蒸

発器用圧力開放板が開放し蒸発器内圧力の開放が開始される。圧

力開放板開放検出信号によって，蒸気発生器の水・蒸気側のしゃ

断，内部保有水・蒸気の急速ブロー，２次主冷却系循環ポンプの

トリップ等の一連のプラント停止機能が自動的に行われ 「２次，

主冷却系循環ポンプ回転数低」信号により原子炉は自動停止する

（添付書類１０－３－６５ 」）。

このように，水リークの検出については，一貫して信頼性のあ

る検出方法は圧力開放板の破裂によるものとされてきたのであ

る。

カバーガス圧力計は確かに現状設備にも存在はするが，これが

確実度の高い水漏えい検出方法とは考えられてこなかったのが，

厳然たる事実である。また，原理的にも圧力開放板の開放と同等

の信頼性を有するものではない。今回の改造工事では，このカバ

ーガス圧力計を２つから３つに増やし，その動作ロジックを２つ

のうち２つの圧力計が異常値を示したときに自動停止操作を行う

仕組みを圧力計を３つに増やし３つの圧力計の内２つが異常値を

示したときに自動停止操作を行うように，信頼性を改善させてい

る。

このような改善を行っても，伝熱管の破損時に，このカバーガ

ス圧力計が作動して，高温ラプチャが防止できるかどうかは大い

に疑問である。また，カバーガス圧力計の共通原因による不作動

の可能性が完全には否定できない。この点の究明が今後の安全審

査の主要な論点の一つとなろう。しかし，すくなくとも，改善前

の設備では，一台でも圧力計が故障していれば全くのお手上げで

ある。現状設備にも，カバーガス圧力計があるから，高温ラプチ

ャは発生しないなどとは到底いえないのである。

⑤ 訴外動燃が保安院の指示に答えて実施した新たな解析では，伝

熱管から水側については解析条件が厳しくなっているが，見逃せ

ないことに「ナトリウムから伝熱管への熱の入り方に関して，こ
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れまで現実に比べて過大な余裕を持つような前提に立っていたも

のを見直した 」とされている。しかし，保安院に提出していた。

解析結果に保守的でない点が指摘され，再解析する過程で，他方

でナトリウム側の解析条件を緩和するようなことは，到底認めら

れない。このような異例なやり方が行われた背景は，次のように

考えるしかない。保安院の指摘を受けた点だけを変えて計算をや

り直すと，現状でカバーガス圧力計で水漏えいが検知できたとし

ても，高温ラプチャの発生は必至となる。しかし，このデータを

そのまま出してしまった場合，現状設備が高温ラプチャの危険性

があることを被控訴人は自ら認めることとなり，本件訴訟での敗

訴を自認せざるを得なくなる。そのため，訴外動燃は，過去の実

験における温度分布を見直したなどとして，伝熱管とナトリウム

との熱伝達に関する温度条件のパラメーターを切り下げる姑息な

操作を行い，累積損傷和などの数値がかろうじて１以下になるよ

うに数字を操作したのである。これで，現状設備で高温ラプチャ

は発生しないことが確認されているなどといえないことは明らか

である。

３ 高温ラプチャは何をもたらすか

(1) 中間熱交換器の破壊の可能性

蒸気発生器伝熱管大量破断事故は機器の健全性を破壊し，住民の

生命健康に重大な影響を及ぼす蓋然性がある。水ナトリウム反応の

危険性について原判決は次のように判示している。

「 ， ，また 大量の水素ガスが発生して系内の圧力上昇が顕著となり

二次主冷却系各部や原子炉冷却材バウンダリである中間熱交換器伝

熱管に圧力荷重を与えることから，機器の健全性が損なわれるおそ

れが生じる 」としている（行訴判決６５５頁 。。 ）

ナトリウムと水との激しい反応によって，衝撃圧（初期スパイク

圧）あるいは発生した水素の高圧（準定常圧）が発生する。これら

の圧力は二次系のナトリウム配管を通じて，一次系と二次系の境界

， 。をなしている中間熱交換器にかかり これを損傷する可能性がある
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設計基準を上回る規模の伝熱管の破損とその伝播が発生すれば，

中間熱交換器の設計圧力を超える可能性があることはイギリスのＰ

ＦＲ事故が端的に示している（詳しくは第４章第２七参照 。）

中間熱交換器が破壊されると，一次系と二次系との境界が破れて

強放射性の一次冷却材ナトリウムが二次冷却材に混ざり，二次系を

汚染して，作業員の被曝の原因となる。

(2) 二次冷却系機器，配管を損傷する危険性があること

ナトリウム―水反応の衝撃力あるいは水素による高圧により二次

冷却系機器または配管が損傷すれば，高温の二次冷却材ナトリウム

が空中に漏れて火災を引き起こす。その時発生する大量のナトリウ

ム化合物は微粒子となって空中を拡散して機器や屋内を汚染し，人

。 ，がそれを吸入したり皮膚に触れたりすれば障害を蒙る このことは

もんじゅナトリウム漏洩・火災事故から明らかである。

(3) 中間熱交換機が破壊された場合，暴走事故につながる危険性が

あること

中間熱交換器の伝熱管は高圧が掛からないために厚さはわずか

１．２ミリと極めて薄い。異常な圧力が掛かると破損しやすい性質

を持っている。ナトリウム―水反応の結果中間熱交換器が損傷した

場合，反応で発生した水素がその圧力自体を駆動力として破断口か

ら一次冷却系内を通って炉心内部に入っていく恐れがある。そうな

ると 「もんじゅ」の炉心が正のボイド反応度特性を持っているた，

めに，反応度が上昇し暴走事故につながる危険性があるのである

（ 気泡通過事故 。「 」）

この危険性は，一次冷却系より二次冷却系の方が常に高圧に保た

れ，かつ，事故時には発生した圧力がそれに加わるため，より可能

性の高い事態である。しかし，この問題は，今まで指摘されたこと

がなく，安全上の解析もなされていない。これまで中間熱交換器が

破壊される事態を想定していなかったからである。しかし，１９９

８年１１月のフェニックス炉中間熱交換器破損事故は一次系と二次

系の境界が破られ，暴走事故に発展する危険性を現実のものとした
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（詳しくは第４章第２七参照 。）

従来，中間熱交換器の伝熱管が破られても，低圧の一次系の高放

射能のナトリウムが二次系に漏れ出ることはないと説明されてき

た。しかし，このことは二次系のナトリウムがこれに含まれた水素

の気泡も含めてより圧力の低い一次系に流れ込むことになることを

示している。このような事態が生ずれば，設計基準事故として想定

されている２０リットルを超える水素の気泡が炉心を通過し，暴走

事故に至る可能性があることを示している。

三 地震についての新しい知見が明らかにしたもの

１ 兵庫県南部地震以来，地震についての新しい知見が得られ，地震現

象についての理解が深まるに至っている。現在，地震現象は，地下の

震源断層面での岩盤のズレ破壊がその本体であると理解されており，

震源断層面でのズレ破壊が，アスペリティーと呼ばれる固着した領域

で，特に強い地震動を発生させながら移動して進行することも分かる

ようになってきた。その結果，地震動の様相も，この地震現象の実体

に即して，強振動予測という手法により，具体的に予測することが出

来るようになった。

ところが，本件処分が審査の基準とした耐震設計審査指針は，地表

の活断層の長さから地震のマグニチュードを推定する経験式である松

田式とその地震のマグニチュードから当該立地点での震動の大きさを

推定する経験式である金井式を用いることを前提に，これらの式を用

いた上で応答スペクトルを作成するなどして行なう大崎の方法を用い

るように定めている。このうち，松田式は，もととなったデータの取

り方に問題があって，正しいものではなかったが，現在の知見からす

れば，地表の活断層の長さから地震のマグニチュードを推定しようと

すること自体に本質的無理があり，採用の限りではないことが明らか

である。また金井式も，震源断層面の考え方に立っていない式である

が，その原発での適用の仕方を見れば，地震動の減衰をその活断層の

中心からの距離によって算定するという大雑把で不正確な方法による

ものであって，地域特性も考慮していない，採用の限りではないもの



- 94 -

であることも，また同様に確実に明らかとなっている。

すなわち，本件許可処分が依拠したと認められる原子力安全委員会

等の調査審議及び判断の過程において用いられた審査基準である耐震

設計審査指針は，現在の科学技術水準において採用すべき強震動予測

の方法に照らし，全く古い，大雑把，かつ不合理，不充分なものであ

って，審査基準自体として不合理である。

２ ２０００年鳥取県西部地震を初めとする現在の知見に照らせば，直

下地震としては，少なくともマグニチュード７．３のものを考えなけ

ればならないことが明らかである。ところが，この審査指針は，直下

． ，地震としてマグニチュード６ ５のものを想定すれば良いとしており

， ， 。この点でも 耐震設計審査指針は 審査基準自体として不合理である

３ 本件許可処分が依拠したと認められる原子力安全委員会等の調査審

議及び判断の過程では，複数の断層の同時活動性を，断層の連続性の

有無により判断している。しかし，現在の知見では，連続性の有無に

かかわらず，複数の断層が同時に活動しうるものとされている。この

断層の連続性によって断層の同時活動性を判断している原子力安全委

員会の判断の過程は，やはり不合理，不充分なものであって，過誤，

欠落がある。

， ，４ 同様 本件での原子力安全委員会等の調査審議及び判断の過程には

仮に震源断層面を想定するなら，当然に想定しなければならない，本

件敷地付近の直下を走行する長さ３５ｋｍから４０ｋｍに及ぶ巨大な

震源断層面を想定していない点，同様に甲楽城断層やＳ1－甲楽城断層

－山中断層－柳ヶ瀬断層系，Ｓ21～Ｓ27断層－野坂断層系のいずれに

おいても，同様のあるいは更に巨大な震源断層面を想定すべきである

のに，想定していない点において，不合理，不充分なものがあって，

同様，過誤，欠落がある。

５ 現在の知見では，鉛直方向の地震動は，マグニチュードの大きさに

よって異なるものの，断層に近いところでは，水平方向の地震動にほ

ぼ等しい値となることが分かってきている。しかし，耐震設計審査指

針は，鉛直方向の地震動として水平方向の地震動の１／２のものを想
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定すれば足りるとしており，また鉛直方向の地震動については動的解

析をしなくて良いとしている。この点において，指針は，鉛直地震力

を軽視するものとなっていて，審査基準自体として不合理なものであ

る。またその結果，本件施設は鉛直方向の揺れに十分対応できる設計

となっていない。この点においても，本件処分が依拠した原子力安全

委員会の調査審議及び判断の過程は，やはり不合理，不充分なもので

あって，過誤，欠落がある。

６ 耐震設計審査指針には，耐震設計上の安全余裕についての基準がな

。 ， ， ，い したがって 同指針は この点でも審査基準として不合理であり

また安全余裕についての審査が行なわれていないことに，審査の欠落

がある。

７ 本件敷地近傍にある白木―丹生リニアメントについての本件での原

子力安全委員会等の調査審議及び判断では，そのリニアメントの延長

上にあるとは言えない露頭での粘土化帯を見て，リニアメントが断層

ではないとしており，この審査の過程には過誤，欠落があることが明

らかである。

８ これらの審査基準自体の不合理性，審査の過程での過誤，欠落は，

いずれもそれ自体として極めて重大であり，到底看過し難いものであ

る。また，これら不合理な基準を適用し，あるいは審査の過程での過

誤，欠落があることによる耐震設計の不備は，一旦，想定を超える地

震動が施設を襲ったときに施設に重大な損傷を与える。結果として，

３ループの冷却系が全て機能しなくなるなどして，施設に包蔵されて

いる放射性物質が環境に多量放出されるなどの極めて重大な被害をも

たらしうることも明らかである。
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第３ 手続的にも安全審査に違法性があった

一 原子力安全委員会における「二次審査」の問題点

１ 原判決は原子力安全委員会に万全の信頼を置き その安全審査に，

大きな期待を寄せる しかし もんじゅの安全審査にあたった科学。 ，

技術庁の第一次審査及び原子力安全委員会の第二次審査の実態を真

摯に見れば 原判決が述べるような 大きな期待に応える体制にな， ，

っていないことは一目瞭然である。

２ 原子炉施設で万一事故が発生した場合には，人の生命身体や環境に

与える影響は他の施設とは質量共に異なっており，一歩誤れば人類全

体に対する大きな脅威とさえなりうる。このため，原子炉施設では安

全確保が第一とされる。本来は原子炉設置運転者が設計・建設・運転

の各段階で安全確保の責任を負う。しかしこれだけでは到底足りない

ので，国による安全確保体制が取られている。

しかし，もんじゅにおいては，行政庁である科学技術庁が設計・建

設・運転・廃炉に至るまでの安全規制を行なうのに対し，原子力安全

委員会は設置許可時の安全審査段階においてのみ 「行政庁の安全審査，

結果について諮問を受けて審議し答申する」だけの機関である。行政

庁による規制が第一次的であり，原子力安全委員会の第二次審査は行

政庁の審査に不合理な点がないかだけをチェックしているに過ぎず，

ましてや原子力安全委員会の安全審査はいわゆる「基本設計」のみと

され，その後の詳細設計などには原子力安全委員会は全く関与してい

ない。

３ 安全規制行政の実態とはなれて，原子力安全委員会に議論が集中す

る理由は，次の二点である。

① 国民は，科学技術庁の安全審査に対してそもそも期待を持ってい

ない。科学技術庁には原子力の開発・推進を行なう「原子力局」が

おかれ，安全規制部門として「原子力安全局」がおかれているが，

同じ官庁の中では「推進」も「規制」も官庁内の一部局であって，

。 ， 「 」その間の人事異動は行われる しかも 推進を担当する 原子力局

が主流で，規制を担当する「原子力安全局」は傍流である。
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② これに対して 原子力安全委員会は 権限も実動能力も極めて， ，

小さいのに 政府が原子力安全委員会を 第三者機関が厳重にチ， 「

ェックしてきたので原発は安全である」として宣伝してきた結

果，国民が原子力安全委員会を期待するようになっていた。

， ， 。４ しかし 原子力安全委員会は 次の通り大きな問題をかかえている

① 規制目的の不十分性

当初，原子力安全委員会は原子力利用の推進主体である原子力委

員会の中の一部会に過ぎなかったが，７４年の原子力船「むつ」の

放射能漏れ事故を契機に原子力委員会から独立した。しかし，設置

法上「原子力利用が円滑に行なわれるよう相互に密接な連絡を取る

もの」と規定されているように，原子力安全委員会の組織及び権限

は安全確保のためには全く不十分なものとなった。

② 推進機関との未分離

原子力安全委員会は，国家行政組織法８条に基づき総理府に置か

れた「首相の諮問委員会」である。委員は５名であるが独自の事務

局を持つことはなく，その庶務は科学技術庁原子力安全局原子力安

全課が総括し処理している。その人数は省庁再編前の２０００年３

月でも２１名と極めて少なく，ほとんど変動はない。日本も批准し

ている原子力の安全に関する条約では，その８条２項において「締

約国は規制機関の任務と原子力の利用またはその促進に関すること

を司るその他の機関または組織の任務との間の効果的な分離を確保

するための適当な措置をとる」とされている。この条約を批准して

いる各国では国情に応じて形態は異なるが効果的な措置が取られて

いる。

Ａ アメリカにおいては，利用促進機関のエネルギー省（ＤＯ

） ， （ ）Ｅ とは独立した規制機関として 原子力規制委員会 ＮＲＣ

が存在する。委員は５名だが約３０００名の職員を抱えてい

る 規制についての研究機関が設けられており 自力で専門的。 ，

な調査を行なう能力が保障されている 設置者の事故解析につ。

いては独立に仮定し計算して設置者の解析をクロスチェック
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（別の観点からのチェック）する能力が存在する。

Ｂ ドイツでは連邦レベルでは経済省が利用促進機関であり，これ

に対し環境省が規制機関としての役割を果たすとともに，実質的

な規制権限は各州政府が持ち，時として推進の立場の連邦政府と

対立することさえある。

Ｃ イギリスでは利用促進機関は貿易産業省であり，規制機関とし

て独立機関である保健安全委員会が設置され，産業界・労働界・

地方自治体から選ばれた委員によって運営されている。その下に

英原子力施設検査局（ＮＩＩ）がおかれて許認可事務と安全審査

にあたっている。

Ｄ フランスにおいては，利用促進機関は経済・財政・産業省の中

の原子力エネルギー総局であり，規制機関は産業省と環境省が共

同所管する原子力施設安全局（ＤＳＩＮ）である。

諸外国と比較して日本の規制機関が推進側と未分離であること

が特に目立っている。

③ 不十分な権限

原子力安全委員会は諮問機関に過ぎない。内閣総理大臣を通じて

関係行政機関の長に勧告することはできるとされているが，問題が

ある事業者に対する立ち入り調査を行うことも出来ず，処分や告発

をすることは出来ない。

④ プロセスチェックに過ぎない安全審査

原子力安全委員会の安全審査は「行政庁の行なう審査に対するダ

ブルチェック」とされ，慎重な審査がなされているとされている。

しかし内閣総理大臣が原子力安全委員会に諮問するに際しては，科

学技術庁が行なった一次審査の内容をまとめた安全審査書案が提出

される。原子力安全委員会は，行政庁と同じ観点から再度チェック

するといういわゆる「ダブルチェック」を行なうのではなく，行政

庁の一次審査の結果について，その審査プロセスが間違っていない

かを確認し，適正な審査が行なわれたかどうかをチェックするので

ある。申請者の申請そのものを審査するものではないから，この方



- 99 -

法ではシングルチェックのプロセスチェックに過ぎず，本来あるべ

きダブルチェックとなっていない。

二 東海臨界事故で暴露された安全規制の欠陥

９９年に発生した東海臨界事故においては，①高濃縮ウランを使用す

るにもかかわらず，安全審査は低濃縮ウラン施設を対象とする「ウラン

加工指針」を参考とした，②臨界を起こさない形状になっていないにも

かかわらず 「いかなる場合にも安全であるよう十分な設計がなされて，

いるので臨界事故は起こり得ない」と断定して臨界を停止させる設備を

付けさせなかった，③最大想定事故は臨界事故を想定していなかったた

めに過小なものであった，ことを明らかにした。

三 もんじゅにおける安全審査の手続的違法性

安全規制を強化するためには，原子力安全委員会は通商産業省・科学

技術庁・電力会社によって形成されている原子力推進グループと一線を

画する人物で構成されるべきである。しかし実際は，科学技術庁の特殊

法人である原子力研究所の出身者や原子力推進に理解を示す国公立大学

の教授が任命されており，原子炉の安全審査を担当する原子炉安全専門

審査会委員もほとんど同様である。しかも，科学技術庁や通商産業省の

技術顧問の地位を兼務する委員もおり，ダブルチェックどころかプロセ

スチェックさえ十分になされていないことが判明する。

もんじゅ訴訟の証人となった近藤駿介氏は東京大学教授で，推進の立

場に立つ原子力委員会高速増殖炉開発計画専門部会委員をした後に，第

二次審査を行なう原子力安全委員会原子炉安全基準専門部会委員にな

り，さらに通産省総合エネルギー調査会委員となり，第一次審査に意見

を述べる同省原子力発電技術顧問，科学技術庁原子力安全技術顧問を歴

任した。証人となった秋山守氏も東京大学教授で，原子力安全委員会原

子炉安全専門審査会審査委員としてもんじゅの安全審査に携わった後に

科学技術庁原子力安全技術顧問となった。証人となった斎藤伸三氏は日

本原子力研究所に勤務し，科学技術庁原子力安全技術顧問であると同時

に原子力安全委員会原子炉安全基準専門部会専門委員を兼務していた。

もんじゅナトリウム漏えい事故後，科学技術庁に「もんじゅナトリウ
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ム漏洩事故調査・検討タスクフォース」が設置され，科学技術庁原子力

安全技術顧問もその構成員になったが，その中にはもんじゅの第一次安

全審査に参加したメンバーも複数存在した。また，原子力安全委員会に

「 」 ，設けられた もんじゅナトリウム漏洩ワーキンググループ 構成員には

もんじゅの科学技術庁審査に加わったメンバーが２名，原子力安全委員

（ ） 。会審査に加わったメンバーが２名 佐藤一男氏と永田徳雄氏 が入った

安全審査の問題点を指摘すべき調査団に，当該安全審査に加わったメ

ンバーが参加することは，当然のことながら調査の公平性を失わせる。

逆に言えば，これは，もんじゅの安全審査が申請者・科学技術庁・原子

力安全委員会三者のなれ合いでなされたことを，意味する。

これらは，もんじゅの安全審査に手続的違法が存在することを示して

いる。
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第４章 もんじゅ安全審査における重大な過誤欠落

第１ ｢２次冷却材漏洩事故対策｣の基本設計と重大な違法の存在

一 ｢高速増殖炉の安全評価の考え方｣と｢ 次冷却材漏洩事故対策｣の基本設計2

１ 安全設計基準の定め

本件原子炉設置許可処分における安全審査の具体的審査基準である

（以下 「安全評価の考え方」とも略記「高速増殖炉の安全評価の考え方」 ，

，安全設計基準である「Ⅰ． 」する）のうち ＬＭＦＢＲの安全設計について

は 「( ) ナトリウム」において 「ナトリウムが化学的に活性である， ，3

ためナトリウム火災対策…を考慮した設計が必要であること」と定め

る。

２ 安全評価基準の定め

. .また 安全評価基準である， 「 」 ，ⅡＬＭＦＢＲの安全評価について は ｢(３

において 「想定した事故事象によって外乱が加わっても，事２)事故｣ ，

及び放射線による敷地周辺への影象に応じて炉心の溶融の恐れがないこと

響が大きくならないよう核分裂生成物放散に対する障壁の設計が妥当であること

。 ， 。」を確認しなければならない このことを確認する基準は 以下のとおりとする

炉心は大きな損傷に至ることなく，かつ，と定め，上記確認基準の①は「

」と定める（乙ィ７｢原子力安全委員会安全審十分な冷却が可能であること

査指針集｣ 頁 ( )事故本文および① 。654 = 3.2 ）

なお，上記の「想定した事故事象」が，設計基準事象 であ（ＤＢＥ）

設計基準事象その他安全評価の具体的方法や約束事につき控訴人最る（なお，

。終準備書面(2)の三,２,(2)(3)参照）

３ 設計基準事象である「２次冷却材漏洩事故」の対策の不可欠性

は 「②炉心冷却能力の低下」を招く恐れ「 ２２）ＬＭＦＢＲの事故」（ . ，

のある設計基準事象の７種の「事故」のひとつとして「２次冷却材ナ

事故評価 同トリウム漏洩事故 を選定して安全評価 を行うと定める」 （ ） （

。653 = 2.2 LMFBR 654 3.2頁 ( ) の｢事故｣②， 頁( )事故本文 【準備書面） (3)別紙①】

（炉心核燃料の溶融）それは 「炉心冷却能力の低下」が 「炉心溶融， ， 」

という原子炉災害に至る恐れのある重大な事（同 頁 ( )事故本文）654 = 3.2

最態であることから 原子炉災害が万が一にも起こらないようにする，「 （
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」という原子炉等規制法２４条１項４号への適合性を高裁伊方判決判示）

653 =確認するための基準として上記安全評価を求めたものである（同 頁

(3)別紙① ，一審証人斎藤伸三 回期日調( ) の｢事故｣②【準備書面2.2 LMFBR 】 15

。書 丁～ 丁 【準備書面(3)別紙②32 33 ） 】

そして，控訴人ら最終準備書面（２）の三，２ （２ ，ロで指摘し， ）

たように，想定した設計基準事象のいずれの事象についても，その基

本設計の安全性が確認されることをもって，当該原子力施設全体の安

全性が確認される，というのが安全評価の前提であるから，この「２

次冷却材漏洩事故対策」の安全性が確認されることは，高速増殖炉の

基本設計が原子炉等規制法２４条１項４号に適合するといえるための

不可欠の要件である。

４ 設計基準事象として想定された「２次冷却材漏洩事故」の事故経過

訴外動燃が申請し，本件安全審査が妥当と判断した「２次冷却材漏

（乙ィ６ 原子炉設置許洩事故」の想定経過の概要は以下のとおりである =

可申請書 ～ 【準備書面( )別紙⑨】甲イ 久米三四郎「陳述書」２10-3-36 37 3 , 485=

。頁参照）

① ２次冷却材配管内を流れている５０７℃のナトリウムが，配管の

損傷口（最大損傷口面積約 ）から漏洩する。15cm2

（ ）② 漏洩ナトリウムは配管に巻かれている保温材を通してコラム 柱

状に，床コンクリート上に設置されている鋼鉄板（ 床ライナ ）上「 」

に落下する。

③ 落下したナトリウムは，表面で室内の空気中の酸素と化合し燃え

ながら床ライナ上を勾配に沿って流出口に向かって流れ，流出口か

ら地下に設置されているナトリウム貯留タンクに流れ込む。

④ 漏洩ナトリウムが燃えながら流れていく床ライナの温度は，最高

でも設計温度とされている５３０℃を超えず，温度上昇に伴う室内

の圧力も設計圧力を超えることはない。

， ，⑤ 配管内のナトリウムが減少し 配管からの漏洩が停止することで

。事故は終息する

二 ｢ 次冷却材漏洩事故対策｣基本設計における｢鋼製床ﾗｲﾅを敷く｣との設計の意義2

１ 系統分離機能の重要性
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「もんじゅ」における「２次冷却材漏洩事故対策」の基本設計

では 「２次冷却系統」に多重性を持たせるために，独立した３，

系統 を設けている。しかし，各ループは，互いの蒸気発（ループ）

生器室を介して隣接した構造になっている。そのため，設計基準

事象 である「２次冷却材ナトリウム漏洩事故」を想定し（ＤＢＥ）

た場合に，２次冷却系建屋が損傷すれば，各ループの相互分離が

失われ 「炉心冷却能力の低下」という重大事態を招き，さらに，

は「炉心溶融」に至る恐れがある。

（隣接構造につき乙ィ 原子力安全委員会｢漏洩事故に関する調査審議の12

状況｣参６配置説明図 【準備書面( )別紙⑥ ，系統分離機能の重要性につ） 】3

き甲ィ457動燃｢ﾅﾄﾘｳﾑ燃焼解析｣1頁 【準備書面( )別紙⑦ （設計基準事象） 】3

につき控訴人最終準備書面( )の三 ( )( )参照）2 , , 2 3２

２ 訴外動燃による重大事態の想定

訴外動燃は，上記重大事態を招く可能性について，以下のよう

に述べている。

ⅰ 漏洩した高温の２次冷却材ナトリウムによって，漏洩室内の

温度と圧力は上昇する。

ⅱ 高温の漏洩ナトリウムが，床コンクリートと高温ナトリウム

の直接接触の危険を防ぐために床上に敷かれた鋼製のライナ上

に落下すれば，ライナの温度，そして床コンクリートの温度も

上昇する。

ⅲ 床コンクリートは，その温度が５００℃に達すれば，強度が

（乙ィ 動燃｢第５次報告書｣Ⅱ コンクリート急激に低下する 10 -2-9=2.3.2

からの放出水分を含む湿分量の評価 【準備書面( )別紙⑧ 。） 】3

ⅳ 室内の圧力の上昇と，床コンクリートの温度の上昇が，許容

， ，限度を超えると ２次冷却系配管を収納した建物の損壊を招き

漏洩ループ以外の２次冷却系統も損傷して機能が損なわれ，そ

（乙の結果，さらなる「炉心冷却能力の低下」がもたらされる

１６ 原子炉設置許可申請書 【準備書面( )別紙④ ，一審証人斎= 10-3-33 3） 】

。藤伸三 回期日調書 丁～ 丁 【準備書面( )別紙②15 32 33 3） 】）
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３ 「安全評価の考え方」に抵触する重大事態

これは，本件安全審査の具体的審査基準である「安全評価の考

」 ，「 『 』」 「 」，え方 の ( ) の 事故 の ②炉心冷却能力の低下2.2 LMFBR

「( )事故」の本文，および「①炉心が大きな損傷に至ることな3.2

く，かつ，十分な冷却が可能であること」に抵触する重大な事態

（乙ィ７「安全評価の考え方」( ) の｢事故｣②，( )事故である 2.2 LMFBR 3.2

本文および①＝｢原子力安全委員会安全審査指針集｣ 頁， 頁 【準備653 654 ）

。書面( )別紙①3 】

４ 「床コンクリート上に鋼製ライナを張る」ことの重要性

「もんじゅ」においては 「２次冷却系統」における相互分離，

を確保し 「炉心冷却能力の低下」に至ることを防止し，もって，，

「安全評価の考え方」への抵触を回避するために 「床コンクリ，

ート上に鋼製ライナを張ること」が，基本設計における重要な設

計として採用された。

鋼製の「床ライナ」の設置目的は，高温の漏洩ナトリウムと床

コンクリートとの直接接触を防止することである。もし，高温の

ナトリウムが床コンクリートと直接に接触すれば，コンクリート

中で結合材の役割を果たしている多量の水分とナトリウムとの間

で激しい化学反応を起こして水素ガスを発生し，コンクリートは

ボロボロになると同時に，発生した水素はナトリウム漏洩室内の

酸素と化合して爆発し，建物の破損をもたらす恐れがある。した

がって，漏洩ナトリウムと床コンクリートとの直接接触は絶対に

防止しなければならず 「床ライナ」の設置は 「２次冷却材漏洩， ，

事故」対策の基本設計中の重要で不可欠な構成要素である。

５ 設置許可申請書の安全評価（事故評価）

そして，本件設置許可申請時に訴外動燃がなした安全評価の結

果においては，設計基準事象である「２次冷却材漏洩事故」を想

定しても，ナトリウムとコンクリートとの直接接触を防止するこ

とができると評価され，本件安全審査もそれを妥当であると判断

した。
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すなわち，本件原子炉設置許可申請書では 「２次冷却材ナト，

リウム漏洩事故」の際に，漏洩ループの冷却機能が期待できない

場合にも，炉心の必要な冷却は維持されるということを確認した

うえで，漏洩する高温のナトリウムによる「熱的影響」に関する

安全評価が行われ，その結果，上記安全設計の妥当性は次のよう

= 10-3-36に確認されたと結論づけられた（乙ィ６ 原子炉設置許可申請書

。～ 【準備書面( )別紙⑨38 3） 】

① 漏洩ナトリウムの「熱的影響」は，漏洩落下する高温ナトリ

ウムの量が多いほど漏洩室内での熱量発生も大きいという考え

を前提として，漏洩口の大きさを１５ｃ㎡，漏洩ナトリウム量

を２次系主冷却系配管室では１５０m ，過熱器室で９５m と最3 3

大にした漏洩形態を想定する。

② 「２次冷却材ナトリウム漏洩事故」による内圧上昇は，２次

主冷却系配管室で０.22kg/cm Ｇ，過熱器室で０.07kg/cm と，2 2

原子炉補助建物当該室の設計耐圧０.6kg/cm Ｇ以下にとどま2

り，建屋を破損することはない。

③ 「２次冷却材ナトリウム漏洩事故」による床ライナの最高温

度は，２次系主冷却系配管室で４６０℃，過熱器室で５２０℃

と，設計温度５３０℃以下にとどまる。また，建物床コンクリ

ートの最高温度は約１３０℃にとどまるため，コンクリートの

健全性が損なわれることはなく，その結果，コンクリートの強

度低下に伴う建屋の損壊も回避できる。

三 本件基本設計は「安全評価の考え方 「 ①」に違反し破綻していること」 (3.2)

１ ｢もんじゅﾅﾄﾘｳﾑ漏洩火災事故｣ ｢燃焼実験Ⅱ｣ ｢コンピュータ解析｣の重要性, ,

しかし，本件「ナトリウム漏洩火災事故」と，これを契機とする動

燃の「燃焼実験Ⅱ ，及びコンピュータ解析を総合すれば，床コンクリ」

ート上に鋼製ライナを張るという基本設計要素では，漏洩ナトリウム

と床コンクリートの直接接触を防止することは不可能であり 「２次冷，

却材漏洩事故」を想定した安全評価において 「２次冷却系統」の相互，

分離を確保することができず 「安全評価の考え方」に抵触する恐れが，
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あることが明らかになった。

甲ィ457 ナトリウム燃焼解析(動燃) 準備書面(3)別紙⑦ 乙ィ４１ 高（ 「 」）【 】，（ 「

速増殖原型炉もんじゅ２次系ナトリウム漏洩事故に関する調査報告書(第２次報

告) （原子力安全委員会 【準備書面(3)別紙⑫ ，乙ィ13「科学技術庁報告書」）」 】

21，26頁 【準備書面(3)別紙⑬ （安全評価の具体的方法につき控訴人最終準備） 】

書面( )の三 ２ ( )( )参照）2 , , 2 3

２ 原子炉設置許可申請書の誤り

上記事故や実験，解析の結果は，訴外動燃作成の本件原子炉設置許

可申請書に，数々の誤りがあることを明らかにした。

ⅰ 本件「ナトリウム漏洩火災事故」では，ナトリウム配管に挿入さ

れた温度計の先端が振動のために破断し，高温のナトリウムが，破

，断口から温度計内を通って配管室内に漏洩してスプレー状に噴出し

落下地点周辺の床ライナは，設置許可申請書記載の設計温度５３０

， ，℃をはるかに超える７００～７５０℃の高温に達し 床ライナには

漏洩落下したナトリウムと室内の酸素と水分とが化合して生じたナ

トリウム化合物の腐食作用によって深さ数ミリの凹みを生じた。

７５０℃という上記高温下では，設計温度である５３０℃の場合

に比べて，床ライナの腐食が１０倍近くの速さで進行するため，床

（以上につき，甲イ４６８「久米三四郎陳ライナに凹が生じたものである

。述書 ，図４，１１頁」 ）

ⅱ また，上記「ナトリウム漏洩火災事故」から約半年後に，訴外動

燃が実施した「ナトリウム燃焼実験Ⅱ」では，高温ナトリウムの漏

洩開始約３時間半後には床ライナの真下に設置された温度計は１４

００℃を指示して機能不全となり，漏洩が約４時間近く続いた後に

は，床ライナに大小数個の腐食穴が開き，その開口部では，床コン

クリートの温度が約１５ミリの深さで最大約４９０℃まで上昇し，

かつ，床コンクリートは最大約８ｃｍの深さまで浸食されているこ

-2-28,77頁 【準備書面(3)別とが判明した（乙ィ１０「動燃第５報告書」Ⅱ ）

。紙⑧】

さらに，実験経過の記録ビデオによると，開口部では，漏洩落下

した高温のナトリウムと床コンクリートが直接接触し，ナトリウム
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と，コンクリートに含まれていた水分とが化合して発生した水素ガ

スが室内の酸素と反応して爆発的に燃焼している 「ナトリウム漏洩。

火災事故」で見られなかったこの現象は 「ナトリウム燃焼実験Ⅱ」，

に使われた装置の容積が，もんじゅ事故の際にナトリウムが漏洩し

た「配管室」の容積の約１４分の１であったため，装置のコンクリ

ート壁の温度が上昇し，そこから供給された水分が関与して溶融塩

（乙ィ１０「動燃第５報告書」型腐食が進行したものと解釈されている

。Ⅱ-2-27頁 【準備書面(3)別紙⑧） 】

｢燃焼実験Ⅱ｣ ｢コンピュータ解析｣の総合結果の重大性３ ｢ﾅﾄﾘｳﾑ漏洩火災事故｣, ,

本件「ナトリウム漏洩火災事故」と，上記「燃焼実験Ⅱ ，及びコン」

ピュータ解析を総合すると，次の事実が明らかになる。

ⅰ 本件「ナトリウム漏洩火災事故」は，たまたま冬季の乾燥時期で

ある 発生したが，これと同じ漏洩条件の事故が，仮に，１２月８日に

湿分の多い５月から１０月にかけての時期に本件「配管室」で起き

れば 「ナトリウム燃焼実験Ⅱ」で観察された床ライナの腐食損傷の，

発生は不可避となる。それは，室内に換気系から引き込まれる外気

中の水分だけで 「ナトリウム漏洩火災事故」時に，床ライナに凹み，

損傷をもたらした「複合酸化型腐食」反応より，約１０倍も腐食速

度の大きい「溶融塩型腐食」が容易に進行するからである。

33そのことは，訴外動燃の担当者も認めているところであり（甲ィ

したがって 容8=日経新聞1996年5月14日もんじゅ建設所広井博技術課長）， ，「

積の大きい本件配管室では，床ライナの腐食損傷は起こり得ない」

とする原審被告側証人斉藤，山崖の各証言が誤りであることは明ら

482=久米三四郎陳述書本文12頁，添付引用文献かである（以上につき，甲ィ

。[15] [17] [18]）

ⅱ 上記知見を受けて，その後に訴外動燃が行った計算では，室内の

湿分は夏季の蒸し暑い日のように高く また 床ライナの腐食は 溶， ， 「

融塩型腐食」として進行するという前提のもとで計算するよう是正

された。また，運転操作についても，本件「ナトリウム漏洩火災事

故」の際には 「運転手順書」の欠陥が原因で正常な運転操作が実施，
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されなかったが，その後の計算では，この点も是正された。

そして，上記計算条件の是正を行ったうえで，改めて計算が行わ

れた結果，本件「ナトリウム漏洩火災事故」が発生した大きな容積

の「配管室」では，ナトリウム漏洩開始から８０分で漏洩は停止す

るものの，厚さ約 ミリの床ライナのうち ミリが腐食されてし6 5.4

まうという重大な結果が得られた。ナトリウムの漏洩した室内に引

き込まれる外気の湿分が高ければ，部屋の容積と関係なく「溶融塩

）型腐食 が進行するからである」 （ 「 」乙ィ４８ 動燃第６報告書 3,1,3-90頁

。【準備書面(3)別紙⑭】

上に引用した計算結果は，ナトリウムの漏洩率が トン 時0.01-0.1 /

間の範囲 についてのも（ ナトリウム漏洩事故」時には，約 トン 時間）「 0.2 /

のであり，漏洩率が トン 時間にまで増加すれば，漏洩は８０分で3 /

停止してもそれまでに床ライナ上に漏洩したナトリウムの燃焼は２

時間ないし４時間も続き，その結果，床ライナの温度も「溶融塩型

腐食」が目立って進行する６００℃以上に同程度の時間継続する，

3.1.3-92 96 ,という結果が得られている（乙イ４８「動燃第６報告書」 ～ 頁

図６図 及び図 。, 13 20）

ⅲ したがって，夏季の蒸し暑い日に，本件「ナトリウム漏洩火災事

故」と同程度の漏洩率，漏洩継続時間（約４時間）の事故が，本件

「配管室」で起きれば，次のような経過をたどって 「燃焼実験Ⅱ」，

で見られたような床ライナの惨憺たる状態が出現することは必至で

ある。

， 「 」すなわち 床ライナの温度上昇につれて進行する 溶融塩型腐食

のために，ナトリウム漏洩開始から約２時間後には，ナトリウム落

下地点付近の床ライナに完全に穴があき，また，さらに約２時間後

には，床ライナの腐食，穴あき範囲はさらに拡大し続ける。

そして，床ライナの開口部付近の床コンクリートは，高温になっ

て急激に強度を失い，同時に，漏洩，落下し続ける高温のナトリウ

ムと床コンクリート中の水分とが反応して発生した水素による大規

模な爆発が起きることになる。
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。（ ， 「 」 ）【 】以上につき 甲ィ４６８ 久米三四郎陳述書 八節 準備書面(3)別紙⑮

ⅳ また ２次冷却材ナトリウム配管の通っている 蒸発器室 と 加， 「 」 「

熱器室」は，容積が「配管室」の約１０分の1程度しかないため，そ

れらの部屋の配管で漏洩率 トン 時間程度の漏洩が生じたことを想3 /

定すると，たとえ，運転操作が期待通りにおこなわれたとしても，

床ライナ上でのナトリウムの燃焼と床ライナの腐食は面積の小さい

床の全面に及ぶことになる。

そして，重量物である蒸発器や過熱器を支える床コンクリート全

面の急激な強度低下と，狭い室内における大規模な水素爆発によっ

て，それらの部屋だけでなく，他の２次冷却系ループ配管が通過し

ている隣接した部屋も損壊する可能性が高い。

そうした事態になれば，他のループの配管系の破損，使用不能も

免れず 「炉心冷却能力の低下」は必至である。，

。（以上につき，甲イ４６８「久米三四郎陳述書 ，1－５頁」 ）

４ 「安全評価の考え方 「 ①」違反による基本設計の破綻は明らか」 (3.2)

以上のとおり，今回の「２次冷却材ナトリウム漏洩火災事故 ，なら」

びに「実験Ⅱ」及びそれに関連した計算の諸結果を総合すれば 「もん，

じゅ」の「２次冷却材漏洩事故対策」に関する現状の基本設計のまま

では，具体的審査指針である「安全評価の考え方」が危惧する 「炉心，

炉心核燃料の溶融 乙冷却能力の低下 から 炉心の溶融 に至る恐れ」 「 」（ ） （

は否ィ７｢原子力安全委員会安全審査指針集｣ 頁 ( )事故本文および①）654 = 3.2

定できない。

よって 「もんじゅ」の基本設計は 「炉心は大きな損傷に至ること， ，

なく，かつ，十分な冷却が可能であること」という 「安全評価の考え，

方 「 )①」の定める判断基準に抵触し 「安全評価の考え方」に基」 ，(3.2

（同 頁 ( )事故本づく安全性の確認ができないことは明らかである 654 = 3.2

。文および①）

５ 床ライナ板厚の増大 ドレン時間の短縮化 運転操作の改善可能性により基本設, ,

計の安全性は保持できるとする原判決判示と国主張について

原判決判示や国主張は不明確であること(1)
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原判決は，一方で 「本件原子炉施設において 『溶融塩型腐食』， ，

による床ライナの損傷が生じる可能性を否定することはできないと

いうべきである」と判示して 現行の基本設計で（原判決730，731頁 ，）

は漏洩ナトリウムと床コンクリートとの直接接触が避けがたいこと

を認めながら，他方で，安全審査を経ていない訴外動燃独自の「安

全対策改善策」を根拠に実体判断をなし，その結果，基本設計の変

更を伴わなくても 「減肉厚に相応した板厚等の具体的設計によって，

床ライナの健全性を維持することは十分に可能である 「ナトリウ」，

ムドレンに要する時間を短縮化し，あるいはナトリウムの漏洩継続

時間を短縮化する運転操作を採用する等の腐食抑制対策を講じるこ

とにより，腐食を抑制し，床ライナの肉厚の減少を最小限度にとど

めることは十分可能である」から 「溶融塩型腐食」という新知見に，

732，734よっても安全審査の合理性は失われないと判示する（原判決

頁 。）

これに対し，被控訴人国は，最終準備書面第１章，第１では，上

記判旨は 「溶融塩型腐食」という新知見によっても本件安全審査の，

合理性は失われないという趣旨であって，安全審査の不備を認めた

上で後続処分段階における改善可能性を理由として救済したもので

（ ， ）， ，はない旨主張するが 国最終準備書面 ～ 頁＝第１章 第１ しかし15 17

他方，第８章，第１では，本件ナトリウム漏洩事故対策の基本設計

の安全審査に関して判明した問題について 「減肉量に相応した板厚，

によって床ライナの機械等を採用するなどの詳細設計段階における対処

，的健全性を保持することは十分可能である として 国最終準備書面 頁」 （ ）112

上記問題は，後続処分である詳細設計段階における改善が可能であ

ることを理由として救済される旨主張しており，首尾一貫しない。

ただし，原判決や被控訴人国のいわゆる改善策が，原子炉の設置

運転上のどの許認可段階に位置付けられるかは，原判決判示からは

不明であるし，被控訴人国の主張に至っては，原判決の判示する事

項のうち，どれを援用して「詳細設計段階における対処」と主張す

るのかさえ定かでない。
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しかし，上記の原判決の判示や被控訴人国の主張は誤りである。

｢ﾄﾞﾚﾝ必要時間短縮化｣は基本設計事項であり，原基本設計の破綻を示すこ(2)

と

まず，上記改善策には基本設計に属する事項が含まれているので

あり，それは，本件設置許可段階における基本設計の安全性が確認

されなかったことを示すものにほかならない。

のすなわち 原子力安全委員長の原審証人佐藤一男は このまま， ，「 （

では安全審査は通らない」と証言しているうえに，原子力基本設計）

安全委員会の検討報告においても，この問題に対する対策として，

これまで登場していなかった新たな諸設備，すなわちナトリウムの

急速ドレン系，コンクリート壁・天井防護設備，漏洩室内への窒素

ガス注入設備などを組み入れたナトリウム漏れ対策が必要とされ，

と明示されてその中には基本設計の変更の必要な事項が含まれている

456「安全委員会報告書」23頁【準備書面(3)別紙⑳ 。いる（甲ィ 】）

そればかりか，訴外動燃も 「２次冷却材漏洩時，当該系統のナト，

リウムを緊急にドレンできる設計とする」旨を内容とする「設置許

可変更申請」を，さる平成１３年６月に経済産業大臣宛て提出した

94=高速増殖炉もんじゅ原子炉設置変更許可申請書[原子ところである（乙ィ

。この事実は，原判決の上記判示部分の指摘する改善炉施設の変更]）

策のうちの上記「②ナトリウムドレンに要する時間の短縮化」が基

本設計の変更にほかならないことを示している。それは，控訴人ら

最終準備書面（２）の四の５で指摘したように，裁判所の判断を待

つまでもなく，訴外動燃が 「もんじゅ」の現在の基本設計の破綻を，

自認した重大な行為である。

｢板厚｣｢ﾅﾄﾘｳﾑ漏洩継続時間｣は基本設計の安全性に係る事項であり 後続処分(3) ,

段階での変更は許されないこと

他方，上記改善策の残りの２点も基本設計の安全性にかかわる事

項であるから，本件設置許可処分の拘束力により，後続処分段階で

, ,は変更することは許されない（控訴人ら最終準備書面（２）の三２

( ) (ﾎ)参照 。3 , ）

まず，上記床ライナの「①板厚」は，床コンクリート上に鋼製床
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ライナを敷設するという基本設計の安全性を評価するための前提事

項として基本設計の安全性にかかわる事項とされているから，板厚

は，後続処分である設計及び工事方法の認可 の審査（炉規制法 条）27

の前提条件となり，それらの変更は許されない。事実，本件「もん

じゅ」の設計及び工事方法の認可における「設計及び工事の方法の

認可申請書」でも，ライナの板厚６㎜を所与の前提として，上記認

可申請時の各検査が実施されており，この段階では，上記事項には

（甲ィ 「高速増殖炉もんじゅ発電所原変更の余地がないことが分かる 467

子炉施設の計画及び工事の方法の認可申請書」 ６頁， 頁 。2-5, 2-8 ）

また，ナトリウムの漏洩継続時間も，原子炉設置許可の段階にお

ける安全評価で基本設計の安全性を確認するための前提事項とされ

ているため，保安規定の認可 の段階で作成される運転に（同 条）37

不可欠な「運転手順書」においても，上記漏洩継続時間を前提とし

（乙ィ９ ｢ ％出力試験中における２次主て運転手順が決められている = 40

。したが冷却系ナトリウム漏洩事故について(動燃第４報告書)｣ ～ 頁2-6 8 ）

って，後続処分である保安規定の認可の段階で 「③ナトリウムの漏，

洩継続時間を短縮化する運転操作」に変更することはできない。

基本設計の不備は後続処分段階の手当可能性で救済されないこと(4)

さらに，基本設計に関する安全審査の不備について，別個の行政

処分である後続処分段階において審査されるべき事項による手当の

可能性があることを理由として救済することはそもそも許されない

（高橋滋「わが国の原発許可手続における『段階的安全規制』方式とその法的

30～31頁＝注16。同｢最近の原発安全論争と原発訴訟判決｣=判例タイ諸問題」

。ムズ726号133,134頁，同「先端技術の行政法理」193頁末９行以下）

すなわち，上掲の高橋滋「わが国の原発許可手続における『段階

的安全規制』方式とその法的諸問題」は，原判決と同様な判断をし

）た福島第二原発事件の福島地裁第一審判決（判例時報1124号150頁以下

について 「詳細設計に係る事項についての原告の主張を審理の対象，

から除外する一方，基本設計に関する安全審査の不備については，

後続の安全審査の内容をも考慮し，事実上瑕疵の治癒を認めるもの
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である」との批判は正当であり，当該問題が「基本設計ないし基本

的設計方針に関する事項であると認定した以上，裁判所は，右問題

に関する審査のやり直しを通産大臣及び原子力安全委員会に求める

べきであ」り，他方 「判決が…安全審査に問題がないとの判断に至，

ったのであれば ，当該問題を詳細設計段階の審査に譲った被告の裁」

量判断の問題，つまり，基本設計にどの様な事項が該当するのかと

いう判断に関する被告の裁量問題として処理すべきであったと指摘

前している そして その後の判例は この考え方を採用している。 ， ， （

掲高橋「わが国の原発許可手続における『段階的安全規制』方式とその法的諸

。問題」３０～３１頁＝注１６）

以上のとおり，原判決の上記判示や被控訴人国の上記主張が，理

論それ自体としても誤りであることは，既に論じられ，かつ判例上

も決着済みである。

原判決は司法統制の具体的枠組における伊方判決に違反すること(5)

そればかりか，原判決は，安全審査に「溶融塩型腐食損傷」等の

知見の過誤欠落があり，そのために，現状の基本設計の安全性が確

認できないことを認めているのであるから ，それ（原判決730，731頁）

が，司法統制の枠組である「調査審議判断の過程における看過し難

い過誤欠落」に該当することは明らかである。

ところが，原判決は，そのうえに，さらに，①「およそ当該基本

」設計が実現性がない場合に限って当該基本設計の合理性が失われる

という過重要件を加え，かつ，②上記のように，基本設計事項や，

基本設計の安全性にかかわる事項までを，その判断要素に含めるこ

とによって，本件基本設計の合理性は失われていないと強弁する。

このうち，上記②の具体的判断部分が二重三重に誤りを犯すもの

であることは上記( )ないし( )に指摘したところであるが，上記①2 4

の判断枠組に関する判示部分もまた，最高裁伊方判決の示す司法統

制の枠組に関する判示，すなわち 「調査審議判断の過程における看，

過し難い過誤欠落」の要件をもって司法審査すべきであるという判

示部分に抵触するものであることは明らかである（控訴人ら最終準
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備書面( )の四参照 。2 ）

四 調査審議過程における過誤欠落の存在とその重大性

１ 調査審議過程における看過し難い過誤欠落が存在することは明白であること

本件安全審査の調査審議過程には看過し難い過誤欠落あることが明ら

かであり，かつ，その過誤欠落は態様においても重大である。

とりわけ，本件については，上記三のとおり，現状の基本設計では，

その安全性が確認できないという行政判断レベルにおける違法事実が

すでに明らかになっているのであるから，これが司法統制のレベルに

おける違法判断の枠組である「安全審査の判断に，調査審議判断の過

程に看過し難い過誤欠落があること ，すなわち 「調査審議過程に過」 ，

誤欠落がありそれが，安全審査の結論に影響を及ぼす具体的な可能性

あること」の要件を充足することは明白というべきである。

そこで，以下には，安全審査の過程における上記瑕疵の内容と態様に

ついて，さらに具体的に検討する，

２ 「溶融塩型腐食損傷」の知見に関する過誤欠落の存在と態様の重大さ

原審における佐藤一男原子力安全委員会委員長の証言によれば，原子

力安全委員会は，本件安全審査において，漏洩ナトリウムと床コンク

リートとの直接接触が重大な事態を招くことは当然認識しながら 「鋼，

板が穴が開くほど高い温度になるとは思えず 「破れないライナを張」，

ることに技術的困難はないと考えた」として，鋼の融点しか念頭にな

く，高温の金属ナトリウムによる鉄の溶融塩型腐食損傷に対する知識

（一や問題意識が全く欠如していたため，それ以上の調査審議を怠った

。審証人佐藤一男 回期日調書 頁，同27 17 15,16頁 【準備書面(3)別紙⑩） 】

同証言は，原子力安全委員会等の本件安全審査には，設計基準事象で

ある「２次冷却材ナトリウム漏洩事故」を想定した漏洩ナトリウムの

「熱的影響」に関する安全評価 の調査，審議及び判断の過（事故評価）

程に，床ライナの材質である鉄（鋼）が条件次第で高温の金属ナトリ

ウムによって腐食され，ナトリウムと床コンクリートが直接接触する

という 「溶融塩型腐食損傷」の知見に関する過誤欠落があったことを，

示している。
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その結果 「２次冷却材漏洩事故対策」に関わる基本設計の中で中核，

的な役割を担わされてきた「鋼製床ライナを敷設する」という設計条

件だけでは，ナトリウムとコンクリートが直接接触し，炉心冷却能力

の低下から炉心溶融に至るという 「安全評価の考え方」が特に危険視，

する重大な事態を招く可能性が否定できなかったにもかかわらず，原

子力安全委員会等は，本件安全審査において，鋼の融点が１５００℃

近くであることのみを根拠に，ナトリウムが鋼製床ライナ上で燃焼す

る場合も，床ライナと火炎の間にはナトリウムが存在するから，床ラ

イナの温度上昇はナトリウムの沸点８８０℃以上になることは考えが

たいとして，鋼製床ライナの設置のみによって漏洩ナトリウムと床コ

ンクリートとの直接接触を防止することができると判断した重大な判

断の誤りを犯したものである。

そのため，本件安全審査では，床ライナの腐食損傷と，それに起因す

る水素爆発の規模や床コンクリートの強度低下の程度も全く想定され

ておらず，それが 「炉心冷却能力の低下」を招く恐れがあることが明，

らかであって，そのことについては，被控訴人国も，当控訴審の審理

の中でさえ，まともな反論も否定もできなかったところである。

３ ﾅﾄﾘｳﾑ漏洩原因 漏洩ﾅﾄﾘｳﾑ漏洩形態の過誤欠落の存在等とその態様の重大さ,

また，本件安全審査には，溶融塩型腐食損傷の知見に関する看過し

難い上記過誤欠落に加えて 「炉心冷却能力の低下」から「炉心溶融」，

を招き，さらに「炉心崩壊」に至る重大な事態を招く恐れのある重要

な要因，たとえば，ナトリウム漏洩原因や漏洩ナトリウムの漏洩形態

など，についての調査審議の過誤欠落があり，その結果，前記重大事

態に至る危険性が容易に予測可能であったにもかかわらず，それらの

要因の調査，検討をまったく怠り，申請者に設置許可変更申請を促す

などの対応策を講じなかった結果，本件「２次冷却材ナトリウム漏洩

事故」を招いた。

すなわち，ナトリウムのスプレー状噴出時における温度やその場合

のライナ温度の知見については，多量の高温ナトリウムが空気中にス

プレー状に噴出すると周囲が１０００℃を超える高温の火の海状態に
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なることは，１９８９年のスペインのアルメリア太陽光発電所金属ナ

=動燃報告「海外のナトリウム噴出火災事故で明らかになっており（未提出

，かつ，国トリウム漏洩事例の対応について」添付資料 【準備書面(3)別紙⑱） 】

内でも，訴外動燃は１９８２年にナトリウムのスプレー状噴出によっ

て床ライナを模擬した受皿温度が８８０℃を超す高温になるという実

,1 添5-22頁 準験結果を得ていた（ 「 」乙ィ９動燃 第４次報告書 添付資料５ ， ）【

。備書面(3)別紙⑲】

また，温度計の振動によるナトリウム漏洩事故の知見については，１

９８５年にフランスの高速増殖炉スーパーフェニックスで２次系配管

に挿入された先端の長いナトリウム温度計の振動を原因とする温度計

部分の小さな漏洩口からのナトリウム漏洩事故が起きており，それに

対して振動対策が取られたことも報告されており，国内においても，

訴外動燃や監督官庁の科学技術庁は事故直後にフランスから上記情報

）【 】を入手していた（ 「 」甲ィ４６８久米三四郎 陳述書 21頁 準備書面(3)別紙⑮

の大きな破断を想定して（なお，訴外動燃は，上記知見につき，漏洩口１５㎝２

解析すればスプレー状噴出を招く破断の場合を兼ねることができるとの誤った判

。断により，検討を怠った）

そればかりか，本件安全審査には，原審佐藤証人が証言するとおり，

訴外動燃の提出した事故解析中の「漏洩ナトリウムの熱的影響」の意

味すら理解せず，原子炉設置許可申請書記載の事故解析をフォローす

ることさえ怠るという，無為無策というべき重大な欠陥がある。

五 国の主張について

被控訴人国の最終準備書面における主張のうち，控訴人らの主張に反

する部分はいずれも理由がなく，控訴人らの主張を左右するものではな

い。

１ 総括的な反論

( ) 原子炉設置変更許可申請と整合しない被控訴人の主張。1

① 訴外動燃は２００１年６月６日，ナトリウムの緊急ドレン設備

の改善・増設を内容とするもんじゅの設置変更許可を申請した 乙（

イ・９４・３頁 。 その理由は 「空気雰囲気下でのナトリウム） ，



- 117 -

漏洩に伴う火災に対する影響緩和機能の充実，強化を図るため，

２次ナトリウム補助設備の一部を変更する」とされている（乙イ

・９４・２頁 。）

② 他方，被控訴人は「本件安全審査において妥当と判断した２

次系の床ライナに係る審査の合理性は何ら左右されるものでは

ない」とも主張し（被控訴人最終準備書面・１０９頁 ，上記）

変更許 可申請と「本件安全審査の妥当性」との関係について

は，一言の 言及もない。これは甚だ不可解である。

③ すなわち，

（ⅰ）本件ナトリウム漏洩事故にもかかわらず，もんじゅの安全審

査の妥当性，合理性が「何ら左右されるものでない」のであれ

ば，なぜ訴外動燃は変更許可を申請したのか？ それとも被控

訴人はこの申請を不必要なものと考えているのか？

（ⅱ）原子炉の設置変更許可申請は，被控訴人が主張する「基本設計」

の変更と当然に理解されるが 「基本設計」の変更が必要となった，

（ ），もんじゅの安全審査が 注・２次系ナトリウム漏洩事故について

なおも妥当で合理性があるというのは如何なる法的ないし科学的根

拠に基づくものなのか？

とりわけ，今回の設置変更許可申請は本件ナトリウム漏洩事故が

提起した「床ライナによるナトリウムと床コンクリートとの接触防

止」という，争いのない「基本設計」の安全性にかかわるものであ

る。そうである以上被控訴人は安全審査の妥当性・合理性と上記の

設置変更許可申請との関係について，十分な説明責任を負っている

ことは余りにも当然である。

④ しかし，被控訴人はこの説明責任を履行できなかった。これは，

即ち被控訴人において，本件ナトリウム漏洩事故について （ⅰ），

「基本設計」と（ⅱ 「安全審査の妥当性，合理性」と （ⅲ）本） ，

件ナトリウム漏洩事故と （ⅳ）今回の設置変更許可申請の，相互，

の関係を整合的に説明できないことを認めたものと言わざるをえ

ない。
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仮にそうではないとするならば，被控訴人は直ちに今回の原子炉

設置変更許可申請がもんじゅの「基本設計」とは関係がないことを

論証すべきである（この論点は，既に控訴人の最終準備書面・６７

頁で提出ずみである 。）

( ) 本件ナトリウム漏洩事故による事態および原因は「新知見」では2

ない―被控訴人の主張は誤導である。

① 被控訴人は 「界面反応による２次系の床ライナの腐食と，漏洩，

ナトリウムの燃焼による２次系の床ライナの温度上昇という二つの

得られた」と主張し（被知見が （本件ナトリウム漏洩事故後）新たに，

控訴人最終準備書面・１０９頁 ，この「新知見であること」を前提として，）

以降の論述を展開する。

しかし，原審からくり返し控訴人が主張し，指摘してきたとおり

（控訴人最終準備書面・６６頁ほか ，上記の化学反応に関する知）

見は，既知のものであって何ら新しい知見ではない。

② あえて再説すれば，社団法人電気化学会は，原子力安全委員会か

らの調査依頼に対して，１９９７年３月１９日に下記の回答を行っ

ている（乙イ・４１・参－１４以下 。）

記

「３．溶融塩腐食に関する理解

（ ）高温腐食（高温酸化・硫化を含む）において，腐食生成a

物あるいは材料表面の付着物等に融体が生成する場合には加

速的な腐食か進行することが知られていた （乙イ・４１・。

参－１６）

４．ナトリウム酸化物・炭酸塩等についての理解

分析化学の分野において，難溶解性の金属・酸化物の分析

では過酸化ナトリウムとともに過熱・溶融し分解すること

Vol.1,は かなり一般的に行われている 鉄鋼化学分析全書；， 。（

日刊工業 ( )）これは過酸化ナトリウムの酸化性と酸化, 1963

物の溶解特性を利用したもので，今回の － －Ｏ系でのFe Na

反応の可能性を類推させるものである。
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Ⅲ （予測の可能性）燃焼ナトリウムと接触した鉄が酸素の存在．

のもとに鉄の融点以下で損傷し得るという知見が，もんじゅの設計

， 。・審査時点で一般的に存在したか あるいは予測が可能であったか

「結論から言って，損傷の発生する可能性を予測することは可能

であったと判断される （乙イ・４１・参－１７）。」

（ ） の燃焼実験の結果からも，ほとんどの が燃焼して酸5 Na Na

化物，過酸化物になる場合，あるいは水（水蒸気）との接触

による が共存する場合には，かなりの腐食速度を示すNaOH

ことが報告されている。

さらに詳細な同様の報告が英国原子力局から出されてお

り，増殖炉設計の分野では入手可能な情報と考えられる。

Ⅳ （結論 「鉄，ナトリウムおよび酸素が関与する界面反応」． ）

について，必要な情報の開示の下に本会の専門家に問い合わ

せ・調査依頼があれば，他分野の専門家（今回の例では鉄鋼

精錬分野）との協力により適切な提案または助言が可能な知

見を本会は有していたといえる （乙イ・４１・参―１８ 」。 ）

③ 以上要するに，被控訴人の主張は被控訴人にとっては「新知見」

かもしれないが，関係分野においては周知の事実だったのである。

社団法人・電気化学会の上記回答は 「聞いてくれればいつでも教，

えてあげたのに･････ 「高速増殖炉の設計分野でも，当然，知ってい」

たでしょう･････」と読める。

つまり，本件ナトリウム漏洩事故の原因を「新知見」であるなどと

主張するのは被控訴人のみであり，従って控訴人は被控訴人の安全審

査に欠落（無知）があると主張するものであり，かつ，この欠落（無

知）が「基本設計」の内容である床ライナの健全性に直結することか

ら，この欠落は「看過」することができず，また床ライナの健全性の
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確保は２次系の冷却機能，即ち原子炉の冷却機能に直接関連すること

から「重大」なものと指摘しているのである。

④ いずれにせよ，被控訴人の主張（ 新知見 ）は，本件ナトリウム「 」

漏洩事故の原因について，これを「新知見」と称して，あたかも何人

もこれを知りえなかったかのように位置づけようとする点で誤導であ

り，かつ不誠実な主張であることは明白である。

自ら提出した証拠（乙イ・４１・参－１４以下）を無視して 「新，

知見」などという主張をする被控訴人の主張態度を，控訴人は到底理

解できない。

２ 「事故防止対策における２次系のナトリウムの床ライナの位置づけ」

（被控訴人最終準備書面・１０９頁～１１０頁）に対する反論

( ) 被控訴人の主張1

「１次系のライナがコンクリートとの直接接触の防止を図っている１

次系ナトリウムは，放射性のものである。これに対し，２次系の床ラ

イナがコンクリートとの直接接触の防止を図っているそれは，非放射

性のものである。

･････したがって，･････２次系の床ライナは，本件原子炉施設内に内

包される放射性のナトリウムに対する考慮のために設けられる１次系

のライナとは異なり，多重防護の考え方に基づく事故防止対策そのも

のに直接に位置づけられるものではなく，上記の冷却系の系統分離に

かかわりを持つことから，事故防止対策の一環として間接的に位置づ

けられるにすぎない （１１０頁）。」

( ) 反論2

① この主張は，被控訴人が「もんじゅ」設置許可処分を行うに際し

て 「もんじゅ」の基本設計の安全性に関して，重大な誤った認識を，

有していたこと，したがって，その誤った認識が本件「もんじゅナト

リウム火災事故」を招いた背景であることを，見事に示している。そ

の重大な誤りは「２次冷却系軽視」である。

上記の被控訴人の主張が以下のことを宣言していることは明らかで

ある。
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「１次冷却系は放射性のナトリウムが冷却材として循環しているの

に対して，２次冷却系内には非放射性のナトリウムが循環しているだ

， ，けであるから ２次冷却系およびそれに関連した床ライナの重要性は

１次系のそれに比べて相対的に低い」と。

このような２次冷却系軽視の主張の誤りは，被控訴人が原子炉施設

の根本的な機能・構成を全く理解していないことである。すなわち，

いかなるタイプの原子炉施設であれ，運転中に発生した「死の灰」な

どの放射性物質を多量に内蔵している原子炉内の核燃料体（ 炉心 ）「 」

の冷却が，正常運転中はもちろん事故発生時にも不可欠であり，かつ

「炉心」で発生した熱は，最終的には，２次冷却系を経由して，蒸気

発生器よりなる蒸気系，ないしは 「もんじゅ」の場合には，補助的，

な「空気冷却器」を経由して周辺環境に放出される，という基本知識

に欠けているということである。

こうした２次冷却系軽視の誤りは，すでに，甲イ・４８２（ 久米「

三四郎陳述書 ・１～５頁）で明快に指摘したとおりである。」

② そもそも２次系の床ライナが事故防止対策としては「間接的」に

位置づけられるにすぎないなどという主張は，安全評価指針その他の

法令からは全く導くことのできない被控訴人の独自説である。

本件ナトリウム漏洩事故の問題の核心は，もんじゅの床ライナ（厚

さ６㎜）によって，ナトリウムとコンクリートの接触を防止すること

ができるか否か（注・これが「基本設計」の内容となることは被控訴

人も争わない）であって，この点について「直接的位置づけ」と「間

接的位置づけ」の区別が生じる余地はない。

現に訴外動燃は「安全評価における２次冷却材漏洩事故のナトリウ

ム燃焼解析について」という文書（甲イ・４５７）を作成してこれを

被控訴人に提出している。

被控訴人の上記主張を見るとあたかも２次系の床ライナは「基本設

計」の内容に含まれないとまで主張するのかという疑問すら生じてく

る。もしそこまで主張するのであれば，直截，明確そして大胆にその

旨を被控訴人は明らかにすべきである。
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３ ｢本件安全審査後に得られた界面反応による腐食に係る知見と本件安全審査の合

理性｣に対する反論

( ) 被控訴人の主張1

被控訴人は，訴外動燃が実施したナトリウム燃焼実験の結果の解明の

ために訴外動燃が行った計算結果について，

「その結果によると，床ライナの減肉量は中央値で ～ ミリメ3.2 3.3

， 」（ ）ートル 上限値で ～ ミリメートルとされている １１２頁5.2 5.5

と主張する。

( ) 反論2

しかし，この主張は，以下に述べるように，訴外動燃の計算結果を誤

って評価し 「溶融塩型腐食」による床ライナの深刻さを過小に評価す，

るものである。

① 訴外動燃が行った計算の最終結果は，動燃の「第６報報告書 （乙」

イ・４８， ～ 頁）に纏めて示されている。被控訴人3.1.3-90 3.1.3-96

が引用している上記の数値も，同号証，表４（ 頁) に掲載さ3.1.3-90

れている。しかし，それらの数値は同表からも明らかなように，ナト

リウム漏洩率が低い二つの場合（ 及び ）に対する結0.01 ton/h 0.1 ton/h

。果である

これら漏洩率が低い場合には 「もんじゅ」現有のドレン設備のま，

までも，事故対策手順書どおりの運転操作を行えば，漏洩するナトリ

ウムの漏洩・燃焼時間は，約８０分程度で終結するという計算結果が

得られている（図６，図１３及び図２０ 。しかし，漏洩率がより高）

い場合には ナトリウムの燃焼時間が２時間以上４時間にも及ぶこと，

が上述の３図は示しており 燃焼時間が長くなることに対応，さらに，

して，床ライナの温度が６００℃以上の高温に保たれる時間も２時間

になっている（図７，図半から３時間４０分にも延伸することが明らか

１４及び図２１ 。）

② 「ナトリウム燃焼実験Ⅱ」では 本件「もんじゅナトリウム火災事，

故」の情況を再現させ ナトリウムの漏洩・燃焼時間を３時間以上と，

ことによって 「溶融塩型腐食反応」による床ライナの腐食進行時間も長した ，



- 123 -

くなり，ついには， てボロボ床ライナには大小数個の穴あき箇所が生じ

床コンクリートとの直接接触によって発生した水素ガスのロになり，

ことは公知の事実である。爆発的燃焼まで誘発していた

③ 従って，ナトリウムの漏洩率が３ 程度の場合には，現有設備ton/h

のままでは，計算対象となった大きさの違う３部屋すべてにおいて，

特に，狭くて床面積の小さい二つの部屋，過熱器室と蒸発器室では確

実に 「実験Ⅱ」で出現したような床ライナの穴あきが発生すること，

は容易に予測できる。

そうであるが故に訴外動燃は 「もんじゅ」の現有設備を改めると，

いう基本設計の変更を内容とする設置変更許可申請を行わざるを得な

かったのであり，これは当然の帰結である。その重大な訴外動燃の計

算結果を，未だに誤って評価し 「本件安全審査の合理性は失われて，

いない」との主張の出発点としている被控訴人の態度は厚顔無恥とし

か言いようがない。

④ 因みに 「上限値で ～ ミリメートル」という被控訴人の主張， 5.2 5.5

は 「現状設備」を前提とし，これにより「現状設備」で本件ナトリウ，

ム漏洩事故が発生しても，もんじゅの安全性は確保できた＝本件安全

審査は妥当で合理的だったとの結論を導くものだが，これも誤導であ

る。

設備」とは，運転手順書を是正することを即ち，被控訴人の言う「現状

条件としたものであり，本件事故時の「 設備」とは全く異なる（乙イ・４原状

６・１７頁 。正しい意味での「 設備」では（即ち，本件ナトリウム漏洩） 原状

事故では ，ナトリウムは約３時間４０分間漏洩が継続したのであり（乙イ・）

４１・１１頁 「 設備」なるものの漏洩時間（約８０分間，乙イ・４６・）， 現状

１７頁，乙イ・４７・３－１－３－１５）とは著しく相違する。

そして仮にナトリウムの漏洩率が低かったとしても この漏洩が 原， 「

設備 （注・これが本件安全審査の対象である）で３時間継続すれば，床ラ状 」

イナの貫通損傷，即ちナトリウムとコンクリートの直接接触が生じたことは，

燃焼実験Ⅱで実証されたのであり，被控訴人の主張は失当である。

４ ｢界面反応による腐食に係る知見と本件安全審査の合理性｣に対する反論

( ) 被控訴人の主張1
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「界面反応による腐食が起こるとしても，減肉量に相応した板厚等を

採用するなどの詳細設計段階における対処によって床ライナの機械的

健全性を維持することは十分可能である。したがって，界面反応によ

る腐食を考慮に入れても，鋼製の床ライナを設置することによりナト

リウムとコンクリートとの直接接触を防止するという本件原子炉施設

」（ ）の基本的設計方針の実現可能性が否定されることはない １１２頁

( ) 反論2

① この主張は，原判決の

「漏洩ナトリウムとコンクリートとの直接接触の防止を図ることが

不可能であるかまたは現実的でないという場合には，床ライナによ

ってナトリウムとコンクリートの直接接触を防止するという基本設

計ないし基本的設計方針の妥当性は失われる （原判決・７３２頁）」

との判示に，いわば「悪乗り」したものと言うべきである。

また被控訴人は，これまで２次系床ライナの板厚の増加などを主張

も立証もしたことはないし，詳細設計段階に属する事項を理由として

「基本設計」の司法的是正を行うことの法的整合性の欠如（専門技術

的裁量が妥当する分野の司法審査の判断方法として）を認めていたは

ずである。従って被控訴人の上記主張は，従前の被控訴人の主張とも

矛盾するものである。

② 原判決を評価するにあたって重要なことは，上記の原判決も控訴

人が事実に即して訴え続けてきた「床ライナによってナトリウムとコ

ンクリートの直接接触を防止するという基本設計ないし基本的設計方

針の妥当性は失われる 」との主張を認めざるをえなかったことであ。

る。

にもかかわらず被控訴人は，原判決も認めざるをえなかった控訴人

の主張の正しさを隠蔽するために，原判決が誤って判示した以下の条

件箇所のみを振りかざすという卑劣な主張を行っている。

「漏洩ナトリウムとコンクリートとの直接接触の防止を図ることが

不可能であるかまたは現実的でないという場合には 。」

③ 以上をふまえ，原判決と被控訴人の主張の誤りを以下，指摘する。
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， ，(ⅰ) 上記三の５の( )で指摘したとおり 最高裁伊方判決に照らせば3

原判決が 「減肉量に相応した板厚等の具体的設計 （７３４頁）を， 」

後続の詳細設計許認可段階に期待し，安全審査における安全性評価

の際に不可欠な諸量の一つである床ライナの厚み等が，あたかも詳

細設計段階で変更できるかのように判示したことは，重大な判例違

反であることは明白である。

（ⅱ）原判決の判示の誤りは，後続処分段階の設計の任務や進め方につ

いてひとりよがりな誤解に基づいている。

床ライナの板厚が，安全性評価で合格した「板厚は６ミリ （甲」

イ・４６７・２－６，２－１４など）という想定条件を所与の条件

として進められ 「板厚をいくらにしたらよいか」といったことは，

許認可の審査対象にもならないことは上記三の５の( )で指摘した3

ところであり，事実，そうした審査権限を有する行政上の組織も存

在しない。

そして，それら所与の条件の下に，技術的に確実で経済的にも合

理的な設計を立案，審査するのが，詳細設計の段階の任務である。

（ ） ， 「 」ⅲ 原判決は 床ライナの厚さの変更方法が 現実的であるかどうか

を，基本設計破綻救済策の条件の一つに提示している。しかし，原

審では，被告側が「条件説」を最終書面で記述していただけで，そ

の「現実性」について法廷で審議したことは一度もなかった。

床ライナ用鋼板を床コンクリート上に設置した支え枠に溶接して

行く方法の技術的・経済的困難さについては，久米陳述書で明らか

にしたとおりである（甲イ・４８２・２６頁 。）

その説明に対して被控訴人は何の疑問も反論も提示しないままに

推移し，現状での「板厚変更」の非現実性は，

「ついでながら申し上げますと，板（注・床ライナ）を厚くし

さえすればいいというものでは決してないんでございまして。

逆に板厚（注・床ライナ）をあんまり厚くし過ぎますと，例え

ば熱膨張等で，多少ひずみが出たりしますと，かえって困ることが

あります （佐藤一男証言・１１８頁）。」
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として，原子力安全委員長自身が，これを認めるとおりである。

④ 被控訴人は 「もんじゅの床ライナの板厚（ ㎜）を上回る床ラ， 6

イナを設置することが，技術的および経済的に困難であり，その実

現が不可能であるともいい難い」と主張するが（１１７頁 ，そう）

であれば，

（ⅰ）どのような材質によって，どのような板厚の床ライナを設置する

ことが可能と被控訴人は判断するのか？

（ⅱ）床ライナの板厚の増強について被控訴人と訴外動燃との間で，ど

のような検討がなされたのか？

その結果はどのようなものだったのか？

ⅲ 上記のとおり 原子力安全委員会の委員長だった佐藤一男は 床（ ） ， ，「

ライナの板厚を厚くすればいいというものではない」との趣旨の証

言をしたが，この証言内容の当否はどうか？

との疑問が当然に生じる。

しかし，この当然の疑問に対して，被控訴人は何らの回答を有して

おらず，単に控訴人の主張を抽象的，一般的に批判することしかでき

ない。

以上によれば，被控訴人は本件ナトリウム漏洩事故＝本件許可処分

の無効を正当化ないし適法化するための立証責任も果していないこと

は明らかである。

六 「本件２次冷却材漏洩事故対策」の破綻と原子炉設置許可処分の無効

以上のとおり，本件「もんじゅ」の「２次冷却材漏洩事故対策」の基

本設計の安全性を確認した原子力安全委員会等の安全審査には，溶融塩

型腐食損傷をはじめとする重要な知見に関する過誤欠落があり，その結

果，安全審査における「基本設計の安全性は確認できた」旨の結論は，

もはや維持できないことが明らかであって，本件原子炉設置許可処分は

基本設計の変更を免れないところであり，事実，訴外動燃は，すでに平

成１３年６月 「２次冷却材漏洩時，当該系統のナトリウムを緊急にドレ，

ンできる設計とする」旨を内容とする「設置許可変更申請」を提出した

94=高速増殖炉もんじゅ原子炉設置変更許可申請書[原子炉施ところである（乙ィ
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。設の変更] （三,５,(2)参照） ）

よって，司法統制における違法判断の枠組である「調査，審議，判断

の過程における看過し難い過誤欠落」の要件についても，その該当性が

肯定されるべきことは明白である。

そして，原子炉等規制法は，他の科学技術や産業に比類のない原子炉

施設の高度の潜在的危険性を踏まえて 「核原料物質，核燃料物質及び原，

子炉による災害を防止し，…公共の安全を図るために，原子炉の設置及

（同び運転等に関する必要な規制等を行う」ことを目的として制定された

特別に厳格な規制法規であり，しかも，原子炉設置許可に関する法１条）

同法２４条１項所定の要件のうち，同項３号 ，及び４（技術的能力に限る）

号は，原子炉施設の従業員や周辺住民の生命，健康，重要な財産の保護

を目的とする，同法の上記規制目的を達成するための中核的要件を定め

た重要な法条である。

とりわけ，本件「もんじゅ」は，未だ研究開発段階にある原子炉であ

る高速増殖炉であり，…炉心の燃料としてはウランとプルトニウムの混

合酸化物が用いられ，炉心内において毒性の強いプルトニウムの増殖が

行われているのであって ，そのことは，建設，（最高裁もんじゅ判決判示）

運転実績の多い商業用原子炉に比べて，周辺住民にとって大きな脅威と

なる蓋然性がそれだけ高いことを意味する。

したがって，本件「もんじゅ」にかかる本件原子炉設置許可申請が，

炉規制法２４条１項３号 ，又は４号の要件に適合しな（技術的能力に限る）

い場合は，そのこと自体に重大な違法があるものと評価されるべきであ

（控り，そこに本事案における違法論の本質があるものというべきである

。訴人最終準備書面（2）の一，五の１参照）

加えて，本件安全審査の調査審議過程で必要な知見における過誤欠落

を犯した処分庁である被控訴人国と，基本設計の策定と安全評価におい

て誤りを犯した処分の名宛人である訴外動燃には重大な帰責事由がある

うえに，安全審査の審議過程における本件過誤は，上記五のとおりその

態様においても無為無策というべき重大なものである。

他方，周辺住民である控訴人らは，上記重大違法について何の落度も
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責任もないにもかかわらず，否応なしに上記違法による危険を日々甘受

しなければならない立場に置かれている。

そのうえ，本件安全審査における上記誤りは，控訴人らにとっては，

本件「２次冷却系ナトリウム漏洩火災事故」が「もんじゅ」で現出し，

これを契機として，訴外動燃，科技庁及び原子力安全委員会が実施，検

討し，一般に公開した上記三の「燃焼実験Ⅱ」,並びに，｢コンピュータ

解析｣の結果を総合することによって，はじめて知る機会を与えられたの

であり，原子力設置許可の段階でかかる事実を認識することが不可能で

あったことも客観的に明らかである。

よって，重大な上記違法事由が，控訴人らの前に明らかにされた時点

で，控訴人らには，改めて本件原子炉設置許可処分の効力を争う機会を

認めるのが道理であり，その途を閉ざすことは社会正義に著しく反し，

およそ許されないというべきである。

とりわけ，本件控訴人らは，新たな上記違法事由が明らかになった時

点では，すでに本件原子炉設置許可処分が違法であることを理由として

抗告訴訟の一種である本件無効確認訴訟を提起していたのであるから，

少なくとも，上記違法事由との関係においては，本件控訴人らには，実

質上，提訴手続の不遵守はなかったものと解すべきである。

しかも，基本設計の安全性が確認されない原子炉施設が設置運転され

た場合の危険性と，かかる原子炉施設の運転はおよそ許されないとする

原子炉等規制法２４条１項４号の趣旨に照らせば，周辺住民に対し，当

該違法事由の主張を認めることは，むしろ公益にもかなうものというべ

きである。

そして，以上の事実は 「いまだ技術的に未確立であり，事故が発生す，

れば，その被害は甚大なものとなる高速増殖炉（原発）の安全性が無効

確認訴訟で争われている本件において 「出訴期間の制約を外して効力」，

（ ）」を否定しなければならないほどの重大な違法性 重大な事故発生の恐れ

（首藤重幸「 もんじゅ』行政訴訟差戻一審判決 ，ジュリスト№ ＝平成 年『 」 1202 12

があることを示している。度重要判例解説． ， ･ 頁）2001.6.10 41 42

よって 原子力安全委員会による もんじゅ の本件安全審査には ナ， 「 」 ，「
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トリウム漏洩事故対策」の基本設計が 「安全評価の考え方」 )①の要， (3.2

求する安全設計上の条件を充たすとした調査審議判断の過程に看過し難

い過誤欠落あることが明らかであるから，これに依拠した国の判断に不

合理な点があり，本件原子炉設置許可処分には重大な違法があり無効と

いうべきである。
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第２ 高温ラプチャを看過した安全審査の重大な違法の存在

一 蒸気発生器技術の困難性

１ 蒸気発生器は高速増殖炉の最大のウイークポイントである

高速増殖炉の技術のうち最も危険性の高い技術の一つがナトリウム

と水の熱交換を司る蒸気発生器である。わずか３ミリ程度の配管の壁

を隔ててナトリウムと水の間の熱交換を行なうという技術は根本的な

困難を抱え込んでいる技術である。

もんじゅにはヘリカルコイル型で，伝熱管の材質もことなる蒸発器

と過熱器という二つの蒸気発生器が設備されている。そもそも軽水炉

の蒸気発生器には既に確立した設計が存在しているが，高速増殖炉の

場合は未だに試行錯誤の段階で確立した設計というものが存在しな

い。世界的には高速増殖炉の開発自体がほぼ停止した状況となってい

るが，遂にこれが決定版という蒸気発生器の設計の標準化はなされな

かったのである。むしろ，この技術の困難性と暴走事故の危険性が安

全性の面から見た高速増殖炉技術そのものの世界的な放棄の原因とい

っていい（小林３０回５１，５２丁 。）

蒸気発生器の安全性については，多岐の論点があるが，ここでは，

その中から供用期間中の伝熱管検査技術と漏えい検知のための水素計

の問題点を主要な論点として取り上げた。この二つの論点は，別件民

事訴訟では，現実に事故を防止し，また早期に終息する安全確保の手

， 。段がないということとなり 差し止め・違法事由を構成すると考える

さらには，本件行政訴訟においても，伝熱管の破断事故が不可避な

， ，ものであり 決して特殊な状況でしか起こり得ない事故ではないこと

配管の破損を早期に検出して事故の拡大を防止し，早期に終息する手

段が欠けていることを示すものである。このような事情は，もんじゅ

蒸気発生器の安全審査を，極めて慎重に行わなければならないことを

基礎づける背景事情となると考える。

２ 伝熱管の健全性についての検査技術の未確立

(1) 検査の困難なコイル型

この蒸気発生器伝熱管の健全性を維持するためには定期検査時の
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伝熱管の探傷検査が極めて重要であるが，このような技術が未だ確

立しておらず，今後も確立の目途が立たないことが最近になって明

らかとなった。

もんじゅの蒸気発生器は伝熱管（細管）の形状が軽水炉のような

逆Ｕ字形でなく，ヘリカル・コイル（らせん形）になっており複雑

な形状となっている。一体の蒸発器または過熱器に，約１５０本の

ヘリカル・コイル型伝熱管が束ねられている。

このような，形状が選ばれた理由は熱交換に優れていること，温

度変化に伴う膨張収縮をよく吸収できるというメリットからである

とされる。しかし，このような複雑な形状となっていることから製

作が困難であり，又，検査にも困難が生じている。

(2) 標準化された軽水炉でも発生した伝熱管完全破断

世界中に数百基が稼働する加圧水型原発には標準化された蒸気発

生器が搭載され，その運転経験はアメリカの原子力規制委員会など

から公表され，定期検査でその全数が検査されている。軽水炉の場

合は定期検査時にすべての伝熱管の健全性を検査する技術が確立し

ている。それでも，なおかつ１９９１年２月９日に発生した美浜２

号炉事故のように，蒸気発生器の伝熱管の完全破断事故という重大

な事故を未然に防止できなかったのである。そして，軽水炉の蒸気

発生器の設計基準事故が保守的なものではないという批判的意見が

ＮＲＣに所属する研究者からＮＲＣの公式文書として公表されてい

る（日弁連人権擁護大会シンポジウム報告書 甲イ４６３号証 。）

(3) 検査技術が開発途上であることを示す内部告発

２０００年１１月に，本件もんじゅ訴訟の原告ら宛にもんじゅ開

発に携わる技術者から寄せられた内部告発によって，もんじゅ蒸気

発生器の伝熱管について定期検査時の検査技術が開発途上であるこ

とが判明した。この内部告発によれば，現在では開発が困難として

委託先の変更までが検討されているという。これだけの長期間を費

やして完成をみない技術にはそもそも無理があると考えるべきでは

ないか。
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(4) もんじゅ蒸気発生器の伝熱管検査技術の現状とその評価

① 原発におけるＥＣＴの重要性

ＥＣＴによる欠陥の検出は特に軽水炉において，重要な役割を

背負ってきた。これは前述の美浜２号炉における蒸気発生器細管

。 ， ，の疲労破断によって示されている すなわち 定期検査において

ＥＣＴにより細管を詳細に点検していたにもかかわらず，疲労損

傷を検出できずに，結局，原発を危険な状態に陥れたのである。

同様の事故は，美浜事故以前に，ノースアンナ原発において起き

ており，その教訓は生かされなかったのもまた，事実である。

このように，蒸気発生器細管の損傷は原発に致命的な損傷を与

えかねないという点から，それを健全に保持する手段として，い

うまでもなく，定期検査で念入りに点検を行う以外に方法はない

のである。原発においては，多重防御と称して安全性をいくら強

調してもＥＣＣＳが作動するような状況を阻止しなければならな

い。なぜなら，ＥＣＣＳは最終防御ラインであって，もし，この

システムが機能しなければシビアアクシデント（過酷事故）によ

り原子炉は破壊し，広範囲にわたり放射能汚染がおきて，住民が

致命的被害を被るのである。

， ，過去の事故の教訓を生かすという点においても ＥＣＴによる

「もんじゅ」の伝熱管の点検法とその検出精度に注目することは

極めて重要である。

② 検出の目標精度

ＥＣＴとは，コイルに高周波の電流（磁場を作る）を流し，そ

れを被対象物（金属）に接近させたときに電磁誘導によりコイル

の電位に変化が生じる（渦電流の発生）というよく知られた現象

を利用した欠陥を検出する手法である。すなわち，被対象物の欠

陥の有無により出力に違いが生じるので，これを検出すれば，欠

陥が発見できるということになる。

渦電流は表面で最も大きく，表面から内部にいくにつれて急速

に低下するという性質がある。したがって，表面近くに欠陥が存
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在する場合には，電流の変化が大きく，最も検出精度が高いとい

える。特に表面に段差がある場合には，渦電流は著しく変化する

ので，このような欠陥による出力変化は比較的精度よく測定され

る。

円管の外周部について内面から行う検査には，周波数を低下さ

せて，電流を内部まで浸透させる必要がある。しかし，周波数の

低下は誘導電流による出力の低下をともなうので検出精度は低下

する。このように，外周部を内部のセンサーから検査する場合に

は，検出精度の低下は原理的に，避けられないものなのである。

「 」 ， ，もんじゅ におけるＥＣＴの欠陥の検出目標精度は 円周率

厚さ２０％，幅１０ｍｍの減肉の検出であるという。この目標値

は蒸発器の伝熱管の材質と密接に関係している。それは，蒸発器

の伝熱管に冷却水による応力腐食割れ等を考慮して低合金鋼を用

いていることである。この金属は強磁性体であり，非磁性体の銅

やステンレス鋼と電磁特性の違いから，同じ周波数でコイルを励

磁しても，被測定物の内部まで電流は浸透しないのである。すな

わち，外周部の検査には，非常に低い周波数を用いなければなら

ないので（非磁性体の１／１０－１／１００程度 ，検出性能は）

著しく低下する。このような事情から，Ｓ／Ｎ比（欠陥の信号の

大きさと雑音の大きさの比）が高くならないのである（欠陥から

の信号が雑音に埋もれてしまう 。）

③ 目標精度で重要な欠陥をはたして検出できるか

現実の伝熱管の破断は，広範囲の減肉で内圧により円周方向に

破断が起きるという想定されたモデルよりも，多くは局所的な欠

陥の発生と振動による疲労，応力腐食割れ・粒界腐食などによる

その伝播という過程で破壊している。

これは今日までに経験した軽水炉の漏水事故を思い浮かべれば

十分理解できる。すなわち，疲労，応力腐食割れ，あるいは粒界

腐食といった破壊形態は０．１ｍｍ以下の結晶粒のオーダーの微

小亀裂が発生して，次第に内部に，拡大，伝播する。亀裂は開口
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変位は非常に小さく，したがって，このような欠陥による渦電流

の変化もまた小さくなり，雑音に埋もれるだろう。また，溶存粒

子が亀裂内部に侵入したり，錆が付着するので検出性能はさらに

低下する。

伝熱管は支持金具或いは支持板で保持されているので，外周部

の検査の際にはこの影響が信号として導入される。したがって，

このような箇所に発生した亀裂はさらに検出が困難となる。以上

の理由により美浜２号の細管の亀裂は破断するまで検出されなか

ったのである。これを教訓として生かすのならば，開発目標とす

る検出精度では，伝熱管の安全性を保持することはできないとい

えよう。

④ 亀裂発生の可能性

らせん状に加工された伝熱管には，管内部に高温，高圧の蒸気

が流れて，管外面は管の走向にほぼ垂直に高温のナトリウムが流

れるという特殊な環境にある。したがって，伝熱管には，蒸気の

内圧と外部のナトリウム流による流体力が作用する。

美浜２号では，細管と支持板の隙間に不純物が堆積し，それに

よるデンティング（締め付け）とあいまって，流体力の作用によ

り細管が共振して疲労破断したという事実がある。すなわち，致

命的な破断は微小亀裂の発生とその伝播によって起きる。蒸発器

において，このような箇所としては，支持金具と曲率の小さな曲

げ加工を受けた部分（残留応力が発生している ，伝熱管の取り）

付け部，溶接部（高温に加熱されているので，材質が鋭敏化し，

腐食されやすい）などがあげられる。特に，高温環境は粒界析出

による材質の鋭敏化を招き，耐食性が低下する。

亀裂の先端は応力集中により非常に大きな応力が発生している

ので，均一に減肉するような破壊とは異なり，たとえ平均応力が

低くても，亀裂は十分に進行するのである。

伝熱管支持部には伝熱管とスリープとには隙間が存在するの

で，流力弾性振動により管は常に振動しているから，いずれ損傷
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を受ける。もし，共振状態にでもなれば（固有振動数は支持金具

間の細管の長さで決まる ，疲労破壊は免れない。同様の現象は）

伝熱管取り付け部（構造の詳細は不明）でも発生する可能性があ

る。

とりわけ，このような箇所は配管外部には支持金具やその他の

部材が接合されているわけであるから，渦電流への影響因子が多

く，ＥＣＴによる欠陥の検出精度は他の場所よりもきわめて低く

なる。

⑤ まとめ

開発途上で設定された検出性能を満たしても，実際に起きる破

壊を防止するための検査手法としては全く不十分であることは，

過去の原発事故が物語る。また，ソフトによる信号処理（ウェブ

レット法等）による微小亀裂の検出は，Ｓ／Ｎ比が大きくない限

り大して改善は期待できないであろう。したがって，蒸発器や過

熱器における伝熱管の損傷は想定されたものであって，安全審査

に当たっては，完全破断事故を現実の事故として想定した上で，

慎重な安全性の検討がなされなければならないのである。

(5) 結論

検査技術もないまま，もんじゅ蒸気発生器の使用を続け，もんじ

ゅ事故による長期の停止の後，完全な検査もしないで，再使用する

などと言うことは，慎重な原子力安全の立場からは到底あり得ない

ことである。伝熱管検査の問題だけをとっても，検査技術のない蒸

気発生器など，潔く設計ミスであったことを認めてその使用をあき

らめ，原子炉自体の廃炉を決断すべきほどの重大事である。この点

は，安全審査での審査対象である基本設計にあたるかどうかの点に

ついての問題は置くとしても，民事訴訟においては，原子炉の運転

差し止めを基礎づける事情となると考える。

３ 漏えい検知のための水素計技術も未確立で，異常の早期発見は不可能

(1) 漏えい検知に数十秒を要する場合も

水ナトリウム反応事故の影響緩和対策の基本は異常の早期発見で
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ある。その検知手段として，被控訴人は，水漏洩率一キログラム程

度まではナトリウム中水素計により早期に発見できるとしている

（被控訴人準備書面１５ 。しかしながら，公開されている水素計）

（ ） （ ），の特性図 図表６―２―７ によると 甲イ３８３号証５６４頁

水漏洩率が毎秒０・１グラムから１キログラムまでの範囲では，漏

洩を検知するまでに数十秒という長時間を要する。同じ特性図は，

この間にウェステージ効果により他の伝熱管へ破損が伝播すること

を示している。

(2) 二次系ナトリウム中のトリチウム（三重水素）の存在

二次系のナトリウム中に水素，トリチウム（三重水素）が存在し

ていることは今回のナトリウム火災事故の際のデータからも裏づけ

られる（乙イ９ ４―３０，３１ 。この水素は炉心で発生するト）

リチウムと，水・蒸気系から蒸気発生器の伝熱管を透過してナトリ

ウム中に入ってくるものが存在する。漏洩検知にこれほど長時間を

要するのは，このようにもともとナトリウム中にバックグラウンド

として水素が存在するため，そのノイズ対策として信号の平均化処

理を行うなどいくつかの特別な機能を付加させる必要があった（被

， ） （ ）。控訴人準備書面１５ ４６～４７頁 からである 甲イ４４４号証

このことは，原告がナトリウム中水素計には限界があると主張し

てきたことがまさに正しかったことを示している。

(3) 漏えい検知システムの致命的欠陥

その結果 「もんじゅ」の水素計は，４桁にも及ぶ漏洩率の広い，

範囲にわたって，早期検知にはならないものである。このような検

出方法では，微少な漏洩から十分時間をかけて徐々に拡大する場合

ならともかく，今回の「もんじゅ」事故のように，もし最初から中

規模漏洩で始まった場合には，漏洩検知計としてまったく意味をな

さない。これは，漏洩検知システムの致命的欠陥であり，早期検知

の点で影響緩和対策が破綻していることは明白である。

本水素計の警報に対する処置は，もともと運転員の判断によるも

のとされていた（甲イ１２４号証，斎藤伸三（主尋問証言）１４回
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５４丁 。ところが，被控訴人準備書面１５の４７～４８頁では，）

毎秒０・１グラム程度を超える漏洩時では，三基のうち二基の水素

計による水素濃度の顕著な増加の検出により，自動的に蒸気発生器

の緊急停止およびプラント・トリップにつながる信号を発するシス

テムになっている，と説明されている。この変更は，原告が主張し

てきた運転員の判断だけに依拠する危険性を 「もんじゅ」事故以，

後になって取り入れたものに他ならない。なお，漏洩率が毎秒０・

１グラム以下では相変わらず運転員の判断にまかされている。自動

化の内容も，毎秒０・１グラム程度を超えた時点で緊急停止につな

がるのではなく，さらにそこからの“顕著な増加”を検知して初め

て働くものである。したがって，先に述べた時間的遅れに加え緊急

停止の作動はさらに遅れることになり，他の伝熱管への破断伝播拡

大防止が間に合わず，自動化が有名無実になる恐れが十分にある。

このように，水素計が使い物にならないので訴外動燃では別原理

の漏洩検出器が開発中であり，音響式の漏洩検知器の開発経過が，

しばしば学会で報告されている（小林４６回７３ないし７９頁，甲

イ３８５号証 。）

４ 高速増殖炉蒸気発生器技術の困難性の前提となる事実

(1) 複雑ならせん形状

伝熱管（細管）の形状が軽水炉のような逆Ｕ字形でなく，ヘリカ

ル・コイル（らせん形）になっており複雑である。一体の蒸発器ま

たは過熱器に，約１５０本のヘリカル・コイル型伝熱管が束ねられ

ている。

このような，形状が選ばれた理由は熱交換に優れていること，温

度変化に伴う膨張収縮をよく吸収できるというメリットからであ

る。しかし，このような複雑な形状となっていることから製作が困

難であり，又，検査にも困難がある。そもそも軽水炉の蒸気発生器

は既に確立した設計が存在しているが，高速増殖炉の場合は未だに

試行錯誤の段階で確立した設計というものが存在しない。このこと

も高速増殖炉における蒸気発生器技術の困難さを物語っている（小
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林３０回５１，５２丁 。）

(2) ナトリウム内に溶接部を持っていることは伝熱管破損の重大な

要因となること

また，伝熱管を渦巻状にして，一本の伝熱管の全長が約８０メー

トルにも及ぶため，一本の管で造ることが出来ない。溶接部のない

軽水炉の伝熱管と違い，一本の伝熱管を造るのに数本の管を溶接し

てつなぐ必要がある。しかし，蒸気発生器における過去のナトリウ

ム漏洩はほとんどが溶接部で発生しており（甲イ１２３号証，甲イ

１１９ ，高速増殖炉の蒸気発生器においては，ナトリウム中に浸）

されている部分に溶接個所を有しない設計とするのが基本である。

そのため，多くの高速増殖炉で直管型や逆Ｕ字型などナトリウム中

に溶接部分を持たない単純な伝熱管構造が採用されている。たとえ

ば，ＣＲＢＲ，ＰＦＲ，ＳＮＲ―３００などはナトリウム中に溶接

部分を持たない構造となっている。しかし 「もんじゅ」では経済，

性（熱伝達効率）を優先したため，あえてナトリウム中に溶接部分

を持つヘリカル・コイル型が採用されている（甲イ１２０号証３２

頁，小林３０回５２丁 。）

この問題は明らかに機器の安全性の根幹に関わる事項であり，基

本的な設計方針に係わる事項として安全審査の対象である。ナトリ

ウム中に溶接部がない設計のほうが望ましいことは被控訴人国申請

の秋山守証人も認めている（秋山守１４回７６丁 。なお，このこ）

とは安全工学の基本的な考えからも当然の帰結であるが，被控訴人

国申請の斎藤証人はこのような自明の事柄すらも認めず 「即答し，

かねる 「溶接の技術による 」などと答えている（斎藤伸三１９回」 。

２６，２７丁 。このような証言に斎藤証人の証言態度が政治的な）

ものであり，科学的論理に忠実でないことが端なくも露呈されてい

る。そして，同証人のような科学者によってなされた被控訴人国の

安全審査の空洞化した実態がもんじゅナトリウム火災事故という重

大な結果をもたらした大きな要因なのである。

(3) 溶接のたれ込み現象が現実化していること
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溶接部では肉厚が他の箇所より厚くなるため，熱応力が大きくな

って温度の急変時に破損の原因になり得る。さらに，溶接部の厚肉

部は伝熱管検査の障害になる。

１９９１年７月にもんじゅの運転前の総合機能試験の際に，定期

検査用のプローブがひっかかり，プローブの方を削るという事件が

発生している。プローブがひっかかった場所は細管の溶接箇所であ

ることは動燃申請の川島証人，被控訴人国申請の斎藤証人もこれを

認めている（川島協証人２５回調書添付図面，川島協２５回４１な

いし４５丁，斎藤伸三１９回２６丁 。溶接個所で細管の内径が狭）

くなりひっかかったということは，ひっかかりの原因は溶接の細管

内部へのたれ込みであることを示している。秋山証人もその可能性

を認めている（秋山守１４回７７丁 。このような溶接箇所にたれ）

込みがあると，腐食や振動・応力集中の原因となる可能性がある。

このことは被控訴人国申請の斎藤証人もこれを認めた（斎藤伸三１

９回２６，２７丁 。）

このように，もんじゅは現実に伝熱管の破損の具体的な原因を抱

えていることが指摘できるのである。

(4) 流動不安定現象を引き起こしやすいこと

「もんじゅ」は，蒸発器，過熱器とも下降流部を有するが，この

ような下降流部を持つ構造は，流動不安定現象を起こしやすい（甲

イ１１９（ 液体金属冷却高速増殖炉用蒸気発生器の現状」１７頁「

第２表 。特に低流量時に危険とされている。））

現に「もんじゅ」でも１９９５年５月２２日にこのような現象が

発生し，同年９月２７日の秋山守証人の証言でも流動不安定現象で

あることを確認している。秋山証人は高速増殖炉の蒸気発生器にお

いて流動不安定現象の防止が重大な設計上の要請であること，もん

じゅでは安定運転の可能な範囲を過大に予測していたこと，弁の応

答の特性の評価を誤ったこと，その結果低流量時に下降流部で沸騰

を引き起こして，流動不安定現象を引き起こしたことを認めたので

ある （秋山守１４回７４ないし７６丁，甲イ２２３，２２６号証。
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５３頁 。）

このような流動不安定現象の危険性はこれによって細管が激しく

振動することである。このような振動によって，繊細な細管が傷つ

き，その場所から破断に至る可能性は否定できない。もんじゅの実

機で流動不安定現象を引き起こしてしまったということは，その際

の振動によって蒸気発生器細管に将来の破断の原因につながるかも

しれない初期欠陥を与えた可能性があるという重大な事実を意味し

ているのである。

二 「高速増殖炉の安全評価の考え方 ・原子炉設置許可申請書と基本設計の安全性」

に係る事項の関係

１ 「高速増殖炉の安全評価の考え方」における蒸気発生器伝熱管破断事故の評価

指針

まず，わが国が開発した高速増殖炉実験炉である「常陽」には，発

電機能がなく，したがって蒸気系が存在しない。水とナトリウムの間

で熱交換するという高速増殖炉最大の難関技術とされる蒸気発生器は

わが国においては，後にも先にもこのもんじゅの蒸気発生器しか存在

しないのである。このことは本件の安全審査にきわめて慎重な態度が

要請されていたことを示すものである。

「高速増殖炉の安全性の評価の考え方」は厳密には指針ではなく，

これをもとに指針策定に資する目的で作られたものであることは１９

８０年１１月６日付け原子力安全委員会決定文に示されている。この

「考え方」はナトリウムについて 「ナトリウムが化学的に活性であ，

るためナトリウム火災対策」を考慮した設計が必要であること，中間

冷却系について 「中間冷却は，一次冷却系から冷却材が中間冷却系，

に漏れ出すことのない設計とするとともに，水・蒸気系側からの中間

冷却系への漏洩が生じた場合にも安全が確保できる設計が必要であ

る 」とされ，水・蒸気側から中間冷却系（二次系ナトリウム）に漏。

洩が起きても安全が確保できることを大きな設計上の課題としてい

る。

また，安全評価についてナトリウムの化学反応に関する事故として
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「蒸気発生器伝熱管破損事故」を選定して評価を行うこととされてい

る。そして，その判断の基準としては，

「１）炉心は大きな損傷に至ることなく，かつ，十分な冷却が可能

であること

２）原子炉格納容器の漏洩率は適切な値以下に維持されること

３）周辺の公衆に対し，著しい放射線被ばくのリスクを与えない

こと

なお，これらの判断基準による評価の他にも必要に応じＬＭＦ

ＢＲの特徴を踏まえ評価を行うものとする 」。

２ 原子炉設置許可申請書における「安全設計方針」と想定事故の安全評価

(1) 安全設計における「水ナトリウム反応に対する設計上の考慮」

これを受けた許可申請書本文においては，蒸気発生器の構造・仕

様についての概要とその形式についての図面が示されている。

また，添付書類８－１－７４記載の方針４１の中間冷却系につい

ての安全設計方針として 「中間冷却系は蒸気発生器伝熱管からの，

， ， ，水漏えいが生じた場合でも その影響により 安全上重要な構築物

系統及び機器の安全機能が失われることがないように考慮された設

計であること」と定められ，適合のための設計として 「蒸気発生，

器において，伝熱管破損事故が発生しても，水漏えい検出設備等に

より，水漏えいを早期に検出して，水の急速なブロー等の適切な措

置が行えるように設計する 」とされている。このように，蒸気発。

生器伝熱管破損事故の際の安全性の確保はもんじゅの安全設計の重

要な構成部分であることは明らかである。

(2) 蒸気発生器伝熱管破断事故の想定とその防止・拡大防止策

さらに 具体的な設計方針としては次のように説明されている 添， （

付書類８－１－７４ 。）

「小漏えい時には，検出設備からの漏えい警報を受け運転員の判

断により水漏えい信号を発することとしており，本信号により蒸気

発生器の水・蒸気側の遮断，内部保有水・蒸気の急速なブロー，２

次主冷却系循環ポンプ主モータトリップ等の操作を自動で行えるよ
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うに設計する。

多量のナトリウム・水反応が万一発生した場合は，蒸発器のカバ

ーガス圧力計又は蒸発器と過熱器のそれぞれに設けられる圧力開放

板の開放検出器によって検出し，前述と同様の操作が自動的に行わ

れる設計とする。

また，蒸発器及び過熱器は，圧力開放板を介して，ナトリウム・

水反応生成物収納設備を備えており，万一，多量のナトリウム・水

反応が発生した場合でも２次主冷却系の過度の圧力上昇を防止する

設計とする 」。

(3) 蒸気発生器伝熱管破断による破損伝播の解析と解析結果

次に事故評価については，添付書類１０の３．１６項において，

蒸気発生器伝熱管破損事故について，次のように述べている。

「事故原因及び事故説明

この事故は，原子炉出力運転中に，何らかの原因で蒸気発生器の

伝熱管が破損し，ナトリウム・水反応による顕著な圧力上昇が生じ

。 ，るような大規模な水漏えい事故として考える この事故が生じると

発生する圧力により事故が生じた蒸気発生器並びに当該ループの健

全な蒸気発生器，２次主冷却系機器・配管，及び中間熱交換器等の

設備が破損を受ける可能性がある。

この場合，ナトリウム・水反応生成物収納設備の動作により２次

主冷却系内の圧力上昇は抑制されるとともに，蒸気発生器内部保有

水・蒸気のブロー等のプラント自動停止操作が行われ，ナトリウム

・水反応現象は速やかに停止される。また，安全保護系の動作によ

り原子炉は自動停止し，補助冷却設備による崩壊熱除去運動に移行

し，事故は安全に終止できる（添付書類１０－３－６３ 」）。

「蒸気発生器において，伝熱管破損事故が生じた場合の事故時の

経過は，水噴出過程，初期スパイク圧発生過程，２次主冷却系内圧

力波伝播過程及び準定常圧発生過程について計算コードSWACSを用

いて解析する。

解析では，実際よりも十分に厳しい結果を得るために，解析条件
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を次のように仮定する。

(ⅰ) 事故発生時の初期状態は，１，２節で述べた初期定常運転

条件とする。

(ⅱ) 解析対象ループは，２次主冷却系配管長が最短のループと

する。これは中間熱交換器での圧力挙動を最も厳しく評価するため

である。

(ⅲ) 破損位置は漏えい率が最も大きくなる蒸発器管束部下部と

する。初期スパイク圧評価としては，伝熱管１本の瞬時両端完全破

断を想定する。また，準定常圧評価としては伝熱管の破損伝播の影

響を考慮して，伝熱管４本の両端完全破断相当の水漏えいを想定す

る。

(ⅳ) 蒸気発生器及びナトリウム・水反応生成物収納容器の圧力

開放板は，設定圧力に誤差を考慮した最大圧力で開放するものとす

る（添付書類１０－３－６４ 」）。

「本事故時の蒸発器，反応生成物収納容器及び中間熱交換器内の

圧力変化を第３．１６－１図に示す（添付書類１０－３－６５ 」）。

「伝熱管１本が瞬時に完全破断し，水がナトリウム中に噴出し始

めると，水とナトリウムが急激に反応し，水素が発生する。このた

め破断初期において蒸発器胴部にはいわゆる初期スパイク圧が作用

する（添付書類１０－３－６５ 」）。

「初期スパイク圧発生後伝熱管破損伝播による影響も含めて水素

の発生が継続するため，蒸発器のカバーガス圧力が上昇し，蒸発器

用圧力開放板が開放し蒸発器内圧力の開放が開始される。圧力開放

板開放検出信号によって，蒸気発生器の水・蒸気側のしゃ断，内部

保有水・蒸気の急速ブロー，２次主冷却系循環ポンプのトリップ等

の一連のプラント停止機能が自動的に行われ 「２次主冷却系循環，

ポンプ回転数低」信号により原子炉は自動停止する（添付書類１０

－３－６５ 」）。

「初期スパイク圧減衰後から事故終止まで持続している準定常圧

は，蒸気発生器において約９ｷﾛｸﾞﾗﾑ／平方ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以下及び中間熱
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交換器２次側において約１３ｷﾛｸﾞﾗﾑ／平方ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ以下である。準

定常圧に対しても蒸気発生器，２次主冷却系機器・配管及び中間熱

交換器の歪みは塑性歪みにも至らず，各設備の健全性が損なわれる

ことはない（添付書類１０－３－６５ 」）。

３ 科学技術庁の安全審査書における判断

， ，右許可申請に関して行われた 科学技術庁の安全審査書においては

「２次主冷却系と水・蒸気系との境界となっている蒸発器又は過熱器

において伝熱管の破損が生じると，２次冷却材のナトリウムと水との

反応が生じる。このような事象に対応するために，水漏えい検出設備

を設け２次冷却材のナトリウム中及び蒸気発生器カバーガス中の水素

濃度を監視することとなっている。小漏えい時には，検出設備からの

漏えい警報を受け運転員の判断により水漏えい信号を発することとな

っている。本信号により蒸気発生器の水・蒸気側の遮断，内部保有水

・蒸気の急速なブロー，２次主冷却系循環ポンプ主モータ・トリップ

等の操作を自動で行えるようになっている。

多量のナトリウム・水反応が万一発生した場合は，蒸発器のカバー

ガス圧力計又は蒸発器と過熱器のそれぞれに設けられる圧力開放板の

開放検出器によって検出し，前述と同様の操作が自動的に行われるこ

ととなっている。

また，蒸発器及び過熱器は，圧力開放板を介して，ナトリウム・水

反応生成物収納設備を備えており，万一，多量のナトリウム・水反応

が発生した場合でも２次主冷却系の過度の圧力上昇は防止される設計

となっている 「したがって，２次主冷却系の設計は妥当なものと判。」

断する」とされている（乙９号証１０１，１０２頁 。）

４ 設計基準事故の想定の前提がウェステージ型破損であり，高温ラプチャ型破損

が想定されていないこと

このように，蒸気発生器伝熱管事故の際に関連する設備の健全性が

損なわれることがないようにすることが，もんじゅの安全設計の根幹

をなすものであることは，疑いがなく，これを否定するような国の主

張もない。
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高温ラプチャ問題が基本設計に係わる重大な安全審査事項であるこ

とは次の点を考えれば明らかである。

訴外動燃の「海外出張報告書 （甲イ４４３号証３４７頁）によれ」

， ，「 「 」ば ＲＵＮ１９試験に関する説明中で 高速増殖原型炉 もんじゅ

の蒸気発生器の設計基準リーク（ＤＢＬ）として，１９７０年代半ば

に１＋３ＤＥＧ（初期１本＋破損伝播による伝熱管両端ギロチン破損

３本）が選定された。これは当時動燃で実施していた小リーク・ウェ

ステージ試験データや海外との情報交換で得られた知見を基に保守的

に選定したものである 」とされている。このように１９７０年代半。

ばまでの破損伝播の機序としては，ウェステージしか想定しない実験

をもとに設計基準事故が選定されていたのである。

５ 高温ラプチャ問題が設計基準事故の想定に係わるものであり，基本設計に係わ

る重大な安全審査事項であること

高温ラプチャ問題が設計基準事故の想定に係わるものであり，基本

設計に係わる重大な安全審査事項であることは原判決もこれを認めて

いるところである。

すなわち，原判決は「水漏えい率が毎秒約１キログラム程度を上回

るようになると，隣接伝熱管にウェステージ型破損が発生するおそれ

があるほか，ナトリウム・水反応によって生じる高温の反応熱のため

に伝熱管壁が過熱されて，伝熱管の機械的強度が低下し，伝熱管が内

部の圧力によって急速に膨れて破裂する（この現象を「高温ラプチャ

（破裂）現象」といい，高温ラプチャ現象によって隣接伝熱管が破損

することを「高温ラプチャ型破損」という ）おそれが生じる。一般。

に，ウェステージ型破損よりも，高温ラプチャ型破損の方が，短時間

に多数の伝熱管を破損させるおそれが高いとされる 」としている。。

６ 安全審査ではウェステージしか想定されていないことを原判決は認めているこ

と

また，原判決は本件もんじゅの安全審査ではウェステージ型破損を

前提に設計基準事故を想定したことを認め，安全審査では高温ラプチ

ャについては審査されていないことを認めている。
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すなわち，原判決は「設計基準リークの想定」の項目で次の通り認

定している。

「証人斉藤の証言（斉藤調書１回４７丁表ないし５０丁裏 ，乙１）

６号証の１０の３ ６５頁及び乙イ４３号証によれば 申請者は 蒸， ，「

気発生器伝熱管破損事故」の解析評価において，評価の前提として，

安全上余裕を持って想定すべき伝熱管の最大水漏えい率（以下「設計

基準リーク」という ）を設定したこと，水，蒸気がナトリウムに接。

した直後に発生する急峻な圧力パルス（初期スパイク圧）の評価の前

提としては，伝熱管一本が瞬時に両端完全破断（いわゆるギロチン破

断）した際の水漏えい率を，初期スパイク圧減衰後，事故終止まで持

続する水素ガスの圧力（準定常圧）の評価の前提としては，水，蒸気

の漏えいが周囲の伝熱管（隣接伝熱管）に影響を及ぼし，隣接伝熱管

が二次的に破損するメカニズムとしては，ナトリウム中に水，蒸気が

噴出して形成されるリークジェットによるウェステージ（損耗）型破

損を前提として，伝熱管４本の両端完全破断に相当する水漏えい率を

想定したことが認められる 」としている（民訴判決６６０頁 。。 ）

７ 事故想定における保守性の検証が安全審査の最大の課題であったこと

このように，蒸気発生器に関する安全審査での最大の課題はこのよ

うな設計基準事故の選定が，事故の経緯の想定として安全上最も厳し

い想定となっているか，いいかえれば真に保守的なものと評価できる

かどうかを検証することにあったのである。そして，次に述べるよう

にＳＷＡＴ－３ＲＵＮ１６が実施され，高温ラプチャが大量発生した

状況の下では，安全審査では，もんじゅにおいて高温ラプチャ現象が

発生する危険があるかどうかを，追加の実験を含めて徹底的に解明す

ることが必須の作業であったといえる。しかし，実際の安全審査の過

程では，動燃によってＳＷＡＴ－３ＲＵＮ１６が完全に秘匿されると

いう状況の下で，この点の安全審査は欠落した状態で行われたのであ

る。

三 もんじゅにおける蒸気発生器伝熱管破断事故発生の際に常に水流動があると想定

することが保守的な仮定といえないこと
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１ 争点

被控訴人は高温ラプチャ現象の発生を認め，もしこのような現象が

発生すれば短時間の内に多数の伝熱管が破損に至る可能性があること

は認めながら，伝熱管破損事象において，必ず，伝熱管内に急速ブロ

ーによる水・蒸気の流動を想定することができ，このような想定のも

とでは，高温ラプチャが発生しないことを確認していると主張してい

る。

ここでの争点を整理すると，第一に伝熱管の破損時に必ず急速ブロ

ーが機能すると仮定することが保守的な仮定として，許されるかと言

うこと，第二に事故の際に想定通り急速ブローが機能し，水流動が確

保された場合でも，高温ラプチャを避けられるかどうかということで

ある。第２で前者の問題を検討し，第３，４，５で後者の論点をさら

に３つの論点に分解して論ずることとする。

２ 必ず急速ブローが機能すると想定することは保守的な想定とは言えない

(1) 問題の所在

伝熱管破損事象の際にはごく短時間の内に，ブローと隔離という

二つの操作が行われる。ブローが先行し，その完了後に隔離がなさ

れれば訴外動燃の想定通りとなる。しかし，ブローに失敗したり，

失敗しなくても，隔離が先行した場合には伝熱管内に水・蒸気流動

のない状態での伝熱管破損が現実化することとなる。ブローに失敗

したり，隔離が先行するような可能性はかなり高いものといえる。

このような事態が発生しないことを仮定することは保守的な態度

といえない。必ず急速ブローが機能するとは言えず，多重故障を想

定すべきである。

最初の問題は事故の際に必ず急速ブローが機能することを仮定す

ることが，保守的な仮定といえるかということである。

(2) 原判決の認定

この点について原判決は次のような判断を示した。

「乙イ四三及び乙イ四四によれば，本件原子炉施設の蒸気発生器

は，高速ブロー系の放出弁が水・蒸気系の蒸気発生器の隔離に先立
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って開放されるように設定されていることが認められるから，水，

蒸気のブロー操作時に伝熱管内の水，蒸気の流動が完全に停止する

ことは想定し難く，他にブローに失敗したり，更には隔離とブロー

が双方とも失敗する可能性があると認めるに足りる証拠はない 」。

「原告らの指摘する美浜原子力発電所の事故については，本事故

（ ）に係る通商産業省及び原子力安全委員会の調査報告書 甲イー一八

において，加圧器逃し弁が作動しなかった原因は右弁が空気を供給

することにより開く方式であったところ，定期検査の際に，右弁に

空気を供給する系統の元弁を誤って閉止したために，右弁を開くた

めに必要な空気が供給されなかったことにあるとされており，右は

設計上の問題に起因するものではなく，運転管理上の問題に起因す

るものであったことが明らかである。そうすると，本事故は，原子

炉施設の基本設計ないし基本的設計方針と関連するものではなく，

本件原子炉施設において多重故障が起こることの根拠となるもので

。 ， 。」はない したがって 原告らのこの点についての主張は理由がない

などとしている。

(3) 原判決の論理的な誤り

しかし，この前段は設計がこのようになされているから，設計通

りに機能するはずだという以外には何も述べていない。後段では，

伝熱管破損とブローの失敗や伝熱管破損と隔離の失敗という二つ以

上の事象の同時発生という故障が発生しうるかどうかを議論してい

るのであるから，例えば，地震によって伝熱管の破損が生じたよう

な場合に，同じ原因でブローや隔離の機能が傷つけられると言う共

通原因による多重故障が発生しうるかを論ずるべきであって，現実

に発生している美浜事故の原因が基本設計に係わるかどうかは関係

がないのである。この点の原判決は「基本設計に関連しない」とさ

え言えば，判断をしないで無視してもかまわないという，退廃した

論理に陥っているとしか考えられない。

(4) 「隔離失敗の可能性あり」と指摘する動燃レポート

この点については，動燃の内部レポート自体が「特にＥＶ（蒸発
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器）の水・蒸気しゃ断用のパイロット弁の故障はコモンモード故障

で隔離失敗の可能性あり 」と指摘していることが重大である（甲。

イ四四三号証 四五ページ 。共通モード故障も現実的な可能性と）

して考えなければならないことを被告動燃の内部レポートが指摘し

ているのである。このような考え方を前提とした安全審査が実施さ

れるべきであったのであり，判決の論理は破綻していると言わなけ

ればならない。

四 ＰＦＲ事故は急速ブローがなかったために深刻な事故に発展したという動燃主張

は証明されていないこと

（水流動があれば高温ラプチャは起きないと言えるか その１）

１ 動燃の主張

動燃はＰＦＲ事故がこのような重大事故に発展した理由を急速ブロ

ーが設置されていなかったことに求め，もし，これが設置されてさえ

いれば，事故がこのような重大な結果につながることはないと主張し

てきた。しかし，甲イ四四三号証はこのような主張が成り立たないこ

とを訴外動燃自らの調査結果によって裏付けている。

２ イギリスＰＦＲの過熱器に設置されていなかったとされた急速ブローは，もと

もとは設備されており，有効でないという理由で外されていたこと

第一に指摘できることは，ＰＦＲにおいても，もともとは急速ブロ

ーが設置されていたと言うことである。甲イ四四三号証によると

「ＳＨ（過熱器）にＦａｓｔダンプ系を設けていない理由は？」と

いう日本側の問いに，

「ＳＨのＦａｓｔダンプ弁は元々は設置されていたが，有効でない

という理由で取り外した。このため，ＳＨ２のリーク事故時にはＳＨ

にはＦａｓｔダンプ弁は設置されていなかった。ＳＨ２の事故後，再

びＦａｓｔダンプ弁を設置した 」と答えている（二三ページ 。。 ）

「ＳＨ（過熱器）にｆａｓｔ ｄｕｍｐは設置したのか 」という。

日本側の問いにも，

「設置した。もともとは設置されていたものである 」との答がな。

されている（四七ページ 。）

過熱器の急速ブローは元々は設備されていたという事実は極めて重
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大な事実であるにもかかわらず，訴外動燃の乙イ四三，四四号証では

このような事実は完全に隠されている。更に，重大な指摘は次の点で

ある。

３ 仮に急速ブローが設備されていても，事故の結果は大きくは異ならなかったと

推定されていること

前項の二三ページの問答に続いて「Ｆａｓｔダンプ系があったら，

事故は早く終わったと考えるか 」という動燃側の決定的な問いに対。

して，イギリス側は「ＹＥＳ，但し，破損孔からのリーク量が大きい

ので，効果は大きくないかも知れない 」と回答している。 急速ブ。

ローがあったとしても，その有効性には疑問があり 「効果は大きく，

ない （＝結果は同じように大量の高温ラプチャが発生したかもしれ」

ない）とされていることは極めて重大である。訴外動燃が「ＰＦＲに

は急速ブローがなかったから伝熱管の大量破断の結果となった 「急。」

速ブローのあるもんじゅは絶対高温ラプチャは起きない」と言ってい

たことになんら実証的な裏付けのないものであることを，控訴人動燃

の作成したレポートが示しているのである。

４ 急速ブローがあれば大破断にいたらなかったという証明はされていないこと

急速ブローが有効であることを裏付ける実験データは存在していな

い。急速ブロー設備のある実験設備で行われた伝熱管破損実験はない

し，もんじゅに設備されている急速ブローの有効性に関する機器の設

備データや実験結果は小リークおよび小中境界の二ケースだけであ

る。急速ブローは，ないよりはましかもしれないが 「効果は大きく，

ない」かもしれないのである。

ＰＦＲ事故については，一般に研究者が入手できる実記録に乏しく

事実関係自体にも推定が多い。特に，重要なブローの動作に関して，

「実際には，これらの弁を通ってある程度の蒸気の減圧はあったかも

知れませんが，弁が開き始めたという直接の証拠はありません 」と。

述べ，ブローの動作についてはデータ自身が存在しないことを伝えて

いる。したがって，漏洩中ブローがまったく行われなかったというの

は，事実を述べたのではなく，保守的な計算をするために選んだ入力
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条件に過ぎなかったことも明らかにしている。

結局，ここで判明することは，訴外動燃の「低速ブローが一五秒ほ

とんど機能しなかった」という説明は海外出張の際の聞き取り結果以

外には実データの裏付けもなく，公式の報告に基づくものでもないと

いうこと そしてＰＦＲ事故の解析に当たったイギリスの技術者は 保， 「

守的な」仮定としてブロー系が働かなかったという解析条件をとった

だけであるとも考えられるということである。いずれにせよ，急速ブ

ローがあれば大破断事故にいたらなかったという訴外動燃の主張は何

の裏付けもなく，むしろ，ＰＦＲ関係者はこのような訴外動燃の見解

に同意しなかったことがはっきりした。

５ 原判決の論理はこじつけであること

この点について原判決は次のような認定をしている。

「① 原告らは，高速ブロー系は高温ラプチャ型破損を防止するの

に有効でない旨主張し，その根拠として，ＰＦＲ事故後に開催された

平成元年の日英専門家会議の際，英国専門家が，①ＰＦＲでは，当初

高速ブロー系が設置されていたが，有効でないという理由で取り外さ

れていた旨発言したこと，②高速ブロー系があれば，破損伝熱管は一

○本は減少した旨発言したこと， ＰＦＲ事故では，破損孔からのリ・

ーク量が大きいので，高速ブロー系の効果は大きくないかもしれない

旨発言したことを指摘する。

， ， ， ，しかし ①の点については 乙イ四四によれば ＰＦＲにおいては

事故後，調査結果を踏まえて高速ブロー系の重要性が認識され，再び

これが設置されたことが認められるから，事故前に取り外されていた

ことをもって，高速ブロー系が有効でないということはできない。

②の発言については，乙イ四四によれば，ＰＦＲ事故の原因調査を

担当した英国ＡＥＡ社の技術者が，仮に過熱器に高速ブロー系が設置

されていたならば，破損したのはフレッテイィグを受けていた初期漏

えい管と他の伝熱管三本に止まっていたであろうと発言していること

が認められる。これに照らせば，右発言を高速ブロー系が設置されて

いてもなお高温ラプチャが生じるという趣旨に解することはできない
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というべきである。

③の発言についても，ＰＦＲ事故においては多数の伝熱管が破損し

たことから，多数の伝熱管が破損した後は破損孔からのリーク量が大

きいため，減圧の効果は大きくないかもしれない旨を述べたものと解

することができ，ＰＦＲ事故時の状況を離れて，一般的に，高速ブロ

ー系の本来的な減圧機能や高温ラプチャの発生防止機能に占める効果

が大きくないとする趣旨と解することはできない 」。

しかし，動燃はここで自らの出張報告書の文面をどう理解するかを

論じている。しかし，ここでの問題はそういうことではなく，急速ブ

ローが有効であることを示さなければならないのである。判決はどう

読んでも「高速ブローには大きな効果は期待できない」という文面の

自らの出張報告書について，苦し紛れに動燃技術者がこじつけのため

に思いつきで書いたことをそのまま事実として認定しており，すくな

くとも，このような論証によって高速ブローが伝熱管破損の場合に有

効であると言うことは何ら立証されていない。このような立証は模擬

実験によるしかない。原判決の非論理性は際だっている。

五 ＲＵＮ１９の試験条件は保守的なものといえず，この実験によってもんじゅで高

温ラプチャが発生しないと言うことはできないこと

（水流動があれば高温ラプチャは起きないと言えるか その２）

１ 控訴人の主張

これに対して，控訴人らは，伝熱管破損伝播試験ＲＵＮー１９は，

ＲＵＮー１６と比べて，伝熱管内の冷却効果の条件（水側条件）だけ

でなく，初期水リーク率，注水時間及び注水量に関する試験条件を切

り下げているから，試験条件が保守的でなく，これをもって本件原子

炉施設の蒸気発生器の伝熱管が高温ラプチャによって破損しないとは

いえないと主張した。すくなくとも，もっと多くの試験を実施しなけ

れば，もんじゅで高温ラプチャが発生するかどうかは確かめようがな

いと主張したのである。

２ 裁判所の判断

ところが，ここで，裁判所は驚くべき判断を示した。
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「 ， ， ， ，しかし 甲イ四四三によれば 申請者は ＲＵＮー１９において

本件原子炉施設の蒸気発生器伝熱管において高温ラプチャが発生しな

いことを念のため最終的に確認するために行うこととし，この目的に

照らし，本件原子炉施設の蒸発器の各種条件を可能な限り模擬する実

験を行うこととしたことが認められる 」。

「また，ＲＵＮ－１９とＲＵＮ－１６を比較すると，初期水リーク

率については，ＲＵＮ－１９は一・八五キログラム毎秒，ＲＵＮ－１

６は二・二キログラム毎秒であり，ＲＵＮ－１９の方が小さい。しか

し （中略）ＲＵＮ－１９の一・八五キログラム毎秒が，ＲＵＮ－１，

６の二・二キログラム毎秒よりも保守的でないということはできな

い 」。

「次に，注水時間については，ＲＵＮ－１９の三二秒に対し，ＲＵ

， 。 ，（ ）Ｎ－１６は六○秒であり ＲＵＮ－１９の方が短い しかし 中略

水リーク率が二キログラム毎秒前後の場合においては，注水開始から

三○秒程度水漏えいが継続すれば，高温ラプチャ発生の有無を確認す

る上で何ら支障となるものではないということができる （行訴判決。」

６８０－６８１ページ）

３ 判決は科学的に誤っている

しかし，これは明らかに初歩的な科学的誤りといえる。そもそもＳ

ＷＡＴ－３ ＲＵＮ１９実験は，ＲＵＮ１６実験の結果に驚愕した動

燃が許可の取得後に内部的な辻褄を合わせるために，各種実験条件を

大幅に条件を切り下げて実施したものであり，到底保守的な条件を設

定したものとは言えないものであった。このことは甲イ四四三号証

三四八ページに次のように記載されていることからも明確に裏付けら

れる。すなわち，ＲＵＮ１９の試験を行った動機として 「この試験，

の結果，蒸気管の一本とガス加圧管の大部分に高温ラプチャ型破損が

発生した。上記結果は 「もんじゅ」の設計基準リーク選定の視点か，

らも重大な問題であるが，伝熱管が静止した蒸気又はガスであり，実

機条件での水・蒸気による冷却効果が含まれていないため，過度に保

守的であった可能性がある 「過度の保守性を排し 」と説明されて。」 ，
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いる。

この記述だけを見ると，ＲＵＮ１９は１６と水蒸気の冷却効果の点

だけを比較するために，その条件だけを変更してなされたものとも考

えられる。しかし，実際には他の条件も大幅に切り下げられているの

である。ＲＵＮ１６の試験条件は一次リーク平均注水率はＲＵＮ１６

が二二〇〇グラム／秒に対してＲＵＮ１９は一八五〇グラム／秒 注

水時間はＲＵＮ１６が六〇秒に対してＲＵＮ１９は三二秒，注水量は

ＲＵＮ１６が二二八キログラムに対してＲＵＮ１９は六一キログラム

となっている。このように伝熱管の冷却条件だけでなく，極めて重大

な条件が「過度の保守性を排する」との名目で何の根拠も示されない

， 。 ， ，まま 切り下げられているのである にもかかわらず この実験でも

一六本の加圧管については高温ラプチャが五本について発生している

のである。

ＲＵＮ１９がＲＵＮ１６の「過度の保守性」を「排して ，条件を」

切り下げて実施されたことは紛れもない事実であり，より保守的でな

いことは明らかであり，原判決のようになぜ断定できるのか控訴人は

全く理解できない。

４ 動燃実験結果の公式報告書によって裏付けられた控訴人の主張

， ，一審判決後 控訴人は動燃がこれまで非公開としてきたＲＵＮ１６

ＲＵＮ１９の公式の実験結果（蒸気発生器安全性総合試験装置（ＳＷ

ＡＴ－３）による破損伝播試験 四 五）を取得し，その内容の検討

を行った。これまで控訴人が検討できたのは海外出張報告書に添付さ

れた抜粋概要だけであった。その結果ＲＵＮ１９はその目的がそもそ

も「蒸気管に高温ラプチャ型の破損が発生しないことを確認する 」。

とされ数々の作為的な条件が定められ，到底破損が発生しないように

仕組まれていたことが判明したのである。

まず，高温の範囲が１６に比べて１９の方がかなり狭いことはレポ

ート１３２ページ図３．４．１０から明らかである。このことは実験

条件がＲＵＮ１６に比べて保守的なものでないことを端的に示してい

る。
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また，実験時の管の配列に大きな操作がなされていた。すなわち，

初期リークは配管７９であり，蒸気管は配管３２，４８，５６とされ

ている。一見してもっとも厳しい条件の７１，６３はガス加圧管とさ

れてしまっている。保守的な想定をするならば初期リーク管の隣接管

７１やＲＵＮ１６において最初に破損した配管６３を蒸気管とするの

が当然のことであるのに，わざわざこれらをはずしてしまっている。

案の定実験結果ではこの二本のガス加圧管がもっとも早く破損してい

る。配管６３は１３秒，配管７１は１８秒である。この結果からすれ

ば，条件を切り下げたＲＵＮ１９でも，もっとも厳しい場所の管を蒸

気管にしていれば，蒸気管であっても破損した可能性がある。

結局蒸気管は破損しないというためには，注水率や注水時間をＲＵ

Ｎ１６と同じにして，６３番管を蒸気管にして破損しなかったという

実験結果を示す必要があったが，そのような実験結果は示されていな

いのである。

５ 動燃報告書に現れた，さらに新たな事実

今回公表されたレポートでは次の二つの事実が，新たに明らかとな

った。第一はアメリカのＥＴＥＣの大規模ナトリウム－水反応試験装

置ＬＬＴＲのＡ－５試験で大量の高温ラプチャ型破損が発生している

こと（１９８３年９月のレポート）である。また第二にイギリスでも

ＰＦＲ事故以前の実験では，水流動を仮定して高温ラプチャは発生し

ないとしていたことも判明した。

イギリスでも伝熱管内部の蒸気流による冷却効果を考慮した比較試

験を行い，実機の条件では管内冷却効果の寄与により高温ラプチャは

発生しないと結論していたことである（１９８５年２月の報告書 。）

このことは前記報告書２ページと同２８ページ注９，１０の文献に記

載されている。

この二つの事実は高温ラプチャ問題をもっと真剣に検討すべき必要

があったこと，イギリスでは１９８７年の事故前に実験で実機を模擬

した条件で高温ラプチャは発生しないことを確認したとしていたにも

かかわらず，現実にはそのような事故が発生していることがわかる。
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６ 保守性がないことは明らか

そもそもＳＷＡＴ－３における高温ラプチャーを目的とした試験

は，限られた条件のたった２回の試験が実施されただけに過ぎず実験

的証拠が極めて乏しいことはあきらかである。またドイツにおいて，

水流動のある場合でも高温ラプチャーが発生した事実があることから

も，より多くの実験を実施しなければ，もんじゅで高温ラプチャが発

生するかどうかは確かめようがなく，従って設計基準リークの想定に

保守性のないことは明らかである。

７ 動燃のＲＵＮ１９の説明はＰＦＲ関係者の納得を得られなかったこと

また，甲イ四四三号証によれば日本側の「もんじゅ実証炉に係わる

日本のＮａ―水反応研究」についての発表に対する質疑で次のような

やりとりがなされている。

実証炉の解析コードであるＬＥＡＰコードについて「Ｑ：ＬＥＡＰ

コードではＯｖｅｒｈｅａｔｉｎｇと内圧ラプチャについては考えて

いないのか。

Ａ：ＬＥＡＰコードではウェステージによる破損伝播を考えている

が，二次破損孔径の推定式には，ガス封入管の内圧ラプチャのデータ

も含まれている。なお，オーバーヒーティングの有無を確認するため

に計画されたＲＵＮ―１９ではＯｖｅｒｈｅａｔｉｎｇによる高温ラ

プチャーは生じていない とのやりとりのあと 備考 として こ。」 ，（ ） ，「

の後，オーバーヒーティングに関する討議を相手側は希望している様

子であったが，日本側の準備資料が不足しているためこれ以上の討議

はできなかった。この重要なテーマを更に検討するためには別の機会

， 。」 （ ）。を作り 時間と準備が必要である と記載されている 五四ページ

また 「伝熱管破損伝播現象の理論，実証的理解，材料の重要性」，

に関する発表については，日本側が発表でＲＵＮ１９の試験結果を説

明したことに引き続く質疑概要では 「議論の焦点は，当初予想して，

いた伝熱管材によるウェステージ特性の違いとは異なり，伝熱管のＯ

ｖｅｒｈｅａｔｉｎｇ現象の有無に注がれて議論が集中したが，その

結論を出すまでには至らなかった 」とされている（五五ページ 。。 ）
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このようなやりとりからはっきりと見えてくることは，日本側が準

備した発表中のＲＵＮ１９試験で高温ラプチャが発生しないことを確

認したという発表が，ＰＦＲ事故に衝撃を受けて，高温ラプチャの研

究に集中しているイギリスの技術者たちの納得を得られなかったこと

を示している。つまり，日本における高温ラプチャに関する研究が十

分なものとは認められなかったと言うことなのである。

六 水流動があっても安全とは言えないことを示すドイツ・インターアトム社実験

（水流動があれば高温ラプチャは起きないと言えるか その３）

１ 控訴人の指摘

ドイツでの実験では，管内で水の流動があるケースでも高温ラプチ

ャが発生しており，水の流動があれば高温ラプチャは起こり得ないと

言う訴外動燃の主張に反する結果が出ている。すなわち，甲イ四四三

号証によれば西ドイツ（当時）のベンスベルグのインターアトム社の

訪問時の説明として，

「中リークのナトリウム―水反応試験に関して 「注目すべき試験，

結果は管内に水流動がある場合でも高温ラプチャが発生していると言

っている点である 「水リーク率が八〇グラム／秒以上になると高温。」

ラプチャを引き起こす （六五ページ）。」

とされている。このような試験結果は水流動があれば高温ラプチャは

起きないとする訴外動燃の主張を完全に否定するものである。

２ 原判決の認定

この点について原判決は次の通り認定した。

「原告らは，ドイツのインターアトム社の伝熱管破損伝播試験にお

いて，水流動のある伝熱管（流水管）でも高温ラプチヤが発生したこ

とから，伝熱管内部の水，蒸気の流動が失われなくても，高温ラプチ

ャが発生する旨主張する。

しかし，甲イ四四三及び乙イ四四によれば，インターアトム社が試

験に用いた三種類のターゲット管は，外径が二六・九ミリメートル，

一七・二ミリメートル及び二五ミリメートルの細径管であること，他

方，本件原子炉施設蒸発器伝熱管やＳＷＡＴ－３を用いた試験（以下
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「ＳＷＡＴ試験」という ）のターゲット管は，外径が三一・八ミリ。

メートルの太径管であることが認められる。そうすると，右インター

アトム社の実験は，本件原子炉施設蒸発器伝熱管を模擬したものでは

ないというべきであり，右試験結果から，本件原子炉施設蒸気発生器

伝熱管において，高温ラプチャが発生する具体的可能性があるという

ことはできない。

また，いわゆるラプチャ（破裂）型破損には，短時間に伝熱管の機

械的強度が低下して破裂に至る典型的な高温ラプチャのほか，隣接伝

熱管が比較的長時間にわたってリークジェットを受けて伝熱管にウェ

ステージ（損耗，肉厚減少，減肉）が生じ，左伝熱管の機械的強度自

体が低下して起こるウェステージ先行型ラプチャがある。そして，イ

ンターアトム社の実験については，①前記のとおり，本件原子炉施設

の蒸発器伝熱管やＳＷＡＴ試験のターゲット管が太径管（外径三一・

八ミリメートル）であるのに対して，インターアトム社が試験に用い

た三種類のターゲット管はいずれも細径管（二六・九ミリメートル，

一七・一一ミリメートル，二五ミリメートル）であるから，インター

アトム社の各ターゲット管は，本件原子炉施設の蒸発器伝熱管やＳＷ

ＡＴ試験に比べて，伝熱管全体がリークジェットに包まれ全面的に反

応熱によって加熱されやすく，ウェステージ先行型の高温ラプチャが

発生しやすい条件下にあったこと，②乙イ八六によれば，インターア

トム社が行った伝熱管破損伝播試験のうち，ターゲット管として，本

件原子炉施設の蒸発器と同様の材料が用いられ，かつ，流水管が用い

られたテスト（ＶＥＲＳＵＣＨ）３，同４及び同７の三回の各試験の

いずれにおいても，水リーク率毎秒約六○ないし一七五グラムにおい

て，約二○ないし五○秒前後にわたり水リークが継続した後，流水管

が破裂していること（この場合，当初の水リークによって伝熱管が相

当程度減肉したと考えられるから，このような条件下でウェステージ

先行型の高温ラプチャが，発生したことは十分にありうる ， 乙イ。） ・

八六・三二○頁の写真によれば，テスト7においては，冷却一効果の

ある流水管は外形が大きく膨れていないのに対し，冷却効果のないガ
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ス加圧管は大きく開口して破損しており，前者はウェステージ先行型

のラプチャをしたのに対して，後者は典型的な高温ラプチャ型破損を

したことがそれぞれ認められる。

そうすると，インターアトム社の伝熱管破損伝播試験において見ら

れた流水管の破損は，典型的な高温ラプチャとは異なると解されるか

ら，この点からみても，右試験結果から，本件原子炉施設の蒸気発生

器伝熱管において，高温ラプチャが発生する具体的可能性があるとい

うことはできない 」。

３ 判決の論理的誤り

ここでの争点はもんじゅでも水流動のある伝熱管で高温ラプチャが

発生しうるかどうかという点である。しかし，判決は動燃のレポート

を引き写して，アトム社の試験結果によってもんじゅでも「高温ラプ

チャが発生する具体的な可能性があるということはできない 」と判。

断した。しかし，訴外動燃の主張はドイツにおける公式の実験レポー

トにも基づかない推測を積み重ねたものにすぎない。また，もんじゅ

， ，とドイツの実験の条件が違うのは当たり前であり このような指摘は

すくなくとも，ドイツの実験で起きたと同一のことがもんじゅでは起

きないと言っているにすぎず，もんじゅで水流動がある場合に高温ラ

プチャが発生しないことを立証したことにはならないのである。

このような判示は立証責任を控訴人側に完全に転嫁してしまってい

る。

控訴人はもんじゅで高温ラプチャが発生しないと言うことは立証さ

れていないと述べていた。水流動のある伝熱管で高温ラプチャの発生

した例があるとすれば，控訴人の主張を覆すためには現実に緻密に事

故を再現する実験を行うしかなかったのである。

七 高温ラプチャは何をもたらすか。

１ 看過し難い過誤欠落とは

「看過し難い過誤欠落」とは，文字通り，調査審議判断の過程にお

ける「過誤欠落」が看過し難いことであり，当該調査審議判断の過程

における誤りが，安全審査の結論を左右するおそれがあり，安全審査
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。 ，のやり直しが必要であることを意味すると解するべきである 従って

その欠落がどのような事態をもたらすかを控訴人が逐一論証するべき

責任を負うものではない。安全上の重大事項に関する安全審査が欠落

していれば，裁判所は許可処分の無効を宣告して，訴外動燃に設置許

可申請のやり直しを命じ，保安院と原子力安全委員会は本件施設の安

全性を，白紙から再審査する機会を与えなければならないのである。

２ 蒸気発生器伝熱管大量破断事故の危険性

蒸気発生器伝熱管大量破断事故は機器の健全性を破壊し，住民の生

命健康に重大な影響を及ぼす蓋然性がある。

水ナトリウム反応の危険性について原判決は次のように判示してい

る。

「また，大量の水素ガスが発生して系内の圧力上昇が顕著となり，

二次主冷却系各部や原子炉冷却材バウンダリである中間熱交換器伝熱

管に圧力荷重を与えることから，機器の健全性が損なわれるおそれが

生じる 」としている（行訴判決６５５頁 。。 ）

３ ナトリウム・水の爆発的反応によって中間熱交換器が破壊される危険性がある

こと

， （ ）ナトリウムと水との激しい反応によって 衝撃圧 初期スパイク圧

あるいは発生した水素の高圧（準定常圧）が発生する。これらの圧力

は二次系のナトリウム配管を通じて，一次系と二次系の境界をなして

いる中間熱交換器にかかり，これを損傷する可能性がある。

設計基準を上回る規模の伝熱管の破損とその伝播が発生すれば，中

間熱交換器の設計圧力を超える可能性があることはイギリスのＰＦＲ

事故が端的に示している。この事故時に実際に中間熱交換器に掛かっ

た圧力は１０．５バールとされ，設計値である１２バールを一応下回

っている。しかし，より保守的な推定では１１．５バールとされ，設

計値ギリギリである。そして，事故調査報告書もこの事故が過熱器で

はなく，より蒸気の量が多い蒸発器で発生していれば設計圧力を超え

た可能性があることを指摘している（甲イ４４４ １７頁，甲イ１８

４ １１頁 。）
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中間熱交換器が破壊されると，一次系と二次系との境界が破れて強

放射性の一次冷却材ナトリウムが二次系に漏洩する。一次冷却材ナト

リウムは，運転中に放射化されており，半減期１５時間のナトリウム

２４と半減期２・２年のナトリウム２２を生成・蓄積しているため，

運転停止後約一週間は死の灰並みに強い放射能を有している。その漏

洩は，作業員の被曝の原因となる（小林３０回４２ないし４３丁，甲

イ４４４ ９頁 。）

４ 二次冷却系機器，配管を損傷する危険性があること

ナトリウム―水反応の衝撃力あるいは水素による高圧により二次冷

却系機器または配管が損傷すれば，高温の二次冷却材ナトリウムが空

中に漏れて火災を引き起こす。その時発生する大量のナトリウム化合

物は微粒子となって空中を拡散して機器や屋内を汚染し，人がそれを

吸入したり皮膚に触れたりすれば障害を蒙る。このことは，もんじゅ

ナトリウム漏洩・火災事故から明らかである。

５ 中間熱交換機が破壊された場合，暴走事故につながる危険性があること

中間熱交換器の伝熱管は高圧が掛からないために厚さはわずか１．

２ミリと極めて薄い。異常な圧力が掛かると破損しやすい性質を持っ

ている。ナトリウム―水反応の結果中間熱交換器が損傷した場合，反

応で発生した水素がその圧力自体を駆動力として破断口から一次冷却

系内を通って炉心内部に入っていく恐れがある。そうなると 「もん，

じゅ」の炉心が正のボイド反応度特性を持っているために，反応度が

（「 」）。上昇し暴走事故につながる危険性があるのである 気泡通過事故

， ，この危険性は 一次冷却系より二次冷却系の方が常に高圧に保たれ

かつ，事故時には発生した圧力がそれに加わるため，より可能性の高

い事態である。しかし，この問題は，今まで指摘されたことがなく，

安全上の解析もなされていない。これまで中間熱交換器が破壊される

事態を想定していなかったからである（小林圭二陳述書 甲イ４４４

号証 ９－１０頁 。）

６ フェニックス炉中間熱交換器破損事故は一次系と二次系の境界が破られ，暴走

事故に発展する危険性を現実のものとしたこと
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１９９８年１１月，フランスの原型炉フェニックスで中間熱交換器

が破損し，圧力のより高い二次系から一次系へ，大量のナトリウムが

流入し，原子炉容器内に６トンものナトリウムが漏洩する事故が発生

した。 もんじゅの中間熱交換器はナトリウムとナトリウムの間の熱

交換を行う機器であるが，伝熱管は３２００本，外径２１．７ミリ，

． 。 。肉厚はわずか１ ２ミリである きわめて脆弱な境界であるといえる

今回のフェニックス炉の事故は蒸気発生器破損事故と違ってナトリ

ウム中に水素などの気体は含まれていなかったので，気泡通過事故に

発展することはなかった。しかし，この事故は，中間熱交換器の一次

二次系間の境界が破られる可能性が現実に存在することを示してい

る。また，原子炉を停止し，点検を行うまでこの境界が破られている

ことが気付かれなかったことも重大である。

従来，中間熱交換器の伝熱管が破られても，低圧の一次系の高放射

能のナトリウムが二次系に漏れ出ることはないと説明されてきた。し

かし，このことは二次系のナトリウムがこれに含まれた水素の気泡も

含めてより圧力の低い一次系に流れ込むことになることを示してい

る。このような事態が生ずれば，設計基準事故として想定されている

２０リットルを超える水素の気泡が炉心を通過し，暴走事故に至る可

能性があることを示している（甲イ４３４，４４４号証 １０－１２

頁 。）

炉心暴走事故がどのような事態に発展しうるかは，別項において論

じたとおりである。

７ 蒸気発生器事故の結果の重大性

繰り返し指摘するが，高速増殖炉のアキレス腱である蒸気発生器に

おいて，設計基準事故を超えるような大量の伝熱管の破損を起こすよ

うな事態は絶対にあってはならないことであり，安全審査の過誤欠落

があり，本件施設において高温ラプチャの発生の可能性が否定できな

ければ，その事故がどのように発展しうるかを問うまでもなく，この

ような安全審査の過誤欠落は看過し難く，本件許可処分は違法と言う

べきである。
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そして，蒸気発生器の持っている原子炉機器としての重大性からし

て，この違法性は直ちに重大なものと言うべきである。

しかし，蒸気発生器に関して言えば，その伝熱管の大量破断は一次

系と二次系との境界をなす中間熱交換器を破壊し，炉心に大量の水素

が流入する気泡通過＝暴走事故を引き起こす危険性があることを具体

的に示したところである。

もし，本件許可処分を無効とするために，裁判所が安全審査に看過

し難い過誤欠落があり，その事項が重大であるだけでなく，過誤欠落

の結果が重大であることの論証までが必要であるという見解に立脚さ

れたとしても，控訴人らは，この点を論証できたものと考える。

八 最後に

平成１３年１２月１１日の保安院による指示とこれを受けた訴外動燃

の変更許可申請の補正は，被控訴人国の主張を根底から掘り崩した。こ

の事態の中で，本件許可処分を適法としてこれを維持する判決をするこ

とは絶対に認められない。この保安院の指示の持つ意味については第３

章第２二において，ある程度論じたところであるが，これに対応する被

控訴人国および動燃の対応に応じて主張を追加する予定である。

もんじゅは現実に発電を期待されていた原発ではない。安全審査のや

り直しで時間がかかっても，停止が長引いたとしても，国のエネルギー

政策に関わるわけではない。

裁判所は，ためらうことなく，自らの良心に従って，行政訴訟の基本

に立ち返って，安全審査の全面的なやり直しを命ずる処分無効の判決を

下すべきである。
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第２の２ 蒸気発生器伝熱管破損事故に関する被控訴人国の主張に対する反論

一 はじめに

まず，控訴人らが第一に指摘したいことは，もんじゅの変更許可申請

の補正という形で，高温ラプチャの防止のために必要な対策のため，

国の指示で補正が行われたことは極めて異例のことであるということ

である。動燃は安全総点検の結果，蒸気発生器の伝熱管破損事故時の

安全余裕が厳しいため，計測装置や圧力逃し弁の設計の変更を必要と

した。にもかかわらず，蒸気発生器についての設計変更は，２００１

年６月６日提出の設置変更許可申請書に記載しなかった。

このような対応は，高温ラプチャは動燃の解析（乙イ４４）で発生し

ないことを確認したので，その設計変更は基本設計に関する問題では

ないという独自の見解に基づくものであった。このような，姑息な責

任逃れの対応に対して，原子力安全保安院は，動燃に再解析を命じ，

すくなくとも現在の設計におけるもんじゅでは，高温ラプチャが発生

することは避けられないことを明らかにした上で，高温ラプチャ対策

のためにカバーガス圧力計の増設と作動ロジックの多重化を命じ，こ

のことを設置変更許可申請書に記載することを命じたのである。この

ような一連の出来事は，１０年以上にわたって控訴人らのために蒸気

発生器の安全性について調査と研究を行ってきた小林圭二の地道な努

力によってはじめて可能となったことである。

原子力安全保安院は「カバーガス圧力計による初期水リークの確実な

検出が高温ラプチャ発生防止のうえで重要と判断」したとされるが，

被控訴人国は本件訴訟における最終準備書面において，この設計変更

を「念のため」補正させたのだとする。しかし，現在の設計では高温

ラプチャ発生の危険性があるので，この補正がなされたのである。本

件における争点は 「もんじゅ」の位置，構造及び設備の安全性の両面，

にわたり 「原子炉等による災害が万が一にも起こらない」ものである，

ことが十分に確認されているか否かについての司法判断にある。しか

るに，もんじゅの設置許可にあたって高温ラプチャについて安全審査

がなされていないことは明確であり，極めて重大な安全審査の欠落が
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ある。

二 原判決の判示

蒸気発生器の安全性に関する原判決の判示は次の通りである。

１ 動燃の１９８１年のもんじゅを模擬した実験で高温ラプチャが発生

， ， ，しているのは事実であるが 破損したのは 静止水管とガス加圧管で

流水管は破損していない。

２ イギリスのＰＦＲともんじゅでは設計が異なり，高速ブロー系が設

備されており，高速ブロー弁は水・蒸気系の隔離に先立って開放され

るので，伝熱管内の水蒸気のブロー操作時に伝熱管内の水，蒸気の流

動が完全に停止することはない。

３ 安全総点検（もんじゅ事故後に動燃が実施したもの）の中で蒸発器

のブロー動作中に安全裕度が少なくなる場合があるとされているが，

これは「直ちに蒸気発生器において，高温ラプチャ型破損が生じるお

それがあるものではないと解される 」。

４ 動燃の１９９８年６月提出の報告書（乙イ４３，４４）によって，

「これら最新の知見に基づいて本件原子炉施設の過熱器及び蒸発器に

ついて再評価をした結果，いずれもすべての運転条件において高温ラ

プチャ型破損が発生する条件とはならない旨の結論を得た 」。

５ 水流動のある状態で高温ラプチャが発生したというドイツの実験結

果があるが，伝熱管の口径が違い，また発生した高温ラプチャがウェ

ステージ先行型であり，典型的な高温ラプチャではない。

６ 原子力安全保安院からの指摘に関しては原判決後のことであり，判

示には記載がない。

三 原判決の誤りを指摘する控訴人の控訴理由の要約

これに対して，控訴人らは次のような控訴理由を述べた。

１ 設計基準事故の想定の前提がウェステージ型破損であり，高温ラプチャ型破損

が想定されていないこと

このように，蒸気発生器伝熱管事故の際に関連する設備の健全性が

損なわれることがないようにすることが，もんじゅの安全設計の根幹

をなすものであることは，疑いがなく，これを否定するような国の主
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張もない。

高温ラプチャ問題が基本設計に係わる重大な安全審査事項であるこ

とは次の点を考えれば明らかである。

訴外動燃の「海外出張報告書 （甲イ４４３号証３４７頁）によれ」

， ，「 「 」ば ＲＵＮ１９試験に関する説明中で 高速増殖原型炉 もんじゅ

の蒸気発生器の設計基準リーク（ＤＢＬ）として，１９７０年代半ば

に１＋３ＤＥＧ（初期１本＋破損伝播による伝熱管両端ギロチン破損

３本）が選定された。これは当時動燃で実施していた小リーク・ウェ

ステージ試験データや海外との情報交換で得られた知見を基に保守的

に選定したものである 」とされている。このように１９７０年代半。

ばまでの破損伝播の機序としては，ウェステージしか想定しない実験

をもとに設計基準事故が選定されていたのである。

２ 高温ラプチャ問題が設計基準事故の想定に係わるものであり，基本設計に係わ

る重大な安全審査事項であること

高温ラプチャ問題が設計基準事故の想定に係わるものであり，基本

設計に係わる重大な安全審査事項であることは原判決もこれを認めて

いるところである。

すなわち，原判決は「水漏えい率が毎秒約１キログラム程度を上回るように

なると，隣接伝熱管にウェステージ型破損が発生するおそれがあるほか，ナト

リウム・水反応によって生じる高温の反応熱のために伝熱管壁が過熱されて，

伝熱管の機械的強度が低下し，伝熱管が内部の圧力によって急速に膨れて破裂

する（この現象を「高温ラプチャ（破裂）現象」といい，高温ラプチャ現象に

よって隣接伝熱管が破損することを「高温ラプチャ型破損」という ）おそれ。

が生じる。一般に，ウェステージ型破損よりも，高温ラプチャ型破損の方が，

短時間に多数の伝熱管を破損させるおそれが高いとされる 」としている（原。

判決６５４－６５５頁 。）

３ 安全審査ではウェステージしか想定されていないことを原判決は認めているこ

と

また，原判決は本件もんじゅの安全審査ではウェステージ型破損を

前提に設計基準事故を想定したことを認め，安全審査では高温ラプチ

ャについては審査されていないことを認めている。
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すなわち，原判決は「設計基準リークの想定」の項目で次の通り認定してい

る。

「証人斉藤の証言（斉藤調書１回４７丁表ないし５０丁裏 ，乙１）

６号証の１０の３ ６５頁及び乙イ４３号証によれば 申請者は 蒸， ，「

気発生器伝熱管破損事故」の解析評価において，評価の前提として，

安全上余裕を持って想定すべき伝熱管の最大水漏えい率（以下「設計

基準リーク」という ）を設定したこと，水，蒸気がナトリウムに接。

した直後に発生する急峻な圧力パルス（初期スパイク圧）の評価の前

提としては，伝熱管一本が瞬時に両端完全破断（いわゆるギロチン破

断）した際の水漏えい率を，初期スパイク圧減衰後，事故終止まで持

続する水素ガスの圧力（準定常圧）の評価の前提としては，水，蒸気

の漏えいが周囲の伝熱管（隣接伝熱管）に影響を及ぼし，隣接伝熱管

が二次的に破損するメカニズムとしては，ナトリウム中に水，蒸気が

噴出して形成されるリークジェットによるウェステージ（損耗）型破

損を前提として，伝熱管４本の両端完全破断に相当する水漏えい率を

。」 （ ）。想定したことが認められる としている 原判決６５９－６６０頁

４ 事故想定における保守性の検証が安全審査の最大の課題であったこと

原子炉安全評価指針は「 設計基準事象』の想定前述したように， 『

が，通常運転の全範囲及び運転期間の全域において生じうる異常な事

象をすべて包絡していること （指針解説Ⅱ ４．１１乙イ７ １１」

いずれの事象についても基本設計の安全性が確認されること２頁）を求め，

をもって，原子炉施設全体の安全性が確認されることとなるとしているのであ

る。これが単一事故指針に基づく安全審査の約束事である。

このような指針に照らせば，蒸気発生器に関する安全審査での最大

の課題はこのような設計基準事故の選定が，事故の経緯の想定として

安全上最も厳しい想定となっているか，いいかえれば真に保守的なも

のと評価できるかどうかを検証することにあったのである。そして，

次に述べるようにＳＷＡＴ－３ＲＵＮ１６が実施され，高温ラプチャ

が大量発生した状況の下では，安全審査では，もんじゅにおいて高温

ラプチャ現象が発生する危険があるかどうかを，追加の実験を含めて



- 168 -

徹底的に解明することが安全審査における必須の作業であったといえ

る。

裁判官はリアルに想像して欲しい。設計基準事故においても４本し

か破断しないはずの伝熱管が２５本も破断した実験が安全審査の途上

で発生し，このことが科学技術庁や原子力安全委員会に報告され，公

表されていればどうなっていただろうかと。

もんじゅの危険性の指摘は安全審査の当時においても厳しいものが

あり，１９８２年２月の公開ヒアリングには全国から９３００人が抗

議のために駆けつけていたのである。この公開ヒアリングはＳＷＡＴ

－３ＲＵＮ１６の実施された１９８１年９月からわずか半年後のこと

である。伝熱管の多くが破裂したこの実験結果が安全審査の途上で公

表されていれば，少なくともより厳格な安全審査が必要とされ，容易

に許可をすることは難しくなっていただろう。追加の実験もより公明

正大な形で，公開で行われることになったであろう。だからこそ，訴

外動燃はこの実験結果を科学技術庁と原子力安全委員会にも隠したの

である。

本件安全審査の欠落は，このように安全審査の結論に大きな影響を

及ぼした具体的可能性がある。よって，この判断過程における欠落は

「看過し難い欠落」であるといえる。

実際の安全審査の過程は，動燃によってＳＷＡＴ－３ＲＵＮ１６が

完全に秘匿されるという異常な状況の下で，この点の安全審査は全く

欠落した状態で行われたのである。安全審査機関をも欺き，許可をだ

まし取ったといわれてもやむを得ないやり方だったといえる。

５ まとめ

( ) 高温ラプチャについては国の安全審査は，許可処分前はもちろ1

ん，その後も一度も行われていない。

( ) 設置許可後である１９８５年４月に実施されたＳＷＡＴ－３Ｒ2

ＵＮ１９実験において，もんじゅにおいて高温ラプチャの危険性が

， ，ないことを確認したとの原判決の判示は 訴外動燃の主張にすぎず

事実は国の判断はなされていない。
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( ) ＲＵＮ１６，１９の実験がなされたことすら，科学技術庁にも3

原子力安全委員会にも報告されていなかった。

( ) 裁判所は安全審査の欠落している事項について，動燃の資料だ4

けをもとにして，安全審査を先取りして，安全であると判断し，許

可処分は無効ではないとした。

( ) ＰＦＲ事故やドイツやアメリカでの高温ラプチャの発生した実5

験結果などについても，国は事後的にも全く安全審査していない。

( ) 国の立場から見れば，高温ラプチャ現象については，実験デー6

タは一切提供されていないのであるから，佐藤原子力安全委員長自

らが自認しているように，ＰＦＲ事故やＳＷＡＴ－３ＲＵＮ１６，

１９実験をもとにもんじゅの安全性を確認することは，今後の変更

許可安全審査における国・原子力安全委員会の課題であるというこ

とになる。

四 原子力安全保安院の訴外動燃に対する指示・指導と動燃による補正

１ 指示・指導内容

平成１３年１２月１１日経済産業省原子力安全保安院は「蒸気発生

器計装の設置許可申請書への記載」について文書で指示・指導を行っ

た。

「 ， ，伝熱管破損による水漏えい対策を考慮し 蒸気発生器計装として

伝熱管破損を検出するために，カバーガス圧力計及び開放板開放検出

器を設け，これらの信号により，内部保有水・蒸気の急速なブロー等

の自動操作が行われることとされているが，カバーガス圧力計等の位

置付けを一層明確化することが適当と考えられることから，設置許可

申請書本文の『蒸気発生器計装』と記載されている部分を『カバーガ

ス圧力計等の蒸気発生器計装』と明記するとともに，併せて，その他

の蒸気発生器伝熱管破損時の影響緩和に関係する設備について当該申

請書の添付資料に追記するよう貴機構に対して求めます 」。

「貴機構において検討を行った結果が当院に報告され，当院として

説明を聴取しその内容を検討したところ （中略）圧力開放板検出器，

による検出による場合，高温ラプチャが発生する判断基準を上回る結
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果と評価された」

「当院としては （中略）カバーガス圧力計による初期水リークの，

確実な検出が高温ラプチャ発生防止のうえで重要と判断するものであ

り （中略）設置許可申請書において明確にすることが適当と判断し，

として，設置許可申請書への記載を求め，変更許可申請の内容とするこた 」。

とを求めたのである。

２ 解析の基本的前提である，伝熱管の肉厚と沸騰現象について変更指示

この指導の前提となっている解析の変更点は，変更許可後に訴外動

燃が保安院に報告した「安全総点検への対応報告」について，保安院

が疑問点を指摘して再解析を指示する中で判明したことである。

ここで，指摘されている点は次の二点である。

① 伝熱管の肉厚が４ミリで安全解析が行われているが，詳細設計で

は最小肉厚が３．５ミリ，実測でも３．６ミリのものがあることが

判明したこと。

② 伝熱管から水・蒸気への熱伝達率について，訴外動燃の当初の解

析では，膜沸騰発生時の熱伝達率の減少について十分反映されてい

ない。

保安院の指摘によって，動燃は，伝熱管の厚みについて保守的な評

価をしていなかったこと，伝熱管から水への熱伝達の過程で当然考慮

しなければならない膜沸騰を見落としていたことが明らかとなった。

保安院は急速加熱時においては，未飽和状態でも膜沸騰が発生する可

能性が否定できないとして，膜沸騰を評価条件に加えることを命じた

のである。

３ 訴外動燃による変更申請の補正

このような指摘に基づいて訴外動燃は１２月１３日「高速増殖原型

炉もんじゅ原子炉設置変更許可申請書（原子炉施設の変更）本文およ

び添付書類の一部補正」を提出した。これは，法律的には設置変更許

可の一部となったと言うことである。

この変更によって当初の設置許可申請書がどのように変更されたか

をまとめたものが末尾添付の別表（もんじゅ蒸気発生器に関する変更



- 171 -

許可新旧対照表）である。

ここで，今回提出された一部補正の内で，蒸気発生器の設計の変更

に関する主な点をまとめると次の通りである。

「 」① 添付書類８の安全保護系以外のプロセス計装の 蒸気発生器計装

（ ． ． ． ）許可申請書添付書類９ ３ ３ ２ ８－９－１５ページの変更

蒸発器のカバーガス圧力計は設定圧を約０．１５ [ ]と「 MPa gage

MPaし，多重性をもった設計とする。圧力開放板開放検出器は約０．３

の差圧で開放する圧力開放板に設置し，その信号系は，多重性をもった設計

とする 」が明記された。。

② 添付書類８の「タービン及び付属設備」の「主要設備 「主蒸気」，

系設備 「第１１．３－１表 主蒸気系設備の設備仕様 （許可申」， 」

請書添付書類８－１１－１１）

水蒸気ブローを早期に完了するため，蒸発器入口放出弁をループ

当たり１個から２個に，出口放出弁をループ当たり２個から３個に

追加して設置する。

③ 設置変更許可申請書の「第１．４．３－３表 本原子炉施設の安

「安全全上の機能別重要度分類」の異常の影響緩和の機能を有する

に関する構築物，系統及び機器」のクラス２（ＭＳ－２）に当たる

「異常状態への対応上特に重要な構築物，系統および機器」のなか

「 」 「 」 ，に 二次主冷却系の過圧抑制機能 に 特記すべき関連系 として

「プロセス計装（蒸発器のカバーガス圧力計 」が明記された。）

④ 添付書類８の「蒸気発生器伝熱管水漏えい対策 （許可申請書添」

付書類８－５－３）

「蒸発器にカバーガス圧力計による水漏えい検出設備を設ける。

この水漏えい信号に基づき一連のプラント自動停止操作ができるよ

うに設計する 」。

⑤ 「防止対策 （許可申請書類添付書類１０ ３．１６．１ １０」

－３－６３の変更）

ナトリウム・水反応による顕著な圧力上昇を生ずるような伝熱「

管破損に際しては，蒸発器に設けたカバーガス圧力計により，水漏
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えいを検出する。この水漏えい信号に基づく一連のプラント自動停

とと止操作により，伝熱管の高温ラプチャ型破損の発生を防止する

もに，損耗作用による破損伝播を抑制できる設計とする 」。

４ 高温ラプチャが基本設計に関わる安全審査事項であることが明確となった

この保安院の指導が本件訴訟に関して有する重要な意義は，次の通

りである。

① これまで，訴外動燃が行ってきた解析に，不十分な点があり，従

来の伝熱管水漏えい対策の基本とされてきた圧力開放板の開放検出

信号によるプラント自動停止操作では高温ラプチャは防止できない

ことが明らかとなった。つまり現状のもんじゅに高温ラプチャの発

生の危険性があることが明らかになったのである。

② 高温ラプチャの発生を未然に防止するためにはカバーガス圧力計

によって圧力開放板よりも早く，確実に水漏えい信号を検出してプ

ラントの自動停止操作をする必要がある。

③ しかし，これまでの施設にもカバーガス圧力計は存在はしていた

ものの，このような枢要な安全対策設備としての位置づけを与えら

れていなかった。

④ そこで，今回の変更申請では，カバーガス圧力計の停止動作の作

動設定値を０．１５ と明確化し，一系統あたり二台から三台MPa

に増設し，内二台の異常値で自動停止操作が開始されるように多重

性を確保するよう変更し，その信頼性を強めた。

⑤ そして，カバーガス圧力計が「二次主冷却系の過圧抑制機能」の

ための「異常状態への対応上特に重要な構築物，系統および機器」

として，位置づけられた。

⑥ このようにして，高温ラプチャについて，もんじゅにおいて発生

の可能性の考えられる事態として位置づけ，その防止のための確実

な安全設備が必要であるとの立場に立って，基本設計の安全性に関

わる事項として審査機関が安全審査を行う姿勢を明らかに示したと

いえる。

⑦ このことは，とりもなおさず，高温ラプチャについて全く安全審
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査をしないでなされたもんじゅ設置許可処分には重大で決定的な安

全審査の欠落があるということを示しているのである。

五 被控訴人国の高裁最終準備書面における主張

１ 国による結論

このような状況の下で，国は高裁審理に至ってから，今日まで一通

の準備書面も提出することなく，ついに，２００２年３月２０日に至

って高裁審理における最終準備書面を提出してきた。

その結論は次の通りである。

「内閣総理大臣は，仮に，本件原子炉施設の蒸気発生器伝熱管が破

損するとしても 高温ラプチャは生じ得ず 本件安全審査における 蒸， ， 『

気発生器伝熱管破損事故』に係る安全評価において，高温ラプチャを

考慮する必要はないと判断した。このため，蒸気発生器伝熱管破損の

形態としては専らウェステージ型破損を想定すればよく，これを前提

とした解析条件を設定すれば足りる （１３３頁）。」

２ 高温ラプチャが発生する可能性について

( ) ＰＦＲ事故は特異な状況が重なり，急速ブロー系がなかったた1

めに発生したものであり，もんじゅではこのような事故は発生しな

い（１２６－１２７頁 。）

( ) アメリカの高温ラプチャ実験も流水管で発生したものではない2

（１２７頁 （その根拠として動燃の担当者が新たにアメリカから）。

取り寄せた手紙を提出している ）。

( ) インターアトム社伝熱管破損伝播試験は細径配管で，高温ラプ3

チャの形態も違う（１２７－１２８頁 。）

( ) ＳＷＡＴ－３ＲＵＮ１６はもんじゅの使用条件と異なったため4

に大量の高温ラプチャが発生した。ＲＵＮ１９の条件が作為的に切

り下げられているとはいえない（１２８－１２９頁 。）

( ) 保安院からの指示でなされた再解析では，圧力開放板開放検出5

器での検出の場合は，高温ラプチャが発生する判断基準を上回る結

果となっている。

原子力安全保安院は （従来の安全解析において，確実な検出方，
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法として基準とされてきた圧力開放板の開放検出器ではなく）カバ

ーガス圧力計による初期水リークの確実な検出が重要と判断して，

念のために申請書で明確化することが適当と判断したため，申請書

の補正を求めたものである。設置許可申請書添付書類１０の「蒸気

発生器伝熱管破損事故」に係る解析条件の前提を変えるものでなは

なく，行政庁も解析条件の変更を求めていない。したがって，高温

ラプチャ発生については考慮する必要がなかったことは明らかであ

る（１２９－１３２頁 。）

３ 解析条件の保守性に関する主張について

より多くの実験をしなければもんじゅで高温ラプチャが発生するか

どうかは確かめようがなく，安全評価におけるリークの想定には保守

性がないと言う控訴人の主張については，この議論はもんじゅでも高

温ラプチャが生じうると言う前提に立つものであり，本件安全審査で

は高温ラプチャが生じ得ないことを確認しているので 失当である １， （

３２－１３３頁 。）

４ 水流動の想定に関する主張について

控訴人の急速ブローに失敗したり，急速ブローよりも隔離の方が先

行した場合を想定しないのは，保守的な仮定といえず，急速ブローの

「急速ブロ行われない事態を想定すべきであるという主張について，

ーにかかわる設備は，原子炉の停止，炉心冷却及び放射性物質の閉込

めの基本的機能に直接関わる設備でないので，単一故障を仮定する必

としている（１３３－１３５頁 。要がない」 ）

５ 蒸気発生器伝熱管破損事故の結果の重大性に関する主張について

高温ラプチャは発生しないので，控訴人の主張するような重大事故

には発展しない。フェニックスの中間熱交換器の損傷の原因は不明で

あるが，蒸気発生器伝熱管の損傷によるものではない（１３５－１３

６頁 。）

６ 控訴人の具体的設計に関する主張について

控訴人らはナトリウム中の伝熱管に溶接箇所があること，伝熱管検

査技術が開発途上で，欠陥の発見が困難であること，水素計の技術が
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未確立で異常の早期発見が不可能であること，流動不安定現象が起こ

りやすいことの主張を行っているが，いずれも詳細設計段階以降の問

題である（１３６頁 。）

六 控訴人の国の新たな主張への反論

１ 内閣総理大臣の判断など存在しない

この国の主張の問題点の第一は事実でないことが書かれていること

である。

内閣総理大臣が 「高温ラプチャを考慮することは必要がないと判，

断した 」とされるが，そのような判断は，現実にもんじゅにおいて。

実施された安全審査の中で，いつどこにおいても示されていない。国

の判断を記載した「安全審査書」のどこにもそのような記載はないの

である。そもそも，国は，どのような資料をもとにこのような判断を

したのだろうか，ＳＷＡＴ－３ＲＵＮ１６の実験結果を見ないで，な

， 。ぜそのような判断を的確に行えたのか 説明することは不可能だろう

２ 安全審査の結論を先取りした国の主張は許されない

原子力安全委員会の検討も経ないで，これから安全審査がなされる

べき事項について指定代理人が国の主張として安全審査の結果を先取

りしたような準備書面を提出することは許されないことである。

高裁のこれまでの審理経過を踏まえて，国が土壇場のこの期におよ

んで，このような主張を行ったことに，控訴人らは非常な憤りを覚え

る。

「もんじゅ」問題における被控訴人国の現在の立場は，事故を起こ

して停止している原子炉の改造工事について，動燃から変更許可の申

請を受けて，これを公正・公平な立場で安全審査し，さらには原子力

安全委員会への諮問を経て，この安全審査に一つの結論を出さなけれ

ばならない立場である。

被控訴人が，このような国の責務を正確に認識しているならば，現

時点における答弁は，次のようなものであるべきであった。

① 高温ラプチャについては，これまでの安全審査において審査して

いないこと
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② 今回の変更許可に際して，保安院からの指示でなされた動燃によ

る再解析では，圧力開放板開放検出器での検出の場合は，高温ラプ

チャが発生する判断基準を上回る結果となっている。

③ であるから，今後の安全審査においては，もんじゅでの高温ラプ

チャの発生の可能性を踏まえ，高温ラプチャ事象が発生しないよう

に確実に安全対策設備が設備されているか，新たに安全上重要な安

全対策設備として位置づけられたカバーガス圧力計が所期の機能を

果たすことができるかどうか，その機器の信頼性を厳密に審査する

とともに，さらには仮にこのような事象が発生したとしても，公衆

に被曝をもたらさないで事故を収束できるかどうかを慎重に安全審

査をしていきたい。

本件において，経済産業省から出席していた指定代理人は，自ら公

正に安全審査を行うべき立場を完全に没却して，設計変更は「念のた

め」などと裁判所における説明会でも繰り返した。しかし，原子力安

全保安院から訴外動燃に宛てた補正の指示の公文書とこれを受けて訴

外動燃が提出した設置変更許可申請書の補正書にはこの設計変更が

「念のため」に行うものである等という記載は一切ない。

もんじゅの安全性を独自に確認する県の「もんじゅ安全性調査検討

専門委員会 （座長 児嶋眞兵福井大学学長）は，２００２年３月２」

５日中間まとめの６項目を集約して国に要望として提出することとし

たが，この中で，蒸気発生器の安全性，蒸気発生器の検査装置の２項

目が含まれ，蒸気発生器の細管破断対策について 「水漏れの検知と，

」 。 ，その後の対応を詳細に説明すべき としているのである この問題は

県の原子力安全行政上の重要課題にまでなっているのである。

３ 動燃の解析条件を前提としても，原設計のもんじゅでは２つのカバーガス圧力

計の内一台の故障を仮定すれば高温ラプチャ発生は避けられない

( ) 許可申請における解析は圧力開放板開放検出信号によるもの1

蒸気発生器の伝熱管破損による水ナトリウム反応を検出する機器

は原設計でも圧力開放板と，カバーガス圧力計の二つがあった。許

可申請書添付書類１０における事故解析では圧力開放板の破損検出
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信号をもとに解析が行われた。このことは，信頼性の低いカバーガ

ス圧力計については不作動を仮定して，圧力開放板の破損検出信号

をもとに解析が行われたものと考えられる。

( ) 原設計ではカバーガス圧力計１台が作動しなければ高温ラプチ2

ャの発生は必至

今回の原子力安全保安院による指示に基づいて行われたしかし，

解析では，この圧力開放板による検出では高温ラプチャの防止に間

。 ， ，に合わないことが判明した そこで 高温ラプチャを防止するには

カバーガス圧力計が確実に作動しなければならないことが明らかと

なり，カバーガス圧力計の一つの故障を想定しても，急速ブローが

作動することを確認するために圧力計を２台から３台に増設し，３

つの圧力計の内の２つの異常で急速ブローが作動するように機器の

作動ロジックの補正がなされたのである。このような補正自体が，

原設計では，カバーガス圧力計一台の故障を仮定すれば高温ラプチ

ャを防止できないことを端的に示している。

( ) 変更申請は，カバーガス圧力計の異常状態への対応上特に重要3

な設備・機器として位置づけ直し，その一台が故障しても急速ブロ

ーの作動する多重性を確保するためである

「急速ブローにかかわる設備は，原子炉停止，炉心冷却，放射性

物質の閉じこめの基本的機能に直接関わる設備ではないから単一故

障を仮定することを要しない 」という国の説明の意味するところ。

は，意味不明であるが，自らの行った補正の指示とも矛盾するでた

らめな主張である。

高速増殖炉における水ナトリウム反応とこれによる二次系の過圧

の抑制が安全上特に重要な機能であることは変更許可申請の補正に

おいて，明確に示されている。

「高速増殖炉の安全性の評価の考え方」は中間冷却系について，

「中間冷却は，一次冷却系から冷却材が中間冷却系に漏れ出すこと

のない設計とするとともに，水・蒸気系側からの中間冷却系への漏

洩が生じた場合にも安全が確保できる設計が必要である （指針別。」
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紙Ⅰ（７ ）とされ，水・蒸気側から中間冷却系（二次系ナトリウ）

ム）に漏洩が起きても安全が確保できることを大きな設計上の課題

としている。また，申請書添付書類８－１－７４記載の「安全設計

方針」４１の中間冷却系についての安全設計方針として 「中間冷，

却系は蒸気発生器伝熱管からの水漏えいが生じた場合でも，その影

響により，安全上重要な構築物，系統及び機器の安全機能が失われ

ることがないように考慮された設計であること」と定められ，適合

のための設計として 「蒸気発生器において，伝熱管破損事故が発，

， ， ，生しても 水漏えい検出設備等により 水漏えいを早期に検出して

水の急速なブロー等の適切な措置が行えるように設計する 」とさ。

れている。このように，蒸気発生器伝熱管破損事故の際の安全性の

確保，とりわけ「水漏えい検出設備で水漏えいを早期に検出するこ

」「 」と 水の急速ブロー等の適切な措置が行えるように設計すること

がもんじゅの安全設計の重要な構成部分であることは明らかであ

る。

今回の変更申請では，カバーガス圧力計の停止動作の作動設定値

． ， ，を０ １５ と明確化し 一系統あたり二台から三台に増設しMPa

内二台の異常値で自動停止操作が開始されるように多重性を確保す

るよう変更し，その信頼性を強めた。そして，カバーガス圧力計が

「二次主冷却系の過圧抑制機能」のための「異常状態への対応上特

に重要な構築物，系統および機器」として，位置づけられた。

このような設計変更は水漏えいを確実に検出して，カバーガス圧

力計の一台が故障しても急速ブローの作動を確保するためである。

「急速ブローにかかわる設備は，原子炉停止，炉心冷却，放射性物

質の閉じこめの基本的機能に直接関わる設備ではないから単一故障

を仮定することを要しない 」という国の主張とは正反対の前提に。

立ってこの補正指示と変更許可の補正は行われているのである。

このことは，変更前の設計では，カバーガス圧力計の系統は一系

統しかなく多重性が確保されていないので信頼性が低く，この信号

に基づく急速ブローに失敗することを想定せざるを得ないこと，そ



- 179 -

の時には解析条件になお数々の問題点がある訴外動燃自らの解析に

よっても，高温ラプチャの発生は避けられないことを示している。

４ 原設計の施設で高温ラプチャは起きないとする根拠は完全に崩れている

以上の論述で，もんじゅの蒸気発生器伝熱管破損時の安全審査に極

めて重大な欠落があり，許可処分が無効であることは十分論証された

ものと考える。

したがって，以下の記述は，本来は行政訴訟では不要と考える。し

かし，動燃は今回の再解析における操作によって原設計のもんじゅで

は高温ラプチャは起きないこと，今回の設計変更は念のためのもので

あるなどと主張している。国も驚くべきことにこのような安全審査を

経ていない訴外動燃の報告書をその最終準備書面において引用し，同

様の主張を行うに至っている。しかし，これらの主張が保安院の公式

の文書とも矛盾することを以上に明らかにしてきたところである。

そこで，訟務担当者限りの独走とも見られる，このような最後の悪

なお，ここでの判あがき的な主張に対して簡潔に反論を加えておく。

断のポイントは原設計のもんじゅで高温ラプチャが発生するかどうか

そのものではなく，発生の可能性があり，その防止のための対策につ

いて安全審査が必要だったかという点にある。

( ) すべて解析のみで新たな実験はなされていない1

ここでの動燃が行っている論証はすべて解析によるものであり，

新たな実験は全く行われていない。机上の解析では現実の事故の進

展によって常に裏切られることは，最近の我が国の続発する重大事

故の経験からも裏付けられる。本件におけるナトリウム腐食の問題

もナトリウム漏れ事故の再現実験の中から明らかになったことを忘

れてはならない。

( ) 圧力開放板の対策だけでは高温ラプチャが発生することは明ら2

か

今回の新たな訴外動燃の解析結果では，当初からの水ナトリウム

反応の検出のための主要な安全対策とされ，解析においても急速ブ

ロー動作の作動のための信号とされてきた「圧力開放板開放検出信
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号」を待っていたのでは，高温ラプチャが発生してしまうことが明

らかになった。

( ) 動燃の解析でもカバーガス圧力計による検出の場合もほとんど3

余裕はない

カバーガス圧力計での初期水リークの検出の場合，高温ラプチャ

が発生する判断基準を下回っているとされ，そのことが訴外動燃の

報告の概要でも強調されている。しかし，下回っているとはいうも

のの，解析結果は例えば４０パーセント給水の場合応力／引っ張り

強さで０．９７，累積損傷和で０．９５となっており，ほとんど余

裕はない。このような計算誤差にはいるような値をもって高温ラプ

チャが発生する可能性がないことを確認したなどとは到底いえな

い。すくなくとも安全審査において，このような解析の前提条件が

保守的なものであるかどうかを慎重に検討・安全審査する必要のあ

ることを示す解析結果であるといえる。

( ) 許可申請時の安全評価では水リーク検出は圧力開放板によるこ4

ととされていた

さらに，重要なことは，当初の伝熱管破損対策の安全設計では，

水リーク検出によるプラント自動停止の作動は，現状設備について

も，改造設備においても，圧力開放板によるものとされていたこと

である（乙イ４４ ２６ページ下から１１行目および２９ページ２

行目 。）

本件許可申請添付書類にも次のように記載されている。

「初期スパイク圧発生後伝熱管破損伝播による影響も含めて水素

の発生が継続するため，蒸発器のカバーガス圧力が上昇し，蒸発器

用圧力開放板が開放し蒸発器内圧力の開放が開始される。圧力開放

板開放検出信号によって，蒸気発生器の水・蒸気側のしゃ断，内部

保有水・蒸気の急速ブロー，２次主冷却系循環ポンプのトリップ等

の一連のプラント停止機能が自動的に行われ 「２次主冷却系循環，

ポンプ回転数低」信号により原子炉は自動停止する（添付書類１０

－３－６５ 」）。
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このように，水リークの検出については，一貫して信頼性のある

検出方法は圧力開放板の破裂の検出信号によるものとされ，カバー

ガス圧力計による検出は信頼性があるものとしては想定されてこな

かったのである。

( ) カバーガス圧力計は確実度の高い水漏えい検出設備ではない5

カバーガス圧力計は確かに現状設備にも存在はするが，これが確

実度の高い水漏えい検出方法とは考えられてこなかったのが，厳然

原理的にも圧力自体によって破裂する圧力たる事実である。また，

開放板の開放信号と圧力を計測して一定値以上を検出した際に開放

信号を発する設備とは同等の信頼性を有するものではない。

今回の改造工事では，このカバーガス圧力計を２つから３つに増

やし，その動作ロジックを２つのうち２つの圧力計が異常値を示し

たときに自動停止操作を行う仕組みを，圧力計を３つに増やし３つ

の圧力計の内２つが異常値を示したときに自動停止操作を行うよう

に，機器の多重性を設定してその信頼性を改善させている。このこ

との持つ意味は前項において詳細に論じたところであるが，２つの

圧力計の内，２つが異常値を示さなければ急速ブローしないのであ

れば，カバーガス圧力計のうち一台の故障を仮定しただけで，水ナ

トリウム反応の早期検出に失敗し，圧力開放板の破裂検出信号を待

， 。たなければならないので 高温ラプチャは避けられないこととなる

なお，本件行政訴訟においては不要な検討ではあるが，補正後の

設計で確実に高温ラプチャが防止できるかどうかについても疑問は

残っている。まず伝熱管の破損時に，このカバーガス圧力計が確実

に作動して，高温ラプチャが防止できるかどうかは大いに疑問であ

る。カバーガス圧力計の共通原因による不作動の可能性も否定でき

。 。ない この点の究明が今後の安全審査の主要な論点の一つとなろう

しかし，すくなくとも，改善前の設備では，一台でも圧力計が故

障していれば，つまり機器の単一故障を仮定すれば高温ラプチャの

発生は必至なのである。だからこそ，保安院はこの設備を安全上重

要な設備に位置づけ，その増設と多重化を訴外動燃に命じたのであ
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る。現状設備に，カバーガス圧力計があるから，高温ラプチャは発

生しないことを確認したなどという国の主張は自らの行った補正の

指示とも矛盾し，原子炉の安全設計を少しでも知るものであれば到

底口にすることのできないたぐいの，端的なウソである。

( ) 新しい解析はナトリウムから伝熱管への熱の入り方について解6

析条件を緩和してしまっている

訴外動燃が保安院の指示に答えて実施した新たな解析では，伝熱

管から水側については解析条件が厳しくなっているが，見逃せない

ことに「ナトリウムから伝熱管への熱の入り方に関して，これまで

現実に比べて過大な余裕を持つような前提に立っていたものを見直

した 」とされている。しかし，このようなやり方は到底許されな。

保安院に提出していた解析結果に保守的でない点が指摘され，い。

再解析を命じられているときに，他方で当初の解析の中でナトリウ

ム側の解析条件を緩和するようなことは，普通は絶対に行われない

ことであるし，認められないことである。いわば，落第点をとった

生徒に対して勝手に採点基準を変えて，合格していたことにしてし

まうようなものである。

( ) 何が何でも現状設備での高温ラプチャが発生しないことにして7

しまうためのデータ操作がなされた

このような異例なやり方が行われた背景は，次のように考えるし

かない。保安院の指摘を受けた配管の厚みと膜沸騰の点だけを変え

て計算をやり直すと，現状でカバーガス圧力計で水漏えいが検知で

きたとしても，高温ラプチャの発生は必至となる。しかし，このデ

ータをそのまま出してしまった場合，現状設備が高温ラプチャの危

険性があることを被控訴人は自ら認めることとなり，本件訴訟での

敗訴を自認せざるを得なくなる。そのため，訴外動燃は，過去の実

験における温度分布を見直したなどとして，伝熱管とナトリウムと

の熱伝達に関する温度条件のパラメーターを切り下げる姑息な操作

を行い，累積損傷和などの数値がかろうじて１以下になるように数

字を操作したのである。
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現状設備で高温ラプチャは発生しないことが確認されているなど

といえないことは明らかである。

５ 結果の重大性に関する主張について

国の主張は，結局のところ，高温ラプチャは発生しないとする前提

に立つもので，この前提が誤っていることは，ここまで論証したとこ

ろである。また，控訴人がフェニックス炉における中間熱交換器破損

事故を引用したのは，中間熱交換器が破損しうる場合があることを示

すためで，蒸気発生器伝熱管破損事故と関係がないことは控訴人の主

張においても，前提となっている。主張は控訴人の主張の前提を誤解

するものであって，失当である。

６ 具体的な設計に関する主張について

控訴人らの主張したナトリウム中の伝熱管に溶接箇所があること，

伝熱管検査技術が開発途上で，欠陥の発見が困難であること，水素計

の技術が未確立で異常の早期発見が不可能であること，流動不安定現

象が起こりやすいことなどは，いずれももんじゅ蒸気発生器の設計の

根本概念に関するものであり，伝熱管に破損が生じやすいこと，その

対策が容易でないことを示している。

これらの問題が詳細設計段階で検討されているという主張も何ら裏

付けのない主張である。現実に，詳細設計の設計および工事方法の認

可申請書においては，強度計算と耐震設計しかなされておらず，この

ような点を検討した資料は見あたらない。具体的に検討されたものが

あるとするなら，国はこれを示すべきである。

七 結論（無効判決しかあり得ない）

本件安全審査で妥当と判断された「もんじゅ」の蒸気発生器に関する

「設計基準事象」では 「伝熱管損傷事故」を選定し，伝熱管１本が瞬，

時に破断し，その影響を受けた破損の伝播作用によって，さらに３本

が破断するという万一の事態の発生を想定する。そして，それでも，

１次冷却系から２次冷却系への熱のやりとりを行う重要な設備である

「中間熱交換器」の健全性は，合計４本の配管破断に伴う圧力上昇に

も耐えて維持され，炉心の冷却能力も低下することなく，炉心の溶融，
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崩壊という重大事態も回避可能であるという結論であった。

しかし，安全審査で妥当と判断された事故経過の解析では，配管破損

の伝播は 「ウエステージ（損耗）作用」によって進行すると想定され，

ている 「ウエステージ作用」とは，伝熱管破断時に高温のナトリウム。

中に高圧力で噴出する高温の水とナトリウムとの間で生じた化合物に

よって伝熱管が腐食・損耗を受ける作用のことである。

ところが，この想定された破損伝播のメカニズムが誤っている可能性

は，訴外動燃が実施し，結果を隠蔽し続けていた実験ＳＷＡＴ－３Ｒ

ＵＮ１６で判明していた。その実験では，伝熱管の破断に伴うナトリ

ウムと噴出水との化学反応の際に高温が発生し，その高温による伝熱

（「 （ ）」） ，「 」管の腐食・破損 高温ラプチャー 破裂 が ウエステージ作用

の場合より急速に伝播し，予想を超えた多数の伝熱管が破損した。

そして，イギリスの高速増殖原型炉原発（ＦＰＲ）で，１９８７年に

発生した伝熱管破断事故の際に，合計４０本に及ぶ伝熱管の破損伝播

が確認され「高温ラプチャー」現象が世界中の注目を受けるに至った。

にもかかわらず訴外動燃は，ＳＷＡＴ－３ＲＵＮ１９のわずか１回の

実験結果と解析による計算だけに依拠して 「もんじゅ」では 「高温， ，

ラプチャー」は起こり得ないとして，安全審査で妥当と判断されてい

た「設計基準事象」解析の内容を変更しなかった。監督官庁は，この

ような事実をずっと知らされていなかったが，１９９４年にはじめて

訴外動燃からの報告でこれを知った。しかし，その後も，そうした措

置を認めてきた。

しかし，すでに述べてきたように，原審以来の控訴人らの厳しい追及

に触発された原子力安全保安院は，訴外動燃の安全解析データを再吟

味した結果，訴外動燃の解析条件の重大な誤りを２点にわたって指摘

し，安全解析の際に「高温ラプチャー」を考慮しないためには，当該

設計基準事象に関わる事故防止対策を内容とする基本設計の変更が不

可欠であることを訴外動燃に指示するに至った。そして，訴外動燃も

その指示を受け入れ，蒸気発生器伝熱管破損事故に備えた基本設計の

変更を内容とする「もんじゅ設置変更申請」を提出した。
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言うまでもなく 「核燃機構」が提出した設置変更申請が安全委員会，

で妥当と判断され，設置変更が許可されない限り 「もんじゅ」の運転，

はもとより，基本設計変更に伴う事故対策設備の設計・施工も実施で

きないのであり，本件安全審査の重大な過誤，欠落は一点の疑いもな

く確認されるに至った。

したがって，本件許可処分が違法であり，かつ無効であることは当然

である。
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第２の３ もんじゅ蒸気発生器伝熱管破損事故に関する本件安全審査の違法性とその重

大性についてー平成１４年４月１７日付蒸気発生器伝熱管破損事故に関する被控訴人

国の釈明に対する反論

一 蒸気発生器技術のもつ根源的な困難性

金属ナトリウムを高速増殖炉の冷却材として使用すると言うことは，

発電を蒸気タービンで行う以上，金属ナトリウムと蒸気との熱交換技

術を必要不可欠のものとした。

しかし，ナトリウムと水・水蒸気との反応はまさに爆発的である。蒸

気発生器伝熱管は，伝熱の機能と水ナトリウム反応の防壁という二つ

の相矛盾した機能を負わされている。伝熱効率から言えば，伝熱管は

薄いほど効率が良く，防壁としては十分な厚みが必要である。

世界の高速増殖炉開発が技術的困難から壁にぶち当たり，日本を除い

て欧米諸国のすべての国で開発が放棄されようとしている。その要因

には経済的な要因と技術的な安全性に関する要因が複雑に入り組んで

いるのであるが，技術的な要因の最大のものがナトリウム取り扱い技

術と不安定な炉心特性であり，ナトリウム取り扱い技術の中でも最難

関がナトリウムと蒸気との熱交換を内容とする蒸気発生器技術であっ

た。

二 大量の伝熱管破断をもたらす高温ラプチャ

もんじゅにおける設計基準事故の一つである「蒸気発生器伝熱管破損

事故」の想定の中には，蒸気発生器の伝熱管１本が瞬時に破断するこ

とで事故が始まり，水とナトリウムが爆発的に反応をはじめ，続いて

破損の伝播によって，更に３本の伝熱管が破断するというシナリオが

含まれている。

高温ラプチャが，もんじゅでも発生する可能性があり，もし発生すれ

ばけた違いに多くの伝熱管が破裂し，すでに本件安全審査で妥当と判

断されている設計基準事故のシナリオは崩壊するため，その防止対策

が必要であるということは，高裁審理を終えた裁判所には誰も異論が

ないであろう。また，高温ラプチャが発生した場合には大量の伝熱管

が一挙に破断し，設計基準事故を遙かに上回る事態を引き起こすこと

も異論がないであろう。原判決もこのことは既に認めていた 「水漏え。
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い率が毎秒約１キログラム程度を上回るようになると，隣接伝熱管に

ウェステージ型破損が発生するおそれがあるほか，ナトリウム・水反

応によって生じる高温の反応熱のために伝熱管壁が過熱されて，伝熱

管の機械的強度が低下し，伝熱管が内部の圧力によって急速に膨れて

破裂する（この現象を「高温ラプチャ（破裂）現象」といい，高温ラ

プチャ現象によって隣接伝熱管が破損することを「高温ラプチャ型破

損」という ）おそれが生じる。一般に，ウェステージ型破損よりも，。

高温ラプチャ型破損の方が，短時間に多数の伝熱管を破損させるおそ

れが高いとされる 」としている（原判決６５４－６５５頁 。。 ）

そして，この高温ラプチャの発生を防止するための十分な対策が行わ

れているかどうかについて，行政庁（科学技術庁）も原子力安全委員

会も一度も安全審査を実施していないことも争いようのない事実なの

である。

三 国は高温ラプチャの危険性について何の判断もしていない

ところが，控訴人の国の最終準備書面に対する求釈明に対する回答に

おいて 「内閣総理大臣は，本件安全審査において，本件原子炉施設に，

は伝熱管に損傷が生じて水・蒸気が漏えいした場合，これを検出して，

急速ブロー及び給水の停止により，ナトリウム・水反応を抑制し，伝

熱管内の圧力を低下させる対策が施されることを確認した 」として，。

「このことから 「高温ラプチャは生じ得ず 「本件安全審査における」 」，

「蒸気発生器伝熱管破損事故」に係る安全評価において高温ラプチャ

を考慮する必要はないと判断したのである （被控訴人最終準備書面。」

補充書９－１０頁）とする。

しかし，このような主張は証拠に基づかない，文字通りの言い逃れで

ある。

２０００年１０月３０日付釈明によれば訴外動燃が監督官庁であり，

一次的安全規制機関である科学技術庁の原子力安全局原子炉規制課に

ＳＷＡＴ－３ＲＵＮ１６，１９の内容を報告したのは１９９４年（平

成６年）１１月７日のことであるという。

そして，この際に提出されたという乙イ８７号証によればこの説明は
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文字通り，概要の報告に過ぎず，安全規制機関がその当否を検討でき

るような一次資料とは到底言えない（国釈明１，２頁 。重要な実験結）

果の記載に誤りがあるような報告なのである。また，科学技術庁はこ

のような説明すら原子力安全委員会に報告していないという（国釈明

３頁 。このような経過のもとで，いつ，どのようにして国は高温ラプ）

チャを考慮する必要はないなどという判断ができたというのだろうか。

１９９８年１０月２１日蒸気発生器における高温ラプチャ問題につい

て，佐藤原子力安全委員長（当時）は「安全性総点検においては，そ

れも踏まえた点検がなされたものと我がほうは理解しております。そ

の内容が十分であるかどうかまでは，まだ我がほうの検討が及んでお

りません 「私は知らなかったと言うことでございます 」と証言し，。」 。

自らの安全審査の過程で高温ラプチャ問題が審議されなかったことを

端的に認めている（佐藤証人調書１５３頁 。）

仮にも公務員である指定代理人が証拠に基づかない主張を行うこと

は，訴訟戦術としても許されないことではないだろうか。控訴人は，

前回の進行協議期日において「予備的な反論と求釈明」の中で，この

ような主張に対する釈明を行い，そのなかで，そのような判断が国の

作成した安全審査書のどこに記載されているのか，如何なる資料によ

ってこのような判断をしたのかを明らかにするように求めた。しかし，

国は結局これに答えることはできず抽象的な主張を繰り返しただけで

あった。

四 原設計での伝熱管破損機序としてはウェステージが想定されていた

そもそも，蒸気発生器の伝熱管破損事故の設計基準事故が初期１本，

破損伝播３本の合計４本に相当する水漏えい量として想定されたのは，

ウェステージ型の破損伝播を考えていたためであり，高温ラプチャの

破損伝播は全く考えられていなかった。このことは，原審における国

申請の斉藤証人もこれを認めていたし，訴外動燃の海外出張報告文書

にも明記されていた。そして，原判決は「設計基準リークの想定」の

項目で次の通り認定している。

「証人斉藤の証言（斉藤調書１回４７丁表ないし５０丁裏 ，乙１６）
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号証の１０の３ ６５頁及び乙イ４３号証によれば，申請者は 「蒸気，

発生器伝熱管破損事故」の解析評価において，評価の前提として，安

全上余裕を持って想定すべき伝熱管の最大水漏えい率（以下「設計基

準リーク」という ）を設定したこと，水，蒸気がナトリウムに接した。

直後に発生する急峻な圧力パルス（初期スパイク圧）の評価の前提と

しては，伝熱管一本が瞬時に両端完全破断（いわゆるギロチン破断）

した際の水漏えい率を，初期スパイク圧減衰後，事故終止まで持続す

る水素ガスの圧力（準定常圧）の評価の前提としては，水，蒸気の漏

えいが周囲の伝熱管（隣接伝熱管）に影響を及ぼし，隣接伝熱管が二

次的に破損するメカニズムとしては，ナトリウム中に水，蒸気が噴出

して形成されるリークジェットによるウェステージ（損耗）型破損を

前提として，伝熱管４本の両端完全破断に相当する水漏えい率を想定

したことが認められる 」としている（原判決６５９－６６０頁 。。 ）

乙イ４３号証の５頁にこのことを認めた記述がある。また，訴外動燃

の「海外出張報告書 （甲イ４４３号証３４７頁）によれば，ＲＵＮ１」

９試験に関する説明中で 「高速増殖原型炉「もんじゅ」の蒸気発生器，

の設計基準リーク（ＤＢＬ）として，１９７０年代半ばに１＋３ＤＥ

Ｇ（初期１本＋破損伝播による伝熱管両端ギロチン破損３本）が選定

された。これは当時動燃で実施していた小リーク・ウェステージ試験

データや海外との情報交換で得られた知見を基に保守的に選定したも

のである 」とされていた。このようにもんじゅの設置許可申請の時に。

は破損伝播の機序としては，ウェステージしか想定されておらず，高

温ラプチャの可能性は考慮しないで設計基準事故が選定されていたの

である。

五 高温ラプチャ問題は訴外動燃によって意図的に秘匿された

しかし，本件の安全審査が行われていた１９８１年には訴外動燃によ

るＳＷＡＴ－３ＲＵＮ１６の実験が行われ，高温ラプチャによって伝

熱管２５本が破断するという驚愕すべき実験結果を得た。

ＳＷＡＴ－３ＲＵＮ１６が実施され，高温ラプチャが大量発生した状

況の下では，安全審査では，もんじゅにおいて高温ラプチャ現象が発
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生する危険があるかどうかを，追加の実験を含めて徹底的に解明する

ことが必須の作業であったといえる。しかし，訴外動燃は膨大な国費

を投じて建設された実験設備を独占的に用いて実施されたこの実験結

果を動燃以外の第三者（一般市民だけでなく，国の機関や大学その他

の原子力機関の研究者を含む）に対して徹底的に秘匿したのである。

そのためにこのことは全く安全審査されることなく設置許可がなされ

たのである。

設計基準事故においても４本しか破断しないはずの伝熱管が２５本も

破断した実験が安全審査の途上で発生し，このことが科学技術庁や原

子力安全委員会に報告され，報道機関にも公表されていればどうなっ

ていただろうか。

燃料にプルトニウムを用い，ナトリウムを冷却材に用いるもんじゅの

危険性の指摘は安全審査の当時においても厳しいものがあり，１９８

２年２月の公開ヒアリングには全国からもんじゅに強く抗議して９３

００人が駆けつけていたのである。この公開ヒアリングはＳＷＡＴ－

３ＲＵＮ１６の実施された１９８１年９月からわずか半年後のことで

ある。この実験結果が安全審査の途上で公表され，この公開ヒアリン

グの場で議論の対象とされていれば，少なくともより厳格な安全審査

が必要とされ，もとの設計のままではもんじゅの許可をすることは難

しくなっていただろう。だからこそ，訴外動燃はこの実験結果を科学

技術庁と原子力安全委員会に隠したのである。まさしく安全審査機関

をも欺き，許可をだまし取ったといわれてもやむを得ないやり方だっ

た。

このことが 控訴人らにわかったのは 証人小林圭二に対して動燃 海， ， 「

外出張報告」が開示された １９９９年２月２６日のことである。この

報告書は，１９８９年３月に動燃がイギリスのＰＦＲにこの事故に関

して出張をした際の報告書であるが，この中に，高温ラプチャ問題に

ついてのイギリス側とのやりとりやＲＵＮ１６，１９の内容も掲載さ

れていた。その主要部分を原告から結審の間際の同年３月，甲イ四四

三号証として提出した。このレポートの中ではじめてＲＵＮ１６，１
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９の詳細な内容が明らかにされたのである。

， 「 」 「 」以上のように 本件 もんじゅ の 蒸気発生器伝熱管破損事故対策

の基本設計の安全性を確認した原子力安全委員会等の安全審査には，

高温ラプチャに関する知見に関して，訴外動燃の意図的な情報の秘匿

に起因する過誤欠落があり，その結果，安全審査における「基本設計

の安全性は確認できた」との結論は，もはや維持できないことが明ら

かである。

六 カバーガス圧力計の変更は蒸気発生器の基本設計の変更である

本件原子炉設置許可処分は基本設計の変更を免れないところであり，

事実，訴外動燃は，すでに平成１３年１２月，もんじゅの変更許可申

請の補正を提出している。高温ラプチャの防止のために必要な対策の

ため，国の指示で補正が行われたことは極めて異例のことである。訴

外動燃は安全総点検の結果，蒸気発生器の伝熱管破損事故時の安全余

裕が厳しいため，計測装置や蒸発器入口放出弁の設計の変更を必要と

した。にもかかわらず，蒸気発生器についての設計変更は，２００１

年６月６日提出の設置変更許可申請書には記載しなかった。

このような対応は，高温ラプチャは訴外動燃の解析（乙イ４４）で発

生しないことを確認したので，その設計変更は基本設計に関する問題

ではないという独自の見解に基づくものであった。しかし，このよう

な，姑息な対応に対して，原子力安全保安院は，訴外動燃に再解析を

命じ，すくなくとも現在の設計におけるもんじゅでは，高温ラプチャ

が発生することは避けられないことを明らかにした上で，高温ラプチ

ャ対策のためにカバーガス圧力計の増設と作動ロジックの多重化を指

示し 「カバーガス圧力計による初期水リークの確実な検出が高温ラプ，

チャ発生防止のうえで重要と判断」したために，このことを設置変更

許可申請書に記載することを指示したのである。

すなわち 平成１３年１２月１１日経済産業省原子力安全保安院は 蒸， 「

気発生器計装の設置許可申請書への記載」について文書で指示・指導

を行った。

「伝熱管破損による水漏えい対策を考慮し，蒸気発生器計装として，
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伝熱管破損を検出するために，カバーガス圧力計及び開放板開放検出

器を設け，これらの信号により，内部保有水・蒸気の急速なブロー等

の自動操作が行われることとされているが，カバーガス圧力計等の位

置付けを一層明確化することが適当と考えられることから，設置許可

申請書本文の『蒸気発生器計装』と記載されている部分を『カバーガ

ス圧力計等の蒸気発生器計装』と明記するとともに，併せて，その他

の蒸気発生器伝熱管破損時の影響緩和に関係する設備について当該申

請書の添付資料に追記するよう貴機構に対して求めます 」。

「貴機構において検討を行った結果が当院に報告され，当院として説

明を聴取しその内容を検討したところ （中略）圧力開放板検出器によ，

る検出による場合，高温ラプチャが発生する判断基準を上回る結果と

評価された」

「当院としては （中略）カバーガス圧力計による初期水リークの確，

実な検出が高温ラプチャ発生防止のうえで重要と判断するものであり，

（中略）設置許可申請書において明確にすることが適当と判断した 」。

として，設置許可申請書への記載を求め，変更許可申請の内容とする

ことを求めたのである。

つまり，もんじゅの運転を再開するためには 「蒸気発生器伝熱管破，

損事故」に備えた基本設計の一部を変更する内容の設置変更許可申請

を行い，その内容の安全審査によって，設計基準事故の際に高温ラプ

チャ現象を避けることができることを確認する必要がある旨指示した

のである。

七 訴外動燃による設置変更許可申請

ところが，被控訴人国は，このような指示を行う一方で，本件訴訟に

おいては「急速ブローにかかわる設備は，原子炉停止，炉心冷却，放

射性物質の閉じこめの基本的機能に直接関わる設備ではないから単一

故障を仮定することを要しない 」と最終準備書面において主張した。。

さらに 前回の進行協議期日における求釈明に対する回答において カ， ，「

バーガス圧力計を何台設置するかは詳細設計にかかわる事項であり，

本件安全審査の対象ではない （平成１４年４月１７日付被控訴人最。」
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終準備書面補充書１０頁）と主張するに至った。

しかし，このような主張は被控訴人が自らの行った補正の指示と，こ

れに答えてなされた訴外動燃の変更許可申請の内容とも矛盾するでた

らめな主張である。

まず，以下に変更許可申請の概要を説明する。

「 」① 添付書類８の安全保護系以外のプロセス計装の 蒸気発生器計装

（ ． ． ． ）許可申請書添付書類９ ３ ３ ２ ８－９－１５ページの変更

「蒸発器のカバーガス圧力計は設定圧を約０．１５MPa[gage]と

し，多重性をもった設計とする。圧力開放板開放検出器は約０．３

MPaの差圧で開放する圧力開放板に設置し，その信号系は，多重性

をもった設計とする 」が明記された。。

② 添付書類８の「タービン及び付属設備」の「主要設備 「主蒸気」，

系設備 「第１１．３－１表 主蒸気系設備の設備仕様 （許可申」， 」

請書添付書類８－１１－１１）

水蒸気ブローを早期に完了するため，蒸発器入口放出弁をループ

当たり１個から２個に，出口放出弁をループ当たり２個から３個に

追加して設置する。

③ 設置変更許可申請書の「第１．４．３－３表 本原子炉施設の安

全上の機能別重要度分類」の異常の影響緩和の機能を有する「安全

に関する構築物，系統及び機器」のクラス２（ＭＳ－２）に当たる

「異常状態への対応上特に重要な構築物，系統および機器」のなか

「 」 「 」 ，に 二次主冷却系の過圧抑制機能 に 特記すべき関連系 として

「プロセス計装（蒸発器のカバーガス圧力計 」が明記された。）

④ 添付書類８の「蒸気発生器伝熱管水漏えい対策 （許可申請書添」

付書類８－５－３）

「蒸発器にカバーガス圧力計による水漏えい検出設備を設ける。

この水漏えい信号に基づき一連のプラント自動停止操作ができるよ

うに設計する 」。

⑤ 「防止対策 （許可申請書類添付書類１０ ３．１６．１ １０」

－３－６３の変更）
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「ナトリウム・水反応による顕著な圧力上昇を生ずるような伝熱

管破損に際しては，蒸発器に設けたカバーガス圧力計により，水漏

えいを検出する。この水漏えい信号に基づく一連のプラント自動停

止操作により，伝熱管の高温ラプチャ型破損の発生を防止するとと

もに，損耗作用による破損伝播を抑制できる設計とする 」。

八 設置変更許可によって高温ラプチャが基本設計に関わる安全審査事項であること

が明確となった

高温ラプチャが発生すれば，設計基準事故のシナリオを遙かに上回る

伝熱管の破裂がもたらされ，その場合には，中間熱交換機の二次側の

健全性が確保できない。中間熱交換機の二次側が破られれば，一次系

の放射能閉じ込めの機能が失われるだけでなく，水ナトリウム反応に

よって発生した水素が，炉心に流入し，気泡通過事故による原子炉暴

走の危険性があることを指摘してきた。

，「 」 ，このような事態は 高速増殖炉の安全性の評価の考え方 の定める

事故の際の安全性の判断基準である「炉心が大きな損傷に至ること」

がないこと 「十分な炉心の冷却が可能であること」に違反し，ひいて，

は，原子炉格納容器からの放射能漏れや公衆の被曝にもつながりかね

ない事態である。

この保安院の指導と訴外動燃の変更許可申請が本件訴訟に関して有す

る重要な意義は，次の通りである。

① 訴外動燃が行ってきた解析に，不十分な点があり，従来の伝熱管水

漏えい対策の基本とされてきた圧力開放板の開放検出信号によるプラ

ント自動停止操作では高温ラプチャは防止できないことが明らかとな

った。つまり現状のもんじゅに高温ラプチャの発生の危険性があるこ

とが明らかになったのである。

② 高温ラプチャの発生を未然に防止するためにはカバーガス圧力計に

よって圧力開放板よりも早く，確実に水漏えい信号を検出してプラン

トの自動停止操作をする必要がある。

③ これまでの施設にもカバーガス圧力計は存在はしていたものの，こ

のような枢要な安全対策設備としての位置づけを与えられていなかっ
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た。

④ そこで，今回の変更申請では，カバーガス圧力計の停止動作の作動

設定値を０．１５MPaと明確化し，一系統あたり二台から三台に増設

し，内二台の異常値で自動停止操作が開始されるように多重性を確保

するよう変更し，その信頼性を強めた。

⑤ そして，カバーガス圧力計が「二次主冷却系の過圧抑制機能」のた

めの「異常状態への対応上特に重要な構築物，系統および機器」とし

て，位置づけられた。

⑥ そもそも，伝熱管の破損時の停止動作はきわめて短時間の内に正確

な順序で行わなければならない。まず，ブローが先行し，その後に隔

離の操作が実施されることが必要である。もし，この停止動作が数秒

間遅れたり，その順序が入れ替わり，隔離が先行した後にブローが行

われた場合には，伝熱管破損伝播は拡大せざるを得ない。よって，カ

バーガス圧力計が「二次主冷却系の過圧抑制機能」のための「異常状

態への対応上特に重要な構築物，系統および機器」として，位置づけ

られたのである。

⑦ このようにして，高温ラプチャについて，もんじゅにおいて発生の

可能性の考えられる事態として位置づけ，その防止のための確実な安

全設備が必要であるとの立場に立って，基本設計の安全性に関わる事

項として審査機関が安全審査を行う姿勢を明らかに示したといえる。

このことは，とりもなおさず，高温ラプチャについて全く安全審査⑧

をしないでなされたもんじゅ設置許可処分には重大で決定的な安全審

査の欠落があるということを示しているのである。

九 変更許可申請は設置許可の看過し難い過誤欠落を示している。

以上の通り，今回の変更申請では，カバーガス圧力計の停止動作の作

動設定値を０．１５MPaと明確化し，一系統あたり二台から三台に増設

し，内二台の異常値で自動停止操作が開始されるように多重性を確保

するよう変更し，その信頼性を強めた。そして，カバーガス圧力計が

「二次主冷却系の過圧抑制機能」のための「異常状態への対応上特に

重要な構築物，系統および機器」として，位置づけられ，これを「多
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重化」することが求められたのである。

このような設計変更は水漏えいを確実に検出して，カバーガス圧力計

の一台が故障しても急速ブローの作動を確保するためである 「急速ブ。

ローにかかわる設備は，原子炉停止，炉心冷却，放射性物質の閉じこ

めの基本的機能に直接関わる設備ではないから単一故障を仮定するこ

とを要しない 」とか 「カバーガス圧力計を何台設置するかは詳細設。 ，

計にかかわる事項であり，本件安全審査の対象ではない 」という国の。

主張とは正反対の前提に立ってこの補正指示と変更許可の補正は行わ

れているのである。

裁判所は，被控訴人国の主張と，実際の変更許可申請の指示・変更許

可申請のための文書の間にある矛盾と乖離を突き詰めて，国の訟務担

当者による，事実と証拠に基づかないご都合主義の主張を退けなけれ

ばならない。

換言すれば，変更前の設計では，カバーガス圧力計の系統は一系統し

かなく，多重性が確保されていないので信頼性が低く，この信号に基

づく急速ブローに失敗することを想定せざるを得ないこと，その時に

は解析条件になお数々の問題点がある訴外動燃自らの解析によっても，

高温ラプチャの発生は避けられないことを示しているのである。

よって，司法統制における違法判断の枠組である「調査，審議，判断

の過程における看過し難い過誤欠落」の要件についても，その該当性

が肯定されるべきことは確定したといえる。

原子炉等規制法の規制目的と違法の本質一〇

原子炉等規制法は，他の科学技術や産業に比類のない原子炉施設の高

度の潜在的危険性を踏まえて 「核原料物質，核燃料物質及び原子炉に，

よる災害を防止し，…公共の安全を図るために，原子炉の設置及び運

転等に関する必要な規制等を行う」ことを目的として制定された（同

法１条）特別に厳格な規制法規であり，しかも，原子炉設置許可に関

， （ ），する同法２４条１項所定の要件のうち 同項３号 技術的能力に限る

及び４号は，原子炉施設の従業員や周辺住民の生命，健康，重要な財

産の保護を目的とする，同法の上記規制目的を達成するための中核的
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要件を定めた重要な法条である。

とりわけ，本件「もんじゅ」は，未だ研究開発段階にある原子炉であ

る高速増殖炉であり，…炉心の燃料としてはウランとプルトニウムの

混合酸化物が用いられ，炉心内において毒性の強いプルトニウムの増

（ ）， ，殖が行われているのであって 最高裁もんじゅ判決判示 そのことは

建設，運転実績の多い商業用原子炉に比べて，周辺住民にとって大き

な脅威となる蓋然性がそれだけ高いことを意味する。

したがって，本件「もんじゅ」にかかる本件原子炉設置許可申請が，

炉規制法２４条１項３号（技術的能力に限る ，又は４号の要件に適合）

しない場合は，そのこと自体に重大な違法があるものと評価されるべ

きであり，そこに本事案における違法論の本質があるものというべき

である。

一一 違法を巡る控訴人と訴外動燃の帰責事由

加えて，本件安全審査の調査審議過程で訴外動燃による故意の情報秘

匿があったにせよ，結果として処分庁である国は安全審査上不可欠な

知見について過誤欠落を犯した。処分の名宛人である訴外動燃は基本

設計の策定と安全評価において誤りを犯した。とりわけ訴外動燃には

自ら実施した実験結果を安全審査機関に対して秘匿するという，積極

的に安全審査内容を曲げさせる故意的で，重大な帰責事由がある。

他方，周辺住民である控訴人らは，上記重大違法について何の落度も

責任もないにもかかわらず，否応なしに上記違法による危険を日々甘

受しなければならない立場に置かれている。

そのうえ，本件安全審査における上記誤りは，控訴人らにとっては，

本件訴訟の審理過程，とりわけ控訴人側証人である小林圭二の調査活

動によってＰＦＲ事故の存在とその原因，訴外動燃の秘匿していたＳ

ＷＡＴ－３ＲＵＮ１６の存在とその内容をはじめて知ることができた

のであり，原子力設置許可の段階でかかる事実を認識することがおよ

そ不可能であったことは客観的に明らかである｡

少なくとも，本件訴訟の経過に照らして，もんじゅの安全設計にとっ

て高温ラプチャ問題が重要であることを控訴人らが認識することがで
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きたのは，小林証人が原審第３０回の口頭弁論（１９９３年（平成五

年）１２月１０日）において，ＰＦＲ事故に関する報告書（甲イ１８

４号証 翻訳小林圭二）を提出し，この事故の原因が高温ラプチャで

あることを明らかにし，さらには，事故が過熱器ではなく蒸発器で発

生していれば中間熱交換器の設計圧力を超えた可能性を指摘した時点

であったといえる。

よって，上記の重大な違法事由が，控訴人らの前に控訴人自らの努力

によって明らかにすることができた時点で，控訴人らには，改めて本

件原子炉設置許可処分の効力を争う機会を認めるのが道理であり，そ

の途を閉ざすことは社会正義に著しく反し，およそ許されないという

べきである。

とりわけ，本件控訴人らは，新たな上記違法事由が明らかになった時

点では，すでに本件原子炉設置許可処分が違法であることを理由とし

て抗告訴訟の一種である本件無効確認訴訟を提起していたのであるか

ら，少なくとも，上記違法事由との関係においては，本件控訴人らに

は，実質上，提訴手続の不遵守はなかったものと解すべきである。

しかも，基本設計の安全性が確認されない原子炉施設が設置運転され

た場合の危険性と，かかる原子炉施設の運転はおよそ許されないとす

る原子炉等規制法２４条１項４号の趣旨に照らせば，控訴人ら周辺住

民に対し，当該違法事由の主張を認めることは，むしろ公益にもかな

うものというべきである。

そして，以上の事実は 「いまだ技術的に未確立であり，事故が発生，

すれば，その被害は甚大なものとなる高速増殖炉（原発）の安全性が

無効確認訴訟で争われている本件において 「出訴期間の制約を外し」，

て効力を否定しなければならないほどの重大な違法性（重大な事故発

生の恐れ （首藤重幸「 もんじゅ』行政訴訟差戻一審判決 ，ジュリ）」 『 」

スト№1202＝平成12年度重要判例解説．2001.6.10，41･42頁）があるこ

とを示している。

よって，処分庁である国並びに原子力安全委員会による「もんじゅ」

，「 」 ，の本件安全審査には 蒸気発生器伝熱管破損事故対策 の基本設計が
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「安全評価の考え方」の要求する安全設計上の条件を充たすとした調

査審議判断の過程に看過し難い過誤欠落あることが明らかであるから，

これに依拠した国の判断に不合理な点があり，本件原子炉設置許可処

分には重大な違法があり無効というべきである。

結論一二

本件安全審査で妥当と判断された「もんじゅ」の蒸気発生器に関する

「設計基準事象」では 「伝熱管損傷事故」を選定し，伝熱管１本が瞬，

時に破断し，その影響を受けた破損の伝播作用によって，さらに３本

が破断するという万一の事態の発生を想定する。そして，それでも，

１次冷却系から２次冷却系への熱のやりとりを行う重要な設備である

「中間熱交換器」の健全性は，合計４本の配管破断に伴う圧力上昇に

も耐えて維持され，炉心の冷却能力も低下することなく，原子炉から

放射能が外部に漏えいしたり，さらには炉心の溶融，暴走と崩壊とい

う重大事態も回避可能であるという結論であった。

しかし，安全審査で妥当と判断された事故経過の解析では，配管破損

の伝播は 「ウェステージ（損耗）作用」によって進行すると想定され，

ている 「ウェステージ作用」とは，伝熱管破断時に高温のナトリウム。

中に高圧力で噴出する高温の水とナトリウムとの間で生じた化合物に

よって伝熱管が腐食・損耗を受ける作用のことである。

ところが，この想定された破損伝播のメカニズムが誤っている可能性

は，訴外動燃が実施し，結果を隠蔽し続けていた１９８１年の実験Ｓ

ＷＡＴ－３ＲＵＮ１６で判明していた。その実験では，伝熱管の破断

に伴うナトリウムと噴出水との化学反応の際に高温が発生し，その高

温による伝熱管の破損（ 高温ラプチャー（破裂 ）が 「ウェステー「 ）」 ，

ジ作用」の場合より急速に伝播し，予想を超えた多数の伝熱管が破損

した。

そして，イギリスの高速増殖原型炉原発（ＰＦＲ）で，１９８７年に

発生した伝熱管破断事故の際に，合計４０本に及ぶ伝熱管の破損伝播

が確認された。この事故の原因を究明する過程で「高温ラプチャー」

現象が世界中の注目を受けるに至った。
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にもかかわらず訴外動燃は，ＳＷＡＴ－３ＲＵＮ１９（１９８５）の

わずか１回の実験結果と解析による計算だけに依拠して 「もんじゅ」，

では 「高温ラプチャー」は起こり得ないとして，安全審査で妥当と判，

断されていた「設計基準事象」解析条件の内容を変更しなかった。

監督官庁は，このような事実をずっと知らされていなかったが，１９

９４年にはじめて訴外動燃からの報告でこれを知った。しかし，その

後も，この問題の調査と検討を行わなかった。

しかし，すでに述べてきたように，原審以来の控訴人らの厳しい追及

に触発された経済産業省の原子力安全保安院は，訴外動燃の安全解析

データを再吟味した結果，訴外動燃の解析条件に伝熱管の厚みのバラ

ツキと膜沸騰の無視という重大な誤りを２点にわたって指摘し，安全

解析の際に「高温ラプチャー」を考慮しないためには，当該設計基準

事象に関わるカバーガス圧力計の多重化などを内容とする事故防止対

策を実施する基本設計の変更が不可欠であることを訴外動燃に指示す

るに至った。そして，訴外動燃もその指示を受け入れ，蒸気発生器伝

熱管破損事故に備えた基本設計の変更を内容とする「もんじゅ設置変

更申請」を提出した。

言うまでもなく，訴外動燃が提出した設置変更申請が原子力安全委員

会で妥当と判断され，設置変更が許可されない限り 「もんじゅ」の運，

転はもとより，基本設計変更に伴う事故対策設備の設計・施工も実施

できないのであり，原処分における本件安全審査の重大な過誤，欠落

は一点の疑いもなく確認されるに至った。

したがって，本件許可処分が違法であり，かつ無効であることは当然

である。



- 201 -

第３ 耐震設計における審査基準の不合理性，耐震設計に対する審査の過誤，欠落

一 はじめに

１ 現在，地震によって生じる地盤の揺れの予測（強震動予測）は，そ

の様相を一新してしまっている。従来，日本で行なわれてきた，松田

式，金井式を含む大崎の方法により，ある断層が活動したときの生じ

る地震のマグニチュードを推定した後，当該地点での最大速度振幅，

周波数特性，継続時間及び振幅包絡線の継時的変化を導き，その上で

， 。基準地震動を策定するという方法は すでに完全に過去の方法である

審査の基準となっている指針を見ると，耐震設計審査指針は，特に

重要な施設について，動的な解析を行なうように求め，その動的解析

の前提として，最大速度振幅，周波数特性，継続時間及び振幅包絡線

の継時的変化を導いた上での基準地震動策定を求めている。これはま

さしく旧来の方法を取るように求めるものにほかならない。

これに対して現在の強震動予測は，震源断層面とそこでのアスペリ

ティを想定した上で，その断層面上の破壊ごとに発生した震動が，そ

れぞれの破壊の発生地点から当該立地点まで，どう減衰するかを，そ

の場所ごとの特性に応じてコンピューターにより計算する。これによ

り，当該立地点での地震動の波形までが，実に具体的詳細に予測され

てしまうのであり，指針の採用している振幅包絡線等や，基準地震動

の策定という大雑把な推定にとどまらない結果を導いている。

また，旧来の方法が，採用せざるを得なかった断層の長さから地震

のマグニチュードを推定する松田式は，もともと経験式としても合理

性を欠いた式であったが，現在の地震現象についての知見からして，

もはや到底採用の限りではないことも，確実に明らかとなっている。

これはその後修正された松田式においても同様である。また，旧来の

方法の採用していた地震のマグニチュードから当該立地点での震動の

大きさを推定する経験式である金井式が，震源断層面の存在が分から

ない時代のものであり，しかもその適用にあたっては，地震動の減衰

をその活断層の中心からの距離によって算定するという大雑把で不正

確な方法によるものとなっているのであって，さらには地域特性も考
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慮していない，採用の限りではないものであることも，また同様に確

実に明らかとなっている。

すなわち，耐震設計審査指針の定める地震動の予測方法が，現在の

知見に照らして，すでに全く合理性を欠いたものとなってしまってい

ることは，どうにも否定のしようがないこととなっているのである。

その結果，本件許可処分が依拠したと認められる原子力安全委員会

等の調査審議及び判断の過程において用いられた具体的審査基準に

は，不合理な点があることとなる。

２ 現在の知見によれば，地震現象の本体は，震源断層面のズレ破壊で

あり，地表地震断層は，震源断層面の最上部が地表に達して出現した

ものでしかない。活断層は，その地表地震断層の痕跡であり，地震現

象の本体は，あくまでも震源断層面にあって活断層にあるわけではな

いのである。また，現在の知見では，型の異なる複数の断層も，同時

に活動しうるとされている。

そこで，活断層があれば，その前後の地下深くにまでわたる巨大な

震源断層面を想定しなければならないことになる。また複数の断層が

近傍にあれば，その地下には，複数の断層をまたぐさらに巨大な震源

断層面を想定しなければならない。ところが，本件許可処分が依拠し

たと認められる原子力安全委員会等の調査審議及び判断の過程におい

ては，こうした震源断層面を全く想定していない。

その結果，本件許可処分には，もんじゅの敷地北方の海底に存在す

る活断層から推測すべき，その前後の延長線上の敷地直下を走ると思

われる巨大な震源断層面を想定していない点，甲楽城断層，Ｓ －甲1

楽城断層－山中断層－柳ヶ瀬断層系，Ｓ ～Ｓ 断層－野坂断層系21 27

のいずれにおいても，同様のあるいは更に巨大な震源断層面を想定す

べきであるのに，想定していない点において，審査の欠落がある。こ

れらの過誤欠落は，いずれもおよそ看過し難いものであり，極めて重

大，かつ現在の知見では異論の余地のありようのないすこぶる明白な

ものである。

３ そこで，まず，この現在行なわれている強震動予測の前提となる地
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震現象に対する現在の一般化した理解を見た上で，強震動予測の具体

的適用事例を見て，本件審査のなされた審査基準が，現在の知見に照

らして，現時点ではどれほど採用しがたい不合理なものであるかを示

し，さらにその上で，本件敷地付近で，どのような地震の想定がなさ

れなければならないかを見ることとする。

二 地震とは

１ 地震とは，地下の岩盤が面状にずれて破壊されて地震波を放出する

現象であり，地震の本体は，地下のズレ破壊の面である震源断層面で

ある。この地震波が地上に達して大地を揺らすこととなるが，その揺

れを地震動と言う。

２ 震源断層面の長さ，幅及びズレ破壊の量は，震源断層面が大きくな

るごとに大きくなる。マグニチュード６（Ｍ６）級の地震を起こす震

源断層面は，概ね，長さ約１５ｋｍ，幅約５ｋｍ，ズレの量約０．５

ｍで，Ｍ７級では，それぞれ３０～５０ｋｍ，１５～２０ｋｍ，約２

ｍ，Ｍ８級では，１００～２００ｋｍ，約５０ｋｍ，約５ｍとなり，

マグニチュードが１上がるごとに，それぞれ約３倍の値となる。

， （ ） ，３ 震源断層面での破壊は 震源断層面のある一点 震源 から始まり

震源断層面の一面に破壊が伝播し広がっていく。破壊は，震源断層面

を移動しながら進んで行くのであり，地震波もその発生源自体が移動

しながら発生していく。このため破壊の移動方向には，地震波が次々

重なって増幅され，強い地震波が襲う。地震波の強さが，移動する破

壊の進行方向に強くなることをディレクティビティという。

４ 震源断層面には，強く固着している領域があり，その部分での破壊

は，特に強い地震波を発生させる。この固着している部分をアスペリ

ティと呼ぶ。アスペリティでは，破壊が生じたときのズレの量も大き

い。

５ 地震の発生する根本原因は，地球表層の何枚かのプレートに分かれ

ている岩石圏の水平運動にある。日本の付近では，太平洋プレートと

フィリピン海プレートの海洋プレートが陸側のプレートの下に沈みこ

んでいる。陸側のプレート内部には，多数の弱い面があり，これがズ
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。 ，レ破壊を起こすと陸のプレート内地震となる 陸のプレート内地震は

地表に達しない弱面が破壊されて発生することもある。また短い弱面

であっても，それが，いくつも同時に破壊されるなら，大きな地震と

なる。

三 活断層とは

１ 活断層は，地表の空中写真判読や地形地質調査の結果によって，活

断層として認定され，記載されている。この実際の活断層の調査，認

定，記載の方法からすれば，活断層とは，次の定義によって記述され

る。

「地形学，地質学，地球物理学的観察によって地表付近の形態が

確認される断層で，最近の地質時代に繰り返しずれ動いていて，将

来もずれ動くことが推定されるもの」

２ 活断層は，地震の本体である震源断層面が活動したときに，地表に

まで及んで地表地震断層として現れたものが，累積して認識される。

しかし，１回ごとの大地震で地表地震断層が現れない場合や，一旦現

れても，次の大地震までに現れた地表地震断層が浸食によって消滅す

る場合には，活断層として認識されない。

そこで，活断層として認識される断層がなくとも，浅い大地震は生

じうるということになる。

Ｍ７．３の２０００年鳥取県西部地震では，震源断層面でのすべり

， 。量分布を見ても 地表には地震断層が現れなかったことが認められる

Ｍ７．３までの地震では，地表に地震断層が現れないことがあること

が，この地震の分析からも認められるのである。

３ 活断層は，あくまでも震源断層面の活動が地表に現れたものの痕跡

でしかない。活断層として認識される地表近くの極く表層でのみ震源

断層面の活動があるわけではなく，活断層として認識されるところの

前後の地下深くにまでわたる巨大な震源断層面が広がっているのであ

る。地震活動の原因が，岩石圏の水平運動によるストレスとその開放

にある以上，地表面近くの表層のみにストレスが蓄積されるなどとい

うことはありえないから，地表面近くのみの断層面が動いて地震とな
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。 ， ，るということもありえない 実際発生した地震活動を見ても どれも

地表面の地表地震断層近辺の限局した現象にはとどまっていない。

すなわち，活断層を見るとき，その近傍だけでの活動だけを考えれ

ば足りるわけではないのであり，その前後，地下深くまでにわたる巨

大な震源断層面を想定して，これが動いて地震が発生すると考えなけ

ればならない。地震現象の本体は，震源断層面のズレ破壊であり，地

表地震断層は，震源断層面の最上部が地表に達して出現したものでし

かない。活断層は，その地表地震断層の痕跡であり，地震現象の本体

は，あくまでも震源断層面にあって活断層にあるわけではない。地震

は，活断層が活動することによって発生するわけではなく，震源断層

面がズレ破壊を生じさせることによって発生する。

地表地震断層は，震源断層面の最上部の極く一部が地表に達したも

のでしかない。その地表地震断層の痕跡である活断層は，震源断層面

の言わば「氷山の一角」であり，それのみを見ることによって本体の

震源断層面が，どれほどの大きさかを推測することには，本質的な無

理がある。

４ 従って，活断層の長さが短くても，その活断層を生じさせた地震が

小さな地震であったというわけではなく，地表地震断層まで生じさせ

る地震であれば，ある程度の大きな地震であったと認められる。地表

地震断層が現れなくても，Ｍ７．３程度の地震は起こりうるが，地表

地震断層が現れているなら，その断層を生じさせた地震がＭ７．３程

度以上の地震であった可能性は，なお一層否定することができない。

四 強震動予測

１ 現在，地震動の予測は，震源断層面とその上のアスペリティの想定

に基づく，強震動予測としてなされている。まず出発点として，震源

断層面とその上のアスペリティを想定する。国のプロジェクトとして

地震調査研究推進本部が行なっている強震動予測では，たとえば糸魚

川－静岡線においては，複数の異なる型の断層が同時に活動するとし

て，地震動の予測がされている。型が違っていて，すなわち連続性が

なくても，同時に活動することがありうることを，国の機関自身が前
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提として，強震動予測を行なっているのである。

この複数の断層が同時に動くかどうかの判断は，まずいくつかの断

層を断層群として見た上で，それらが実際に同時に活動するものかど

うかを，活断層を調査することによってなされる。したがって，その

ような断層の調査がなされないうちは，これら断層が同時に活動する

可能性は否定されない。たとえば，甲楽城断層―山中断層―柳ヶ瀬断

層の断層系も，地震調査研究推進本部において 「柳ヶ瀬断層帯」とし，

て，同時に活動しうる断層系ととらえられている。これら断層の活動

歴を，断層を掘り起こして行なうトレンチ調査や文献調査などによっ

て確認することにより，実際に同時に活動するかどうかを検討するの

であるが，それら調査の行なわれていない間は，これら断層系は同時

に活動しうるものとして，とらえるべきこととなる。

なお，被控訴人は，活断層の調査が強震動予測の方法でも必要であ

ることを挙げて，強震動予測の方法も，活断層から離れてはありえな

いと主張するが，震源断層面の想定には，一部が地表に現れた活断層

を調査してそれがどれだけの傾きの断層であるかなどの情報を入手す

ることが有用であるから，強震動予測の方法も，活断層の調査を前提

とするのは当然である。上に述べた複数断層の同時活動性の確認作業

のための活動歴調査も，やはり活断層を調査して行なわれる。したが

って，震源断層面の想定は，活断層調査の結果を踏まえてなされるの

ではあるが，だからと言って，そのことが，活断層の長さから地震の

マグニチュードを推定する方法の正しいことを裏付けるものではない

のは，言うまでもない。

２ こうして想定された震源断層面を前提に，震源断層面上の破壊ごと

に発生した震動が，それぞれの破壊の発生地点から当該立地点まで，

どう減衰するかを，その場所ごとの特性に応じて算出する。これによ

り，当該立地点での地震動の波形までが，実に具体的詳細に予測され

てしまうのであり，指針の採用している振幅包絡線等や，基準地震動

の策定という地域特性を省みない大雑把な推定にとどまらない結果を

導いている。
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また，この強震動予測の方法での結果が，本件許可処分の採用して

いる松田式，金井式，大崎スペクトルなどのいわゆる「大崎の方法」

で得られる結論を大きく上回りうることも，糸魚川－静岡線について

の前記地震調査研究本部の予測結果から明らかである。

耐震設計審査指針は，特に重要な施設について，動的な解析（ただ

し水平方向のみ）を行なうように求め，その動的解析の前提として，

最大速度振幅，周波数特性，継続時間及び振幅包絡線の継時的変化を

， 「 ，導いた上での基準地震動策定を求めているが これが上記の 松田式

金井式を含む大崎の方法 （もしくはこれに類似する方法）によること」

を求めていることは明らかである。しかし，この最大速度振幅，周波

数特性，継続時間及び振幅包絡線の継時的変化を導いた上での基準地

震動策定という方法は，直接，想定される地震動の波の形までを推定

する現在の強震動予測の方法からすれば，全く迂遠で不充分なもので

あることは，明らかである。

３ ただし，強震動予測の方法を用いて地震調査研究推進本部の行なお

うとしているのは，もっとも確からしい地震動の様相，つまりは地震

動の平均像を求めようとするものである。現実にどの範囲の震源断層

面が活動し，そのどこにアスペリティーがあるかは，実際に地震が起

こってみなければ分からない。どこにアスペリティーがありそうか，

， 。どの範囲に震源断層面があるかは あくまでも想定の対象なのである

このうち，どれが確からしい想定であるかを，地震研究調査推進本部

は，検討しようとしているのである。

したがって，ここには，旧来の松田式，金井式において問題となっ

たような実際に起こる地震が，平均的な様相のものからどれだけはみ

出して起こりうるかの問題が，やはりあることを忘れてはならない。

すなわち，耐震設計にあたっては，最大どれだけの大きさの震源断層

面が考えられ，もっとも立地点に大きな影響をもたらしうるアスペリ

ティーの想定はどれかを考えることとなる。具体的には，いくつもの

想定を設定して，それらについて，それぞれ地震動の計算をし，その

中でもっとも施設に影響を及ぼすものはどれかを考えることとなる。
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したがって，原発の耐震設計で行なうべきことは，現在，地震調査研

究推進本部の行なおうとしているものとは，異なるものである。

被控訴人は，強震動予測の方法が，いまだ確立された方法ではない

と言う。しかし，その意味するところは，震源断層面の想定やアスペ

リティーの想定等が，正しいかどうかはっきりしないということに帰

着する。ところが，耐震設計では，もともと平均的な地震動の値を求

めれば良いわけではなく，施設に襲いうる最大の地震動を想定すべき

ものであるから，アスペリティーがどこにあるか等々の断層の特性が

はっきりしないなら，はっきりしないことを前提に，最大の考えうる

地震動はどれだけのものかを追求すれば良いだけのことである。考え

うる多数の想定のうちで，どれがもっとも確からしいかを考えるのに

は，別の困難さが伴いうるであろう。しかし，とりわけ原子力発電所

の耐震設計上，重要なのは，確からしい地震動の大きさより考えうる

最大の地震動なのであり，地震研究調査推進本部の目的とは異なるの

であるから，これらの困難さを考える必要はないこととなる。

五 松田式，金井式，大崎の方法の不合理性

１ 前述のとおり，本件審査の審査基準である耐震設計審査指針は，松

田式により，ある断層が活動したときの生じる地震のマグニチュード

を推定することから耐震設計を行なうよう求めている。しかし，地震

現象が地表に及んで現れた地震地表断層のその痕跡にしか過ぎない活

断層の長さから，地下に存在する震源断層面の規模を推定することな

ど不可能であり，この地表の活断層から，そこで起こりうる地震のマ

グニチュードを推定するという方法論自体が，現在の知見に照らせば

誤りである。

この松田式のもととなったデータには，松田自身が「地震断層が地

表に現れなかった地震でも他の方法で断層の長さが推定されている場

合には参考のためその値もプロットされている」と記載しているよう

に，地震学者が地震波等によって推定した震源断層面の長さをプロッ

トしたものが含まれている。すなわち，地下の震源断層面の長さを地

表の活断層の長さと同等に扱っているために，松田式は，もともと何
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を導く式なのかが分からないものとなっている。そこで，純粋に活断

層の長さとマグニチュードの関係を示すものとして見るために，基礎

となったデータから震源断層面の長さを活断層の長さとしたものを除

いてみると，マグニチュード７．３以下では，ほとんど活断層の長さ

とマグニチュードの大きさは，相関関係がない（すなわち，活断層の

長さからは地震のマグニチュードの大きさを導くことができない）こ

とが分かる。実際，後述のとおり，２０００年鳥取県西部地震のよう

に，マグニチュード７．３程度までの地震では，地震断層が地表面に

現れない場合があるのであるが，そのことが松田式の基礎となったデ

ータからも見てとれるのである。要するに，少なくともマグニチュー

ド７．３程度までは，活断層の長さから地震のマグニチュードを推定

することはおよそ不可能なのであり，その範囲では松田式は，全く誤

っていて使いようのない式なのである。なお，マグニチュード７．３

以上であっても，前記のとおり，地表の活断層の長さから地震のマグ

ニチュードの大きさを推定するという方法論自体に無理があるから，

そもそもそれらの間にさしたる相関関係があるとは考えられない。し

たがって，仮に被控訴人の主張するように，現在の強震動予測の方法

が，いまだ完成されていて十分な予測値を与えないとしても，松田式

を用いる旧来の方法に戻ることは不可能である。

耐震設計審査指針は，次に松田式によって推定したマグニチュード

から，金井式によって当該立地点の地震動の最大速度振幅等を推定す

るよう求めている。この金井式は，地震の本質がまだよくわからない

時代のものであったが，相応に利用されてはきた。しかしマグニチュ

ードが大きくなるにつれて実際の震源断層面は広がるので近距離では

現実に合致しないことが早くから指摘されており，また地域特性を考

慮せず，日本全国一律に適用することの無理も指摘されていた。松代

群発地震の結果に基づいて修正された後もこの点は変わらなかった。

特に金井式の適用にあたって活断層の中心を震源とみなす方法が原子

力施設の耐震設計でとられて，同心円的に距離減衰するとの考え方に

立っていたが，この考え方が合理性を失っていることは，現在の知見
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に照らして明らかである。こうして，金井式による地震動の推定は，

現在の知見に照らせば，それが全く不充分な推定方法であることは，

明らかである。

更に耐震設計審査指針が次に適用を求めている大崎スペクトルや地

震動の経時的な変化の包絡線を求める方法についても，同様であり，

現在の知見に照らせば，これも地震の実相に即していない大雑把な方

法でしかない。こうして現在の知見に照らせば，これらの方法による

ことを求めた審査基準である耐震設計審査指針が不合理であることも

明らかとなる。

したがって，このような方法論を採用する審査基準である耐震設計

審査指針が，現在の知見からして不合理であることが明らかである。

２ 現在の知見からすれば，耐震設計は，各断層の下に巨大な震源断層

面を想定し，これに現在の強震動予測の方法を適用して，当該立地点

における具体的な震動波形を算出推定して行なわなければならない。

ところが，耐震設計審査指針では，そのようなことを全く想定してい

ない。その結果として，審査の対象とすべき巨大な震源断層面やそれ

が活動したときの立地点での具体的震動波形について，全く審査をし

ておらず，地表の活断層，松田式，金井式，大崎の方法を適用して策

定した基準地震動と，これから導く応答スペクトルだけを審査の対象

としている。地下の巨大な震源断層面や施設を襲う地震動の具体的な

震動波形を審査の対象としていない点は，審査の欠落としてとらえる

ことができる。

六 直下地震についての審査基準の不合理性，審査の過誤欠落

１ 耐震設計審査指針は 「基準地震動Ｓ２として考慮する近距離地震，

にはＭ＝６．５の直下地震を想定するものとする」と規定する。これ

について，原判決は 「原子炉施設の設置場所について，十分な文献，

調査や現地調査をした上で，過去にマグニチュード６．５以上ないし

これに近い規模の直下型地震が発生した事実が認められず，また大規

模な直下型地震が生じやすいと考えられる地形，地質等の指摘がされ

たという事実も認められない場合であっても，なお直下地震として想
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定するとしたもの 「要するに十分な調査をして直下型地震の発生可」

能性が低いことを確認した上でなお要求される想定」だから良いと言

う。

２ ところで，十分な調査をしてもなお，活断層が認められない場所で

も，Ｍ７．３程度の直下地震が生じることは，すでに２０００年鳥取

県西部地震の例などで明らかである。文献調査なるものは，結局のと

ころ，有史以来の文献の調査でしかないから，地震の再来期間からす

れば，全く不充分であり，地表面でどれだけ調査しても，もともと地

表地震断層は，Ｍ７．３程度の地震では現れないことがあり，また，

仮に一旦出現したとしてもその後の侵食によって消滅してしまうこと

があることから，それで直下地震の発生可能性が低いと判断すること

は不可能である。したがって，直下地震としては，少なくともＭ７．

３程度のものを想定すべきであった。

３ しかも，耐震設計審査指針は，活断層の長さから地震のマグニチュ

ードを推定する方法（すなわち松田式）を採用しているから，近傍に

短い断層があっても，そこからは，極く小さな地震しか想定しなかっ

た。しかし，現在の知見によれば，断層があれば，その断層がいかに

短くとも，その地下に巨大な震源断層面を想定する必要があることと

なる。それによって巨大な直下地震が発生することを想定しなければ

ならないのである。

４ したがって，耐震設計審査指針が，Ｍ＝６．５の直下地震しか想定

しないで良しとしている点，短い断層は小さな地震しか発生させない

として軽視することを許している点は，いずれも審査基準自体として

。の不合理性を導く

七 鉛直地震力

１ 耐震設計審査指針は 「地震力の算定法」の項において 「なお，水， ，

平地震力は，基準地震動の最大加速度振幅の１／２の値を鉛直震度と

して，求めた鉛直地震力と同時に不利な方向の組合せで作用するもの

とする 」と定めている。この規定が動的解析をするよう求めたもの。

（すなわち，地震動を波としてコンピューター解析により作用させて
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， ） ，みて その揺れに施設が耐えられるように設計するもの かどうかは

。 ， ，規定の文言では明確ではない しかし 実際に行なっている設計では

鉛直地震力は，単に力として静的に作用させている（要するに押す）

だけで波として動的に作用させて（要するに揺らす）設計しているわ

けではない。この指針を実際に適用している審査の場面で用いられて

いる審査基準では，動的解析をするよう求めているわけではないので

ある。

２ この鉛直方向の地震力の水平方向の地震力に対する比は，現在の知

見では，距離が非常に近くなると大きくなり，マグニチュード７では

０．８８に，マグニチュード８では１．０２に近づくことが分かって

きて，誤りであることが明らかになっている。ちなみに「原子力安全

委員会平成７年兵庫県南部地震を踏まえた原子力施設耐震安全検討

会」の報告書では，震源に近い場所でのデータを，それらの地点では

地盤が軟らかいため水平加速度の増幅が抑えられていて正確ではない

として排除したもので，上下動を水平動の１／２として良いとする指

針の妥当性について議論している。これに基づき，被控訴人は，控訴

人の主張に対して反論しているのであるが，残ったほんのわずかの震

源近くのデータと主として遠距離でのデータで，断層近傍での鉛直力

がどれだけかを考えることができるはずはないから，この被控訴人の

反論は相当ではない。

しかも，これだけの大きさの地震力が作用する以上，本来，動的な

解析をしなければ安全性は確認され得ないことも明らかである。いか

に施設，設備を押す力に対して安全だとしても，実際の揺れに安全か

どうかは，揺れによる共振等によってどれだけの影響が施設に与えら

， 。 ，れるか分からないから 安全だとするわけには行かない 少なくとも

Ａｓクラスの施設については，波として与えて，安全かどうかを見る

必要がある．動的解析を水平方向の揺れについてのみするよう求め，

ことは明らか鉛直方向の揺れには求めない審査基準自体が不合理である

である。

， ， ，また 現在の強震動予測の方法では 鉛直方向の地震動についても
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具体的な大きさや波形の形状までが予測されてしまう。したがって，

鉛直方向についても，具体的に予測される地震動によって動的な解析

がなされなければならないのであるが，そのような解析がなされずに

本件審査がなされている。よって，この予測すべき鉛直地震動の波形

， ，に基づく動的解析が行なわれていない点において 本件許可処分には

。審査の欠落がある

八 もんじゅ近傍で問題となる断層

１ 敷地直下を走る震源断層面

まず，本件もんじゅの敷地近くでもっとも問題となる断層は，もん

じゅ敷地の北方の海底にあるＳ ，Ｓ 及びＳ の断層である。15 16 17

15 17 16このうち Ｓ 及びＳ の断層は伏在とされる断層であるが Ｓ， ， ，

の断層は，伏在とはされていない。これらの断層は，過去にこの部分

に地表地震断層が発生するような地震が発生したことを示すものであ

り，３個の断層のうち，Ｓ を出現させた地震が３個の断層の中で16

はもっとも新しい地震活動によって出現したものと見ることができ

る。しかし，いずれの断層も，同じ震源断層面の活動によって出現し

たと認めるのが相当であり，その同じ震源断層面の活動で，地表地震

断層が，異なる部分に現れたのである。

地表地震断層が出現しない場合であっても，Ｍ７．３程度の地震が

発生しうることからして，実際にこの地震断層が現れたときの地震の

規模は，Ｍ７．３程度であった可能性がある。だから，この３個の断

層から推認される震源断層面の活動による最大の地震のマグニチュー

ドは，少なくとも７．３と見る必要があり，その断層面の長さは，３

５～４０キロメートル程度ということになる。したがって，この震源

断層面は，もんじゅ敷地付近の直下，白木－丹生リニアメントの直下

を通り，その前後に長く深く存在するものと考えられる。この震源断

層面の活動による直下地震こそが，本件において想定されるべき直下

地震なのである。ところが，本件処分で想定された直下地震は，わず

かにＭ６・５のものでしかない。これは，耐震設計審査指針の策定さ

れた当時には，まだ地震という現象が現実にどのようなものであるか
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が分かっておらず，地表に現れている断層が，巨大な震源断層面の極

く極く一部であるという事実が知られていなかったからで，前記のＳ

，Ｓ 及びＳ の断層は，小さな地震しか起こさない短い断層だ15 16 17

とされていたためである。

こうして，現在の知見からすれば，直下地震として考慮すべきもの

は，Ｓ ，Ｓ 及びＳ の断層から認められる，もんじゅ敷地直15 16 17

下を走行する巨大な震源断層面が活動した時に発生する地震であり，

少なくともＭ７．３の地震がこの断層面の活動として発生することを

想定しなければならない。

２ 甲楽城断層

， ，本件処分で もっとも大きな地震動を与える地震とされていたのが

甲楽城断層が活動したときのＭ７．０の地震である。しかし，甲楽城

断層という明確な断層があるのであるから，この断層が現れたときの

地震は，かなり大きかったものと推測される。地表地震断層が出現し

， ． ，ない場合であっても Ｍ７ ３程度の地震が発生しうることからして

実際にこの位置に地表地震断層が現れたときの地震の規模は，少なく

． ， 。ともＭ７ ３程度 あるいはそれ以上であった可能性が否定できない

， ， ．したがって この断層から推定すべき地震の規模は 少なくともＭ７

３とすべきであり，Ｍ７．０という予測は，不充分である。

３ その他の断層

更に，甲楽城断層とＳ 断層，山中断層，柳ヶ瀬断層は，一つの断1

層系として見る必要があり，これらが活動したときには，更に大きな

地震が発生するものと見なければならない。このＳ －甲楽城断層－1

山中断層－柳ヶ瀬断層は，乙ハ第１０号証の１によれば（柳ヶ瀬断層

は，その大部分とされている ，全長６０ｋｍとされている。前記の）

とおり，震源断層面の規模は，Ｍ７級で長さ３０～５０ｋｍ，Ｍ８級

で長さ１００ｋｍ～２００ｋｍとされているから，断層の前後の地下

深部に更に震源断層面は続いていることからすれば，この断層系が活

動したときには，Ｍ８級もしくはそれに近い規模の地震が発生しうる

と想定すべきこととなる。同様に，Ｓ ～Ｓ 断層と野坂断層も一21 27
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つの断層系として見る必要があるから，ここでもまたＭ７．３にとど

まらない巨大な地震が発生する可能性があると見る必要がある。

本件許可処分は，このような複数の断層が同時に活動することがな

いことを前提として，なされているが，すでに国の機関自身が，型も

異なる（したがって当然に連続もしていない）複数の断層が同時に活

動することを認めているのであり，すでに国自ら本件許可処分の前提

を否定してしまっている。

４ 強震動予測

これらの断層（系）について，いずれもその地下深部にわたる巨大

な震源断層面を想定し，その上で現在の強震動予測の方法によって，

本件もんじゅ立地点における震動波形を推定し，これにより耐震設計

を行なわなければならない。しかし，そのような強震動予測を，本件

許可処分では行なっていないことは，すでに述べたとおりである。

したがって，これらの震源断層面を無視して良いとする現在の審査

基準である耐震設計審査指針が不合理であることは明らかであること

はすでに述べたとおりであるが，具体的な審査も，このような震源断

層面やその活動による地震を全く無視してなされており，審査自体と

しても看過し難い過誤欠落があることが明らかである。

八の２ 建築基準法上の規制

１ はじめに

本項では，一般の６０ｍを超える超高層建築物（ もんじゅ」も高「

さは６０ｍを超えている・・申請書 ）について適用される建築8-2-17

基準法の規定及びその運用による耐震設計が 「もんじゅ」の耐震設，

計より厳しい条件でなされていることを指摘する。言うまでもなく，

原子力施設の耐震設計は，一般の建物の耐震設計より厳しいものでな

ければならないのに，実は「もんじゅ」の耐震設計は，逆に一般の建

物より緩やかな条件でなされている。したがって 「もんじゅ」の耐，

震設計が，想定しうる地震動に対して不充分なものであることは，こ

の点のみからしても明らかである。なお，実際の適用では，鉄骨造で

は４５ｍを超える建築物，鉄筋コンクリート造では３１ｍを超える建
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築物については，単純な形のものではない限り，同様の厳しい運用が

なされている。

これは「もんじゅ」の耐震設計が依拠している耐震設計審査指針自

体が，不合理であることをも示す。

なお 「もんじゅ」内の諸設備は，建築確認の対象ではないが，建，

物について想定すべき地震動は，同様諸設備についても襲うのである

から，設備も建物同様に厳しい条件で耐震設計がなされなければなら

ないのは言うまでもないことである。

２ 高さ６０ｍを超える建築物の構造計算についての建築基準法の規定

構造耐力について規定する建築基準法第２０条を受けて，同法施行

令第３６条４項は「超高層建築物の構造方法は （超高層建築物とは」

高さが６０ を超える建築物をいう （同条３項 （中略 「第８１m 。 ）） ）

条の２の規定により建設大臣が定める基準に従った構造計算によって

安全性が確かめられたものとして建設大臣の認定を受けたものとしな

ければならない 」と定めている。。

さらに，同施行令（昭 年政令 号）第８１条の２（超高層２５ ３３８

建築物の特例）は｢超高層建築物の構造計算は，建築物の構造方法，

振動の性状等に応じて，荷重および外力によって建築物の各部分に生

ずる力および変形を連続的に把握することにより，建築物が構造耐力

上安全であることを確かめることが出来るものとして建設大臣が定め

る基準に従った構造計算によらなければならない。｣（昭和 年政令55

号にて追加，平成 年政令 号にて一部改正）と定めている。196 12 211

この規定は，高さ６０ｍを超える建築物について，時刻歴応答解析

つまり動的設計による構造計算を義務付けたものである。

３ 建築基準法施行令の具体的適用方法

( ) この構造計算の基準として 「超高層建築物の構造耐力上の安全1 ，

12 31性を確かめるための構造計算の基準を定める件 （平成 年５月」

日建設省告示第 号，改正平成 年国土交通省告示第 号）1461 13 388

（以下「告示 号」という）が定められている。1461

この告示の第４号イは，建築物に水平方向に作用する地震動につ
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いて，開放工学的基盤における加速度応答スペクトルを，建築物の

周期に応じて，｢稀に発生する地震動｣（通称レベル ）および「極1

めて稀に発生する地震動 （通称レベル ）について数値で定めた。」 2

( ) 超高層建築物について，建築基準法施行令第 条４項の大臣の2 36

「認定」を受けるには，前もって指定された機関による性能評価を

受けなければならないが，この評価機関としては「財団法人日本建

築センター （東京 「財団法人日本建築総合試験所 （大阪）ほか」 ）， 」

１機関がある。

これらの機関は，その性能評価業務を行なうための基準として，

それぞれ「時刻暦応答解析建築物性能評価業務方法書 （以下「業」

務方法書」という）を定め，国土交通大臣の認可を得ている。

3 1 1461( ) いずれの評価機関も，その「業務方法書」において( )告示

（ ） ，号第 号イによる地震波 ｢告示波｣という について具体的に定め4

それを３波以上用いることとする，( ) 第 号イただし書の適用と2 4

して 「建設地周辺における活断層分布，断層破壊モデル，過去の，

地震活動 地盤構造等に基づいて 建設地における模擬地震波 ｢サ， ， （

イト波｣という）を適切に作成」した場合は，レベル２の地震動と

して用いることが出来る（告示波と合せ 波以上）とした上で，さ3

らに( )として，上記( )及び( )で作成された地震波が適切なもの3 1 2

であることを確かめるため，さらに（中略）最大速度振幅をレベル

１は （カイン ，レベル２は （カイン）とした地震25 cm/s 50 cm/s）

波（３波以上）をその入力地震動として動的解析をすることを要求

している。

「もんじゅ」で採用された地震波は，強いて言えば( )のサイト2

波にあたるが，実際に使われた地震動は２２．８カインの最大速度

振幅のものでしかなく，上記の一般の建物につき定められた５０カ

インより大幅に小さな値のものでしかない。しかも，また作成され

1 88た地震波の個数も 波に過ぎない （なお，この項の最後で｢令第。

号第 項に定められたＺ｣とあるのは，地震動を低減する地域係数1

のことで，福井県内全域が とされ，要するに何ら低減はなされ1.0
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ていない）

( ) さらに｢業務方法書｣は 「上下方向の地震動の影響を水平方向地4 ，

震動との同時性の関係を考慮して，また建築物の規模および形態を

考慮して適切に評価していること 」と定めている。実態として，。

梁が長いとか，ドームが大きいとかなどの建築物の規模，形態に応

じて，指定評価機関の安全審査委員会（学識経験者で構成）は，上

下方向の動的設計を組み合わせることなどを要求する。この点にお

いても，一般の超高層建物の耐震設計は 「もんじゅ」の耐震設計，

よりも厳しい条件で行なわれている。

( ) また｢業務方法書｣は，評価判定の基準として，レベル の「損5 1

傷限界」として 「許容応力度以内であるか，または地震後有害な，

ひび割れまたはひずみが残留しないことなどを定めている （原子。

力施設のＳ と同じ）1

レベル の「倒壊，崩壊限界」としては，各階の応答層間変形角2

が 分の を超えないこと（例えば，階の高さが メートルなら100 1 5

ば，その階の傾きが を超えないこと ，応答塑性率が一定以下5cm ）

であること（例えば，階ごとの変形が，弾性限界時変形の２倍以内

であることなど）などを定めている。

この規定は，許容される変形の限界値を規定するものであるが，

「もんじゅ」ではそのような明確な数値による規定は存在しない。

４ 建築基準法から見た「もんじゅ」の耐震設計の不充分さ

( ) 一般の超高層建築物に比べ 「もんじゅ」の耐震設計は，以下の1 ，

各点において不充分なものとなっている。

① 入力する地震動の大きさが，一般の超高層建築物の場合５０カ

インであるのに 「もんじゅ」では２２．８カインでしかない。，

② 上下動についても，一般の超高層建築物では（建物の規模や形

態にもよるが）上下方向への動的解析を組み合わせることとされ

ているのに 「もんじゅ」では，そのような動的解析がなされて，

いない。

③ 許容される変形の程度についても，一般の超高層建築物では規
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定がなされているのに「もんじゅ」では規定がない。

( ) 当然ながら，一般の建築物より 「もんじゅ」の耐震設計は，よ2 ，

り厳しい条件を満たすものでなければならない。ところが 「もん，

じゅ」の耐震設計は，一般の建築物より緩やかな条件でなされてお

り，一般の超高層建築物の２分の１にも満たない最大速度振幅の地

震波を入力して，しかもそのような小さな速度振幅の地震波を前提

にしても，すでに弾性限界を超えた変形まで許すこととされてしま

っている。

少なくとも，一般の建築物で想定する大きさの地震動にまで耐え

られるようにしなければ，その耐震設計は不充分であることが明ら

かである，上下動をも含めた動的解析を求めていない点を含めて，

そのような耐震設計を許容する「耐震設計審査指針」が不合理なも

のであることもまた明らかである。

八の３ 建築基準法上の規制についての被控訴人の主張に対する反論

１ 被控訴人は 「立地選定において，敷地及びその周辺について詳細な，

調査を実施し，重要な建物・構築物は，必ず岩盤に直接設置されてい

る。また，原子炉施設は，地震動などによる外力を受けて場合に，変

形を起こしにくい鉄筋コンクリート耐震壁で囲まれた剛構造である 」。

と主張し，あいかわらず，剛構造だから壊れないと言う。

しかし，甲ハ第 号証の［９］において指摘されているように 「も92 ，

んじゅ」を含む原発の構造物としての宿命は，固い岩盤の上に剛性の

地盤の固有振動周期と建屋の高い構造物が載っているために，つまり

固有振動周期が近いため，非常に増幅された大きな応答加速度を受け

という点にある （添付資料 床応答スペクトル図「設計及び工事の方法にる 。 22

ついての認可申請」による）その床応答スペクトル図に見られるように の数倍G

（ は重力加速度）ところによっては十数倍にも及ぶ加速度が作用する （ ペG 9。」

ージ） ， 太田外気晴と指摘され また甲ハ第 号証では，その添付資料４94

論文中のグラフをあげつつ，応答加速度が大きくなることが示されている。この

論文の「図２(上段のグラフ)は，建築基準法施行令第 条及びそれに基づく昭和88

年 月 日建設省告示第 号（改正昭 ）の規定をグラフ化したもので55 11 27 1793 62

あるが，一目して，固い地盤の上に立つ，固有周期の短い建築物には，大きな応
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答加速度が作用することを示すものとなっている。このグラフによると，加速度

応答スペクトルの入力最大加速度に対する倍率は，｢もんじゅ｣の１次固有振動周

。」 ，「 」期 秒のあたりで最大のピーク(約 倍)となっている から 堅固な岩盤0.18 2.8

「剛構造」だからといって決して安全ではないのである。

レベル２ 被控訴人は，控訴人の建築基準法上では，超高層建築物は 「，

」の地震動に耐えられることが求められているとの主張２は （カイン50 cm/s ）

に 「一般に，超高層ビル等は，沖積平野において広く分布する，岩盤上に厚く，

堆積した地盤に建設される場合が圧倒的に多いとした上で 「超高層ビル等の耐，

震設計において策定される設計用入力地震動は，その地質構造に応じて大きく増

幅された地震波が建築物に入力される場合があることを前提としている 」とし。

岩盤に設置された原子炉施設の構造計算に適用するのは当を得ないて，

と主張する。

しかし，第一に，建築基準法上の規制は，その対象を沖積平野に建築

する超高層ビルに限っていない。たとえ岩盤に直接建てる場合であっ

ても，同じように規制を受けることとなる。その点で，被控訴人の主

張は失当である。

現実の地震波（原子力発電施設にあってはＳ ，建築基準法しかも， 1

では「稀に発生する地震動」に当たる）は，１９９５年兵庫県南部地

震の記録に見られるように，解放工学的基盤（この定義は，せん断波

の告示速度が約 ｍ毎秒以上の地盤――甲ハ第９４号証の添付資料１400

1000 57.4参照）である神戸女子薬科大学の敷地（せん断波速度が約 ｍ毎秒）で，

㎝毎秒（再現値 ，ほぼ開放工学的基盤とみてよい神戸大学敷地内のトンネルに）

55.4 25 50おける ㎝毎秒と ㎝毎秒より遥かに大きく 極めて稀に発生する地震動， ，「 」

㎝毎秒よりも大きい。

（神戸大学敷地内のトンネルでの記録については，被控訴人側は増幅

があったと主張してきたが，解放工学的基盤の定義が前記告示によっ

て法的に明確化された今日，これに合致する岩盤の固さに達するのは，

トンネルの支持面のわずか２ ｍ下であり，このわずかな間で大きな増,3

幅があったとは到底考えられない。逆に減衰の可能性もあることは，

甲ハ第 号証 ページで指摘されているとおりである）92 9

３ 被控訴人は 「振動特性の違いがある建物の間では，仮に同程度の保，
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守性を有するように設計用入力地震動を定めたとしても，それぞれの

設計用入力地震動は，振動特性の違いに応じて異なったものとなる」

と主張する。

当該建物の動的解しかし，乙ハ第２６号証４９ページ下線部分は 「，

析を行う場合に用いる地震動波形の種類は，標準的な地震動波形，地

域特性を表わすような地震動波形，及び長周期成分等を含む地震動波

」と言うのである。すなわち，固形などを含めて三種類以上を原則とする

有周期の長い超高層ビルの振動特性を考慮するというのは，この「長周期成分等

標準的な地震動波形，地域特性をを含む地震動」のことでしかなく，残りは

なのであって，建物の振動特性とは無関係なもので表わすような地震動波形

ある。とりわけ，地域特性を考慮したものを用いるという点で，耐震設計審査指

針ではなされていない考慮が明確になされていることが重要である。

平成１２年５月３１日建設省告示第1461号第４号イによる地震波 告（「

示波」という）は，地震動を建物の周期によっても変化する加速度応

答スペクトルをもって定めているが，評価機関の「業務方法書」で作

成地震波が適切であることを確かめるための地震波を，最大速度振幅

がレベル１で （カイン ，レベル２は （カイン）としてい25㎝/s 50㎝/s）

るのは，入力地震動の大きさを定めているのであって，建物の周期特

性(つまり建物の剛であるとか柔であるとか)とは何らの関係もないの

である 「入力」と「応答」を取り違えてはならない 「応答」は構造。 。

物の振動特性によって左右されるが 「入力」は構造物の特性にはよら，

ないのである。

なおまた 「もんじゅ」建屋の構造計算については，昭和60年10月７，

日に建設大臣によって「認定 （これは建築基準法の旧第３８条（特殊」

の材料または工法）によるものであろう。この条文は平成10年に削除）

されたものであり，福井県建築主事により建築確認がされている旨を

述べているが，そうだからといって，阪神・淡路大震災を経験し，建

築基準法や同施行令が構造関連規定において大きく改定され，それに

伴い関係告示が整備されて，評価機関の「業務方法書」も新しくなっ

た今日，かつてその認定や建築確認を得たことをもって 「もんじゅ」，
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建屋の構造の安全が現在法的に保障されていると主張することはでき

ない。

４ 被控訴人は，上下方向の動的設計については，業務報告書も，あくま

で「上下方向の地震動の影響を水平方向地震動との同時性の関係を考

慮して，また建築物の規模及び形態を考慮して適切に評価」するとし

ているものであり，その具体的手法については何ら基準を設けていな

いと主張する。

しかし，控訴人の主張するところは，現実の建築確認の実態として，

梁が長いとか，ドームが大きいとかの建築物の規模，形態に応じて，

指定評価機関の安全審査委員会（学識経験者で構成）は，上下方向の

動的設計を組み合わせることなどを要求していること指摘しているの

である。すなわち，超高層建物の設計の実態においては，この点にお

いても，一般の超高層建物の耐震設計は 「もんじゅ」の耐震設計より，

も厳しい条件で行なわれている。被控訴人は，このような実態がある

ことについては （現実に実態がある以上さすがに）反論はできなかっ，

たのである。

確かに，どうであっても，上下動についての動的設計が可能であるの

に，万が一にも事故を起こしてはならない原子炉施設で，上下動につ

いて動的設計をしなくて良いなどと言えるはずもない。しかも，実際

に，超高層建物の設計の実態において，上下動について動的解析がな

，明らかに「もんじゅ」の耐震設されていることからして，実態において

計は，一般の超高層建物より甘い条件で耐震設計がなされていることは否定がで

きないのである。仮に建築基準法上では，そこまでの動的設計が求められていな

かったとしても，だから良しとするわけには行かないのである。

九 不合理な審査基準の適用，看過し難い過誤欠落による重大違法

１ 松田式，金井式，大崎の方法という旧来の手法を適用すべしとする

審査基準が不合理であること，地下に震源断層面を想定して強震動予

測の方法で地震動の波形までの予測をしないという審査の欠落がある

こと，直下地震についての審査基準が不合理であること，鉛直地震動

についての審査基準が不合理であること，具体的に本件敷地付近につ
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いてみても，想定すべき震源断層面を想定しないという審査の欠落が

あることは，現在の知見に照らせば，いずれもすこぶる明々白々なも

のとなっている。また，これらはいずれも耐震設計の上で誤った結論

をもたらす重要な事項に関するものであるから，重大な違法をもたら

すものである。

２ あるべき耐震設計では，地下の震源断層面をまず想定すべきである

のに，その想定が全くなされていないため，実際に施設を襲う地震動

がどれだけのどのような波形のものであるかは，全く不明となってし

まっている。直下地震の想定に誤りがあり，鉛直地震動についての審

， ，査が誤っているため 施設を大幅に上回る地震動が襲うおそれがあり

これらの結果，本件施設の全てについて，その健全性が保たれる保証

がないこととなる。すなわち，全ての施設が同時に完全に破壊される

おそれがある。あるいは，そこまで至らなくとも，たとえば最初の一

撃で原子炉容器振れ止め部が破損してしまえば，後の地震動により，

原子炉容器ガードベッセルの健全性が損なわれ，同時に原子炉容器付

近の配管も破損するおそれがある。その場合，ナトリウムが漏洩して

炉心部が冷却されなくなる。また，１次冷却系配管や２次冷却系配管

が３ループ同時に破損してしまえば，同様に，炉心は冷却が不可能と

なる。

その結果，炉心は崩壊するに至る。ところで，申請書に言う炉心崩

， 。壊事故は 炉心冷却能力の健全性は保たれることが前提となっている

すなわち，冷却能力が完全に喪失した炉心崩壊事故は，申請書では全

く想定していない。しかも，原子炉格納容器の健全性も失われている

可能性があるから，放射性物質は，直ちに環境に放出されてしまうお

。 ， ， ，それがある これが 結果としても 極めて重大なものとなることも

明らかである。

一〇 念のため過去の知見に照らして

１ すでに現在の知見に照らして，本件許可処分が前提としていた耐震

設計の方法が，すでに採用しがたい不充分なものであったか明らかで

ある。伊方原発訴訟に対する最高裁第１小法廷平成４年１０月２９日
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判決は 「現在の科学技術水準に照らし，右調査審議において用いら，

れた具体的審査基準に不合理なものがあり，あるいは当該原子炉施設

が具体的審査基準に適合するとした原子力安全委員会等の調査審議及

び判断の過程に看過し難い過誤，欠落があり 被告行政庁の判断がこ,

れに依拠してされたと認められる場合には，被告行政庁の判断に不合

理な点があるものとして，この判断に基づく原子炉設置許可処分は違

法と解すべきである 」としており，本件においても，被控訴人の判。

断が，現在の科学技術水準に照らして不合理だと認められれば良いこ

とは，この確定判決によって認められる。

しかし，本件許可処分当時の知見で，はたして十分に安全なものが

できなかったのかと言えば，必ずしもそうではない。

， ，２ 松田式についてみれば この式が莫大な誤差を含む式であることは

その根拠となったグラフを見れば，一目瞭然であった。また，松田式

が前提とした活断層の長さの値のいくつもが，地表の活断層の長さで

はなく，震源断層面の長さを採用している点でも，松田式には不合理

な点があった。

現在，地震現象がどのようなものかが，相当に解明されてきて，松

田式が意味のないものだということが分かってきている。しかし，松

田式の前提とした値を正しいものとし，かつ松田式に莫大な誤差があ

ることを無視せずに，その誤差の最大値を，余裕をもって十分に取れ

ば，良かっただけのことでしかない。

また，金井式や大崎の方法についても同様であり，要するにいずれ

の式についても誤差を無視して平均的な値で耐震設計をしたことに問

題があるのである。

３ 直下地震について見れば，そもそも直下地震の想定としてＭ６．５

で足りるとした根拠が明らかではなく，当時としても，不充分な想定

。 ， ，であったと認められる 結局 地質調査をどれだけ詳細に行なっても

地震がどこで起こるかは，当時としても分からなかったのであり，に

もかかわらず，Ｍ６．５の想定で足りるとしたことに問題があった。

４ 鉛直地震力についても，少なくとも断層に近いところで水平地震力



- 225 -

の１／２で足りるという根拠は，やはり不充分であった。この点でも

データが十分ではないのに，１／２の想定で足りるとしたことに問題

があった。

５ これらの点は，過去の知見に照らしても，なおかつ本件許可処分が

依拠したと認められる原子力安全委員会等の調査審議に用いられた具

体的審査基準が，誤差を無視するなど不充分な知見によるものである

のに安全側に立たない不合理なものであったことを示すものとなって

いる。

ただ，この過去の知見に照らしても，なおかつ本件許可処分が依拠

したと認められる原子力安全委員会等の調査審議に用いられた具体的

審査基準に不合理な点があったとの点は，しかし上記の確定した伊方

， 。判決のあることから あくまでも念のために見ておくものでしかない

一一 安全余裕

１ 原判決は，控訴人らの松田式，金井式に莫大な誤差が存在するとの

主張に対し 「右誤差は （その後の耐震設計における）保守性の確保， ，

によって吸収することが相当程度可能というべきであって 松田式 金， （

井式）の適用にあたって，現実の地震との間で，右保守性の確保によ

っては吸収することのできないような多大な誤差が生じると認めるに

足りる証拠はない」として，誤差の範囲を超える地震動が施設を襲う

ことの立証責任を原告に負わせることによって，被告を救済した。

これと同様に，震源断層面の存在を前提とする強震動予測の方法に

よって，施設が，想定を大幅に超える地震動にさらされたとしても，

その後の保守性の確保によって，施設の安全性が保たれうるとされ，

安全性が確保されえないとの立証がなされてないからとして，被控訴

人を救済されるおそれがあるから，この点につき以下述べることとす

る。

２ 原判決の上記判示は，審査基準の不合理性とその後の審査基準のあ

てはめの段階である具体的耐震設計とを混同するものである。すなわ

ち，松田式・金井式からはみ出した値となる地震動を，その後の耐震

設計の保守性の確保でどれだけ吸収するかは，専ら設計者自身に任さ
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れている。そこには 「どれだけの安全余裕を持てば良いか」につい，

ての基準はない。わずかに吸収する程度であっても良いし，十二分に

吸収するよう保守性を持たせても良い。どちらでなければならないと

いう基準は全くないのである。要するに，問題は，この点についての

基準が全くなく，設計者の勝手し放題となっていることにある。震源

断層面の存在を前提とする強震動予測の方法によらず，旧来の方法に

よるときに安全余裕をどれだけとれば良いのかとの観点での審査をす

ることとはなっていないのである。すなわち，安全余裕をどれだけ取

るべきかとの審査基準が存在しないこと自体，審査基準が不合理であ

ことを示している。る

３ もっとも，この安全余裕をどれだけ取るべきかの判断は，現在の知

見によれば，一旦，震源断層面の存在を前提とする強震動予測を行わ

。 ，なければなしえない 適切な安全余裕を取っているかどうかの判断は

結局，単に現在の知見による強震動予測を行なうことに帰着する。し

かし，耐震設計審査指針は，現在の知見による強震動予測を行なわせ

る前提に立っておらず，そのような強震動予測の方法があること自体

知らずに策定されているから，安全余裕についての適切な判断をする

よう求める基準を作りようがなかったのである。

４ 名古屋高等裁判所金沢支部平成１２年（行コ）第１１号事件におい

て訴外動燃は，その平成１２年１２月１１日付「控訴人らの２０００

（ ） 」 ，年 平成１２年 １０月３０日付け求釈明申立書に対する釈明 第二

一３項で 「被控訴人は 「もんじゅ」の耐震性に関する安全余裕の程， ，

度を評価していない 」と認めている。。

要するに，訴外動燃は，本件耐震設計における安全余裕が十分なも

のかどうかの判断の前提である安全余裕の程度すら評価していないの

である。にもかかわらず，原判決は，上記のように 「右誤差は （そ， ，

の後の耐震設計における）保守性の確保によって吸収することが相当

程度可能というべき」などと判断した。原審裁判所は，訴外動燃自身

がどの程度保守性の確保によって誤差からのはみ出しを吸収できるか

も分からないと言うほどであるのに，根拠もなく，相当程度吸収でき
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るという実体的判断を行なったのである。よって原判決は，不当な判

断をなしたものとして到底維持することのできないものである。

５ 上記のとおり 「安全余裕」は，設計地震動の算定が確実にできて，

から初めてどれだけ取るべきかが分かるものである。一方，訴外動燃

は，そもそもその「安全余裕」がどれだけあるかの評価も行なってい

ない。

他の「安全設計」では 「もんじゅ」の基本設計の安全性を評価す，

る指針である「高速増殖炉の安全性の評価の考え方」によって，設計

の安全余裕を確認する手続を採用しているが，施設の設計の上ですこ

ぶる重要な部分である耐震設計では，このような安全余裕についての

評価が免除されている。安全余裕についての基準が存在しない審査基

準が不合理であると同時に，実際に安全余裕についての審査を行なっ

ていないことも明らかであるから，ここに審査の欠落があることも明

らかである。

６ ちなみに 「もんじゅ」では 「発生する応力に対し塑性変形する場， ，

合でも，過大な変形等により機能に影響が及ぶことのないように設計

している （前記訴外動燃釈明書）とされていて，変形が塑性領域に」

まで達しうることを認め，ただ 「過大な変形等により機能に影響が，

及ばないよう設計している ，即ち，変形はしても，破壊されるとこ」

ろまでには至らずに済むとされているだけなのである。ここからはも

はや「安全余裕」などほとんどないことが窺われる。すなわち，訴外

動燃が，安全余裕の評価を行なっていないのは，その評価を行なえば

ほとんど安全余裕のないことが分かってしまうので，行なうわけには

いかないためである可能性の高いことを念のため指摘しておく。

一二 白木―丹生リニアメント

１ はじめに

現在の知見によれば，白木―丹生リニアメントの直下を走る巨大な

震源断層面を考えなければならないことは，すでに述べたとおりであ

る。これまで白木―丹生リニアメントが断層かどうかが争われてきた

が，もはやそれが断層であるかどうかは，さしたる問題ではなくなっ
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ている。むしろ逆に，この位置に巨大な震源断層面を想定せざるをえ

ない以上，このリニアメントは断層である可能性がより高まったとも

言えるのである。

， ， ，しかし そうではあってもなお このリニアメントが断層であれば

ここにリニアメントの存在することを理由として，その直下に，その

前後にわたって巨大な震源断層面を想定しなければならないというこ

とになるので，その限りでは現在でも検討する必要はある。また，旧

来の知見からしても，もしこれが断層であるなら，被控訴人の言うと

ころは根拠がなかったということになるから，その意味でも検討する

必要は認められる。そこで，以下さらに見ることとする。

２ 被控訴人国が確認した露頭の位置

被控訴人国は，平成１２年１２月１１日付被控訴人釈明書で特定し

た四角い枠内にこの露頭があると主張した。その位置は，その後，平

成１３年１２月１７日付釈明書において訂正されたが，なお漠然とし

て位置が確定されていない。当該露頭の粘土化帯が白木―丹生リニア

メントの延長上にあるとするには，その粘土化帯の位置が地図上に確

実に特定される必要がある。しかし，現時点においてもその位置が漠

然としか主張しえないのなら，それが白木―丹生リニアメントの延長

上にあるなどと言い得ないことは当然である。平成１３年１２月４日

に，訴外動燃の案内人によって控訴人代理人が，この露頭を確認した

ときにも，訴外動燃の案内人は，当該露頭の位置を地図上で示し得な

かった。これらの事実は，訴外動燃も被控訴人国も，露頭の位置と白

木―丹生リニアメントの走行位置との関係が不明確なまま，即ち，実

際にその露頭がリニアメントの延長上にあるかどうかの判断が全くで

きていないのに，その露頭の粘土化帯の性状を根拠に，白木―丹生リ

ニアメントが断層ではないと判断したことを意味する。

３ 被控訴人国の言うリニアメントは一定した位置にはない

そもそも，被控訴人国の言うリニアメントなるもの自体，その位置

が一定していない。前記釈明書で示されたリニアメントと本件許可申

請書添付の図面で示されたリニアメントは，位置がずれている（問題
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の露頭付近では等高線で１つ分ずれている 。被控訴人国自身，その位）

置をしっかりと特定できない以上，その延長上と言っても，どこかは

っきりしない。しかも，現に確認された露頭での粘土化帯は，ほぼ南

北方向に走行する，すなわちリニアメントの走行方向に近い走行方向

の粘土化帯であり，その長さは全長１５ｍほどでしかない。リニアメ

ントの引き方は一定しないのであるが，ある引き方によるリニアメン

トの延長上に仮にこの粘土化帯があったとしても，その引き方が少し

でもずれてしまえば，もはやリニアメントの延長上にはなくなってし

まう。

４ 被控訴人国の言うリニアメントと「日本の活断層」の白木―丹生リニアメント

は大きくずれている

更に問題なのは，活断層研究会の「日本の活断層」が言う白木―丹

生リニアメントは，被控訴人国の言う上記の２つの書面でのリニアメ

ントとは，東方にかなり離れたところを走行している（添付図面，こ

の図面は３つの図面を拡大コピーによって，縮尺をそろえて重ね合わ

せた図面である 。結局，被控訴人は，白木―丹生リニアメントを，活）

断層研究会の言う位置とは全く離れた位置に勝手に指定した上で，し

かも書面ごとによってその位置を変えた挙句，一方的にその「延長上

の粘土化帯」なるものを見たというのであるが，このような勝手な位

置指定とその延長上での粘土化帯の検証が意味を持たないことも，明

らかである。

５ 断層変位地形

被控訴人は，さらに白木‐丹生リニアメント沿いに断層変位地形が

認められないと言って，白木―丹生リニアメントは断層ではないとも

言う。しかし，リニアメント自体，直線的な地形なのであるから，断

層によって造られた地形である可能性のあるものであり，そこに断層

であると確定することのできるまでの変位地形はないとしても，だか

らと言って，それでそのリニアメントを断層ではないと結論付けるこ

とはできない。地形の状況によっては，断層変位地形が生じない場合

もあり，また地表地震断層が現れた後に侵食によって，断層変位地形
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がはっきりしなくなる場合もあるから，はっきりと断層だと確定する

までの断層変位地形が認められなくても，それで当該リニアメントが

断層ではないとするわけにはいかないのである。

こうして，被控訴人が白木―丹生リニアメントは断層ではないと言

う理由は，ことごとく不合理なものとして否定されてしまうことにな

る。しかも 「リニアメントの延長上で粘土化帯を見た」という言い，

分は，粘土化帯の位置が地図上で特定できないのになされたものであ

って「延長上」かどうか分かりようがないのになされたものであるか

ら，虚偽とも言うべきものである。結局，この白木―丹生リニアメン

トは，断層である可能性が否定できないものであったから，旧来の方

法に立っている被控訴人の言い分を前提としても，もっとも敷地近く

を走行する断層として，当然にそこで生じる地震を考慮しなければな

らないものであった。したがって，このリニアメントを耐震設計の際

に考慮の外に置いて良いとした本件審査には，看過し難い過誤欠落が

ある。

一三 本件敷地付近はアムールプレート東縁の変動帯における空白域

１ アムールプレート東縁の変動帯

バイカル湖やモンゴルから日本海東縁や西南日本にかけては，一つ

のプレートと見ることができる。これをアムールプレートと言う。こ

のアムールプレートの東縁では東西の圧縮力が働いていて，そこに地

震を引き起こす。

２ 日本海の成立とその後の圧縮の力の作用

２５００万年前から３０００万年前頃まで日本列島はアジア大陸の

， 。東の端の一部で沿海州の隣にあって 日本海はまだできていなかった

そこに割れ目ができ，東北日本と西南日本が観音開きのように開いて

， ， 。行って １５００万年前頃に日本海の海底ができ 日本列島ができた

その後，３００万年前から２００万年前頃から東西圧縮の力が強く

なった。この圧縮の力によって，日本海が成立したときにできていた

岩盤内の古傷である弱面に逆断層や横ずれ断層が生じるようになっ

た。こうした成立経過から，日本海沿いは，大地震が起こりやすい地
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域なのである。

３ 空白域

上記のように，日本海沿いは，大地震の生じやすい地域である。と

ころが，本件敷地付近では最近大きな地震は起こっておらず，空白域

となっている。地震は空白域で起こりやすいから，空白域は危険な地

域であり，本件敷地付近でも大きな地震が生ずるおそれがある。

一四 もんじゅの施設は鉛直方向の揺れに弱い構造となっている

もんじゅの施設の設計は，鉛直方向の地震動には，十分に対応でき

ていないものとなっている。たとえば，２次系配管室の配管は，垂直

方向は主にレストレイントという棒状の支持構造物によって吊り下げ

られている。一方，水平方向にはスナバという揺れを抑える支持構造

物がいくつも用いられており，配管の支持の仕方には明確な差異が認

められる。

水平方向の揺れに対して，これを抑える支持構造物が用いられてい

るのは，この構造物が必要だからである。すなわち，配管の振動を抑

える支持構造物がないと，配管の揺れが大きくなって，施設の健全性

が保ち得ないのである。そうであれば，鉛直方向でも同様であると考

えられ，こうした揺れを抑える支持構造物が少ない本件施設は，鉛直

方向の揺れに対して十分な安全性を有していない。

， ． ，鉛直方向の地震動の大きさは マグニチュード７ ３の地震の場合

震源断層面の直近で水平方向の地震動の大きさの９０％を超える。そ

もそも本件許可処分が前提としていた水平方向の地震動の大きさは，

これまで詳細に論じて来たとおり過小評価であるから，結局，鉛直方

向の実際に想定される揺れの大きさは，本件許可処分が前提としてい

た水平方向の揺れの大きさを優に超えることとなる。そうであれば，

この鉛直方向の揺れに，配管の支持構造は，全く対応できていないと

言うほかない。

鉛直方向の揺れと水平方向の揺れに対する施設の設計上の対応に，

こうした差異があっても許されるのは，鉛直方向の地震動の大きさの

過小評価と鉛直方向の地震動について動的解析がなされていないこと
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。 ， ，による 鉛直方向の地震動であっても 軽視することはできないから

同様の動的な解析を行なって安全性を確認すべきなのに，本件許可処

分では，こうした解析による安全性の確認をしていないことは前述し

た。その結果として，本件施設は，実際にも，鉛直方向の地震動に対

しては，十分な安全性を保ち得ない構造となっている。また，この鉛

直方向の揺れに対して，十分な安全性を保ち得ないのは，配管のみに

限るわけではなく，他の施設全般も同様である。要するに，本件施設

は，全体としても，鉛直方向の地震動には，十分な対応ができていな

いのである。

よって 「もんじゅ」が鉛直方向の地震力に対応できない設計となって，

いること許したことにおいても，本件処分には看過し難い過誤欠落が

あることになる

一五 結論

１ 本件許可処分が依拠したと認められる原子力安全委員会等の調査審

議及び判断の過程において用いられた審査基準である耐震設計審査指

針は，現在の科学技術水準において採用すべき強震動予測の方法に照

らし，全く古い，大雑把，かつ不合理，不充分なものであって，審査

基準自体として不合理である。

２ この審査指針は，現在の強震動予測の方法で前提とする震源断層面

なるものの想定を一切考えていない点でも，全く古い，不合理，不充

分なものであって，同様に審査基準自体として不合理である。

３ この審査指針は，直下地震としてマグニチュード６．５のものを想

定すれば良いとする点でも，審査基準自体として不合理である。

４ 本件許可処分が依拠したと認められる原子力安全委員会等の調査審

議及び判断の過程では，複数の断層の同時活動性を，断層の連続性の

有無により判断している。しかし，現在の知見では，連続性の有無に

かかわらず，複数の断層が同時に活動しうるものとされている。この

断層の連続性によって断層の同時活動性を判断している原子力安全委

員会の判断の過程は，やはり不合理，不充分なものであって，過誤，

欠落がある。
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５ 本件許可処分が依拠したと認められる原子力安全委員会等の調査審

議及び判断の過程には，仮に震源断層面を想定するなら，当然に想定

しなければならない，本件敷地付近の直下を走行する長さ３５ｋｍか

ら４０ｋｍに及ぶ巨大な震源断層面を想定していない点，同様に甲楽

1 21 27城断層やＳ －甲楽城断層－山中断層－柳ヶ瀬断層系，Ｓ ～Ｓ

断層－野坂断層系のいずれにおいても，同様のあるいは更に巨大な震

源断層面を想定すべきであるのに，想定していない点において，不合

理，不充分なものがあって，同様，過誤，欠落がある。

６ その他，本件許可処分が依拠した審査基準は，鉛直方向の地震動と

して水平方向の地震動の１／２のものを想定すれば足りるとする点に

おいて，また鉛直方向の地震動については動的解析をしなくて良いと

する点において，鉛直地震力を軽視するものとなっており，審査基準

自体として不合理なものである。またその結果，本件施設は鉛直方向

の揺れに十分対応できる設計となっていない。この点においても，本

件処分が依拠した原子力安全委員会の調査審議及び判断の過程は，や

はり不合理，不充分なものであって，過誤，欠落がある。

７ 耐震設計上の安全余裕についての審査の基準がないことは審査基準

として不合理であり，また安全余裕についての審査が行なわれていな

いことに，審査の欠落がある。

８ 本件敷地近傍にある白木―丹生リニアメントについての本件許可処

分が依拠したと認められる原子力安全委員会等の調査審議及び判断で

は，そのリニアメントの延長上にあるとは言えない露頭での粘土化帯

を見て，それが断層ではないとしており，この審査の過程には過誤，

欠落があることが明らかである。

９ これらの審査基準自体の不合理性，調査審査及び判断の過程での過

誤，欠落は，いずれもそれ自体として極めて重大であり，到底看過し

難いものである。また，これら不合理な基準を適用し，あるいは審査

の過程での過誤，欠落があることによる耐震設計の不備は，一旦，想

定を超える地震動が施設を襲ったときに施設に重大な損傷を与え，結

果として，極めて重大な被害をもたらしうることも明らかである。
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よって，高速増殖炉「もんじゅ」に対する本件原子炉設置許可処分

は，耐震設計において 「災害の防止上支障がない」こと，すなわち，，

「原子炉等による災害が万が一にも起こらないものであること」を許

可の要件とする原子炉等規制法２４条１項４号の規定に反する重大な

違法があり無効というべきである。

一六 耐震設計についての被控訴人主張への反論

１ 震源断層面の存在とその耐震設計上の位置付け

すでに幾度も主張したように，現在の知見では，地震現象の本体は

震源断層面でのズレ破壊であることが明らかとなっている。そこで，

この震源断層面を考えずに立地点での地震動の大きさ，様相を知るこ

とは不可能である。地表の活断層は，震源断層面の活動が極く一部地

， ，表に達したものの痕跡でしかないことは 兵庫県南部地震の経験から

すでに国民的常識と化していると言って過言ではない。活断層は，ま

さしく巨大な震源断層面の地表に現れた「氷山の一角」でしかないの

である。

このことからして，また地表の活断層がいかに短くとも，その地下

に巨大な震源断層面のあることを想定すべきであることも直ちに導か

れる。この点は，余りに明らかに過ぎるため，被控訴人としても反論

しようがなく，現に最終準備書面でも，本件敷地北方の海底断層が存

在することから推定される震源断層面が「もんじゅ敷地付近の直下，

白木―丹生リニアメントの直下を通り，その（海底断層の）前後に長

-く深く存在するものと考えられる」と主張したのに対し，単に「Ｓ

１７断層と陸域との間には断層の存在が確認されていない」とするの

みである（ｐ８７ 。すなわち，地下に巨大な震源断層面が想定され）

るとの点には，一言も反論していない。ここで控訴人が主張している

のは，地下に巨大な震源断層面が想定されるということであり，地表

の問題を論じているわけではない。これを被控訴人は，問題をすりか

えて，地表の問題として論じるのであるが，現在の知見では，地表の

短い断層の連続性を論じて地表の断層の長さの議論をすること自体が

無意味となっているのであり，この被控訴人の主張はおよそ反論とな
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りえていないのである。すなわち，控訴人が「敷地北方の短い海底断

層が認められる以上，その前後地下深くの地表に達しない個所に巨大

な震源断層面が想定される」と主張したのに対し，被控訴人は「海底

断層は陸の地表にまでは続いていない」と言うのである 「地下にあ。

る」というのに対して「地表にはない」と言うこの主張が，反論に全

くなっていない無意味な主張であるのは，誰が見ても明らかである。

再度述べれば，本件においては，敷地近傍の北方海底にある海底断

層が問題となるのである。この断層は，短く，Ｓ ～Ｓ の３つの15 17

断層を一つの断層系としてみて キロメートル，Ｓ のみであれば8 16

わずか キロメートルの断層でしかない（申請書第 図 。これ3 3.2-21 ）

を松田式にあてはめれば（松田式のグラフでみれば）マグニチュード

，もしくはマグニチュード 程度の地震しか発生させないという6.0 5.5

ことになる。しかしこの断層に着目し，その地下に巨大な震源断層面

を想定しなければならないことを認めた途端，ここにマグニチュード

程度の大きな地震を想定すべきこととなり，しかもその震源断層7.3

。 ，面が敷地直下を走行しうることも認めなければならなくなる これは

この断層（地表もしくは海底の断層）が，地表面では陸域に達してい

ない，海域だけの断層であったとしても同様である。被控訴人の反論

は，松田式を金科玉条のものとして，地表の断層の長さこそが重要で

あるとする前提に立ってようやく成立しうるものであるが，この松田

式が，現在ではほとんど無意味であることは，すでに幾度も論じたと

おりである。

， ，さらに 控訴人が白木―丹生リニアメントについて論じたところは

念のため論じたものでしかないことは，最終準備書面にて述べたとお

。 ，りである この敷地直下を走行すると想定される震源断層面の存在が

逆に白木―丹生リニアメントが活断層であることを推定させているに

過ぎない。したがって，ここに巨大な震源断層面を想定しなければな

らない以上，白木―丹生リニアメントについて，事改めて議論する価

値は，本来ない。

２ 松田式について
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， ，「 ，そこで この松田式についての被控訴人の反論を見れば 一般に

原子炉施設の耐震設計に当たり，活断層の長さを推定するために広く

用いられているものである 「松田時彦の１９９８年の論文において。」

は ・・・地震により地表に現れた断層の長さのみから地震のマグニ，

チュードを推定する式が提案されているものの，松田の考え方を否定

しているものではない 「原子力安全専門審査会，原子力安全委員会。」

において，現段階においては新しく提案された松田を採用する必要は

ないことを確認している 」とされている（ｐ９１，９２ 。。 ）

要するに，原子力施設の耐震設計で広く用いられている，提唱者の

松田も考え方自体を否定していない，原子力安全専門審査会，原子力

安全委員会も古い松田式で良いと言っているというのである。

しかし，これは，たとえば松田式の前提のデータには震源断層面の

長さまで含まれている不正確なものだ，松田式にはグラフから見ても

大きな誤差が含まれていることは一見して明らかだ，震源断層面のズ

レ破壊が地震現象の本体だから，地表面の活断層の長さでは，その規

模を推定することは本質的に無理があるなどの主張には正面から答え

られないでいる。

本件で控訴人は，耐震設計審査指針の基準の合理性を問題としてい

るところ，同指針が出来て以降，これまでの原子力施設では，当然こ

の指針にのっとって耐震設計がなされている。広く用いられているの

は，当然のことであり，だからといって，指針の不合理性がなくなる

わけではない。誰もが無批判にこの指針を用いてきたこと自体が問題

となるだけのことである。また，原子力安全委員会が，新しい松田式

を採用しなかったとしても，問題のある指針を改めようとしないこと

自体が問題なだけである。

「もんじゅ」の設計では，耐震設計以外の部分では，その結果が正

， 「 」しいか否かは別として 少なくとも 不確かさのあることを踏まえて

設計がなされている。ところが，耐震設計においてのみ 「不確かさ，

があることを踏まえず」設計がなされており，しかもその不確かさが

莫大なのである。耐震設計についてのみ「不確かさを踏まえず耐震設
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計をして良い」合理的理由は，当然ながらあるはずもない。

ちなみに，松田式の誤差の範囲の概略を示すなら添付の図のとおり

である。

３ 強震動予測の方法について

被控訴人は，強震動予測の方法が，いまだ確立されたものではない

と主張する。しかし，この方法が現実の地震現象に即した方法である

ことは，争いがないし，だからこそ現在この手法での地震動の予測が

国家プロジェクトとして行なわれている。仮にこの方法に未だ不充分

な点があるとすれば，それは単に「不確かさ」が残っているというだ

けのことで，そうであるならその「不確かさを踏まえて」設計すれば

良いだけのことである。この不確かさが松田式等による本件耐震設計

での手法に比べれば，より少ないのであり，莫大な誤差を無視した従

来の手法によるよりも，不確かさのあることを踏まえつつ，強震動予

測の方法によって地震動の推定をするのが，現在の知見でのもっとも

妥当な方法である。
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第４ 炉心崩壊事故を過小評価した安全審査の重大違法

一 なぜ炉心崩壊事故が問題となるか

１ 炉心崩壊事故で考慮すべきこと

原子炉運転中に異常事態が発生した場合 行なうべきことは ① 止， ， 「

める （核分裂反応を止める）こと，②「冷やす （核分裂反応や原子」 」

核崩壊によって発生するエネルギーを冷却材の循環によって取り去

る）こと，③「閉じ込める （死の灰などの放射性物質が大気中に放」

散しないようにする）ことである。

このうち，①の原子炉停止に失敗した場合に，次の二つの形態のエ

ネルギーによって原子炉容器や格納容器が耐えられるかが，②と③の

結果を左右する。

◎ 核的エネルギー

燃料が溶融したり，ナトリウムが沸騰したりして正の反応度が投

入され，即発臨界に達したときに爆発的なエネルギーがでるが，原

子炉容器や格納容器がその衝撃に耐えられるか

◎ 燃料が溶融して原子炉の下部に落下したときに原子炉容器や格納

容器が熱的に耐えられるか

「炉心崩壊事故」解析は，上記２つのエネルギーがどのように発

生し，原子炉容器や格納容器が核的・熱的に耐えられるかを評価す

るものであって，原子炉本体の健全性に関わる最も基本的かつ重大

な問題である。

２ もんじゅの「原子炉停止系」は健全に作動するか

(1) もんじゅでは，原子炉停止系は制御棒のみである。主炉停止棒

は１３本あって，調整運転のためと緊急停止のために使われる。後

備炉停止棒は６本あって，緊急停止の場合のみ使用される。

軽水炉においてはボロン水等の可溶性毒素を投入したり，重水炉

においては重水をダンプする等，別系統の核分裂反応停止装置が存

在するが，もんじゅでは原子炉停止系は制御棒のみである。

(2) 原子炉停止系が正常に機能するかは，解析にあたって，最も基

本的な重要事項である。安全解析に当っては，機器の「単一故障」
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が起こりうることを考慮して，①主炉停止棒と後備炉停止棒の一方

が使えない，②使える方でも，最大反応度価値の制御棒１本は使え

ない，とするのが保守的仮定である。ところが，後述するように，

「事故」解析では単一故障を仮定するが 「技術的には起こるとは，

考えられない事象」解析では 「単一故障を仮定する必要はない」，

とされているので，全部の制御棒が炉心下端まで落下するという，

甘い仮定で解析がなされている。

３ もんじゅの「冷却系」は健全に作動するか

(1) もんじゅには緊急炉心冷却装置は存在しない

軽水炉においては，炉心から冷却材が喪失して燃料が空焚きにな

ることが一番恐ろしい事故だと考えられている。そのため，炉心か

ら冷却材が喪失した場合には，原子炉内の圧力に応じて緊急に水を

大量に注入する設備が備えられている。しかし，もんじゅにおいて

は，そのような設備は存在しない。

， ，もんじゅにおいては 炉心において核分裂によって発生した熱は

炉心を通る１次系ナトリウムによって運び去られ，中間熱交換器に

よって２次冷却ナトリウムに伝わり，更に蒸気発生器によって水に

伝えられる。ＡＢＣの３ループが存在し，それぞれ，１次系・２次

系・水蒸気系を有している。もんじゅにおいては，どのような事故

が起こっても，１次冷却系や２次冷却系の配管がすべて機能しなく

なることは，一切考えられてはいない。大地震が起こっても，冷却

系配管はあくまでも健全であり，１次系ナトリウムが炉内を循環す

るので炉心で発生した熱の除去は可能であるとされているのであ

る。

(2) 原子炉が通常停止した場合

まず，原子炉が通常停止した場合であるが，制御棒が挿入された

結果，核分裂反応は終了するので崩壊熱を除去することだけが必要

となる。

① １次冷却系の循環ポンプと２次冷却系の循環ポンプをトリップ

し，低回転数のポニーモータに引継ぐ（定格流量の４％）
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② ２次冷却系から蒸気発生器を切り離し，空気冷却器に切り替え

（ ）る ２次冷却材の定格流量の約６％が空気冷却器側に確保される

③ 炉心で発生する崩壊熱は，１次冷却材によって運ばれて中間熱

交換器で２次冷却材に伝わり，空気冷却器で空中に放散する

とされている。

(3) 異常事態が発生した場合

配管が破断したり，炉心が暴走したりして異常事態が発生した場

合には，冷却系が健全に作動しない恐れがある。そこで，冷却系機

器の「単一故障」を仮定した場合には，

① １系統の１次ポニーモータ，２次ポニーモータが機能しない

② １次ナトリウムオーバーフロー汲み上げポンプ２台のうち１台

が機能しない

として解析することとされている。従って 「事故」の一つである，

「１次冷却材漏えい事故」や「２次冷却材漏えい事故」解析におい

ては，事故を起こした冷却系統は当然のことながら停止させられる

ことになるから，残りの２系統のうち，１系統は機能しないと仮定

するのである。つまり，１系統の冷却機能だけが働き，その場合で

も崩壊熱を除去することができることが求められている。

ところが 「技術的には起こるとは考えられない事象」解析にお，

いては，１次及び２次ポニーモータは３系統とも機能し，１次ナト

リウムオーバーフロー汲み上げポンプは２台とも機能する，とされ

ている 「技術的には起こるとは考えられない事象」は「事故」よ。

りも厳しい事象であるにもかかわらず，解析にあたっては，基本的

なところで甘い仮定をおき，破滅的事態が発生することを避けてい

るのである。

４ 格納容器は健全な「工学的安全設備」か

（１）もんじゅでは，冷却材に水を使用していないために，事故の際に

も，軽水炉原発のように，高温・高圧の水蒸気が原子炉格納容器内

に噴出するといったことは考えられないとし，また 「飛行場が近，

」 。くにはない 等の理由で飛行機が墜落することも想定されていない
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そのため，加圧水型軽水炉では格納容器の設計耐圧は２～４気圧で

あるのに 「もんじゅ」では格納容器の耐圧は０．５気圧と極めて，

低く設計されている。また，耐熱も１５０℃と低い。

（２）そのために，後述するように炉心崩壊事故によって原子炉容器の

中からナトリウムスラグが格納容器内に噴出した場合には，衝撃波

が格納容器に伝わり，また，空気中で激しく燃焼することによって

温度は上がり，格納容器の気密性がやぶれて放射性物質が放出する

可能性が高い。

二 炉心崩壊事故を基準設計事故としない「審査基準の不合理性」

１ 「高速増殖炉の安全性の評価の考え方について」の策定経緯

訴外動燃が１９８０年（昭和５５年）１２月に提出した最初の許可

申請書には「技術的には起こるとは考えられない事象」は記載されて

いなかった 「技術的には起こるとは考えられない事象」は翌１９８。

１年１２月になって，先に提出した許可申請書に対する補正申請書が

提出され，その中ではじめて登場した。

「 」原子力安全委員会が 高速増殖炉の安全性の評価の考え方について

（以下 「評価の考え方について」という ）と題する指針を決定した， 。

のは１９８０年１１月であったので，当初の申請書に記載することは

できなかったのである。

原子力委員会がそれまでに定めていた指針は「発電用軽水型原子炉

施設の安全評価に関する審査指針 （１９７８年）のみであり，その」

中では，さまざまな事象を発生頻度と放射性物質放出の可能性の有無

によって「運転時の異常な過渡変化」と「事故」に分けていた。この

二つの範疇は設計基準事象とされており（乙イ７・１０９頁 ，解析）

に当たって考慮すべき事項として，使用するモデル及びパラメータに

「 」ついては 評価の結果がきびしくなるように選定しなければならない

とされ，故障等の仮定については「作動を要求される安全系の機能別

に結果を最も厳しくする単一故障を仮定しなければならない」とされ

ている。つまり，保守的な，安全側に立った条件を用いて解析すべき

ことが条件とされているのである（同１０６頁 。）
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もんじゅは軽水炉と著しく違う性質を持つので，その安全性を評価

するためにも軽水炉とは違う基準が必要となり 「評価の考え方につ，

いて」が策定された。その中で，軽水炉の安全性評価の考え方を参考

にするものの，高速増殖炉の運転経験が少ないので 「事故より更に，

発生頻度は低いが結果が重大であると想定される事象 について そ」 ，「

の起因となる事象とそれに続く事象経過に対する防止対策との関連に

おいて十分に評価を行う」ものとしたのである 「運転時の異常な過。

」「 」 ，渡変化 事故 を説明したあとに第５項として書かれているために

「５項事象」とも呼ばれる項目がこれである。この事象は安全審査の

体系上は「技術的には起こるとは考えられない事象」に位置づけられ

ている。

２ 「事故」解析には保守的仮定が不可欠である

「運転時の異常な過渡変化」及び「事故」については，解析に当た

って使用するモデル及びパラメータは評価の結果が厳しくなるように

選定しなければならない。つまり，初期条件や途中の計算条件・数値

などについては保守的な，より厳しい，安全側に立った条件をもちい

なければならないとされている。これは「設計基準事故」として取り

扱うことを意味する。

ところが「技術的には起こるとは考えられない事象」は 「施設の，

安全裕度を確認するために，念のために」行うに過ぎないものと位置

， 。づけられ 保守的解析条件をもちいなくて良いとされてしまっている

３ 「技術的には起こるとは考えられない事象」解析には保守的仮定はいらないと

した場合の矛盾

（１）訴外動燃や被控訴人国は「炉心損傷に至るおそれのある事象を選

定するに際して，非現実的な仮定をあえてしたものであり，起因事

象の選定それ自体において極めて保守的な考慮がされているので，

解析に用いるモデルやパラメータについては，最も確からしいもの

を用いた解析を行って事象経過を忠実に再現することができればそ

の目的を達することが出来るのであり，解析にあたり，事象の不確

かさの範囲内で保守的なものを考慮すれば十分であって，これにと
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どまらず，更に非現実的に保守的なパラメータ等を用いて解析すべ

き理由はない」と主張する。

しかし，これは，設計基準事故を超える事故のシナリオを造るこ

とと，そのシナリオに基づいて具体的な計算をする際に保守的な条

件を使用することとを混同している。当初の仮定・条件が厳しくて

も，途中の計算の際の仮定・条件を甘く取れば炉心崩壊事故によっ

て放出されるエネルギーの値を幾らでも小さくすることができる。

これでは安全審査の対象とした意味のほとんど全てが失われること

になる。

（２ 「１次冷却材漏えい事故」解析と「１次冷却系配管大口径破損事）

象」解析に現れた矛盾

「１次冷却材漏えい事故」は「事故」であるから，解析するにあ

たっては「機器の単一故障」を仮定するが 「１次冷却系配管大口，

径破損事象」は「技術的には起こるとは考えられない事象」である

として，その仮定は採用されていない。

， 「 」 ，従って 配管の破損口面積が 事故 では２２平方ｃｍであって

炉心ナトリウム最高温度は約７３０℃で留まるのに対し 「技術的，

には起こるとは考えられない事象」である「１次冷却系配管大口径

破損事象」では，両端完全破断として破損口９５００平方ｃｍ（両

端を足したもの）と比較にならないほど大きく，炉心ナトリウム最

高温度は約９９０℃となって短時間沸騰するとされているのに，解

析結果は次の通りになっている。

「 」 「 」事故 技術的には起こるとは考えられない事象

◎ナトリウム漏えい量 ２１０立方ｍ １８０立方ｍ

◎ナトリウム燃焼量 約２．５トン 約２．３トン

◎格納容器内圧上昇 約０．０３８気圧 約０．０２５気圧

このように 「事故」よりも「技術的には起こるとは考えられな，

い事象」の方が放出されるナトリウムが少なく，その結果格納容器

「 」 ，の内圧上昇も後者の方が低いという 逆転現象 が起こっているが

その理由は「技術的には起こるとは考えられない事象」では単一故
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障を仮定しない等保守的な評価が行なわれていないからである。

ところで，この逆転現象をとりつくろうために，放出される放射

能の量についてだけ，恣意的な仮定をおいている。

「 」 「 」事故 技術的には起こるとは考えられない事象

◎放出量 稀ガス 約８．８Ｃｉ 約９６００Ｃｉ

◎放出量 ヨウ素 約０．０１７Ｃｉ 約１．９Ｃｉ

これを見ただけでも 「１次冷却系配管大口径破損」という厳し，

い条件を仮定しても，解析条件を甘くしてかつ，制御棒が全数機能

するということにすれば，結果は事故よりもずっと軽くなることが

分かる。

４ 研究開発段階の原子炉の安全解析を行なう場合に 「保守的仮定」を置かない，

とすることは矛盾である

そもそも高速増殖炉は，軽水炉とは全く違う原子炉である。炉心特

性も大きく違い，冷却材としてナトリウムを使用することも初めての

経験である。研究開発段階の原子炉については，慎重の上にも慎重に

安全設計を行ない，万一の事故時にも内部に溜っている恐るべき大量

の放射性物質を大気中に放出しないようにしなければならない 「研。

究開発段階には事故はつきもの」と考えるべきである。

「評価の考え方について」自身 「高速増殖炉は，現在，研究開発，

段階における炉型であり，安全性評価の実績も少なく，安全性の評価

の考え方について本報告においては概括的に記述するにとどまってお

り，今後の安全審査等の積み重ねにより安全性の評価の考え方及び方

法についてより一層具体化，詳細化を行ないその確立を図る必要があ

る」と述べて 「今後，安全性に関する指針等の策定に資することと，

する」としており，暫定的かつ概括的な「考え方」にすぎないことを

自認しているのである。

そのようなときに 「炉心溶融」や「出力暴走事故」が起こるとは，

そもそも考えられない，とした上で，単一故障等の保守的仮定を行な

， ，わなくていいとすることは 研究開発段階の原子炉の役割を考えれば

「矛盾」といわざるを得ない。
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５ アメリカや西ドイツなどではより厳しい基準が置かれていた

（１）アメリカでは実質的に設計基準事故とした

クリンチリバー原型炉（ＣＲＢＲ）について，審査側であるアメ

リカの原子力規制委員会（ＮＲＣ）は 「炉心崩壊事故は設計基準，

事故ではないが，事故の影響の軽減を目的とする設計対応をとるべ

きである」という許認可指針を発表し，更に「崩壊事故後，最低２

４時間以内は格納容器の健全性が維持できること」を申請側に要求

。 ， ，した その上で 原子炉冷却バウンダリの健全性を保証するために

瞬時に発生する機械的エネルギーの上限として，申請者側が１気圧

までの膨張で６６１ＭＪを選択したのに対して，審査者側は１２０

０ＭＪを要求した。これは実質的にみれば，炉心崩壊事故を設計基

（ ，準事故と見るのに等しい取り扱いであった 甲イ３７３・１０１頁

甲イ４５４・２１頁 。）

（２）ドイツの規制も日本より厳しい

規制当局である州政府は，炉心崩壊事故を格納容器の設計基準事

故とし，実証炉もその影響評価を行うべきと考えていた。そして耐

衝撃評価としては，初期の許可段階で以下の二つの要求をした。

① １５０ＭＪの有効仕事エネルギーに対しても原子炉容器は健全

で崩壊熱が除去できるようにすること

② ３７０ＭＪの有効仕事エネルギーに対しても原子炉容器および

１次系バウンダリの健全性は格納容器に対する損傷を避けうる程

度に維持されること

ところで，有効仕事エネルギー計算の基準であるが，もんじゅで

は１気圧までの等エントロピー膨脹を仮定し「構造物の耐衝撃評価

にあたっては膨脹過程における最大有効仕事量として５００ＭＪを

考慮する」とされているのに対し，原型炉ＳＮＲ３００ではカバー

ガス（７０立方ｍ）まで膨脹したときの値を使用している。１気圧

まで膨脹した時の値はカバーガスまで膨脹した時の値の２・５～３

倍程度になるので，西ドイツの基準である１５０ＭＪはもんじゅの

基準に換算すると４００ＭＪ程度となるが，３７０ＭＪは１０００
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ＭＪ程度となって，もんじゅよりも厳しい基準となる（甲イ３７３

・５７頁・１００頁，甲イ４０７ 。）

（３）フランスでは設備設計上の配慮を厳しく求めている

設計基準事故にはしていないが設備設計上の配慮は具体的でかつ

厳しくなっており，１次系バウンダリに１５０ＭＪ（カバーガス体

積相当）が基準とされている。実証炉スーパーフェニックスでは，

溶融燃料をうけとめるためのコアーキャッチャーを原子炉容器の底

に設けることも要求されている（甲イ３７３・６７頁 。）

アメリカ，西ドイツ，フランスの規制をまとめると，設計基準事

故としているのは西ドイツだけであるが，アメリカとフランスでは

事実上それと同程度の厳しい要求がなされているのである。

６ 事故解析に保守性・安全側の仮定をおかない不合理性

炉心崩壊事故の解析は困難である。どのような事象が炉の内部で起

こっているかわかりにくいし，実物大の施設で実験をするわけにはい

かないので，どうしてもコンピューターシミュレーションに頼らざる

をえない。そうなると使用するパラメーターをちょっとでも変えれば

事故の経過は変わるし結果も大きく変わる。安全審査で考慮した道筋

以外の道筋で事故が拡大することもありうる。研究開発段階の原子炉

， 。については 事故のみちすじを十分に予想できないのは当然であろう

従って，使用するパラメーターの数値が明らかに科学的に不合理であ

ることが証明されない限り，最悪の事態を考慮するのは，設置者にも

安全審査を担当する者にも課せられた義務である。

三 もんじゅの「１次主冷却系配管大口径破断事故」などでは，炉心崩壊事故に至る

過程は想定されていない。

１ 局所的燃料破損事象

もんじゅの「技術的には起こるとは考えられない事象」のうちの一

つとして「局所的燃料破損事象」が記載されている。

① 燃料要素の中にプルトニウム装荷率が高いペレットが過って入っ

た場合

② 異物が炉心に入り込んで燃料集合体の中のナトリウムの流れを塞
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いだ場合

であるが，いずれも，原子炉停止機構が働くとされているので炉心崩

壊事故ではない。

２ １次冷却配管大口径破損事象

「１次冷却配管大口径破損」は，運転中に配管がギロチン破断する

ことを仮定するものであって，きわめて深刻な事故の発端である。と

ころが，許可申請書においては 「制御棒が全数機能する」との仮定，

のもとに，核分裂反応は制御棒が挿入されることによって収束する。

また，崩壊熱の除去についても，単一故障の仮定を置かないから，ガ

ードベッセルは問題なく機能を発揮し，１次ナトリウムオーバーフロ

ー系は作動してナトリウムを炉心に満たすので冷却材の循環は支障な

く行なわれるとされている。

従って，これも炉心崩壊事故では無いことになる。

四 「ＵＬＯＦ事象」もんじゅケース解析について

１ 「ＵＬＯＦ事象」とはどのようなものか

(1) 高速増殖炉では，最悪の事故として，①停電等でナトリウム循

環ポンプの機能が失われた，②２次ナトリウム漏えい事故により，

空気冷却器の機能が失われた，③地震などでナトリウム配管が破断

した，④異物が炉心下部に張りついてナトリウムの流路を塞いだ，

等が原因となってナトリウム流量が減少・喪失し，同時に原子炉停

止系の不作動による制御棒の緊急挿入に失敗する事故が考えられ

る。これをＵＬＯＦ（＝Unprotected Loss of Flow）というが，正

常な運転状態から逸脱して連鎖反応が増加し始めたときに原子炉停

止に失敗した事象（ＵＴＯＰ＝Unprotected Transient Over-Powe

r）よりもエネルギー放出量の点から事故の苛酷さが上回るとされ

ている。

(2) この場合，事故推移の形態として，三つのケースが考えられて

いる。

第１ ＵＬＯＦ後冷却材ナトリウムの温度が上がって沸騰し，ボ

イド反応度が正のために反応度が増加して出力が上昇し，燃料被覆
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管も溶けて移動するために燃料が寄り集まり更に反応度が上昇して

一気に即発臨界に至って核的に爆発するケースである。起因過程の

うちに発して機器配管を破壊して終了するケースであり，もんじゅ

の爆発エネルギー「３８０メガジュール（ＭＪ 」を出したケース）

もこれである。

第２ 起因過程の段階では即発臨界に至らないで炉心溶融が徐々

に進行し，燃料自体が寄り集まって遷移過程に移行するケースであ

る。燃料・集合体壁・構造体などを全て溶かした「全炉心溶融プー

ル」が形成され，沸騰し揺動（スロッシング）する複雑な過程であ

り，最悪の場合には再臨界（即発臨界）に至って，第１のケースを

超えるエネルギーを発生する可能性もある。

第３ 起因過程の段階で燃料が炉心から排除されて反応度が低下

し，炉心が部分的損傷をうけただけで終結するケースである。

２ 起因過程では燃料破損がどのように起こるかが問題である

(1) 起因過程とは

起因過程とは，ナトリウムの流量が減少してナトリウムの温度が

上昇し，燃料被覆管が破損して燃料が被覆管外部に出るあたりまで

の過程をいう。ここでは特に燃料破損のメカニズムが問題となって

いる。

まず，第一に「正のボイド反応度」である。ありうるのは，炉心

上部でナトリウムの沸騰が始まり，ボイド領域が炉心中心領域に拡

大すると正のボイド反応度が入ること，および被覆管が破れて溶融

燃料が放出されてナトリウムが一気にボイド化することである。

第二に，燃料が軸（上下）方向の中心に集まる際に正の反応度が

入ることである。炉心にまだナトリウムが液体のまま残っている時

に燃料被覆管が急激に破損するとき（乙イ１８号証８頁）が問題と

なる。燃料集合体の中心ではボイド反応度も燃料移動による反応度

も大きいので，燃料が中心部位で破損すれば大きな反応度が入るこ

とになるのである。近藤悟証人が「燃料が軸方向に集まると言うこ

とは，燃料が持っている，専門用語でいいますと反応度価値という
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考え方があるんですけれども，反応度価値が高い方向に働くことに

なりますから，プラスの反応度が挿入されると言うことでございま

す。もう一点は，溶融燃料が放出されまして，今度は冷却材をボイ

ド化いたします。ボイド反応度も軸方向の分布は炉心の中心が高く

なっておりますので，これも大きな寄与があると言うことでござい

ます （近藤悟証人４８回１１０頁）と述べているとおりである。」

(2) 燃料破損の発生位置

破損の発生位置であるが，訴外動燃が作成した「高速増殖炉原型

炉ＵＬＯＦ事象の評価研究 （乙イ１８号証８頁）では 「破損の発」 ，

生位置を炉心の軸方向中心に固定する想定は，破損のメカニズムを

無視した想定である」旨記載されているが，後述するように実験中

に燃料棒が軸（上下）方向中心で破損したケースは存在しているの

であり，それを排除することは実験結果のうち自分にとって不都合

なものを排除するものであってそれこそご都合主義的研究態度であ

る。

(3) 破損口の長さ

破損口の軸（上下）方向長さについては，後述するように，もん

じゅで９９２ＭＪの最大爆発エネルギーが計算されたケースでは

「３０ｃｍ」が仮定されている。近藤悟証人は 「５ｃｍはアメリ，

カの主にＴＲＥＡＴという試験炉を用いたデータでございますが，

そこら辺のデータで，この程度とっておけば充分保守的であるとい

うことが，アメリカにおいていわれておりましたし，私どもも同様

に判断したということであります 「 ９９２ＭＪをだしたのは）」，（

壊れた瞬間に同時に３０ｃｍにわたって穴があいているというよう

な，ちょっと考えがたい想定を置いたようなケース （近藤悟証人」

） ， ．４８回４０～４１頁 と証言するが 被覆管がわずかに破損して０

０３～０．０４秒後には全長の６～７割が破損するデータも得られ

ているのである。燃料破損の位置及び大きさについては実験データ

のばらつきを考慮して，当然，保守的に考えなくてはならない。

３ 遷移過程では炉心が沸騰・揺動するプールになり，再臨界が問題となる
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(1) 遷移過程とは

起因過程が比較的穏やかに進行した場合には崩壊した燃料が大量

に炉心にとどまっているので常に再臨界の可能性をはらみながら事

態が進行する。初めのうちは，燃料集合体のラッパ管の溶融は始ま

るが，まだ燃料の溶融・崩壊は燃料集合体毎に独立している。溶融

燃料は，各ラッパ管の中で，上に行けば重力の作用で落下し，下に

， 。行けばナトリウム蒸気圧等で噴き上げられて 上下動をくりかえす

「 」この動きが全部又は大部分のラッパ管で一致した場合を 同期する

又は「チューニングする」と呼んでいる。

初めはバラバラに運動していたものが「出力が上昇しますと，そ

れによって炉心全体で温度が上がりますので，燃料の分散がだんだ

ん全体的に同時に起こるようになっていくという，そう言った現象

がチューニング現象 「出力変化を通じて，だんだん同期してくる」

というふうな傾向があるということは事実だと思います （近藤悟」

証人４９回３９頁）とされている。このようなチューニングが起こ

ってくると，再臨界になって更に炉心溶融が促進・拡大し，ラッパ

管自体が溶融し溶融燃料とともに液体となり，より複雑な動きをす

るようになる。ここまでの事態は，事故発生後わずか２～３秒内に

起こる（甲イ３７７号証訳文４頁 。）

やがて 炉心全体が液体となって 上下動のみならず半径方向 水， ， （

平方向）にも動くようになるが，炉心の上下と周囲で溶融物が冷え

て固まっている時にはあたかもボトルの中に液体が閉じこめられて

（ボトルアップ）その中で高温の液体が動くようになる。中心部で

発生した蒸気が上昇すると周辺においやられていた溶融燃料は押し

下げられて中心に向かって押し寄せ，中心部でぶつかって溶融燃料

の高い盛り上がりを作る。このような沸騰したプール全体の揺動現

象は専門的には「スロッシング」と呼ばれている（近藤悟証人４８

回１２８頁 。遷移過程の初期でチューニングが高まっていれば，）

その後にもチューニングの度合いは高まり，スロッシングが大きく

起こると考えられる。
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(2) 最大級の爆発が発生する可能性

訴外動燃は，①ＦＰガスの圧力等によって燃料が分散する，②炉

心溶融物質の熱などによって制御棒案内管に開口部が出来て炉心外

に燃料が流出するなどの理由によって，反応度が低下し核的現象が

終息すると主張するが，前述したボトルアップされた状態での全炉

心プールの揺動がピークに達した時には即発臨界になり，最大級の

核的爆発が起こり，爆発エネルギーは起因過程のそれを上回る可能

性が大きい。

遷移過程研究の第一人者であるセオファネスはクリンチリバー炉

について，最初に存在していた燃料の６０％位が炉心に残っている

限り，この問題が重要であるとして，半径方向（水平方向）の揺動

も含めて計算したが，計算の対象が炉心の真ん中に燃料が詰め込ま

れていない非均質炉心であったために，出力分布が中心でピークに

なる形でないので，エネルギー爆発的にはならなかったと結論づけ

ている（甲イ３７７・７頁 。しかし，もんじゅの均質炉心では，）

セオフアネスの方法で計算すれば，最大限のエネルギー爆発がある

との結論になる可能性は高い（小林証人４６回３０～４０頁 。）

４ 機械的エネルギー変換・構造応答過程

機械的エネルギー変換・構造応答過程では原子炉容器や格納容器が

破壊される。即発臨界に達して激しい核分裂反応が起こった結果，高

温高圧となった炉心物質（高い熱エネルギーを持つ）は炉心周囲や上

部のナトリウムを蒸発させ，ナトリウムと崩壊した核燃料体とが一体

となったナトリウムスラグが炉心から上や横に向かって突進し，炉容

器上部にある遮蔽プラグや原子炉容器と激しく衝突する。その過程の

激しさは，原判決が合理的と判断した程度の態様に収まらないことは

後述する（六参照 。）

５ 事故後物質移動・崩壊熱除去過程では溶融燃料は原子炉容器を溶かして外部に

漏出する

(1) 炉心崩壊が起こった後に，炉心部，炉心周辺部，上部プレナム

等に分散した燃料は崩壊熱により発熱し続ける。この熱をナトリウ
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ムによって除去できるかが問題である（甲イ３７３・２５頁 （わ）

ずかな実験例につき甲イ１６２ 。）

(2) 許可申請書では 「炉心部から放出された溶融燃料は （周辺の， ，

ナトリウム及び構造材に熱を伝達するとともに ，原子炉容器内構）

造物水平部等に保持される 「崩壊熱の除去については，崩壊熱の。」

除去のために必要な１次主冷却系の循環パスが確保されており，そ

の自然循環と２次主冷却系及び補助冷却設備の作動により除熱能力

は確保される 」と記載されている。。

もんじゅの解析においては 「１次系＋２次系＋空気冷却器の全，

てが健全であり，１次系３ループとも健全」だと仮定されているの

である。

しかし，炉心で即発臨界が起こって大きなエネルギーが発生した

場合には，１次系ナトリウムが果たして原子炉内を循環しうるか，

非常に大きな疑問として残る。

第１に，炉心内で爆発が起こった場合に，ナトリウム圧力は高ま

り，１次系配管が損傷される可能性が高い。仮に１次系配管が損傷

を受けない場合でも，爆発の衝撃波はナトリウムを通じて中間熱交

換器に及ぶ。その場合には，伝熱管が破壊されて，中間熱交換器は

その機能を失うことになる。これは，３系統同時に起こることにな

り，炉心冷却機能は完全に失われる。

第２に，炉心崩壊事故でなくても，２次系漏えい火災事故で，３

つの空気冷却系が破損される可能性がある。この場合には，崩壊熱

除去に失敗することになり，原子炉容器は高温の燃料を原子炉容器

内に閉じ込めておくことができなくなる。

， 。 ，第３に 地震等で配管が破壊される可能性がある この場合にも

燃料が炉容器を溶かして炉外に出てくる可能性がある。

(3) コアキャッチャーは溶融燃料を受け止められるか

炉心崩壊事故が起きると炉心溶融物質は高温であるために周囲の

構造材をどんどん溶かし込んで炉心から下方へと落ちてくる。それ

を受け止めるために，フランスでも西ドイツでもコア（炉心）キャ
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ッチャーが必要だとされた。フランスのスーパーフェニックスはタ

ンク型であり，炉心も中間熱交換器も原子炉タンクの中に入ってお

り，コアキャッチャーも原子炉タンク内で炉心の下に設けられてい

る（甲イ３７３・１１２頁・１９６頁 。フランスでは，当初は燃）

料集合体７体分の燃料を受け止められるものとされてきたが，後述

するＳＣＡＲＡＢＥＥ実験によって，隣接集合体への伝播を考慮し

なくてはならなくなり，以降の高速増殖炉の設計においては１００

％受け止められるようなコアキャッチャーとすべきであるとされた

（甲イ３７３・１３頁・６７頁 。）

西ドイツでは規制当局からコアキャッチャーの設置が義務づけら

， （ ）。れて 原子炉の下にとりつけられている 甲イ３７３・１９５頁

「ドイツの場合は，私どもは炉外コアキャッチャーと呼ぶんですけ

ど，原子炉容器の外の原子炉容器室と言われているその部屋の床に

設けられているのがＳＮＲ３００のコアキャッチャーであります

（近藤悟４９回３３頁 。）

もんじゅでも炉心の下に炉内構造物があり，その下に「受皿」が

ある「基本的に炉心部で燃料が溶融したものが下方向に落ちてきた

ときに，それが受け止められるように」設けられており 「ここで，

くい止めてやろうというふうなコアキャッチャー」である（近藤悟

証人４９回 。しかし，その大きさや機能については何も記載され）

ていないので，事故時に機能するかどうかは疑問である（以上は甲

イ３７３・１５４頁以下の図を参照 。）

五 炉心崩壊事故研究には実験的検証が少ない

１ 実験は部分的現象についてのみ行われた

原子炉は巨大な技術の固まりであり，事故が発生した場合に，原子

炉の中では種々の現象が複雑に関連し合う。時間的にも数々の因果関

係が繋がって発展する。従って事故の過程をそっくり模擬した実験を

行うことは不可能である。そこで部分的現象に着目して実験すること

になるが，それにも予算的制約が存在する。実験には，炉内実験と炉

外実験がある。炉内試験とは実際に試験用原子炉を使い，その炉心内
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部に試験用の空間をつくり，その中へ燃料棒などの試験材料を入れて

大きな反応度を与え，燃料破損状況などの現象を観察するものである

が，試験用原子炉の仕様によって試験できる領域・大きさ・得られる

データが制限される。なによりも，たとえ小さな炉であってもその建

設と維持に金がかかる。炉外試験は液体の動きなどの特定の物理現象

だけに着目し実験を行うが，実験は小さな部分だけで行われるから，

複雑な現象を呈する実機に応用する場合に，その手法が妥当かどうか

が問題になる。

２ 燃料破損実験は少数本でかつ熱中性子によるものである

燃料破損は起因過程の初期事象（甲イ３８５）であり，事故拡大の

鍵を握るものであるが，日本ではもんじゅ用の燃料破壊実験は一切行

われていない（近藤悟証人４８回１０１頁 。アメリカのＴＲＥＡＴ）

実験，フランスのＣＡＢＲＩ実験やＳＣＡＲＡＢＥＥ実験で行われる

燃料破損実験に使用される燃料棒の数は，ＴＲＥＡＴでは７本（１本

を真ん中に，６本をその周囲にぐるりと並べたもの）まで，ＣＡＢＲ

Ｉでは１本，ＳＣＡＲＡＢＥＥでも最大３７本である。もんじゅにお

いては燃料棒１６９本で一つの炉心燃料集合体を形成し，炉心は１９

８本の炉心燃料集合体と１７２本のブランケット燃料集合体で構成さ

れている。つまり最大の実験装置であるＳＣＡＲＡＢＥＥでさえも，

燃料集合体１本の５分の１，炉心全体の１０００分の１しか模擬出来

ていない（近藤悟４８回・２図 。）

更に問題となるのは，高速炉用燃料棒で実験したといっても，炉内

実験用原子炉は熱中性子炉であるから，高速炉用燃料棒に照射される

中性子は秒速２～３ｋｍの熱中性子であって秒速３万ｋｍの高速中性

子ではないことである。燃料に照射された熱中性子はほとんど全て表

面で吸収されて内部に入らないが，高速中性子の場合には表面で吸収

されることなくほとんど内部に突入する。燃料破損は，表面のみなら

ず内部における核分裂の発生と高温化が問題になるので，高速炉の中

の燃料の様相を実験的に見たいというのならば，高速中性子を照射し

なくてはならない（小林圭二４６回４８～５０頁 。）
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３ 燃料棒が中心で破損したデータが存在した

燃料棒が破損する場合，破損位置が燃料棒の中心であり，かつまだ

ナトリウムが液体であって沸騰していない時には，正の反応度が突然

大きく入ることになる。セオファナスは，この点について「液体状態

のナトリウムが優位に満たしている集合体の中で，高出力位置（注・

燃料棒の中心のこと）あるいはその近傍で燃料棒破損が起きる。そこ

は燃料反応度価値が最大の位置である。上部と下部には核分裂生成物

のガスが数百気圧溜まっている。他の位置にあった燃料棒が急速に移

動してくる。出力が上昇する。もし，中心面より１０～２０ｃｍ離れ

たところで起きれば，それより下にある燃料は反応度価値が低いとこ

ろに移動して，出力が低下する」と述べているとおりであり，近藤悟

も証人尋問において認めているところである（近藤悟４８回１１０

頁 。）

突発的な出力上昇時に燃料棒が炉心の軸（上下）方向中心で破損す

るかどうかについて，訴外動燃が作成した「高速増殖炉原型炉ＵＬＯ

Ｆ現象の評価研究 （乙イ１８・８頁）の「未沸騰・部分沸騰集合体」

におけるバースト型燃料破損」の項では「破損口の位置というのは下

の方から見てだいたい０．６５のところになっており，破損の発生位

置を炉心の軸方向中心に固定する想定は，破損のメカニズムを無視し

た想定である」と記載し，近藤悟は「ＣＡＢＲＩ試験の実験データを

」 （ ）。基にして書いてある話 だと証言する 近藤悟 証人４８回１１２頁

しかし，セオファネスらはＴＲＥＡＴーＰＦＲ実験においては燃料棒

の真ん中で破損したケースがあることを指摘し，真ん中で破損する可

能性があることを強調する（近藤悟４８回添付図面⑤１～２ 。近藤）

悟証人は，ＴＲＥＡＴーＰＦＲ実験のケースは計算コードの検証には

適切でないので排除したと証言するが，その根拠は明瞭ではない。現

実に中心で破損してピンの中の燃料が中心に向かって集まってきたこ

とが確認されているのであり，又，もともとデータの数が高々１０と

か２０とか少ないのに計算コードにあうデータのみを採用して他を捨

ててしまうことは「あまりにも恣意的かつ非科学的」である。
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４ 破損口が３０ｃｍとなる恐れは存在する

「 」 ，訴外動燃は燃料破損口の長さを ５ｃｍとするのが妥当 とするが

ＴＲＥＡＴーＰＦＲ実験で，まず少しだけ破損し，０．００４１秒後

には全長の７０％近くが破損したという実験データが存在する（近藤

悟４９回６～９頁 。）

燃焼末期には被覆管がもろくなっており，燃料棒内部のガス圧が数

百気圧と極めて高くなっていることを考えれば，破損口を３０ｃｍと

仮定することはそれほど不自然ではなく，かえって５ｃｍに固執する

方が非科学的だといえる。

５ 溶融プール実験は茶筒の大きさの実験に過ぎない

全炉心プールが揺動することに関する実験はわずかである（甲イ３

７３・９１頁 。一つは，Ｗ・マシェックの実験である（近藤悟４８）

回６図）が，これは「アクリルの円筒形の容器の中で，ちょうど茶筒

の中に水を入れたようなものを逆向きに伏せておいて，その茶筒をぱ

っと取り除いたときに，液体がつぶれて移動していきますが，それを

実験したもの （近藤悟４８回１２９～１３２頁）である。しかし，」

外容器の直径は４４ｃｍ，茶筒の大きさは直径１１ｃｍであり，実際

の炉心と比較してあまりにも小さく，又沸騰している混合物の液体を

常温水で模擬するのであり，とても全炉心プールの揺動を模擬できる

実験ではない。セオファネスが「この実験が揺動運動の本質をとらえ

ているかということには強い疑問をもっている」と述べている通りで

ある。

他の実験としては，近藤悟証人は「２ｍｍ程度の大きさの円筒状の

粒子をいれておきまして，粒子が混ざっていることによって液体の揺

動がどのように影響されるかということを調べた実験が行われ，固体

の粒子が混ざることによって，液体の運動がかなり抵抗を受けて大規

模なスロッシングが抑えられていたと，そういう結果でした」と述べ

る（近藤悟４９回１０～１２頁）程度である。

その他の実験としては，半径４６ｃｍ，高さ９５ｃｍのドラム缶に

水を入れて下から気泡を入れてその挙動を調べたりしているが，実際
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の炉心と比較してあまりにも小さすぎ，又，実際に炉心崩壊事故が起

こった場合には燃料や構造材が溶融混合し，温度も２５００℃程度と

非常に高温になって，しかも，反応度が大きくなったり小さくなった

りしながら，核分裂数が増えたり減ったりしている複雑状態であると

思われるから，実験としては妥当ではない。

６ 燃料の沸騰実験は直径６センチメートルのるつぼで行われたのみ

近藤悟証人は，燃料を溶融させて沸騰させる実験は実際に行ってい

ると主張するが，ＳＣＡＲＡＢＥＥにおける実験は，直径６ｃｍ，高

さが２０ｃｍ程度のるつぼに燃料をいれ，中性子を照射して溶融沸騰

することを調べたものであって液体の上面が上下することがわかる程

度であり，揺動（スロッシング）を調べたものではない（近藤悟４９

回１８～２８頁９～１１図 。）

７ ドップラー係数の実験は高温領域ではほとんどおこなわれていない

訴外動燃は，負の反応度としてドップラー係数に期待する。これは

事故時燃料温度が上昇することによって自動的にブレーキがかかる現

象である。ドップラー係数に保守側の値を用いるか，ノミナル値（平

均的な値）を用いるかは，炉心崩壊事故の事象推移にとって「非常に

大きな影響がある」と近藤悟証人は証言し（近藤悟４８回２２頁 ，）

その証拠としてノミナル値を使用した乙イ１６号証と保守側の値を用

いた乙イ１７号証が提出されている。しかしデータは１５００℃まで

の実験にすぎない。炉心崩壊事故時の燃料温度は４０００℃近い高温

になる（乙イ１８・６９頁）が，高温でのドップラー効果の実験は存

在せず（甲イ３７３・３５頁 ，したがって計算に用いたデータには）

実験的裏付けは全く存在しない。ドップラー係数は高温になるほど小

さくなることが知られているので，１５００℃までの低温時でのデー

タを使えば事故の影響を過小評価する恐れが極めて大きい。

８ 実験は僅少で，しかも今後行われる状況ではない

１９８９年には訴外動燃大洗工学センター安全工学部高速炉安全工

学室の研究者は，実験がまだまだ僅少であると嘆いている（甲イ３７

３・７６頁，８３頁，８６～８７頁，９１頁）が，その後の実験に関
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して暗い見通しを持っていた（同６８頁）とおり，ドイツ，フランス

も高速増殖炉から撤退した現在では国際会議でも高速増殖炉の研究発

表は極めて少なくしかも日本からのみであるから，もはや実験的検証

は行われていないと言っても過言ではない。

もともと高速増殖炉の炉心内部の核的特性についてはわからない部

分が多い。わずかの実験をやったからといってそれで全てがわかるわ

けではない。日本原子力研究所の石川迪夫が「例えば液体金属冷却高

速炉のように，動特性挙動に未知な要素が多い炉は，一つや二つの破

壊実験を行ってみる価値は十分にある」と言った上で 「しかしこの，

実験結果は，必ずしもその原子炉を代表する反応度事故であるとはい

えない」と述べている（甲イ３７８・４０頁）通りである。

実験による検証ができない大規模なコンピュータプログラムは仮想

現実（ヴァーチャル・リアリティ）の世界においてのみ通用し，現実

の世界では決して通用しないものである。

六 もんじゅ原子炉容器・格納容器が炉心崩壊事故に耐えられるとした原判決の重大

な誤り

１ 炉心崩壊事故の発生確率は低くない

(1) 炉心崩壊事故は「設計基準事故よりも発生確率が低い」とされ

ているが，地震や落雷，電気系統の故障などを考えると決して発生

確率が低いとは言えない。

(2) まず，地震については，同時多発的故障が無視できない 「原発。

にとって大地震が恐ろしいのは，強烈な地震動による個別的な損傷

もさることながら，平常時の事故と違って，無数の故障の可能性の

いくつもが同時多発することだろう。とくに，ある事故とそのバッ

クアップ機能の事故の同時多発，たとえば外部電源が止まり，ディ

ーゼル発電機が動かず，バッテリーも機能しないと言うような事態

が起こりかねない ・・・一番の問題は，配管・弁・ポンプ類や原。

子炉そのもの，制御棒とＥＣＣＳ（注・緊急炉心冷却装置，軽水炉

では水の注入が考えられているが，もんじゅには存在しない）など

だろう ・・・原子炉が自動停止するというが，制御棒を下から押。
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し込むＢＷＲ（沸騰水型軽水炉）では大地震時に挿入出来ないかも

知れず・・・」と地震研究者である石橋克彦氏も具体的な事故経過

を述べてシビアアクシデント発生の危険性について警鐘を鳴らして

いる（甲イ３９８ 。）

(3) 落雷による機器の故障や停電も無視できない（甲イ１３５ 。）

（常陽につき甲イ１３４ （甲イ１３５～１３６ （送電所のバッ） ）

クアップシステムが機能しないことにつき甲イ２０２ （甲イ２０）

３～２０４）

(4) 電気系統の故障は頻発している。

訴外動燃は「停電した場合には制御棒は重力で挿入される」とす

るが，再循環ポンプが二台同時に停止したのに制御系の電源が途中

で故障していたために原子炉の緊急停止が出来なかったという事故

が１９８８年に中部電力浜岡発電所で起きている（甲イ１３，小林

圭二４７回３７～３８頁 。一個のリレーの故障によって再循環ポ）

ンプと制御棒の両方にまたがる共通要因故障が発生したのである。

さらに，１９８３年には，アメリカのセイラム１号炉（加圧水型

軽水炉）で，原子炉保護系から原子炉に自動停止信号が入力された

にもかかわらず，停止に失敗するという事故が発生した（甲イ１３

９ （甲イ２３３は同じもの 。停止の失敗は冗長性を持たせてある） ）

二つの原子炉トリップ・ブレーカーがトリップ・アタッチメントの

結合部の固着の為に両方とも自動開動作をしないという共通要因故

障であった。制御棒が挿入されていないことに気づいた運転員が手

動で制御棒を挿入したために大事に至らなかったが，共通要因故障

であり，スクラム失敗のために事故に至る恐れがあるとして原子力

規制委員会（ＮＲＣ）が重視した。

また，日本でも１９９２年に，大飯原発二号炉で，原子炉を緊急

に止める二系統の遮断器のうちの一系統で電気信号を出しても働か

ない故障が発生した（甲イ１３８ 。）

たしかに，もんじゅにおいては制御棒は磁石で上部に保持されて

おり停電になった場合には電気が切れて自動的に落下するとされて
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いるが，セイラム原発のように信号が発せられたのに制御棒が落下

しない可能性は否定できない。電気系統の故障は随分多いのが現状

である（ニュートラム暴走に関し甲イ２０５ （ジョージア州で非）

常用電源が働かなかったことにつき甲イ１２９ 。）

(5) 制御棒固着の恐れがある

もんじゅでは制御棒を引き上げる力が一定値以上になると警報が

でることになっているが，３本の駆動装置で，９２年，９４年，９

５年と警報が出ていたことが明らかとなった（甲イ４１６ 。制御）

棒の円筒型の駆動装置の内部の隙間にナトリウムが入り込んだ後冷

えて固まり，駆動軸の作動に影響を与え，放置すれば制御棒の上げ

下げが困難になる恐れがあるので分解調査するに至った。ナトリウ

ムが駆動装置の内部に入り込んで固まることは予想外だったようだ

が，制御棒は，燃料集合体の隙間にスムーズに入らなくてはならな

い。従ってナトリウムの固化によって固着する可能性があることは

重大な問題である（自己融着の可能性につき甲イ２３５ 。）

２ 最大の爆発エネルギーを約３８０ＭＪと過小評価

(1) 「９９２ＭＪの爆発エネルギー」となったモデルは非科学的で

はない。

問題は，訴外動燃が計算した「約３８０ＭＪ」が，考えられる最

大の機械的エネルギーかどうかである。これよりも大きなエネルギ

ーが発生するような事故が起これば，原子炉容器は爆発力に耐えき

れずに破壊され，内蔵したナトリウムはおろかプルトニウムも格納

容器内に放出され，ひいては，大気中に飛び散り，悲惨な結果に結

びつくからである。

訴外動燃は，許可申請書中では約３８０ＭＪは最大の値であり，

原子炉容器の設計値は５００ＭＪまで耐えられるとしているが，実

は訴外動燃自身が「最大エネルギーのケースでは９９２ＭＪ」とす

る計算を行っていた（ 高速増殖原型炉もんじゅＨＣＤＡ解析－Ｓ「

ＩＭＭＥＲ２コードによる炉心崩壊後の膨張過程予備解析」甲イ３

０８・６頁 。訴外動燃はこの計算について 「燃料の破損口を３０） ，
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センチメートルにした計算」であり，単にパラメータ研究をしたに

過ぎず，３０センチメートルという仮定は非科学的で採用しがたい

と主張する。しかし，この主張は間違っている。

まず，前述した実験結果によれば，燃料棒がわずかに破損してそ

の直後に破損の長さが一気に拡大したケースも存在する。実験デー

タとして燃料棒の破損口が一気に拡大したデータを安全側の解析と

して採用すべきである。

(2) 訴外動燃の遷移過程における「１１０ＭＪ」計算は安全審査を

経ていない

訴外動燃は，もんじゅでは起因過程においては機械的炉心崩壊過

程に進展せず，遷移過程に移行して遷移過程で最も保守的に想定し

たケースでは再臨界になるがエネルギーは１１０ＭＪであるので，

もんじゅの安全審査時の解析は保守的であるとする。

しかし，まず，遷移過程を経由して即発臨界になる計算について

， 。は 許可申請時の安全審査を経ていないことを指摘する必要がある

しかも，現在においても，こうした計算が妥当であるかどうかにつ

いては，原子力安全委員会における何らの審査を経ていない。単に

訴外動燃が「独自に（勝手に 」計算しているだけに過ぎないもの）

である。このような内容のものをもって，許可申請時の安全審査の

妥当性を判断することはできない。

内容的に見ても，大きな問題が存在する。第１に，炉心周囲が固

化してボトルのようになり，その中に封じ込められた燃料やラッパ

管等の溶融物質がチューニング及び揺動（スロッシング）を起こし

て，何回かの揺動の後に再臨界を起こして激しく爆発する可能性を

否定できないのに，動燃はその計算を行なっていない。第２に，訴

外動燃が行なっている計算は，かえって，燃料が半径（水平）方向

に逃げ出したり，制御棒案内管を通ってボトルの外に出ていくこと

を大きく見積もったりして，反応度が減少すると考えられる現象を

取り上げて計算した結果，右の数値を導き出したのである。この数

値が最大の数値であるとの保証は全く存在しない。



- 262 -

第３に，パラメータを変えればもっと大きなエネルギーが出る可

能性が大きいことである。計算コードは，わずかにパラメータを変

えれば結果が大きく変化するという特質を持っている。そもそも計

算コードに不適切な部分があることは，近藤悟証人もドンデラーの

計算に関して「このコードのプログラミングの一部に不適切な部分

があって，それがたまたまドンデラー氏の行った計算において表面

化・顕在化したと言うことだと理解しております」と述べ（近藤悟

４８回８３頁 ，コードが不安定であることを認めている。また，）

初期条件を少し変えれば結果は大きく変わり 「台風の道筋を計算，

するよう」に予測しにくいとされている（甲イ３９０ （甲イ３０）。

６・２３頁・３６頁 （ドイツＳＮＲ３００の解析に関し甲イ４０）

７・６頁 （フランスのスーパーフェニックスの解析に関し甲イ１）

８１・１５頁）

第４に，起因過程に関しては熱中性子を用いた燃料破損実験など

が小規模で行われているが，遷移過程については実験的検証はほと

んど行われていない。また，原子炉容器や格納容器に対する機械的

な損傷を調べる実験も数十分の１の模型を作って爆薬を爆発させて

行なっている程度である。小林証人が「日本の高速増殖炉の研究は

あまりにも計算偏重であり，特に遷移過程のように複雑な過程の計

算は非常に不確実性が多いので本当にどれが正しいのかは実験で示

されなくてはならないにもかかわらず，実験を計算の単なる補助と

して不当に低い地位に置かれてきた （小林圭二４６回４５～４８」

頁）のであり，研究開発段階の原子炉の研究方法としては，極めて

問題が多いところである。

３ ３８０ＭＪでも原子炉容器や格納容器の破損は免れない

原子炉容器と格納容器(1)

， ，許可申請書では 起因過程で即発臨界に達したケースにおいては

爆発によって発生した機械的エネルギーが３８０ＭＪを超えて５０

０ＭＪに達しても 「炉心部で発生する圧力荷重によって原子炉容，

器に歪みが生じるが，ナトリウムが漏えいするような破損は生じな
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い 」と記載され，また 「一次主冷却系機器・配管についても，一。 ，

部歪みが生じるものの，ナトリウムが漏えいするような破損は生じ

ない」と記載されている。さらに，原子炉格納容器については，破

損の可能性には全く言及しないままである。そして，本件安全審査

， ，はそうした計算結果を妥当と判断し その判断に追随した原判決も

そうした結論に非合理さは無い旨判示した。

ところが，訴外動燃が提出した許可申請書添付書類によると，そ

うした結論を導いた計算は，炉心で発生した爆発エネルギーが機械

的なエネルギーに転換される過程を 「発熱による熱的膨張過程で，

生じる圧力の作用」と仮定して行われたものであり，しかも，原子

炉容器内で発生する「圧力」については，計算に使用された数値及

び結果が，許可申請書と添付書類には記載されておらず 「歪み」，

で終わる理由も書かれていない。

だが，平成５年の「原子力安全研究協会」の調査報告書（甲イ３

７４・１３１頁）には，訴外動燃の近藤悟証人らの報告を引用しつ

つ，機械的エネルギーによる破壊力の計算を「熱的膨張過程として

計算する方法は現実的でない」として 「ナトリウムスラグが炉心，

から飛び出すエネルギーを直接コンピュータで算出する方式」の採

用を紹介し，その際には 「数ｍｓ～数十ｍｓの短時間に数百気圧，

のパルス状圧力が発生する」という計算結果が図示されている。

炉心での爆発に伴う機械的エネルギーが数百気圧もの衝撃力とな

って原子炉容器内の側壁や上部の遮蔽プラグに作用すれば 「遮蔽，

プラグの留めボルトが変形し，原子炉容器が歪む」といった程度の

破壊で収まるとは到底信じられない。ナトリウムスラグの激突によ

って，遮蔽プラグを留めているボルトは破損し，チェルノブイリ事

， ，故でのように 総重量約１６００トンもの遮蔽プラグも浮き上がり

吹き飛ばされるか横転させられるであろう（甲イ３６９ 。）

さらに，設計耐圧わずか０．５気圧の原子炉格納容器も，噴出す

るナトリウムスラグの衝撃的な圧力によって，あるいは，それに続

く２～３秒の間に続く最大数十気圧もの圧力上昇によって，破損さ
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れて気密性を失い，多量の放射性物質が直接に周辺環境に流出する

ことであろう。

本件安全審査後に，被控訴人は，当然，上述の報告の存在と内容

とを知りながらも，本法廷でも一切言及してこなかった。それは，

炉心崩壊時に炉心で発生する機械的破壊エネルギーについての，本

件安全審査の評価及び，それに追随した原判決の誤りが，いかに重

大であるかを訴外動燃が熟知していたためであろうと推察できる。

炉心崩壊事故が起因過程で直ちに即発臨界に達して起こるのでは

無く，遷移過程に移行してから，燃料のほとんど全部が溶融して揺

れ動き，そうした動きが全炉心で 一体として揺動した結果発生し

た再臨界（即発臨界）によって核爆発が発生した場合には，３８０

ＭＪよりも大きなエネルギーが放出される可能性がある。その場合

にはナトリウムスラグはより激しく遮蔽プラグに衝突するから遮蔽

プラグはより激しく浮き上がり，格納容器中に噴出するナトリウム

の圧力はより強くなるから，格納容器はますますその気密性を破ら

れることになる。

ア もんじゅにおける出力暴走時の機械的エネルギー変換・構造応

答過程

出力暴走（核暴走）事故がもんじゅで発生した場合には，核暴

走エネルギーの一部は破壊的な機械的エネルギーに転化し，原子

炉容器を損壊し，大量の放射性物質を格納容器内に噴出して格納

容器を損壊し，環境中に放出させる。本件安全審査では，炉心崩

壊事故が起こったときに原子炉内に発生する機械的エネルギーは

最大限５００ＭＪと想定されている。このエネルギーは破壊力の

大きい高性能火薬（ＴＮＴ火薬）約１２０ｋｇ分に相当する。

その爆発によって，数ミリ秒という極短時間の間に「ナトリウ

ム・スラグ」がカバーガス空間のある原子炉上部に噴き上がり，

遮蔽プラグに数百気圧で激突し，ナトリウム・スラグが格納容器

に噴出する。噴出量を約２９０ｋｇ噴出とした許可申請書の記載

内容について，動燃の近藤悟氏は次のとおり説明した（以下，甲
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イ４８５号の久米三四郎陳述書による 。）

① 爆発の最初に数百気圧でるがシャープで短時間で終わり，そ

れに続く圧力は，原子炉容器から中間熱交換器の間で見ると４

８ｋｇ／ｃｍ２であり 「許容圧力」５２ｋｇ／ｃｍ２を下回，

る。

② 遮蔽プラグ（近藤悟氏によれば約４００トン）の下面にナト

リウム・スラグが衝突すると，発生する「衝撃圧」によってボ

ルトで締め付けられている遮蔽プラグが，ボルトが「変形」す

ることによって一時的に持ち上がり，隙間が生ずる。この隙間

を通り，高圧のナトリウム・スラグが遮蔽プラグと格納容器の

間の空間に２９０ｋｇ噴出する。格納容器床上部への噴出量は

， 。それを下回るが 余裕をもって４００ｋｇ噴出すると仮定した

ボルトの「変形」とは一時的な「延び」のことであり，回転

プラグもしっかり留めてあるから，ナトリウムは大半は固定プ

ラグと原子炉容器の隙間から出る。

しかし，この説明には次のような大きな疑問がある。

① 爆発当初には数百気圧の「衝撃圧」が発生するのだから，そ

の段階で炉内構造物や原子炉容器は破壊されるのではないか。

② 最初の衝撃圧に引き続く圧力は，原子炉容器から中間熱交換

器の間では４８ｋｇ／ｃｍ２と，最初の衝撃圧もひと桁小さい

が，そのように低くなる理由は何か。

③ 許可申請書では，原子炉容器と一次主冷却系配管の「最高使

用圧力」はつぎの通りと記載されている。

原子炉容器 上部 ２ｋｇ／ｃｍ２

下部 １０ｋｇ／ｃｍ２

一次主冷却系配管 原子炉容器からポンプまで

２ｋｇ／ｃｍ２

ポンプから原子炉容器まで

１０ｋｇ／ｃｍ２

原子炉容器の上部で一次主配管が出ていく箇所から中間熱交
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換器までの圧力が４８ｋｇ／ｃｍ２ということは，その場所の

「最高使用圧力」の２４倍にもなっていることを意味する。確

かに，軽水炉においては安全評価審査指針で「原子炉冷却材圧

力バウンダリにかかる圧力は，最高使用圧力の１．２倍以下で

あること」とされているのに，もんじゅの安全審査においては

そのような判断基準は置かれていない。

しかし 「最高使用圧力」は安全設計の大前提となっている，

数値である。その２ｋｇ／ｃｍ２を２４倍も上回る圧力が発生

しても「良し」とする審査基準はどこにも存在しない。

④ 近藤悟氏は，遮蔽プラグの取り付けボルトは「一時的に延び

て直ぐに元通りになる」ので，遮蔽プラグと原子炉容器の間に

できた隙間は圧力が減少して閉じると述べたが，許可申請書で

はそれを前提として噴出ナトリウムの量を算出していると思わ

れる。しかし，ボルトが回転しながら二つの物体を締め付けて

いるということは，ボルト側にも二つの物体側にも「ネジの山

・谷」が切ってあるということである。二つの物体が衝撃圧で

離れた際にはボルト側と物体側の山・谷はいずれも破壊されて

しまう。衝撃圧がなくなったからといって元の状態に戻ると考

えるのは不自然である。隙間が開きっぱなしとなってそこから

ナトリウムが噴出したり，逆に空気が原子炉容器内に入り込ん

でナトリウムを燃焼させることのほうがより現実的に考えられ

る。

，「 」 ，「 ，⑤ 近藤悟氏は 回転プラグ についても 飛ばされないよう

しっかり留めてある」と説明するだけで，その具体的方法や，

数百気圧の圧力に耐える根拠については一切言及しなかった。

仮にボルトで取り付けられているならば，④で述べたものと同

じ問題が発生する。もし，ボルトで取り付けられていないなら

ば，圧力に耐えきれずに飛んでしまうと思われる。

イ もんじゅにおける噴出ナトリウムと格納容器

もんじゅ格納容器の「最高使用圧力」と「最高使用温度」は次



- 267 -

のとおりである（許可申請書より）

最高使用圧力 内圧 ０．５ｋｇ／ｃｍ２Ｇ

外圧 ０．０５ｋｇ／ｃｍ２Ｇ

最高使用温度 １５０℃

１気圧は約１ｋｇ／ｃｍ２であり，畳１枚分（約２平方ｍ）で

は２０トンである。従って，０・５気圧では約１０トンとなり，

畳１枚の上に約１５０人が乗った位の圧力に相当する。

「技術的には起こるとは考えられない事象」解析においては，

格納容器床上に噴出するナトリウムの量は４００ｋｇとされ，そ

の結果発生する圧力と温度は次の数値とされている。

圧力 内圧 ０．３３ｋｇ／ｃｍ２

温度 １４０℃

この数値につき，許可申請書では「原子炉格納容器の内圧，温

度とも設計値を下回っており，放射性物質の放散を抑制できる」

と述べて 「設計値以下」であることを強調している。，

この計算について，動燃の近藤悟氏は次のとおり説明した。

① 格納容器床上部への噴出量は２９０ｋｇを下回るが，余裕を

もって４００ｋｇと仮定した。

② ナトリウムは瞬時に空気と反応し，燃焼熱を発生するという

保守的な仮定をおいた。

③ 格納容器は最高使用圧力の数倍は耐えられる。

しかし，この説明には次のような大きな疑問がある。

① もんじゅの格納容器は炭素鋼板で作られており，経済的に安

上がりに作るために 現場溶接がなされており 溶接箇所の な， ， 「

まし」が不十分にしかできない。そのために耐圧設計をあげる

ことができないのであり，これが大きな問題である。格納容器

の内部でナトリウムが燃焼して鎮火した後に，内部の気圧が外

部よりも低くなった（ 負圧」という）時には，弁が作動して「

外部の空気を取り込めるようにしているが，弁が作動しなかっ

た場合には，最高使用外圧がわずか０．０５ｋｇ／ｃｍ２Ｇだ
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から，容易に崩壊する。

② 格納容器には，金具でドア（エアロック）が取り付けられて

おり，平成１３年に浜岡原発で発生した余熱除去系配管破断事

故では，爆発によって部屋の扉の蝶番が金具ごと外れ，約６．

８メートル離れたところで発見されている。格納容器の一部で

も破損すれば気密性は破れ，放射性物質は環境中に放散される

ことになる。

③ 「判断基準がどのように定められているか」は大きな問題で

。 「 」 ，ある 設計基準事故である 事故 の場合の判断基準としては

「格納容器バウンダリの温度及び圧力はそれぞれ最高使用温度

と最高使用圧力以下であること」とされている。しかし 「技，

術的には起こるとは考えられない事象」の判断基準は 「高速，

増殖炉の評価の考え方について」にも全く記載されていない。

訴外動燃は，許可申請を提出するにあたっては 「事故と同じ，

判断基準」を採用し 「原子炉格納容器の内圧，温度とも設計値，

を下回っており，放射性物質の放散を抑制できる」と 「設計値，

以下」であることを強調し，それを元に安全審査を受けている。

安全審査は，この「設計値」を判断基準として行なわれたのであ

， ，「 」り 近藤氏が述べるように 最高使用圧力の数倍は耐えられる

かどうかということは，何の基準もなく，議論することも無意味

である。

周辺環境中に流出する放射性物質の量(2)

許可申請書には，原子炉格納容器内に放出する放射性物質の量と

しては 「炉内存在量に対して，稀ガス１％，ヨウ素１％，プルト，

ニウム０．１％とする」とし，環境に放出するまでの「フィルタの

ヨウ素除去率９９％，プルトニウム除去率９９％」と記載されてい

る。

しかし，そこでは，原子炉内の放射性物質がナトリウムスラグと

ともに原子炉容器上部の遮蔽プラグの隙間から原子炉格納容器内の

床上に噴き出る，といった穏やかな過程が想定されており，遮蔽プ
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ラグが横転され，原子炉内から障害物なしに放射性物質が格納容器

内に流出するといった状況は全く想定されていない。さらに，格納

容器が破損して気密性が失われ，放射性物質が，格納容器とその外

にある外部遮蔽建物の空間（アニュラス部）に設けられているフィ

ルター系を通らずに直接周辺環境に流出するといった状況も全く想

定されていない。

したがって，炉心崩壊に伴う爆発によって原子炉格納容器内及び

周辺環境に流出する放射性物質の量について，本件安全審査が妥当

と判断した数値は全くの過小評価である。もともと放出放射性物質

の量を「炉内存在量に対して，稀ガス１％，ヨウ素１％，プルトニ

ウム０．１％とする」とする仮定は余りにも大雑把で科学的ではな

い。炉心崩壊事故で，より大きなエネルギーが出た場合には，より

大量の放射性物質が環境中に放出されることになるので，訴外動燃

「 」 。の評価した数値が 最大 であるとする保証はどこにも存在しない

七 安全審査の過程における過誤欠落は看過し難い重大なものである

１ 「将来の予測に係る事項」については運転実績がないから安全

審査基準は厳しくなくてはならない

運転経験が極めて少ない研究開発段階の原子炉の場合には，シビア

アクシデントまで安全審査の対象を拡張すると同時に，重大な結果を

， 。もたらす恐れのある事故であるから 厳密な審査を行なうべきである

そのためには，厳密な審査基準を定めなくてはならない。

とくに，運転実績がないということは，安全審査の対象に「将来の

予測に係る事項」を含め，その「将来の予測」をどのような手段を用

いて行なうかを審査基準として決めなければ意味がないことを示して

いる。

伊方最高裁判決が「原子炉施設の安全性に関する審査は，当該原子

炉施設そのものの工学的安全性，平常運転時における従業員，周辺住

民及び周辺環境への放射線の影響，事故時における周辺地域への影響

等を，原子炉設置予定地の地形，地質，気象等の自然条件，人口分布

等の社会的条件及び当該原子炉の設置者の右技術的能力との関連にお
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いて，多角的総合的見地から検討するものであり，しかも，右審査の

， 」 ，対象には 将来の予測に係る事項も含まれている と判示するように

軽水炉においてさえ「将来の予測に係る事項」は重要である。研究開

発段階の原子炉においては「将来の予測に係る事項」はより重要で深

刻な意味を持つのである。

２ 許可申請書に記載されている炉心崩壊事故のうち，最悪とされてい

るものはＵＬＯＦであり，そのときの放出エネルギーは３８０ＭＪ，

格納容器に放出されるナトリウムスラグは４００ｋｇ，格納容器の上

昇圧力は０．３３気圧，放出される放射性物質は稀ガス１％，ヨウ素

， ． （ ） 。１％ プルトニウム０ １％ しかも除去率は９９％ とされている

しかし 「単一故障の仮定をおかなくていい 「保守的仮定をおかな， 」

くていい」とされた結果の数値である。この数値は，研究開発段階に

おける高速増殖炉の安全性を評価するための計算としては，甘過ぎる

ことが明かとなった。訴外動燃及び被控訴人国は，原子炉容器・格納

容器の健全性が保たれることの証明に失敗したといわざるを得ない。

原子炉の被害の甚大性を考えると，炉心崩壊事故によって多大な損害

が発生する可能性のあるもんじゅが運転されてはならず，設置を是と

した安全審査には重大な違法性があることは明らかである。

八 被控訴人最終準備書面・第１０章・第３「控訴人らの主張に対する反論」に対す

る反論

１ 安全評価についての審査との関係について

( ) 被控訴人は 「１次冷却材流量減少時反応度抑制機能喪失事象等1 ，

が発生する具体的可能性が現にあるか否かや，その発生による被害

， 」状況そのものは 本件訴訟における審理・審査の対象とはならない

（１４６頁）と主張するが，これは失当である。

高速増殖炉は，軽水炉とは全く違う原子炉である。炉心特性も大

きく違い，冷却材としてナトリウムを使用することも初めての経験

である 「評価の考え方について」自身，高速増殖炉の運転経験が。

少ないので 「事故より更に発生頻度は低いが結果が重大であると，

想定される事象」について 「その起因となる事象とそれに続く事，



- 271 -

象経過に対する防止対策との関連において十分に評価を行う」もの

とし，安全審査の対象とした。従って，本件訴訟において 「具体，

的審査基準」と「判断の過程」に過誤欠落があるかどうかを審査す

るのは当然である。

( ) 被控訴人は 「控訴人らが主張するような最悪の事態を想定する2 ，

ことは ・・・，事故防止対策の全く施されていない原子炉の設置，

及び運転を想定することに等しい （１４６頁）と主張するが，控」

訴人の主張を曲解するものである。

控訴人は 「２次冷却系配管ナトリウム漏えい事故」や「蒸気発，

生器・高温ラプチャ事故 「地震」において，冷却系が３つとも機」

能を喪失して崩壊熱を除去することができなくなったり，水素等の

気体が炉心内に入ることは十分あり得ることだと主張しているので

ある。核燃料だけを大気中においたらどうなるか等の主張をしてい

るわけではない。

２ 事故事象として位置付けるべきであるとの主張について

( ) 被控訴人は，もんじゅの制御棒駆動機構に不具合が生じたこと1

について 「駆動機構上部案内管部のナトリウム液面上部に位置す，

る遮蔽体と駆動部との間の間隙にナトリウム化合物が析出・付着し

たことが要因であると推定される （１５１～１５２頁）としてそ」

れを認めている。被控訴人は，微調整棒に起きたものであるから多

重性・独立性は失われない，と主張しているが，原子炉停止系は全

て制御棒駆動装置で駆動されるものであるから，ナトリウムが析出

・付着することは共通原因故障の一因となりうる。

( ) 被控訴人は 「諸外国では，近年 「１次冷却材流量減少時反応2 ， ，

度抑制機能喪失事象」等を「事故」事象と考えるべきではないとの

認識は，共通のものとなっている （１５２～１５３頁）と主張し」

１９８７年にドイツの原子炉安全委員会（ＧＲＳ）が開催した会議

の状況を述べる。

しかし，この会議が開催された背景は次のようなものであった。

すなわち，ドイツのＳＮＲー３００は，もんじゅと同格の原型炉で
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あったが，炉心崩壊事故は基本設計の段階から重要な安全上の問題

であった。連邦議会は２つのグループに鑑定を委託したが，その結

。 ，果は全く相反していた ８６年にチェルノブイリ原発事故が発生し

許認可権限を持つ州政府が建設に難色を示したため，連邦政府の担

当大臣が州政府担当省を説得しようとして開催したのが上記会議で

ある。日本からは動燃の渡辺章氏が出席した 「日本で炉心崩壊事。

故の発生頻度が原子炉年当たり１００万分の１よりも小さいことが

要請され，かつそれが示されている （乙イ８５・４頁議事録）と」

記載されているが，わが国では発生頻度は「高速増殖炉の評価の考

え方」にも他の指針にも記載されておらず，個人的な発言である。

被控訴人は「設計基準事象と考えるべきではないとの認識は，共通

のものとなっている」としているが，もともと会議目的が上記の通

りであって，そのような発言をする研究者のみを招待していたので

ある。しかし，上記会議の後にも，州政府は反対意見を無視できな

いとして炉心崩壊事故の第一人者であるセオファネス氏をリーダー

とするグループに検討を依頼した。その結論は「事故の発生から再

臨界を経て終結までを包絡し一貫して捕らえる手段はなく，設置者

の言う“３７０ＭＪ”が放出エネルギーの上限かどうかはわからな

い」とするものであった（甲イ３８５，４０７号証 。だが，その）

頃から各国では高速増殖炉路線から撤退しており 「基準」を策定，

， 。することはおろか 原子炉の建設運転自体も停止してしまっている

３ 安全評価の解析条件について

( ) 被控訴人は 「１次冷却材喪失事故」と「１次冷却系配管大口1 ，

径破損事象」で逆転減少が起こっているとの控訴人の主張は事象内

」（ ） 。 ，容を正解しないものである １５５頁 と主張する 被控訴人は

後者ではオーバフロータンクからのナトリウム汲み上げ停止信号が

発せられるから流出量は少ないと述べるが，そもそもこのような信

号が発せられるとすること自体が，動燃の炉心崩壊事故解析の条件

がゆるすぎて茶番となっている現れである。

もっとも，原子炉は大口径破断後２～４秒で制御棒が直ちに挿入
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されて自動停止するものとされているので 「ＵＬＯＦ事象」では，

なく，従って炉心崩壊事故でもない中途半端な事象となっている。

( ) 放出放射能の数値については，控訴人の従前の主張（本書面の2

２５８頁）を次のように訂正する。控訴人が記載した数値は 「漏，

えい事故」については許可申請書から 「大口径破断事象」につい，

ては変更許可申請書から引用したものである。許可申請書と変更許

可申請書で数値がことなる理由は不明である。

「漏えい事故」 「大口径破断事象」

【許可申請書】 乙第１６号証

◎放出量 稀ガス 約６８Ｃｉ 約 ９６００Ｃｉ

◎放出量 ヨウ素 約０．０３１Ｃｉ 約１．９Ｃｉ

【変更申請書】 乙イ第６号証

◎放出量 稀ガス 約８８Ｃｉ 約１３０００Ｃｉ

◎放出量 ヨウ素 約０．０１７Ｃｉ 約１．１Ｃｉ

( ) なお，被控訴人は 「控訴人は評価結果と評価条件を取り違えて3 ，

非難している １５６頁 と主張するが 控訴人は上記数値を 評」（ ） ， 「

価条件」だと主張しているのではない。一次大口径破断事象解析に

おいて，評価結果を上記数値となるように途中の解析条件を「甘く

恣意的に仮定」していると主張したのである。

４ １次冷却材流量減少時反応度抑制機能喪失事象について

( ) 被控訴人は「燃料要素の破損位置が，軸方向の中心部から上部1

になることが知られている （１５９頁）と主張するが，実験デー」

タは僅少であるのにその中に中心部で破損したデータもあることを

ことさらに無視している。

( ) 被控訴人は 「控訴人が主張するデータは，飽くまでも初期の破2 ，

損口が生じた後，それが軸方向に拡大した結果 （１５９頁）と主」

張するが，被覆管は破損して０．０３～０．０４秒後には全長の６

～７割が破損している。訴外動燃の計算は，一旦破損口が５ｃｍと

仮定すればそれを途中で変更することはない。従って，わずか０．

０３～０．０４秒後には全長の６～７割が破損するのであれば，計
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算途中で破損口を拡大させるか，あるいはより保守的に当初から拡

大した破損口を持つと仮定すべきである。

( ) 被控訴人は「ＣＡＢＲＩ実験はＴＲＥＡＴ実験よりも精度よく3

信頼できる （１６０頁）とするが，ＣＡＢＲＩ実験はもんじゅを」

模擬する程度においてＴＲＥＡＴ実験より劣っている（甲イ４９１

号の小林圭二陳述書２３頁 。なぜなら，①ＣＡＢＲＩ実験炉も軽）

水炉であり高速中性子を使用していない，②一本の燃料ピンしか実

験できない，③燃料ピンの長さが実機の３分の２に過ぎない，から

である。従って，ＣＡＢＲＩ実験に基づいたもんじゅの炉心崩壊事

故シナリオは信頼性に乏しい。

( ) 被控訴人は 「遷移過程において発生する機械的エネルギーは１4 ，

１０ＭＪに留まることが確認されている （１６３頁）と主張する」

が，計算コードは公開されておらず，何よりも遷移過程の解析は安

全審査が行なわれていない。

( ) 被控訴人は 「軽水炉と異なり，漏えいした冷却材が気化するこ5 ，

とはないから，原子炉格納容器に軽水炉のような大きな圧力がかか

ることはない （１６４頁）と主張する。ナトリウムが炉心崩壊事」

故の後，強い圧力で格納容器床上部に噴出し，空気中の酸素と反応

して激しく燃焼することは既述したとおりである。被控訴人はその

問題をことさらに回避している。

５ シビアアクシデントについて

被控訴人の主張（１６５頁）は，控訴人の主張する「シビアアクシ

デント」という言葉を曲解している。軽水炉には軽水炉のシビアアク

， 「 （ ）シデントがあり 高速増殖炉には高速増殖炉としての シビア 苛酷

な」事故がある。

軽水炉でもシビアアクシデントを考慮しなくてはならなくなってい

るが，それは設置者が自主的におこなうとされている。しかし，高速

増殖炉における「シビア（苛酷）な」事故＝炉心崩壊事故は，安全審

査の対象である。設置者が自主的に行なえばよいというような「気楽

なもの」ではない。
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第５ 申請者には高速増殖炉に関する技術的能力は存在しない

一 技術的能力の有無を原子炉等規制法が原子炉設置許可の基準とした立

法趣旨

１ 原子炉等規制法２４条１項３号は，原子炉を設置しようとする

者に原子炉を設置するために必要な技術的能力及びその運転を適

確に遂行するに足りる技術的能力（以下「技術的能力」という）

があるか否かを行政庁の許可要件として定めている。

２ 最高裁伊方判決は，原子炉等規制法２４条１項３号が，申請者

の技術的能力を行政庁が審査すべきものと定めた立法趣旨につ

き 「原子炉が原子核分裂の過程において高エネルギ－放出する，

核燃料物質を燃料として使用する装置であり，その稼働により，

内部に多量の人体に有害な放射性物質を発生させるものであっ

て，原子炉を設置しようとする者が原子炉の設置，運転につき所

定の技術的能力を欠くとき ・・・・・当該原子炉施設の従業員，

やその周辺住民等の生命，身体に重大な危害を及ぼし，周辺の環

境を放射能によって汚染するなど，深刻な災害を引き起こすおそ

れがあることにかんがみ，右災害が万が一にも起こらないように

するため，原子炉設置許可の段階で，原子炉を設置しようとする

者の右技術的能力・・・・・・・につき，科学的，専門技術的見

地から，十分な審査を行わせることにある （最高裁平成４年１」

０月２９日判決・判例時報１４４１号３７頁）としている。

二 技術的能力の審査の対象についての最高裁伊方判決の判示

１ 更に最高裁伊方判決は，上記原子炉等規制法２４条１項３号の

立法趣旨から，技術的能力の審査の対象について 「技術的能力，

も含めた原子炉施設の安全性に関する審査は，当該原子炉施設そ

のものの工学的安全性，平常時運転時における従業員，周辺住民

及び周辺環境への放射線の影響，事故時における周辺地域への影

響等を，原子炉設置予定地の地形，地質，気象等の自然的条件，

人口分布等の社会的条件及び当該原子炉設置者の右技術的能力と

の関連において，多角的，総合的見地から検討するものであり，
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しかも，右審査の対象は，将来の予測に係る事項も含まれている

のであって，右審査においては，原子力工学はもとより，多方面

にわたる極めて高度な最新の科学的，専門技術的知見に基づく総

合的判断が必要とされるものであることが明らかである 」とし。

て，原子力安全委員会は技術的能力の審査の対象を，多角的，総

， ，合的見地から検討し 多方面にわたる極めて高度な最新の科学的

専門技術的知見に基づき総合的に判断すべきだとする。

三 技術的能力の審査対象を形式的な人的要素に一面的に限定し最高裁伊方判決に違

背する原判決

１ ところが，原判決は申請者の技術的能力の審査対象を，最高裁

， ， ，伊方判決が判示しているように 多角的 総合的見地から検討し

多方面にわたる極めて高度な最新の科学的，専門技術的知見に基

づき総合的に判断することを怠ってしまった。そのため，組織の

要員の確保や技術者の資格等という形式的な人的要素に一面的に

限定するという重大な過ちを犯し，申請者訴外動燃が原子炉等規

制法２４条１項３号の技術的能力に係る要件に適合するものとし

た原子力安全委員会の本件安全審査における調査義務及び判断の

過程に重大かつ明白な瑕疵といえるだけの過誤，欠落があるとは

認められないとしたのである。

２ すなわち，原判決は，申請者の訴外動燃が１９８０年１２月の

時点で作成した本件原子炉設置許可申請書の添付書類５「原子炉

施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書 （乙１」

６・５－１～６）に記載されている，①本件原子炉施設の建設に

あたり本社技術者約１５０人を直接従事あるいは関与させたこ

と，②本件原子炉施設運転開始時には約１８０人の技術者を確保

することとしていること，③技術者は，それぞれ土木建築系，保

健物理（放射線物理）系，炉物理系等の知識を有していること，

④管理者の約半数は，高速増殖炉の研究，開発，計画等に１０年

以上の経験を有していること，⑤本件原子炉施設の建設，運転を

行うに当たって，建設に必要な組織を設置するとともに，運転を
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適確に遂行する組織体制を設けることとしていること，⑥技術者

の養成については，高速実験炉「常陽」と新型転換炉「ふげん」

発電所の運転・保守の実務経験を通じて技術者の養成を行い，原

子力関係機関への研修派遣や本件原子力施設用のシュミレ－タで

の訓練を通じて技術者の養成を行うこととしていること，⑦原子

炉主任技術者及び第１種放射線取扱主任者その他法令上必要な有

資格者を確保しているという事項から 「本件安全審査の審査方，

針及び審査事項に不合理な点があるとはいえないし，また，右審

査事項に照らして，申請書は本件原子炉施設の建設，運転に当た

って，十分な要員を確保していると共に，業務を適確に遂行する

に十分な人的，組織的体制を準備しており，右技術的能力に係る

要件に適合するものとした本件安全審査における調査審議及び判

断の過程に重大かつ明白な瑕疵といえるだけの過誤，欠落がある

とは認められない 」という結論を導き出したのである（原判決。

７０頁～７１頁 。）

３ しかし，上記のような技術的能力の審査対象を，組織の要員の

確保や技術者の資格等という形式的な人的要素に一面的に限定す

ることは，最高裁伊方判決に反することは明白である。

４ 原判決は，本件安全審査においては，原子炉規則１条の３第２

項５号に規定されている「原子炉施設の設置及び運転に関する技

術的能力に関する説明書」等を参考，すなわち審査基準として審

査したとする（原判決６９頁 。）

しかし，原子炉規則１条の３第２項５号の条文は，原子炉設置

許可申請書には，原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力

に関する説明書の書類を添付すべきものとの記載があるだけであ

り，技術的能力に関する具体的審査基準を定めたものではない。

上記条文の規定から，原判決が述べるように技術的能力に関す

る具体的基準を 「申請者に申請に係る原子炉を計画，建設して，

いく上での十分な要員が確保されていること，原子炉施設の運転

開始までにその運転を適確に遂行していく上での十分な要員が確
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」（ ） ，保される見通しがある等 原判決６９頁 との解釈を導き出し

その審査対象を申請者の組織の要員の確保や技術者の資格等とい

う形式的な人的要素に一面的に限定することは困難である。

５ 技術的能力に関しては，原子炉施設の位置，構造及び設備が原

子炉による災害防止上支障がないものか否かの適合性を審査すべ

きと定めている原子炉等規制法２４条１項４号とは異なり，具体

的審査基準となるべき原子力安全委員会が定めた「高速増殖炉の

安全性の評価の考え方」等の安全審査のための指針類は全く存在

しないのである。

四 原判決も訴外動燃に技術的能力が欠如していることを認めている

１ 控訴人らは原審において，１９９５年１２月に発生した本件ナ

トリウム漏えい事故をはじめとする申請者訴外動燃の技術的能力

の欠如を示す数々の具体的事実を指摘し，訴外動燃が原子炉等規

制法２４条１項３号で要求されている「原子炉を設置するために

必要な技術的能力」及び「原子炉の運転を適確に遂行する技術的

能力」のいずれも備わっていないにもかかわらず，原子力安全委

員会が原子炉等規制法２４条１項３号の許可要件に適合するもの

であるとの判断をした本件原子炉設置許可処分は明白かつ重大な

違法事由があるから無効である旨主張した（１９９９年３月２４

日付原告最終準備書面５４８頁～５６１頁 。）

２ 原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置

許可処分の取消訴訟の裁判所の審理，判断の手法につき，最高裁

伊方判決は，現在の科学的水準に照らして，原子力委員会等の調

査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり，

あるいは当該原子炉設置が右具体的審査基準に適合するとした原

子力委員会等の調査審議及び判断等の過程に看過し難い過誤，欠

落があり，被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められ

る場合には，被告行政庁の右判断に不合理があるものとして，右

判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきとしている。

控訴人らが，１９８３年（昭和５８年）５月２７日付の控訴人



- 280 -

が申請者訴外動燃に対し行った本件原子炉設置許可処分後に発生

した本件ナトリウム漏えい事故をはじめとする訴外動燃の技術的

能力の欠如を示す数々の具体的事実を主張したのは，これらの事

実は，現在の科学的水準に照らすと訴外動燃が原子炉等規制法２

４条１項３号で要求されている技術的能力を欠如していることを

明白に示すものであり，原審裁判所が最高裁伊方判決の判断手法

に従えば，原子力安全委員会が本件許可処分において調査審議に

おいて用いた具体的審査基準，すなわち 「申請者に申請に係る，

原子炉を計画，建設していく上での十分な要員が確保されている

こと，原子炉施設の運転開始までにその運転を適確に遂行してい

く上での十分な要員が確保される見通しがある等 （被控訴人国」

平成５年６月１８日付準備書面(三)２７頁）と被控訴人国が言う

ところの技術的能力に関する具体的審査基準に不合理な点があっ

たとして，本件原子炉許可処分を違法とする判断をするものと考

えたからである。

３ 原判決は，上記控訴人らの本件ナトリウム漏えい事故をはじめ

とする申請者訴外動燃の技術的能力の欠如を示す数々の具体的事

実の事例の指摘に対し，申請者訴外動燃の技術的能力の欠如を認

めざるを得ず，以下のように，訴外動燃の技術的能力の欠如を明

白に認める判断を下した（原判決７２頁～７５頁 。）

(1) 本件ナトリウム漏えい事故の発生

本件ナトリウム漏えい事故は，２次主冷却系の温度計さや管

が破損してナトリウムが漏えいした事故であるが，右破損の原

因は，さや管が徐々に細くなる形状のテーパー状ではなく，段

付き構造のさや管を設置したために，配管内を流れるナトリウ

ムの流体力によってさや管の細管部に高サイクル疲労が生じた

こと，すなわち温度計の設計ミスにあった。これは初歩的なミ

スであり，申請者の品質保証活動，技術の継承に問題があるこ

とが露呈した。

また，本件事故により，ナトリウムの燃焼温度の想定が誤っ



- 281 -

ていたことが判明したが，申請者は，床ライナの損傷防止対策

について有効な解決策を打ち出すことができず，現在において

も運転再開の目処が立っていない。そして，本件事故により，

異常時運転手順書を構成する「概要 「フローチャート 「細」 」

目」の３文書の内容が互いに矛盾していたことが判明したが，

申請者はこの矛盾を事前にチェックすることができなかった。

さらには，本件事故においては，本件原子炉施設のナトリウム

漏えい検出機能に欠陥があることも判明した。

これらの事実は，申請者に原子炉を適確に運転遂行する技術

的能力が欠如していることを示すものである。

(2) 配管の設計ミス

平成３年６月，本件原子炉施設において，総合機能試験の準

備として予熱用の電気ヒ－タ－で２次主冷却系配管を加熱した

， ， ，際に 配管が熱膨張により設計とは全く逆方向に変形し また

同年７月，同じく総合機能試験において蒸気発生器細管の溶接

箇所に定期検査用のプロ－ブがひっかかり，プロ－ブの方を削

るという事件が発生し，申請者の品質保証活動が不十分である

ことが露呈した。また，申請者は，これらの重大な事実を内部

告発によって明らかにされるまで隠し，自らの技術的能力の欠

如を覆い隠していたのであって，これは，申請者に原子炉を適

確に運転遂行する能力が欠如していることを示すものである。

(3) 東海村再処理工場の事故

平成９年３月１１日，申請者の東海村再処理工場の放射性廃

棄物アスファルト固化工程において，ＴＮＴ火薬に換算して数

十キログラム程度と推定される大規模な爆発事故が発生した。

この事故の原因は，運転条件を変更したことにあったが，右運

転条件の変更は現場サイドだけで決められ，申請者の技術者の

検討を経ていなかったものと解される。これもまた，申請者に

原子炉を適確に運転遂行する能力が欠如していることを示すも

のである。



- 282 -

(4) 事故情報の秘匿体質

申請者は，本件ナトリウム漏えい事故において，事故を過小

なものに仮装するため，事故直後に事故現場を撮影したビデオ

テ－プを隠し，事故後２回目に撮影したビデオテ－プを更に１

分間に編集したビデオのみを公開しており，追及されて２回目

に撮影したオリジナルのビデオテ－プを，更に追及されてよう

やく事故直後のビデオテ－プを公開した。また，申請者は，規

制法６７条に基づいて科学技術庁長官に本件事故を報告するに

当たり，虚偽の事実を報告し，規制法違反（虚偽報告の罪）に

より，申請者が罰金２０万円，申請者の職員２人が各１０万円

の罰金の刑事処分を受けた。さらに，申請者は，右東海村再処

理工場の事故についても，事故情報を隠匿し，虚偽報告を行っ

たことで刑事処分を受けた。

これらの事実からすれば，申請者の組織をあげての事故隠し

体質は明らかであり，これは，申請者に原子炉を適確に運転遂

行する能力が欠如していることを示すものである。

４ 原判決が上記のように厳しく訴外動燃の体質を批判した判示を

行ったのは，現在の科学的水準に照らすと，訴外動燃に原子炉を

適確に運転遂行するための技術的能力が欠如していることは明白

であるからにほかならない。

五 訴外動燃の技術的能力の欠如を認定しながら原子炉等規制法２４条１項３号の要

件の適合性を認めてしまった原判決

１ ところが，原判決は控訴人が指摘した本件ナトリウム漏えい事

故などの具体的事実から，上記のように訴外動燃に原子炉を適確

に運転遂行する技術的能力が欠如していることを明確に一方で認

定しながら，上記事項は，原子炉等規制法２４条１項３号の申請

「 」者の技術的能力の要件の 安全審査の対象とはされていないもの

（原判決７６頁）という，社会通念からすると全くおかしな結論

を引き出してしまったのである。

２ 原判決がこのような結論を引き出してしまったのは，申請者の
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技術的能力に関する安全審査の調査審議に用いられる具体的審査

基準につき，多角的，総合的見地から検討し，多方面にわたる極

めて高度な最新の科学的，専門技術的知見に基づき総合的に判断

すべきだとする最高裁伊方判決に反し 「申請者に申請に係る原，

子炉を計画，建設していく上での十分な要員が確保されているこ

と，原子炉施設の運転開始までにその運転を適確に遂行していく

」（ ）上での十分な要員が確保される見通しがある等 原判決６９頁

という被控訴人国の主張を無批判的に受け入れ，要員の確保とい

う形式的な人的要素に限定してしまったことによるものである。

六 技術的能力に欠ける訴外動燃にもんじゅの設置・運転はまかせられない

１ 原子力安全委員会のもんじゅ安全性確認ワーキンググループ

は，２０００年（平成１２年）８月「もんじゅの安全性への取り

組みの確認について」と題する報告書を提出している。上記報告

書では訴外動燃に対し，①品質保証につき単に既存の基準，規格

に準拠するだけでなく，最新の技術情報を入手して設計に反映す

る機能を充実・強化すること，②損なわれた国民の信頼感を回復

するため，事故時に限らず平常時から正確な情報を伝達できる組

織体制にすること，③異常時運転手順書は，運転員から見て必要

な情報が含まれ，かつ，分かりやすい内容，表現とすべきこと，

④ナトリウムの中小漏えいの場合を含めた対処方法について基本

， ， ，方針を明確にすべきこと ⑤非常時 異常時を通じての運転体制

技術支援体制を改めること，⑥本件ナトリウム漏えい事故時にみ

られた運転員の不適切な対応を避けるため運転員の教育・訓練を

改善すること，⑦常陽での技術の蓄積や経験を活用した体制をと

ること，⑧高速増殖炉以外の分野からも開発に必要な技術情報を

収集し，分野の異なる専門家とも意見交換をすること，⑨もんじ

ゅのような研究開発段階の施設においては新たな知見が得られる

可能性が大きいので，設置許可後に得られた知見を適切に反映し

（ ）。安全確保対策に取り入れること等を指摘している 甲イ４８７

上記指摘事項は，その研究開発に最先端の科学技術を要求され
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る高速増殖炉を設置・運転する事業者にとって最も基本的なこと

であり，ワーキンググループから訴外動燃が上記事項を指摘され

ること自体，訴外動燃の技術的能力が欠如している実態を明らか

にするものである。

（ ） ，２ 訴外動燃の理事長都甲泰正氏 前原子力安全委員会委員長 は

１９９８年７月２９日理事長就任挨拶で福井県庁を訪れた際の記

者会見で 「従来訴外動燃は安全最優先の姿勢が欠けていた 」， 。

と述べ，訴外動燃の意識改革につき 「早道はなく，まだ時間が，

かかる 」としている（甲イ４４６ 。。 ）

この発言は，訴外動燃の最高責任者自らが，本件ナトリウム漏

えい事故後も訴外動燃の体質改善は進まず，一朝一夕には訴外動

燃の意識改革を含む技術的能力も改善ができないことを認めるも

のである。

３ このような原子炉を設置するために必要な技術的能力もその運

転を適確に遂行するに足りる技術的能力の欠如も明らかな訴外動

燃に本件もんじゅの設置・運転をまかせれば，本件ナトリウム漏

えい事故等から２次冷却系３ル－プが使用不能となり，炉心冷却

能力の低下から炉心溶融という重大な事態に至り，そのような事

態において炉心の核分裂反応度が再臨界条件を超えれば，炉心崩

壊事故という最悪の事態を招くことになる。

七 結 論

以上のとおり，申請者の技術的能力についての本件もんじゅに対

する原子炉設置許可処分は，安全委員会がその調査審議に用いた具

体的審査基準に，現在の科学的技術水準に照らし不合理な点がある

ことは明らかであり，原子炉を設置するために必要な技術的能力及

びその運転を適確に遂行するに足りる技術的能力の欠如が明らかな

訴外動燃にもんじゅの設置・運転を許可し，もんじゅが稼働するこ

とになれば，炉心崩壊事故という最悪の事態を招き，本件もんじゅ

の従業員やその周辺住民等の生命，身体に重大な危害を及ぼし，周

辺の環境を放射能によって汚染するなど，深刻な災害を引き起こす
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おそれがあるから，原子炉等規制法２４条１項３号に反する重大な

違法があり無効である。

八 被控訴人の技術的能力の適合性審査の主張に対する反論

１ 被控訴人の最終準備書面における主張

( ) 控訴人らは，原子炉等規制法２４条１項３号に定める技術1

的能力の審査対象につき，申請者の組織の要員の確保や技術者

の資格等という形式的な人的要素に一面的に限定することは，

最高裁伊方判決の判示に反する判例違反であり，原判決も認定

する本件ナトリウム漏えい事故の発生等にみられる訴外動燃の

技術的能力欠如の事実からすると，訴外動燃に技術的能力の適

合要件を具備しているとした本件許可処分は重大な違法があり

無効であると主張した（控訴人最終準備書面１９７頁～２０５

頁 。）

( ) これに対し被控訴人は最終準備書面において，原子炉等規2

， ，制法２４条１項３号の立法趣旨から 技術的能力の審査対象は

「原子炉を設置しようとする者がそれに必要な組織，要員を確

保することになっているか等を中心に，人的，組織的な面から

事業者としての適格性があるか否かを判断するものである 」。

（被控訴人最終準備書面５７頁）とし，控訴人らの技術的能力

に審査対象についての主張は 「独自の見解であり，伊方判決，

の判示に適合しないものであって，失当である 」と反論する。

（被控訴人最終準備書面５９頁 。そして原判決が訴外動燃の）

技術的能力が欠如しているとして指摘する事項は 「そもそも，

技術的能力の審査の対象外であって，原子炉等規制法２４条１

項３号（技術的能力に係る部分に限る）の要件に係る違法事由

となり得ないものである （被控訴人最終準備書面６０頁）と」

主張する。

( ) 更に，裁判所は申請者である訴外動燃の技術的能力の要件3

適合性につき 「現在の科学技術水準」に照らし本件許可処分，

が無効か否かを判断すべきではなく，処分時において無効か否
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かを判断するものであるとする（被控訴人最終準備書面６０

頁 。）

しかし，上記被控訴人の技術的能力の審査対象の解釈及び技

術的能力の裁判所の判断時についての反論は，以下の理由から

失当であることは明白である。

２ 技術的能力の審査対象についての控訴人らの反論

( ) 控訴人は，技術的能力の審査対象を申請者の人的，組織的な面1

に限定すべきであると主張する根拠を，原子炉等規制法２４条１

項３号の技術的能力に係る要件の立法趣旨，すなわち 「原子炉が，

原子核分裂の過程において高エネルギ－放出する核燃料物質を燃

料として使用する装置であり，その稼働により，内部に多量の人

体に有害な放射性物質を発生させるものであって，原子炉を設置

しようとする者が原子炉の設置，運転につき所定の技術的能力を

欠くときは，当該原子炉施設の従業員やその周辺住民等の生命，

身体に重大な危害を及ぼし，周辺の環境を放射能によって汚染す

るなど，深刻な災害を引き起こすおそれがあることにかんがみ，

上記災害が万が一にも起こらないようにするため，原子炉設置許

可の段階で，原子炉を設置しようとする者の右技術的能力を，科

学的 専門技術的見地から 十分な審査を行わせることにある 伊， ， 」（

方判決）ことに求める（被控訴人最終準備書面５７頁 。）

( ) しかし，原子炉等規制法２４条１項３号の立法趣旨から，技術2

的能力の審査対象を人的，組織的な面に限定するという被控訴人

の主張を導き出すことは到底できない。

なぜなら，最高裁伊方判決は，被控訴人の引用する上記のような

技術的能力の立法趣旨を述べたあと 「技術的能力も含めた原子炉，

， ，施設の安全性に関する審査は 当該原子炉施設そのものの工学的安全性

平常時運転時における従業員，周辺住民及び周辺環境への放射線の影響，事

故時における周辺地域への影響等を，原子炉設置予定地の地形，地質，気象

当該原子炉設置者の右技等の自然的条件，人口分布等の社会的条件及び

術的能力との関連において，多角的，総合的見地から検討するもの
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，しかも，右審査の対象は，将来の予測に係る事項も含まれているのであり

右審査においては，原子力工学はもとより，多方面にわであって，

たる極めて高度な最新の科学的，専門技術的知見に基づく総合的判

として，原子力断が必要とされるものであることが明らかである 」。

安全委員会は技術的能力の審査の対象を，多角的，総合的見地から検討し，

多方面にわたる極めて高度な最新の科学的，専門技術的知見に基づき総合的

に判断すべきだと判示しているからである。

最高裁伊方判決が判示する「当該原子炉設置者の右技術的能力と

の関連において，多角的，総合的見地から検討するのもである」と

いうことの重要性は，以下の例を見れば明らかである。

安全審査の目的である「基本設計の安全性の確認」のために行な

われる「安全性評価」では，原子炉施設で発生する可能性のある異

常事態においても安全機能が維持できることを 「運転時の異常な，

過渡事象」と「事故」のいくつかを想定して解析することになって

いる そして それらの解析対象となる異常事象は いずれも 機。 ， ， ，「

器等の故障，破損あるいはこれに係る運転員の誤操作など」を原因

として発生すると想定されている。

そして，それらの原因を想定する際には，施設設置者に期待され

ている技術能力が前提となっていることは言うまでもない。上に引

用した最高裁伊方判決の判示部分は，まさに，そのことを指摘して

いるのである。

そのことを万人に提示した具体例の一つが，まさに 「もんじゅ，

ナトリウム漏えい火災事故」であった。

同事故の直接の原因は，２次主冷却配管に挿入されていたナトリ

ウム温度計の破損であったが，その背景に，温度計設計をメーカー

に任せきりで，まともなチェックをしてなかった技術的無能があっ

たことが明らかになっている。

さらに，配管からの高温のナトリウム漏えいを４時間近くも放置

していた原因は，ナトリウム漏えい事故時の事故対応マニュアルの

不備，欠陥にあったことも明らかになっている。
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原子力施設設置者に当然期待される技術的能力を欠いていたため

に 「ナトリウム漏えい火災事故」を引き起こし，事故状態を早期，

に収拾できなかったことは，動燃が事故後に公表した一連の事故報

告書でも認められているのである。

( ) ところが被控訴人は，上記最高裁伊方判決の判示部分から 「技3 ，

術的能力そのものの審査について，多角的，総合的見地から検討す

。」（ ）るものと判示しているのではない 被控訴人最終準備書面５９頁

との解釈を行い，技術的能力の審査対象を人的，組織的な面に限定

するという結論を導いているが，上記最高裁伊方判決の判示部分を

被控訴人のように解釈することは文理上からも到底困難である。

， ，( ) 被控訴人が 上記最高裁伊方判決の判示があるにもかかわらず4

， ，技術的能力の審査対象を人的 組織的な面に限定するという解釈を

控訴審の最終準備書面の段階に至り，原子炉等規制法２４条１項３

号の立法趣旨から強引に導くことになった背景には，技術的能力に

関しては，原子炉施設の位置，構造及び設備が原子炉による災害防

止上支障がないものか否かの適合性を審査すべきと定めている原子

炉等規制法２４条１項４号とは異なり，具体的審査基準となるべき

「 」原子力安全委員会等が定めた 高速増殖炉の安全性の評価の考え方

等の安全審査のための指針類は全く存在せず，だからと言って，原

判決が判示するように原子炉規則１条の３第２項５号の「原子炉施

設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書」等に求める

（原判決６９頁）ことも，解釈上不可能であったからと思われる。

３ 技術的能力の裁判所の判断時についての控訴人らの反論

( ) 被控訴人は，技術的能力の要件適合性につき裁判所は 「現1 ，

在の科学技術水準」に照らし判断すべきでなく，処分時におい

て無効であるか否かを判断すべきと主張するが，その根拠につ

き 「裁判所が訴訟においてする原子炉等規制法２４条１項３，

号の要件の該当性の判断は，同項４号の要件適合性の判断と異

，「 」なり科学的経験則の問題ではないから 現在の科学技術水準

に照らし判断すべきでない （被控訴人最終準備書面６０頁）。」
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と述べる。

( ) しかし，被控訴人の上記主張は，技術的能力の審査対象を申請2

者の人的，組織的な面に限定すべきであるとする被控訴人の主張を

前提とするものであるが，技術的能力の審査対象を被控訴人のよう

に限定し解釈することが，原子炉等規制法２４条１項３号の立法趣

旨や最高裁伊方判決に反することは前述したとおりである。

( ) 最高裁伊方判決は，原子炉施設の安全性に関する判断の適否が3

争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理，判

断は，現在の科学技術水準に照らし，①右調査審議において用いら

れた具体的審査基準に不合理な点があるか否か，②当該原子炉施設

が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子

炉安全専門委員会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤，欠

落があるか否かを審理すべしと判示しているが，最高裁がこのよう

な判示を行ったのは，処分当時の科学的知識によれば，原子炉を設

置しようとする申請者の技術的能力があり，当該原子力施設の事故

防止対策が十分で安全であると判断された場合であっても，現在の

科学的知識によれば，申請者の技術的能力では原子炉設置のための

事故防止対策は不十分であり，申請者にその運転を適確に遂行する

に足りる技術的能力が欠くとき，将来これを申請者に稼働させた場

合には，当該原子力施設の従業員やその周辺住民等の生命，身体に

重大な危害を及ぼし，周辺の環境を放射能で汚染するなど，深刻な

災害を引き起こすおそれがあるからである。

( ) 被控訴人は，裁判所が訴訟においてする原子炉等規制法２４条4

１項３号の要件の該当性の判断は，同項４号の要件適合性の判断と

異なり科学的経験則の問題ではないと主張するが，最高裁伊方判決

は前述したように 「右審査（技術的能力を含めた原子炉施設の安，

全性に関する審査）においては，原子力工学はもとより，多方面に

わたる極めて高度な最新の科学的，専門技術的知見に基づく総合的

判断が必要とされるものである」としており，技術的能力について

も，科学的経験則による判断は排除すべしとの判示はしてないので
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ある。

( ) 以上より，被控訴人の技術的能力の要件適合性の有無の裁判所5

の判断は 「現在の科学技術水準」に照らし判断すべきではなく，，

処分時において無効であるか否かを判断すべきであるとする主張

は，最高裁伊方判決の判例に反する独自の見解であり，失当である

ことは明白である。
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第５章 結論

第１ 我が国における高速増殖炉開発の終わりの始まり

一 高速増殖炉開発の経過

我が国の高速増殖炉計画では，その当初から高速増殖炉の開発を目指

し，その段階として，実験炉としての「常陽 ，原型炉としての「もん」

じゅ ，さらには，実証炉・実用炉の開発へとステップアップしていく」

計画であった。しかし，この計画は時間がたてば立つほどその実現の

時期が遠のくという不可思議な経緯をたどってきた。この経緯を図示

すると次の通りとなる。

長期計画 制定年 高速増殖炉実用化見通し 実現までの年数

１回 １９５６ 記載なし 記載なし

２回 １９６１ 記載なし 記載なし

３回 １９６７ １９８５－８８ １８－２２

４回 １９７２ １９８５－９４ １３－２２

５回 １９７８ １９９５－２００４ １７－２６

６回 １９８２ ２０１０頃 ２８

７回 １９８７ ２０２０－２０３０ ３３－４３

８回 １９９４ ２０３０頃 ３６

９回 ２０００ 記載なし 記載なし

（各回利用計画より作成 文責控訴人代理人海渡雄一）

すなわち，第８回までの長期利用計画では，一応実用化の見通し時期

が示されてきた。それも，後になるほど実用化までの時期は延ばされ

てきたのである。

高速増殖炉は燃料を使えば使うほど増えていく夢の原子炉というふれ

こみで，１兆円ものすさまじい国費を投じて進められてきた。しかし，

計画を進めれば進めるほど実現の時期が遠のき，結果的には２０００

年の長期計画では，次の実証炉の建設時期すら計画がなくなってしま

ったのである。
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すくなくとも，１９８７年の７回には１９９０年代後半に着工すると

され，１９９４年の８回には２０００年代初頭には実証炉を着工する

とされていたのである。この実証炉計画も具体的な形では長期計画に

示されなくなっている。

このような開発の遅れは 「単なる遅れ」ということですまされるレ，

ベルでない。高速増殖炉という原子炉の開発コンセプトそのものが誤

っていたことを示唆するものである。イギリスでは，高速増殖炉の開

発を中止させたサッチャー首相が高速増殖炉開発を進めようとする人

々を指して 「国家に対する詐欺」を働くものと批判したという。我が，

国においても，原子力官僚と動燃職員はこのように批判されても，反

論はできないであろう。

二 ２０００年１２月策定の原子力利用長期計画ともんじゅ

もっとも最近に策定された２０００年１２月策定の原子力利用長期計

画において，高速増殖炉の位置づけは，これまでにもまして不明確な

ものとなった。

ここに至るには次のような前史があった。

１９９７年５月２６日政府与党の財政構造改革会議は（議長橋本龍太

郎）その企画委員会報告でもんじゅについて撤退・大幅な縮減を含め

た全面的な見直しが盛り込まれた。その後，原子力産業界による猛烈

な巻き返しにより，結果的には６月３日に発表された最終報告書「財

政構造改革の推進方策」では，もんじゅの見直しという表現に訂正さ

れ 「撤退・大幅な縮減を含めた」という文言は削除された。いずれに，

しても，政府与党内にももんじゅの開発続行に対する深刻な疑問が９

７年の段階で提起されていたのである。

このことがはっきりと原子力委員会の長期計画という基本文書に記載

されたのである。第一に 「もんじゅ」が高速増殖炉開発の一過程であ，

る原型炉であるという位置づけがなくなってしまったのである。すな

わち，長期計画の「長期計画における高速増殖炉」の項における（も

んじゅ）の項は次のように記載されている。

「１９９５年のナトリウム漏えい事故以降運転を停止している原型炉
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「もんじゅ」は，高速増殖炉サイクル技術のうち最も開発が進んでい

るＭＯＸ燃料とナトリウム冷却を基本とする技術を用いた原子炉でか

つ発電設備を有する我が国唯一の高速増殖炉プラントである。

「もんじゅ」の意義，役割等については，高速増殖炉懇談会等におい

てもこれまで検討がなされてきたところであるが，今後，発電プラン

トとしての信頼性の実証とその運転経験を通じたナトリウム取扱技術

の確立という「もんじゅ」の所期の目的を達成することは他の選択肢

との比較評価のベースともなることから，同目的の達成にまず優先し

て取り組むことが今後の技術開発において特に重要である。

このことから，原型炉「もんじゅ」は我が国における高速増殖炉サイ

クル技術の研究開発の場の中核として位置付け，早期の運転再開を目

指す。

そのためには「もんじゅ」について，今後，安全規制行政機関や原子

力安全委員会の厳格な審査等を経て，核燃料サイクル開発機構は，ナ

トリウム漏えい対策を確実に実施するとともに，安全総点検を踏まえ

施設の安全性の向上を図り，立地地域を始めとする社会の理解を広く

得つつ運転を再開し研究開発を進めることが必要である。

研究開発を進めるに当たっては 「もんじゅ」事故及びその後の一連，

の事故や不祥事によって国民の原子力に対する不信感と不安感が著し

く増幅されていることを重く受け止め，研究開発段階にある原子炉で

あることを認識し安全確保に万全を期すとともに，徹底した情報の開

示と提供を行うなど，国民及び地域住民の信頼確保に格別に留意する

必要がある。

「もんじゅ」は，高速増殖炉の将来の研究開発にとって国際的にも貴

重な施設であり 「もんじゅ」及びその周辺施設を国際協力の拠点とし，

て整備し，内外の研究者に開かれた体制で研究開発を進め，その成果

を広く国の内外に発信することが重要である。

長期的には，実用化に向けた研究開発によって得られた要素技術等の

成果を「もんじゅ」において実証するなど，燃料製造及び再処理と連

携して，実際の使用条件と同等の高速中性子を提供する場として「も
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んじゅ」を有効に活用していくことが重要と考えられる。また，マイ

ナーアクチニドの燃焼や長寿命核分裂生成物の核変換等に関するデー

タを幅広く蓄積する上からも「もんじゅ」の役割は重要である 」と。。

ここでは 「もんじゅ」の開発コンセプトの延長上に次の実証炉を構想，

するという本来の「原型炉」としての位置づけは全くなくなってしま

っている。

三 ２０００年１２月策定の原子力利用長期計画と高速増殖炉実証炉

続く（実用化に向けた展開と研究開発評価）の項目を見れば，このこ

とはさらに明確となる。この項目には次のような記載がある。

「高速増殖炉サイクル技術の研究開発に当たっては，社会的な情勢や

内外の研究開発動向等を見極めつつ，長期的展望を踏まえ進める必要

がある。そのため，高速増殖炉サイクル技術が技術的な多様性を備え

ていることに着目し，選択の幅を持たせ研究開発に柔軟性をもたせる

ことが重要である。

具体的には，高速増殖炉サイクル技術として適切な実用化像とそこに

至るための研究開発計画を提示することを目的に，炉型選択，再処理

法，燃料製造法等，高速増殖炉サイクル技術に関する多様な選択肢に

ついて，現在，核燃料サイクル開発機構において電気事業者等，関連

する機関の協力を得つつ実施している「実用化戦略調査研究」等を引

き続き推進する。

， ， ， ，また 核燃料サイクル開発機構 日本原子力研究所 電力中央研究所

大学，メーカー等は，国内外の研究開発施設の活用や海外の優れた研

究者の参加を含め，高速増殖炉サイクル技術について裾野の広い基盤

的な研究開発を行っていく。

高速増殖炉の実証炉については，実用化に向けた研究開発の過程で得

られる種々の成果等を十分に評価した上で，具体的計画の決定が行わ

れることが適切であり，実用化への開発計画については実用化時期を

含め柔軟かつ着実に検討を進めていく。

このため，国は研究開発の進め方や到達度について随時チェックアン

ドレビューを行う。その評価に当たっては，研究開発投資の効率性の
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観点を重視するなど，単なる技術評価にとどまらず，必要に応じ社会

的状況の変化などを踏まえて研究開発政策等の見直しを行うことが必

要である 」。

このような長期計画の記載の特徴は，実証炉の開発の主体や設計の概

要，開発時期のいずれも特定できなかったということである。民間が

主体となって実証炉開発を行うことがこれまでの計画であったが，今

回の長期計画では，炉型選択も含めて研究をしていくことしか決まっ

ていない。実用化時期も「柔軟・着実」という曖昧な表現しかなされ

ておらず，直近の長期計画にはかろうじて示されていた「２０３０年

頃」という非常に漠然とした見通しすら維持できなくなっていること

を示している。

四 まとめ

以上を端的にまとめれば，高速増殖炉実証炉計画は完全に停止を決め

たアメリカやヨーロッパ諸国が，その決定の直前に辿ったように，限

りなく幻に近いものとなりつつあるのである。

小泉政権のもとで押し進められている特殊法人改革において，原子力

関係の特殊法人の問題も議論されている。具体的には，構想段階では

あるが原子力研究所と訴外動燃との５年後の統合が決定された。この

ような法人の統廃合によって，事務の見直しを行うとすればもんじゅ

開発は真っ先にその継続の可否を議論されるべきである。

このような高速増殖炉の開発計画が日本においても崩れてきているこ

とは，世界の高速増殖炉計画の消滅の過程をたどることで，さらに明

確に裏付けられる。

第２ 世界の高速増殖炉開発は「停滞」でなく「停止」した

一 アメリカ

１ 原子力発電所の新規発注なし

１９７９年３月ペンシルベニア州のスリー・マイル・アイルランド

原発二号炉が炉心溶融事故を起こし大量の放射能が周辺地域に放出さ

れた。この事故の影響もあり，１９７８年以来新規の原発発注は一基

もなく，毎年多数の計画がキャンセルされ，原子力産業は完全に斜陽
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化したといわれている。運転中であったカリフォルニア州，ランチョ

セコ原発は１９８９年６月の住民投票の結果，廃棄に追い込まれた。

現在では，原子力産業への投資は冷え切っている。２０００年に大統

， ．領に就任したブッシュ大統領は原子力推進の姿勢を見せているが ９

１１同時テロによって，改めて原子力施設の安全上の問題だけでなく

外部からの攻撃に対する脆弱性とその場合の被害大きさがクローズア

ップされており，仮に政府のバック・アップがあったとしても息を吹

き返すことは困難と考えられている。

２ 研究開発まで停止した高速増殖炉開発

高速増殖炉については，１９８３年１０月に原型炉のＣＲＢＲ炉の

予算が否決され，１６億ドルの政府資金を投じて７割が完成した段階

で，開発は中止されている。１９８３年１２月にバーンウェル再処理

工場の建設が中断されていたのを正式に閉鎖を決定している。現在，

軍事プルトニウムを軽水炉で燃焼させる計画は検討されているが，高

速増殖炉，再処理の現実的な計画は存在しない。その後もしばらくは

長期的な研究開発は続行するとされていた。新型液体金属冷却炉ＬＭ

Ｒとして，ＳＡＦＲ，ＰＲＩＳＭの概念設計が行なわれ，１９８８年

７月比較検討の結果ＰＲＩＳＭが選定された。しかし，このＬＭＲに

ついての研究開発も現在は予算もつかず，停止された状態にある。

またＤＯＥは，１９９０年１月２９日，唯一運転中であった実験炉

ＦＦＴＦを議会の承認を条件に，９０年４月に停止すると発表し，１

９９２年度予算要求においてもＦＦＴＦの永久閉鎖を求めていた。

最近の高速増殖炉に関するアメリカの唯一の動きは１９９７年１２

月にこの停止していたＦＦＴＦを核兵器用のトリチウム生産炉として

再開することの是非が検討されていると報道されたことである。これ

も高速炉という技術の流用によって核兵器の材料を生産しようという

ものであり，高速増殖炉技術はアメリカでは完全に死に絶えたといっ

ていい。

二 ドイツ

１ ドイツのエネルギー構成，エネルギー政策
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ドイツ国内で運転中の原子力発電所は１９基，合計出力は２２０６

万キロワットであり，必要電力量の約３割，一次エネルギーの約１割

をまかなっている。

ドイツ政府のエネルギー計画ではエネルギー需要は横ばいを想定

し，今後褐炭・石油エネルギーは削減，天然ガスと再生可能エネルギ

ーは拡大していくこととされている。

ドイツでは電気事業は大手電気事業者が８社あり，旧西ドイツ地域

の発電電力量の約８割を占めている。その他にも地域電力会社が約９

００社存在している。

ドイツでは「原子力発電所の許可は裁判所の確認を要する」とまで

いわれるほど，多くの原発の許可に対する行政訴訟の提起が一般化し

てきた。そして，原子炉の設置許可に批判的な決定・判決も数多く出

されており，これらの決定・判決も一つのきっかけとなって計画自体

が撤回された例がすくなくない。

その中でも有名なものがミュルハイムケリヒ原発事件である。この

事件は，現に完成して稼働していた原発が裁判による判決によって廃

炉となった例である。たくさんの裁判判決が出されているが，１９９

８年１月１４日ベルリンの連邦行政最高裁判所は１９９５年の判決を

支持し「規制当局は原子炉によってもたらされる地震のリスクを十分

に評価していない」との理由で，この新しい第二次部分許可を無効と

する判決を下した。

判決は許可申請における地震による被害の検討が１７５６年に付近

で発生した歴史的な地震に基づく影響しか考慮されておらず，さらに

広範で厳格な地震学的地質調査がなされておらず，不十分で，規制当

局自らの定立した基準を満たしていないとしている。

２ 再処理工場とプルトニウム利用の放棄

既に西ドイツ政府は１９８９年６月バイエルン州バッカースドルフ

に計画されていた再処理工場プロジェクトの放棄を決定した。

１９９１年３月にはカルカーに建設されていた高速増殖炉ＳＮＲ－

３００の閉鎖がドイツ政府とジーメンス社などによって正式に決定さ
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れた。この原子炉は，オランダ・ベルギーとの共同プロジェクトとし

て進められてきたものであるが，建設が完成した後も，社会民主党が

政権をとるノルトライン・ウェストファーレン州政府当局が運転の許

可を発給しないため，全く運転ができない状態にあった。既に７０億

マルク（約６千億円）もの建設費用が投じられていて工事がストップ

していた。

３ 再生可能エネルギーの買取の義務付け法

１９９０年１０月５日ドイツ連邦議会は「再生可能エネルギー発電

の電気事業者系統への供給法」を可決した。この法律は，電気事業者

（ ，にその供給区域内で発電される再生可能エネルギーによる電気 水力

風力，太陽エネルギー，バイオ・ガス，農林業からの生産品，生物上

の残余物質や廃棄物などから生産される電気）を買取り，これに一定

水準の補償を行うことを定めたものである。この補償の水準は太陽エ

ネルギーと風力については電気の最終需要家への平均販売単価の９０

パーセントを，５００キロワットまでの水力，バイオ・ガス発電所か

らの電気についてはおなじく７５パーセント，５００キロワットを超

える同発電所からの電気については同じく６５パーセントを最低料金

として規定している。この法律は，再生可能エネルギーの利用を促進

する目的で立法化されたものであるが，電気事業者は経済的な観点か

ら，この法律の成立に強く反対していた。この法律は，１９９１年１

月１日から施行されている。

４ １９９４年，１９９８年原子力法改正

１９９４年に原子力法が改正され，法から原子力の振興の目的が削

除され，原発の新設にあたってはどんな事故の場合にも放射能の影響

が敷地外に及んではならないとした。この規制をクリアーすることは

きわめて困難であり，今後新しい原発の許可を取得することはほぼ困

難となったと評価されている。又，これまでは使用済み燃料の再処理

が義務づけられてきたが，この規定が削除され，再処理をしないで使

用済み燃料を直接処分することが公式に認められるに至った。

１９９８年には再度原子力法が改正され，連邦政府の安全検査機関
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により，枠組み許可（第一次部分許可）ができるとされた。この改正

は原子力発電所の許可の発給に慎重な州政府から許可権限の一部を連

， 。邦政府に移すことにより 新規原発の認可の促進を図ったものである

， 。同時に 放射性廃棄物の最終処分事業を民営化することも決定された

但し，前者の改正は後述のように，社民党と緑の党の連立政権の発足

により撤回された。

５ 脱原子力政策の全面的な展開へ

１９９８年９月ドイツの連邦総選挙で社会民主党と緑の党の連立政

権が誕生した。この連立政権の連立合意においては，次のようなエネ

ルギー政策が合意された。

その内容は，

「第一段階として政権発足後１００日以内に原子力法を改正し，

１ 原子力推進の目的を削除する。

２ 事業者に対して一年以内に，安全性の総点検を義務づける。

３ 危険性の疑いに関する立証責任を明確化する。

４ 廃棄物処分は直接最終処分に制限し，再処理を禁止する。

５ ＥＵ規則の導入に関するものは例外として９８年の原子力法改

正（州政府の持つ許認可権の一部を連邦政府に移管する）を廃止

する。

６ 原子力災害の賠償準備金を増額する。

第二段階として

連立政権は新しいエネルギー政策や原子力終結の方法，廃棄物問題

に関するコンセンサス形成のために，エネルギー供給企業が対話の席

につくように促す。これには，政権発足後一年以内の期限を設ける。

第三段階として

連立政権は損害賠償を伴わない原子力利用からの離脱を規定した法

案を提出する。企業の脱原発への同意については時間的な制限を設け

る。

（廃棄物処分については省略 」）

２０００年６月にはこの政策に基づいて産業界との具体的な脱原発
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のシナリオを合意した。この中で原発の総発電量を２・６兆キロワッ

トと合意し，法定運転期間を３２年と合意した。また，電力側は裁判

のために止まっていたミュルハイムケリヒ原発に関する運転許可申請

を撤回し，州政府宛の損害賠償請求訴訟も取り下げた。

三 フランス

１ スーパーフェニックスの閉鎖へ

１９８６年に臨界に達したフランスの高速増殖炉実証炉スーパーフ

ェニックスは１９８７年３月ナトリウムの漏洩事故によって運転が停

止された。１９８９年１月運転再開許可が出されたが，１９８９年９

月同炉の運転主体ＮＥＲＳＡはプルトニウム生産にメリットがないと

いう経済的な理由からスーパーフェニックスでのプルトニウムの増殖

をおこなわないことを決定した。

その後１９９０年７月には，ナトリウムへの空気の大量流入による

ナトリウムの酸化事故が発生して，再度運転を停止した。このような

状況のもとで１９９０年８月にはフランスのマスコミが一斉に「スー

パーフェニックスは永久停止へ」との報道を始めた。フランス最高行

政裁判所は１９９１年５月前記の運転再開許可は運転条件を指定して

おらず無効であるとの判断を示している。

１９９６年には一時運転を再開したものの，同年末には運転を停止

し，これが同炉の最後の運転となった。結局運転開始以来，同炉が運

転したのはわずか１０カ月，設備利用率は６パーセントであった。

１９９７年６月にはジョスパン首相は「巨額な投資額に比べて，そ

の成果は極めて疑わしい」として，閉鎖の方針を表明した。１９９８

年２月には同炉の閉鎖は関係閣僚会議で，正式に了承された。ＥＤＦ

によれば，同炉の廃炉に伴う費用は１６５億フランに達する見込みで

ある。

２ 重大事故相次ぐフェニックス原型炉

１９７３年に運転を開始したフェニックス原型炉では重大事故が相

次いでいる。１９８９年８月にアルゴンガスを巻き込み気泡がブラン

ケット部分を通過したため，反応度の異常低下事故を引き起こしたと
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されている。

１９８９年１２月から運転を再開して１９９０年９月９日再度大規

模な反応度の異常を起こした。１９９０年の反応度低下は，１９８９

年のそれと，発生周期はほぼ同じであるが，振幅ははるかに大きく，

このような反応度の変動を発生させるためには，１９８９年に想定さ

れた５０リッター規模ではなく，数百リッターのアルゴン気泡としな

いと説明がつかないといわれていた。最近では，この出力異常は炉心

の運動によるものとの説明もなされているが，原因の詳細は解明され

ていない。

フランス原子力安全局ＤＳＩＮは，出力異常のフェニックス炉の事

故原因が究明されるまで，スーパー・フェニックスについても，運転

許可を出さない方針を示していた。

同炉はいったん運転を再開したものの，１９９５年から３年間に渡

って運転を停止した。このように運転の停止が永く続いた理由は規制

当局であるＤＳＩＮが事故時の炉心支持の性能とプラントの耐震構造

に懸念を示していたためである。フェニックス炉ではシビアアクシデ

ントの際に支持構造物が原子炉容器の底に落下し，容器を貫通する可

能性があることが懸念されたのである。また，耐震構造についても，

最近の新しい研究に基づいて設定された新しい耐震設計基準を満たす

ことが求められた。結局，１９９８年１月にはＤＳＩＮは運転の許可

を行なった。しかし，その際には第５０サイクル運転の停止後に炉心

構造部の溶接部の検査，土木構造物の耐震性の改善を行うことが求め

られていた。

ところが，１９９８年５０サイクル運転における水・蒸気系の給水

系タンクの点検のための原子炉停止中に約６トンの二次系ナトリウム

が中間熱交換器から炉容器内に流出していることが判明した。原因の

詳細は発表されていないが中間熱交換器が破損したことは明らかであ

る。この事故の意味づけについては，第４章第２において蒸気発生器

事故のもつ潜在的な危険性について議論する際に再論しておいた。

このように，フェニックス炉にも重大トラブルが続発しており，又
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その安全性について規制当局から深刻な問題が提起されている状態に

ある。

四 イギリス

１ 民営化できなかった原子力発電

イギリスではサッチャー政権の民営化政策の一環として電気事業の

民営化を計画し，１９８９年７月には法案が国会で成立し，１９９０

年４月電気事業は民営化された。ところが，この民営化法案の審議の

過程で原子力発電の経済性とりわけ廃棄物処理に要する費用が莫大な

， ，ものになることが明らかにされ 株式の売却が困難と考えられたため

原子力発電部門は民営化から外され，国営のまま残されることとなっ

た。このような原子力発電の経済性にたいする疑問から，計画中であ

った加圧水型原子炉四基の開発は凍結されるにいたった。

２ 運転停止した原型炉

イギリスでは，高速増殖炉原型炉ＰＦＲが１９７６年から運転中で

あったが，１９８７年に蒸気発生器における細管の大量破断事故を起

こし，１９９４年には運転を停止した。１９８８年７月イギリス政府

は，今後高速増殖炉の商業化は，３０ないし４０年は必要ないとの認

， 。 ，識のもとに その予算措置を大幅に削減した １９９０年７月２５日

イギリスの下院エネルギー特別委員会が高速増殖炉の開発政策につい

て報告書を発表した。その内容は，２０２０年ごろに至っても商業炉

の発注の必要が生ずる見通しは少ない。１９８８年の決定は妥当であ

る 」というものである。。

次項で述べるＥＦＲについても１９９３，１９９７年に再検討を行

ないその時点で，必然性が認められなければ，１９９７年に撤退をは

かるべきであるとしていた。もともとの実証炉の計画ＣＤＦＲは計画

として撤回された。

イギリスでは，日本からの再処理委託を主たる業務とするセラフィ

ールド再処理工場のソープが稼働中であるが，国内でのプルトニウム

リサイクル計画は放棄されている。この再処理工場を経営しているＢ

ＮＦＬ社は１９９９年秋に関西電力高浜原発向けのＭＯＸ燃料のデー
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タ偽造事件を引き起こし，世界の顧客の信用を失い，再処理契約は相

次いでキャンセルされている。２００１年秋にはイギリスのインディ

ペンデントなどの有力紙が同社の経営危機を報道するに至っている。

五 ヨーロッパ高速炉計画について

１ ヨーロッパ高速炉計画とは

スーパー・フェニックス炉に続く次期ヨーロッパ高速炉計画ＥＦＲ

については，フランス，イギリス，旧西ドイツ，イタリア，ベルギー

の五か国で協議が行なわれていたが，イタリア，ベルギーは共同開発

から離脱し，フランス，イギリス，旧西ドイツの三国が，１９８９年

２月，次期ヨーロッパ高速炉計画について協定を締結した。

２ 立ち消えとなったヨーロッパ高速炉の開発

その後イギリス，旧西ドイツの二国については，高速炉開発の路線

自体が国内的にも否定され，その実現性は，不透明なものとなってき

ており イギリスの下院エネルギー特別委員会は １９９０年７月 高， ， 「

速炉が２０２０年－２０３０年までに利用可能になりそうだという新

しい証拠がないかぎり 」遅くとも１９９７年までにＥＦＲ計画から，

手をひくよう勧告していた。１９９２年１１月にはイギリス政府は議

会において，ヨーロッパ高速炉に対する出資を１９９３年３月３１日

で打ち切るとの声明を発表した。フランスは１９８９年１０月に公表

された，原子力政策において，頼りにならないイギリス，旧西ドイツ

， ， 。にかわって アメリカ 日本との協力を強めるべきであるとしていた

しかし，そのフランスでスーパー・フェニックスが閉鎖されることが

確定したことにより，ヨーロッパ高速炉計画も立ち消えとなった。

六 その他

スウェーデンでは，当初から高速増殖炉開発の計画はないが，１９９

７年２月に社会民主党，中央党，左翼党の三党が，９８年７月までに最

初の原子炉を閉鎖し，二基目を２００１年７月までに閉鎖することを合

意した。スウェーデン政府は１９９８年２月脱原発政策にしたがい，９

８年６月３０日をもってシドクラフト社のバーセベック１号機に発給さ

れている運転認可を取り消すことを決定した。これに対してシドクラフ
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ト社側は欧州委員会と最高行政裁判所に提訴したが認められず，結局１

９９９年１１月３０日バーセベック原発はスウェーデンの原発廃止方針

の具体化として廃止された。

アジアでも台湾インドネシアなどで原発の新設計画が阻止され，台湾

については２０００年９月には脱原発の方針が新政権の方針として確立

された。その後第４原発の建設続行の方針が示されているが，これを最

後の原発とすることは既定方針とされている。

七 結論

以上のとおり，高速増殖炉の開発については，日本に先行して開発を

すすめてきたアメリカ，ドイツ，フランス，イギリスの各国では，紆

余曲折はあったものの，すべての国で停止され，又は停止されつつあ

る状況にある。

現在，高速増殖炉の開発をすすめている国は，ロシアとインド，中国

などに限られている。ロシアでもトラブル続きであり，インド，中国

は実験段階にすぎない。高速増殖炉の開発は既に世界的に否定されて

おり，その主要な理由は安全性の欠如と経済性の欠如である。

第３ 国際的に孤立した日本の核燃料サイクル・プルトニウム利用政策

一 国際的動向から余りにもかけ離れた異常な政策選択

このような状況にもかかわらず，日本ではなおプルトニウムをエネル

ギー源として利用する「核燃料サイクル」の推進が止まらず，さらに

地球温暖化防止のために多数の原発の増設が必要とする政策を撤回し

ていない。このようなエネルギー政策は国際的な動向からも大きくか

け離れた特異なものとなりつつある。

二 再処理計画の無謀

電力会社の共同出資企業である日本原燃産業は現在青森県で再処理工

場を建設中である。この施設の予算規模は２兆１千億円に達する巨額

なものである。再処理工場は核燃料を硝酸で溶かして，その溶液中か

ら化学的な処理によってプルトニウムを取り出す技術である。しかし，

その製品であるプルトニウムを使用したプルトニウム・ウラン混合燃

料は通常のウラン燃料に比して，著しく高価であり，政府は試算結果



- 305 -

を公表していないが，さまざまな情報を総合すれば価格は１０倍程度

に達するとされている。

， 。このような施設を建設しても 経済的に成り立つことは考えられない

かえって，電力会社の財務対質を弱め，また，世界最高水準と言われ

る日本の電力コストをさらに高める危険性が危惧されている。

三 プルサーマル計画は頓挫している

高速増殖炉という本筋のプルトニウム利用計画が見通しがなくなる中

で，海外再処理委託や青森六ヶ所再処理工場などから生み出されるプ

ルトニウムの使い途が大きな問題となっている。そこで浮上してきた

のが，軽水炉でプルトニウム・ウラン混合燃料を燃やすプルサーマル

計画である。

しかし，このようなプルトニウム利用政策は国内の地方自治体からも

受け入れられていない。政府は，福井県高浜，福島県福島第二，新潟

県柏崎刈羽の３地点でプルサーマルの利用を計画し，１９９９年から

実施する予定であったが，関西電力高浜原発については前述のＢＮＦ

Ｌ社のデータ偽造によって停止している。福島県については，燃料製

造会社であるベルゴニュークリア社と東京電力が関西電力が公表した

ような，燃料の品質管理データを公開せず，住民が燃料装荷を差し止

める仮処分を２０００年８月に申し立てた。この仮処分はデータ偽造

の証明がないとして，２００年３月却下されたが，決定理由中でデー

タを公表しなかった東京電力とベルゴ社を厳しく批判した。結果的に

は，同月福島県知事が県民の理解が得られないとして，プルサーマル

の実施に反対の姿勢を示したため，利用計画のめどは立っていない。

また，柏崎原発の計画については地元刈羽村の住民投票が２００１年

５月に実施され，過半数の住民が反対の意思を示したため，新潟県知

事も受け入れられないとして，計画は頓挫している。原発が７機建設

され，住民の多くが原発関連産業で働く刈羽村で，このような住民の

意思が示されたことは，極めて重要である。

四 孤立した技術体系は危険

高速増殖炉，再処理，プルサーマルなど，プルトニウム利用を目的と
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する核燃料サイクル政策の国際的な破綻は今や誰の目にも明らかであ

る。いわば，日本の核燃料サイクル技術はフォロワーのない孤立した

技術体系となっている。高速増殖炉について研究を続けている国がな

いという状況で日本だけがこれを続けることの危険性は言うまでもな

いことであろう。

このことは 「標準的なマニュアルがない 「事故の経験の蓄積によ， 。」

って技術を改善していくというプロセスが困難となっている 」などの。

現実的な安全上の困難をもたらしている。

五 訴外動燃の底知れない腐敗

また，最近我が国において生じているほとんどの原子力事故や不祥事

に訴外動燃が関係していることが重要である。 もんじゅ事故後相次い

だ東海村動燃再処理工場の爆発事故，我が国の原子力開発史上最悪の

ＪＣＯ臨界事故とＭＯＸ燃料のデータ改ざんなどの多くがプルトニウ

ム利用と密接に関連している。

すなわち，１９９９年９月に発生したＪＣＯ臨界事故は，動燃の「常

陽」のための燃料を製造する過程で発生した。ＪＣＯ本体は軽水炉の

燃料のための転換工程を実施する工場であったが，事故の発生したプ

ロセスは動燃のための特別の施設であり，この施設における工程管理

は動燃も立ち会っていた。

この事故の背景には，動燃から発注されたクロスブレンディングの要

求に応えるために，無理な作業を強いられた事実が指摘されている。

この点は控訴理由書において，詳しく触れたので，参照されたい。

これに先立って，動燃では１９９７年３月アスファルト固化処理施設

において火災，爆発事故が発生したが，その事故の原因となったエク

ストルーダーの温度計が故障したのを長年放置し，その状態で従前の

運転条件からはずれた作業を試みる中で事故が発生している。

動燃ではウラン廃棄物のドラム缶を永年にわたり水浸しで放置し，ド

ラム缶に大きな穴があいた状態であることが発覚した。

さらに動燃では再処理工場の溶解槽という核燃料施設で最も臨界事故

が起こりやすいと考えられている容器について臨界防止装置が設計通
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り働かないのを長年放置して「黙視確認」で臨界を防止して運転を続

けてきたことも発覚している。

六 プルトニウムリサイクルの斜陽化がもたらしたモラルハザード

なぜ，これだけ多数の杜撰な作業，違法な行為が訴外動燃の核燃料サ

イクル施設において発覚し続けるのだろうか。プルトニウムリサイク

ルが斜陽化し，従業員のモラルが低下していることが大きな要因であ

る。原子力の世界に夢を持って就職する大学生が激減している。また，

動燃技術が抱えている欠陥として，核技術として非公開が原則とされ，

他の原子力研究機関などの外部から検証が不可能な状態で技術全体が

秘密にされてきたことがあげられる。核燃料サイクルは技術の本質に

おいて危険なものであるだけでなく，現実的に産業が空洞化し，これ

に関わる人間のモラルハザードを引き起こしている点からも危険性が

増しているといえる。

第４ もんじゅ訴訟における重大な違法性の存在と施設の公益上の必要性について

一 不必要な施設，公益性のなくなった施設については重大な違法性の判断の基準は

低くなる。

許可の無効性の判断の基準である「重大な違法」は相対的な概念であ

り，その許可により得られる公益との相関で判断すべきである。高速

増殖炉技術は既に世界的に否定された技術であり，本件もんじゅは不

要な施設である。

二 原子力発電の必要性と安全性の関係に関する女川原発訴訟控訴審判決の判示

１ はじめに

平成１１年３月３１日に言い渡された女川原子力発電所建設差止請

求控訴事件（判例時報１６８０号４６ページ）は原子力発電と核燃料

サイクルの必要性と安全性に関する評価の考え方について，非常に示

唆に富んだ判示を行っている。これは，民事差止請求事件における判

決であるが，本件における安全審査の過誤欠落が「看過し難いもので

あるかどうか 「違法性が重大なものといえるかどうか」の判断に当」

たって，参照すべきものと考える。

２ 環境リスクに関する判示
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同判決はまず環境リスクについて次のように判示する。

「第一 原子力発電所施設の危険性の判断手法について

一 環境リスク

控訴人らは，原子力発電所のように，一度大事故が起こると，質・

量共に，他の種類の事故と比べ，けた違いに深刻な結果を招く場合に

は，いわゆる環境リスクの問題として，国家や法がそのリスクを防止

する機能を発揮すべく，差止めの判断基準もこれを前提として設定さ

れるべきである旨主張する。

確かに，原子力発電所の事故について，例えば，いわゆるシビアア

クシデントのレベルのものを想定すると，その結果の深刻さはいうま

でもないところである。しかし，原子力発電所の運転も，これに関す

る事故の発生の危険性も，法律的に評価するときは，結局，これを社

会的かつ有限な事象としてとらえざるを得ないのであって，仮に，控

訴人らの主張が原子力発電所の事故発生の具体的な危険性の有無を超

えて，論理的ないし抽象的・潜在的なレベルでの危険性が少しでもあ

れば一切原子力発電所の建設・運転が許されないという判断基準を求

めるものであれば，採用することができない。

もっとも，原子力発電所の危険性の有無を判断するに当たっては，

原子力発電所の事故の深刻さという特殊性を念頭に置き，他の社会的

な事故との比較においても，十分に安全側に立った慎重な認定・評価

をする必要があるということは否定できない。

同様に，原子力発電所の事故の深刻さを前提として，原子力発電所

の危険性と必要性の兼ね合いについてみると，当該原子力発電所が周

囲の住民等に具体的な危険をもたらすおそれのある場合には，いかに

その必要性が高くとも，その建設・運転が差し止められるべきことは

いうまでもない。また，逆に，以上のような原子力発電所の特殊性に

かんがみ，当該原子力発電所の必要性が著しく低いという場合には，

これを理由としてその建設・運転の差止めが認められるべき余地があ

るものと解するのが相当である 」。

このように，原子力発電所の事故の深刻さを念頭に置き 「必要性，



- 309 -

が著しく低いという場合には，これを理由として差し止めが認められ

るべき余地がある 」としているのである。。

３ 原子力発電所の必要性・経済性と危険性の兼ね合いについての判示

「ところで，原子力発電所の必要性・経済性と危険性の兼ね合いに

ついて付言するに，右にみたように，少なくとも，現時点において，

原子力発電所による一定の電力供給力の確保という必要性は否定でき

ないが，さればといって，原子力発電所の運転上具体的な危険が生ず

ることも許されない。したがって，原子力発電所の必要性と安全性の

確保は，いずれも否定することができない前提条件と考えられるので

あるから，原子力発電所の運転に関しては，必然的に，経済性の要請

は後退せざるを得ないというべきである。そうすると，程度問題では

あるが，原子力発電所を運転する側で，経済性を優先させる余り，稼

働率を重視することがあれば，それは問題といわなければならず（な

お，これに関連するが，原子力発電所がスクラム等で停止した場合で

も，厳密にいえば，停止したこと自体が問題なのではなく，どのよう

な原因で停止したのか，また，停止までの経過がどうであったのかが

重要なのであり，原子力発電所を運転する側において，原子力発電所

を停止すること自体に躊躇したり，後ろめたさを感じたりすべきでは

なく，その経過と原因を徹底的に究明して事後の運転上の教訓にする

とともに，できるだけ早い時期にその結果を必要かつ十分に開示して

一般の理解を求めるべきである ，他方，原子力発電所の運転を批判。）

する側も，単に，経済性や能率性に劣るという理由だけで，いまこの

時期において，直ちに原子力発電所の全廃を唱えるのも相当とはいい

難い（もとより，個々の原子力発電所のうち，具体的な危険を生じて

。）。」いる原子力発電所の優先的な廃止を求めることとは別問題である

４ 核燃料サイクルの破綻を認めた判示

また，この判決は次のように判示して核燃料サイクルが破綻してい

ることを認めている。

「控訴人らは，いわゆる核燃料サイクルがこれを機能させるための

二本の柱である再処理工場と高速増殖炉の事故により破綻しており，
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また，仮に再処理を行ったとしても，処理後の高レベル廃棄物の処分

方法について具体的な見通しは全くなく，これに伴って，本件原子力

発電所でも，早晩，使用済燃料の処理に行き詰まることは目に見えて

おり，かかる事態を社会的に放置することは許されない旨主張する。

確かに，核燃料サイクルに関して，現在，控訴人ら指摘のような問

題点が大きく浮上してきていることは否定し難く，長期的・将来的に

は，それが本件原子力発電所の運転に影響を及ぼす可能性があり，特

に，廃棄物処理に関しては，高レベル廃棄吻の処分の見通しが立たな

い状況が続けは，いきおい，本件原子力発電所をはじめとする各地の

， ，原子力発電所の使用済核燃料について 行き場のない状況が深刻化し

周辺住民の差止請求をまたずとも，実際上，原子力発電所が稼働を停

止ないし縮小せざるを得ない事態も想定される。

しかし，かかる核燃料サイクルに関する問題は，少なくとも，当面

の全体原子力発電所の運転状況に影響を及ぼす事柄とはいえず，した

がって，本訴における判断，すなわち，現時点において控訴人らに本

件原子力発電所の運転の差止めを求める権利があるかどうかの点を左

右するものとはいい難い。この点の問題性への対処は，原子力発電所

の必要性と国民一人一人の子孫に残す環境を含めた現在及び将来にお

ける生活の在り方を見すえた上での社会的な決断と選択にゆだねざる

を得ないというべきである 」。

このように，女川事件では，核燃料サイクル施設の行き詰まりは明

確に認定された。しかし，通常のそれを理由に通常の原発の差し止め

までは認める理由とならないと判示しているのである。この判決にお

いて，控訴人の「核燃料サイクルがこれを機能させるための二本の柱

である再処理工場と高速増殖炉の事故により破綻しており」という主

張に対応して，裁判所が「控訴人ら指摘のような問題点が大きく浮上

してきていることは否定し難く，長期的・将来的には，それが本件原

」 ，子力発電所の運転に影響を及ぼす可能性があり と書かれているのは

。 ，もんじゅの事故をはじめとする事態を指しているのである まさしく

核燃料サイクル施設の中核である本件施設の訴訟においては，この核



- 311 -

燃料サイクルの破綻は，当該施設の運転の必要性の判断の基礎をなす

ものといえる。

５ 請求の当否に関する判示について

また，結論的な請求の当否についても，次のように述べ，極めて興

味深い判示を行っている。

「第六 本件差止請求の結論的な当否について

以上検討したところを総合すると，本件原子力発電所については，

現時点において，一定の運転の必要性が認められる一方，これによっ

て，控訴人らに被害をもたらす具体的な危険性があるとは認め難く，

したがって，本訴請求は理由がない。

ちなみに，右判断は，飽くまでも，現時点における差止請求権の存

否についてのものであり，今後の本件原子力発電所及び他の原子力発

電所等における運転状況ないしトラブル発生の状況，原子力発電所の

必要性をめぐる各種の状勢の変化（前示のとおり，原子力発電所の特

殊性にかんがみ，原子力発電所の必要性自体が現在に比して著しく減

少すれば，これを理由としてその建設・運転の差止めが認められる余

地があると解される ）などにより，将来において，本件原子力発電。

所の長期的ないし一般的な差止め（仮処分を含む ）を肯定すべき事。

態が生ずるかどうかは，別個の事柄というべきである 」。

まさしく，もんじゅのように，必要性に乏しく，危険性が桁外れに

大きい原発については，差止の判決を下すべきことを示唆した判決と

いえる。

三 公益性・必要性のない施設の違法性の判断の基準について

このように，不必要な施設，公益性のなくなった施設については，民

事差止の要件が容易に認められることとなることはもちろんのこと，

違法性の存否の判断に当たっての 「看過し難い安全審査の過誤欠落」，

の有無，無効判断の前提としての「違法性」の「重大性」の判断にあ

たっても，十分考慮しなければならない。

第５ 「もんじゅ」の有益性に関する被控訴人主張の誤り
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一 被控訴人は 最終準備書面 において 原審で控訴人が提起した も，「 」 ， 「

んじゅの有益性が低い」との主張に関連して，２種類の反論を展開し

ている。

その一つは 「高速増殖炉開発の有益性」に付いての原判決の判示は，

誤っているとの主張（１７－２０頁）であり，他の一つは控訴人の主

張は誤っているとの反論（３５頁）である。

そのいずれの主張においても共通している論点は次の点である。

すなわち，控訴人や原判決は「本件原子炉施設の公益性や必要性は，

安全審査の対象とされるべきである」との前提に立っているが，原子

炉施設の公益性や必要性は原子炉等規制法２４条１項４号の適合性と

は関係なく，安全審査の対象ともならないことから，その前提は誤り

である。

二 被控訴人の批判・反論の「安全審査の対象であることを前提にしてい

る」との論旨は，以下に述べるように，控訴人の主張と原判決の判示

の内容をねじまげた立論である。

１ 控訴人らの主張

控訴人らは提訴の段階から その訴状において 高速増殖原型炉 も， ， 「

んじゅ」は，実用化を目指した高速増殖炉開発の第２段階として計画

された実験用原子力発電所であるが，目的とする高速増殖炉原子力発

電所の実用化の期待は 「もんじゅ」の設置が許可された段階で，す，

でに色あせたものとなっていることが世界的に明らかになってきてい

ると指摘してきた。

すなわち，高速増殖炉原子力発電所では，現在実用に供されている

軽水炉原子力発電所より安価な電力が供給できるだけでなく，核燃料

として利用されるプルトニウムは，発電のために消費される量より多

くの量が「増殖」可能であり，長期にわたって未来を担う原子力発電

所とされてきた。

しかし，各国での高速増殖原型炉原子力発電所と，プルトニウム燃

料供給施設である核燃料再処理施設の建設・運転の段階での経験か

ら，軽水炉原子力発電所とそれへのウラン核燃料供給施設にはない様
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々な技術的困難が明らかになり，たとえそれらの困難を乗り越えられ

るとしても，その代償として現在より何倍も高い電力コストを覚悟し

なければならないことが，世界の先進国で，ますます明らかになって

きている実状を約１７年前に提出された「訴状」は先見的に訴えてい

る（訴状，第五 高速増殖炉の非経済性 。）

控訴人らは，そうした世界的な情況を基にして，電力供給源として

の将来性が消滅した高速増殖炉原子力発電所開発の一環である「もん

じゅ」も，その特別の危険性を容認できる公益性を失っており，本件

設置許可は無効であると主張して，提訴に踏み切ったのである。

したがって，控訴人らが 「もんじゅ」の公益性について本件安全，

審査が対象にしなかったことを不当であると主張していないことは明

らかである。

２ 原判決の判示

原判決は 「原告らの主張は，経済性も安全審査の対象であること，

を前提にしている」との被告の主張を退け，原告らの訴えを取り上げ

た理由を次のように判示した。

「規制法２４条１項４号のいう原子炉施設の安全性の確保とは，人

の生命，身体に対する害や，その危険性が絶対的に零であることでは

なく，その危険性の程度と科学技術の利用により得られる利益の大き

さを共に考慮に入れた上で，原子力施設の有する潜在的危険性を顕在

化させないよう，放射性物質の環境への放出を可及的に少なくし，こ

れによる災害発生の危険性を社会通念上容認できる水準以下に保つこ

とにあることをいう。そうすると，経済性というかはともかく，本件

原子炉施設の利用により得られる利益の大きさ（以下便宜「有益性」

という ）は，安全性判断における一つの要素となることは否定でき。

ないというべきである （１１７頁）。」

この引用内容から明らかなように，原判決も 「有益性を安全審査，

の対象にすべきである」などと，被控訴人が攻撃する趣旨で判示した

のではなく 「人の生命，身体の安全という最大限の尊重を必要とす，

る重大な法益 （原判決１１８頁）を守る使命を果たすべき裁判所の」
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当然の見解を披瀝したのである。

三 控訴審における控訴人の主張

せっかく原告等の訴えを取り上げた原判決も，その結論では以下の誤

った判断を示した。

「本件原子炉施設は，高速増殖炉の開発の第二段階に位置付けられる

『高速増殖原型炉』であり，将来高速増殖炉を実用化して電力供給

の用に供することを目的として，その研究のために設置，運転される

ものであって，電力源の開発という有益性を有することは明らかであ」

ると（原判決１１９頁 。）

そこで控訴人らは，その平成１３年１２月２７日付最終準備書面で，

上記の判示が事実に反していることを次のように指摘した（控訴人平

成13年12月27日付最終準備書面，２０６－２０９頁 。）

これまでの約３０年間 「もんじゅ」に続くことになっていた高速増，

殖炉開発計画は，原判決の約３ヶ月前に原子力委員会が策定した「原

子力の研究，開発，及び利用に関する長期計画 （ 原子力利用長期計」「

画 ）では霧散し 「もんじゅ」以降に予定されていた「実証炉」と「実」 ，

用炉」の両計画とも消滅してしまった。したがって 「もんじゅ」に付，

けられていた「原型炉」という呼び名も，文字通り名前だけのものと

なり，その意味を喪失してしまったのである。

， （ ）さらに控訴人らは 女川原発訴訟控訴審判決 平成１１年３月３１日

の画期的とも言える判示内容を詳細に引用しながら 「もんじゅ」のよ，

うに 「不必要な施設，公益性のなくなった施設については，違法性の，

存否の判断に当たっての 『看過し難い安全審査の過誤欠落』の有無，，

無効判断の前提としての『違法性の重大性』の判断にあたっても，十

分考慮」するよう当審裁判所に強く求めている（控訴人平成13年12月2

7日付最終準備書面２２６頁 。）

四 裁判所の厳しい安全性判断を控訴人らが要請する具体例

１ 建築基準法で採用されている厳しい耐震設計基準の「もんじゅ」へ

の適用

このことについては，渡辺三郎「陳述書 （甲９４）で詳細に述べ」
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られているので，再論するまでもないであろう。

２ 「もんじゅ」安全審査で基本設計の安全性判断の指針として採用さ

れている「高速増殖炉の安全性の評価の考え方について」の適用につ

いて

同指針については，３月２５日に開かれた最終の進行協議の場で，

久米三四郎説明員から次の様な説明がされている。

「この指針では 『高速増殖炉は，現在，研究開発段階にある炉型，

であり，安全性評価の実績も少なく，安全性の評価の考え方について

本報告においては概括的に記述するにとどまっており，今後の安全審

査などの積重ねにより，安全性の評価の考え方及び方法について，よ

り一層具体化，詳細化を行いその確立を図る必要がある （同指針，』

まえがき）とされていながら，制定以来２２年経過した現在まで，全

く改訂されないままである。その理由は，高速増殖炉開発計画が世界

的に停止してしまったために，軽水炉原発のように，国内外の新たな

経験を生かして指針を改善することができなくなったからであり も，「

んじゅ」についても，早々と廃炉の費用が公表されるという情況の下

では，今後とも改訂されることはないであろう」と。

さらに久米説明員は，この指針の欠陥の例として，その別紙，Ⅱ，

（５）項で安全評価の必要性を指示されている「 事故』より発生頻『

度は低いが結果が重大であると想定される事象 （いわゆる「５項事」

象 ）について 「技術的には起こるとは考えられない事象」という呼」 ，

， ， ，び名で通っているが それは動燃が勝手に付けた名前であり さらに

対象とする事象の選定基準も，安全解析結果の判断基準も指針には記

載されていないことも明らかにした。

それらの事象に付いての安全解析では 「設計基準事象」として選，

定される「事故」の場合と違って，結果を厳しくする保守的な想定は

免除されていることなどについて，原審以来控訴人らはその不当性を

訴え続けてきている（たとえば，控訴人平成 年 月 日付最終13 12 27

準備書面，第四章，第４参照 。したがって，安全審査の審議過程に）

， ，「 」おけるそれらの不当性を 以下に例示しておいたように もんじゅ
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の有益性喪失に見合って見直すだけで，関連する基本設計の安全性を

確認したという安全審査の結論も根拠を失い 「もんじゅ」設置許可，

処分の無効も直ちに明らかになることであろう。

① ２次主冷却系配管からのナトリウムの漏洩形態として，すでに１

「 」（「 」）次冷却系配管では想定されている 両端瞬時破断 ギロチン破断

を想定する（甲イ４８５＝久米三四郎「陳述書」４頁 。）

「 」 ，② 炉心崩壊事故 時に炉心で発生する爆発エネルギーの評価値を

動燃報告書に記載されている計算値，すなわち，安全審査で評価さ

れた値（ＴＮＴ火薬約１２０発分）の約２倍に想定する（控訴人平

成13年12月27日付最終準備書面，１９０頁 。）

③ 「炉心崩壊事故」時に発生する爆発の影響を評価する際に，原子

炉容器及びそれにつながる１次冷却系配管などの許容耐圧値を 設，「

計基準事象」解析時と同様に 「最高使用圧力」に設定する（甲イ，

４８５＝久米三四郎「陳述書」２６頁 。）

第６ まとめ

一 原判決取消，原子炉設置許可処分無効確認の判決を求める

以上に詳述したとおり，原審福井地裁の第一審判決は 「被告行政庁に，

おいて，その判断が依拠した原子力安全委員会等の安全審査について，

安全審査の調査審議において用いられた具現在の科学水準に照らして，

体的審査基準が合理性を有すること，並びに，上記具体的審査基準に適

合するとした原子力安全委員会等の調査審議及び判断の過程に看過し難

い過誤，欠落がないことを，相当の根拠，資料に基づいて主張，立証す

る必要があり，被告行政庁が上記主張，立証を尽くさない場合には，上

記判断に不合理な点があることが事実上推認され，これに基づく被告行

政庁の設置許可処分は違法とされる」という最高裁伊方判決の示した司

法審査方式に違反し，とりわけ，自らが原子力安全委員会等になり代わ

って実体判断に踏み込んだ点で原子力安全委員会等の専門技術的裁量権

限を侵すものであるうえ，あろうことか，訴外動燃さえ提案していない

「改善措置案」を根拠に，本件設置許可処分を適法と判断してしまった
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点で，重大な判例違反，ないし法令解釈違反の違法を犯すものである。

そして，最高裁伊方判決の示した上記司法審査方式によれば 「もんじ，

ゅ」に対する原子力安全委員会等の本件安全審査には，具体的審査基準

に不合理な点があり，また原子力安全委員会等の調査審議及び判断の過

程に看過し難い過誤，欠落があるのであって，その結果，重大事故を招

くおそれがあり，また，過誤，欠落の態様や内容においても重大なもの

である。

特に 「もんじゅ」の｢ 次ナトリウム漏洩事故対策｣に関する調査審議， 2

判断の過程には，現在の科学技術水準に照らして，溶融塩型腐食損傷の

知見に関する看過し難い過誤欠落があるばかりか 炉心溶融 から 炉，「 」 「

心崩壊」に至る重大な事態を招く多くの要因についての無為無策ともい

うべき看過し難い過誤欠落があり，その過誤，欠落は，基本設計自体の

破綻を招き 「もんじゅ」従業員や周辺地域住民等の生命・身体に重大，

な危害を及ぼす重大事故を招くおそれがある点で重大であるとともに，

過誤欠落の態様や内容においても極めて重大なものである。

また，もんじゅ蒸気発生器の伝熱管破損事故において，高温ラプ

， ，チャが発生するかどうかは 基本設計の安全性に係わる事項であり

安全審査前後のＳＷＡＴ実験やイギリスＰＦＲ炉における事故，さ

らには，今回保安院から指摘された初歩的な科学的知見の見落とし

などを総合すれば，その危険性が十分認められるにもかかわらず，

本件安全審査においては，高温ラプチャに関する安全審査はなされ

ておらず，許可処分後もこの点に関する安全審査機関の判断は示さ

れていないのであるから，この点でも，本件安全審査には重大な欠

落があり，かつ 「もんじゅ」は，蒸気発生器伝熱管破損事故発生，

した場合，高温ラプチャ現象が発生し，炉心溶融，崩壊という重大

事故に至る可能性がある。

原判決は，安全審査を経ていない訴外動燃独自の「安全対策改善

策案」を根拠に上記の多くの新知見によっても安全審査の合理性は

失われないと判示するが，基本設計に関する安全審査の不備につい

て，別個の行政処分である後続処分段階において審査されるべき事
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項による手当の可能性があることを理由として救済することはそも

そも許されないし，裁判所が自ら訴外動燃などの実験データや将来

的改善計画の主張のみを基礎に実質的な安全審査を行うことは，伊

方最高裁判決が設定した司法審査の限定，すなわち原子力安全委員

会等の専門技術的裁量権限の尊重という基準に矛盾するうえ，少な

くとも「２次冷却材漏洩事故対策」と「蒸気発生器伝熱管破損事

故対策」については，本件基本設計は破綻しており，その対策に

は基本設計の変更が避けがたいことが明らかになっている。

次に，地震については，現在の地震学の発展によって，旧来の耐震設

計の手法が一新されたため，本件安全審査の調査審議において用いられ

た耐震設計審査指針には，現在の科学技術水準において採用すべき強震

動予測の方法に照らし，全く古い，大雑把，かつ不合理，不充分なもの

であるなどの不合理な点があり，また，本件「もんじゅ」の耐震設計が

耐震設計審査指針等に適合するとした原子力安全委員会等の調査審議及

び判断の過程には，断層の連続性の有無にかかわらず，複数の断層が同

時に活動しうるものであるにもかかわらず，断層の連続性によって断層

の同時活動性を判断しているなどの点で看過し難い重大な過誤，欠落が

あり，かつ，これら耐震設計の不備は，一旦，想定を超える地震動が施

設を襲ったときに施設に重大な損傷を与え，極めて重大な被害をもたら

す可能性がある。

さらに，もんじゅで最悪の事故と考えられている「炉心崩壊事故」が

起こった場合，訴外動燃の計算によっても，原子炉容器や格納容器が破

損して大量のナトリウムや放射性物質が環境中に放出されることが判明

したばかりか，最も激しく再臨界を起こし放射性物質を飛散させる可能

性のある事故形態については，安全審査の対象とされていないことも明

らかである。

したがって，原子力安全委員会等の上記安全審査に依拠した被控訴人

国の判断には著しく不合理な点があり，この点について被控訴人国は必

要な主張，立証を尽くしていないから，これに依拠した被控訴人国の判

断には著しく不合理な点があり，本件原子炉設置許可処分には重大な違
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法があり，無効と判断されるべきである。

「もんじゅ」について，訴外動燃が変更許可申請をなさざるをえなか

ったこと，原判決に対する判例評釈がこぞって「原処分は違法と判断さ

れるべきである」と評していること，そして 「重大事故に至る可能性，

が否定できない」とする控訴人らの当審における主張，立証に対して，

被控訴人国が実質的反論ができなかったことに照らしても，本件原子炉

設置許可処分の無効は避けがたいところである。

以上のとおり，控訴人らは，これまで詳述した理由により，高速増殖

炉「もんじゅ」にかかる本件原子炉設置許可処分は無効と判断されるべ

きものと思料するので，貴裁判所に対し，原判決を取り消したうえ，被

控訴人国が訴外動燃に対して昭和５８年５月２７日にした本件原子炉設

置許可処分は無効であることを確認する旨の判決を求めるものである。

二 貴裁判所が司法本来の役割をまっとうすることを切望する

地元住民をはじめとする多くの国民は，当審裁判所が司法本来の役割

を果たすことを期待し，きたるべき控訴審判決を注視している。

当審における判決は，原判決の受けた「ナトリウム事故で高まった県

民の不安は一顧だにされなかった 「判決は，立地が絶対安全だという」，

国の保障で進められていた経緯を全く理解していない ，」（以上福井新聞）

（朝日新聞）「判決は世間の安全意識と大きくずれているのではないか」

との批判 また かつて無効確認訴訟却下判決の受けた 本（ ）第１章参照 ， ， 「

判決は無効確認訴訟を却下するための苦心の労作ではあっても，これま

（阿部泰隆「行での学説判例から離れすぎ，無理な理論構成と思われる」

いわゆるも政処分無効確認訴訟の原告適格，無効確認訴訟と民事差止訴訟の関係(

という類いの手厳しい批判を２度と受けるよんじゅ判決 」判タ 号 頁）) 663 44

うな恥ずべき内容であってはならない。

万が一にも，かかる事態になれば，司法改革に向けた努力が各方面で

進められている現在，我が国の司法は，取り返しのつかない失望と深い

不信を国民の中に植え付けることになり，司法改革の理念さえ根底から

問われることになる。

当審の課題は，原判決の判例違反等の明白な違法を速やかに是正し，
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改めて，本件原子炉設置許可処分の適法性を厳密に問い直し，あるべき

司法判断を示すことを通して，原子力安全規制行政のあり方をただすと

ともに，原判決によって損なわれた司法に対する国民の信頼の回復を計

ることにこそあるというべきである。

控訴人らは，本最終準備書面の提出にあたり，貴裁判所がこれま

で充実かつ迅速な審理に心掛けられたことを高く評価するととも

に，改めて，貴裁判所が，国民に対するその責務の重さを厳粛に受

け止め，司法本来の使命をまっとうされることを，切に要望する次

第である。

以上


